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各種対応窓口について 
 

下表の「対応窓口等」における各研究科の対応キャンパスは、次のとおりです。 
 

研 究 科 キャンパス 

法学、文学、経済学、商学、社会学、理工学、外国語教育学、 

心理学、東アジア文化、ガバナンス 
千里山 

総合情報学 高 槻 

社会安全 高槻ミューズ 

人間健康 堺 

※ 各窓口の場所は巻末のキャンパスマップで確認してください。 

 

□ 各種届け出・願い出 

 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

履修登録について 

年度始めに登録します。 
指導教員に相談し、承認を得たうえ
で登録してください。 
秋学期から復学等をする場合は、事
前に右記の問合せ先で相談してく
ださい。 

Web で登録 

問合せ先 

千 里 山: 
高 槻: 
高槻ミューズ: 
 堺  : 

教務センター 
総合情報学部オフィス 
ミューズオフィス 
堺キャンパス事務室 

住所･電話番号・氏名・保証
人等の変更について 

異動届を提出してください。 
＜10ページ参照＞ 千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

教務センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

学籍関係届出について 
（休学・復学・退学・再入
学・復籍） 

所定の用紙を提出し、願い出てくだ
さい。 
＜16ページ参照＞ 

学費に関する問い合わせ ＜15ページ参照＞ 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

出納課分室 

高槻キャンパスオフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

保険制度の利用について 

「学生教育研究災害傷害保険」に
加入しています。授業中、課外活動
中等でけがをした場合は、窓口で問
い合わせてください。 

千 里 山: 
 
 
  

高 槻:  
高槻ミューズ:  
 堺  : 

教務センター 
学生センター 
学生生活支援グループ 
スポーツ振興グループ  
高槻キャンパスオフィス  
ミューズオフィス  
堺キャンパス事務室 

インフォメーションシステム
の利用者ＩＤ、パスワード
について 

利用者ＩＤ、パスワードを忘れた場
合は、窓口で手続きを行ってくださ
い。パスワードの再発行には、学生
証が必要です。 
＜309ページ参照＞ 

千 里 山:  
高 槻:  
高槻ミューズ:  
 堺  : 

ITセンター4階受付  
総合情報学部オフィス  
ミューズオフィス  
堺 PCルーム受付 

遺失物・拾得物・盗難につ
いて 

窓口へ届け出てください。 
持ち主がわかる拾得物は電話・イン
フォメーションシステムの「個人伝
言」等でお知らせします。 

千 里 山: 
 
  

高 槻:  
高槻ミューズ:  
 堺  :  
梅田キャンパス: 

 

授業支援ステーション 
学生センター 
学生生活支援グループ  
高槻キャンパスオフィス  
ミューズオフィス  
堺キャンパス事務室  
梅田キャンパス 
2階事務室 

－1－



 

□ 各種証明書の発行 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

各種証明書の取得について 

 

証 明 書 

手数料 

在学者 
在籍者 

左 記 
以 外 

在学証明書※ 100円 ― 

修了見込証明書※ 100円 ― 

成績証明書※ 100円 300円 

単位修得済証明書 100円 300円 

修了証明書 100円 300円 

各種外国文の証明書 300円 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

梅 田: 
 
 
 

教職支援センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

キャリアセンター 
梅田オフィス 

（※印の証明書及び学
割証に限る。） 学割証の取得について 

後掲の自動発行機にて、年度ごとに
1人20枚まで発行できます。 
＜301ページ参照＞ 

通学証明書の取得について 
窓口で随時発行します。 
＜301ページ参照＞ 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

教務センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

学生証・在籍確認票の再交
付について 

再交付願を提出してください。な
お、手数料 900 円(学生証 700 円、
在籍確認票200円)が必要です。 
＜13ページ参照＞ 

団体旅行証明書の取得につ
いて 

詳細については窓口まで問い合わ
せてください。 
＜302ページ参照＞ 

千 里 山: 
 

 
 
 

高 槻: 
 
高槻ミューズ: 

 
 堺  : 

教職支援センター 
学生センター 
学生生活支援グループ 
スポーツ振興グループ 
 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

健康診断証明書の取得につ
いて 

 

 

 
 

＜311ページ参照＞ 

健康診断証明書 

手数料 

在学者 
在籍者 

本学所定用紙※ 200円 

本学所定用紙以外 500円 

外国文の証明書 1000円 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

保健管理センター 

高槻キャンパス保健室 

ミューズ保健センター 

堺キャンパス保健室 

 

□ 証明書・学割証自動発行サービスについて 

千里山、高槻、高槻ミューズ及び堺、梅田の各キャンパスには証明書自動発行機が設置されてお

り、即日発行ができます。発行できる証明書等は、上記表中に記載されている※印の証明書及び

学割証に限ります。 

各キャンパスの証明書自動発行機の設置場所は次のとおりです。 

キャンパス 設 置 場 所 取扱い時間 

千里山キャンパス 第2学舎1号館1階 ホール 
月～金 

土 

:9時～18時30分 

:9時～17時 

高 槻 キ ャ ン パ ス A棟1階  総合情報学部オフィス横 
月～金 

土 

:9時～20時 

:9時～17時 

高 槻 ミ ュ ー ズ 

キ ャ ン パ ス 
西館(大学･大学院学舎棟)2階  ミューズオフィス 横 

月～金 

土 

:9時～20時 

:9時～17時 

堺 キ ャ ン パ ス A棟1階 堺キャンパス事務室 横 
月～金 

土 

:9時～18時30分 

:9時～17時 

梅 田 キ ャ ン パ ス 5階 
キャリアセンター 

梅田オフィス内 

月～金 :10時～18時 

※時期によっては土曜日開室有 

※ 休業期間中等で、取扱い時間が変わることがありますので、インフォメーションシステムで確認して

ください。 
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□ 各種相談 

修学に関して 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

自然災害発生時の休講等の
取り扱いについて 

授業の取扱いは、8 ページの「自然
災害発生時の休講等の取り扱いにつ
いて」のとおりです。不明な点があ
れば問い合わせてください。 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

教務センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

障がいのある学生に対する 
修学支援について 

詳細については窓口へ問い合わせて
ください。 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

学生相談・支援センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

 

 

経済上の相談 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

学費の延納・分納について ＜15ページ参照＞ 

Web で登録 

問合せ先 

千 里 山: 
高 槻: 
高槻ミューズ: 
 堺  : 

出納課分室 
高槻キャンパスオフィス 
ミューズオフィス 
堺キャンパス事務室 

各種奨学金について 

毎年春学期開始前後（秋学期入学生
は秋学期開始直後）に出願を受け付
けます。詳しくは、インフォメーシ
ョンシステム、奨学支援グループ
Web サイト、学内掲示板等にてお知
らせします。＜295ページ参照＞ 

千 里 山: 

 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

学生センター 

奨学支援グループ 

高槻キャンパスオフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

一時的あるいは緊急に生活資金が必
要になった時は、短期貸付金制度が
ありますので、窓口へ問い合わせて
ください。 
＜299ページ参照＞ 

下宿について 希望者は直接相談してください。 

関西大学生活協同組合 

[人間健康研究科のみ] 

㈱学生情報センター 

㈱共立メンテナンス 

上野芝学生寮 

 

－3－



 

学生生活について 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

不安や悩みの相談について 
随時相談を受け付けます。 
＜5、293ページ参照＞ 

千 里 山: 
 
 
 
 
 
 

 
高 槻: 

 
 

 
高槻ミューズ: 

 
 
 堺  : 

 

教務センター 
学生センター  
学生生活支援グループ 
大学学生相談室 
学生相談・支援センター 
心理相談室 
ハラスメント相談室 
 
総合情報学部オフィス 
高槻キャンパスオフィス 
高槻キャンパス心理相談室 
 
ミューズオフィス 
ミューズ心理相談室 
 
堺キャンパス事務室 
堺キャンパス心理相談室 

健康上の悩みの相談につい
て 

随時相談を受け付けます。 
＜311ページ参照＞ 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

保健管理センター 

高槻キャンパス保健室 

ミューズ保健センター 

堺キャンパス保健室 

留学等の相談について 

随時対面・オンライン両方で相談を
受け付けます。 
詳細は冊子版・Web版『GLOBAL NAVI』
で確認してください。 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

国際部 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

 

将来へ向けて（就職等） 

問合せ事項 注意点等 対応窓口等 

各種資格課程の受講について 
希望者には窓口で説明します。 
＜291ページ参照＞ 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

教職支援センター 

総合情報学部オフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

各種資格講座の受講について 随時相談を受け付けます。 

千 里 山: 
 
 

高槻・堺: 
 
 

高槻ミューズ: 
 
 

エクステンション･リード 
センター 
 
エクステンション･リード 
センター（千里山） 
 
エクステンション･リード 
センター 

高槻ミューズキャンパス分室 

進路や就職活動の相談につ
いて 

随時相談を受け付けます。 
 
キャンパスによって開室曜日・時間
が異なりますので、Webサイトで確
認してください。 
キャリアセンターWebサイト 
www.kansai-u.ac.jp/career/ 
＜303ページ参照＞ 

千 里 山: 
 
 
 

高 槻: 
 
 

高槻ミューズ: 
 
 

 堺  : 
 
 

梅 田: 
 

キャリアセンター 
キャリアセンター 
理工系事務室 

 
キャリアセンター 
高槻キャンパス分室 

 
キャリアセンター 

高槻ミューズキャンパス分室 
 
キャリアセンター 
堺キャンパス分室 

 
キャリアセンター 

梅田オフィス 
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オフィス・アワーについて 

各研究科では、オフィス・アワーを設定しています。 

大学院における研究活動に関わる様々な問題について、相談に応じます。相談者のプライバシーに

十分配慮しますので、遠慮なくご相談ください。 

相談は、研究科長等が行います。ただし、内容によっては、研究科長等の責任において、より適切

な相談者(当該研究科スタッフ)を紹介します。原則として各研究科長等のオフィス・アワーで行いま

すが、これ以外の時間帯でも、可能な限り相談に応じますので、授業支援ステーション(尚文館)、総

合情報学部オフィス、ミューズオフィス又は堺キャンパス事務室に申し出てください。 

オフィス・アワーの時間帯等の詳細は、インフォメーションシステムや掲示にてお知らせします。 

 

 

□ 施設利用に関すること 

利用施設 注意点等 対応窓口等 

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 
テ ク ノ ロジ ー セ ンタ ー 
(ITセンター) 

詳細については、各窓口へ問い 
合わせてください。 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

ITセンター 
 
高槻キャンパスオフィス 
 
ミューズオフィス 
 
堺キャンパス事務室 

セミナーハウス 
飛鳥文化研究所・植田記念館 
100周年記念セミナーハウス･ 
高岳館 
彦根荘 
白馬栂池高原ロッジ 
六甲山荘 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

教育後援会 

高槻キャンパスオフィス 

ミューズオフィス 

堺キャンパス事務室 

ＤＶＤ・ＣＤ等(視聴覚資料）
の利用について 

千 里 山: 

高 槻: 

高槻ミューズ: 

 堺  : 

総合図書館 

高槻キャンパス図書館 

ミューズ大学図書館 

堺キャンパス図書館 

尚文館・以文館の研究室利用に
ついて(法学･文学･経済学･商学･
社会学･外国語教育学･心理学･
東アジア文化･ガバナンス研究科) 

各研究科の「院生協議会」に相談
してください。 

各研究科院生協議会 
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教務センター 
(総合情報学研究科は総合情報学部オフィス、社会安全研究科はミューズオフィス、 

人間健康研究科は堺キャンパス事務室が窓口です) 

 

千里山キャンパスにある教務センター(第 2 学舎 1 号館 1 階)は、履修及び成績、学位論文、その他

研究上必要な諸手続に関する窓口です。 

皆さんは、大学院学則や諸規程にもとづき、指導教員の指導の下、研究科所定の単位を修得し、学

位論文を計画的に作成しなければなりません。教務センターでは、次のとおり相談窓口を設けていま

すので、研究上必要な諸手続や質問・確認事項がある場合は、教務センターまで来てください。 

なお、総合情報学研究科の皆さんは総合情報学部オフィスまで、社会安全研究科の皆さんはミュー

ズオフィスまで、人間健康研究科の皆さんは堺キャンパス事務室まで来てください。 

具体的な業務 

【履修関係】 

・履修登録などについての相談 

【試験・成績関係】 

・試験や成績に関する相談 

・学位論文の提出に関する相談 

【学籍関係】 

・休学や復学などの学籍に関する相談及び手続 

【庶務】 

・住所、電話番号、氏名などの変更手続 

・学生証、在籍確認票の再発行手続 

・学会補助費等の申請手続や相談 

その他、研究上の相談や諸手続に関すること 

※【資格関係】及び【証明書】については教職支援センター＜292 ページ参照＞が窓口です。 

【資格関係】 

・教員免許などの資格取得に関する相談 

【証明書】 

・証明書発行に関する手続 

開室時間 

 教務センター 総合情報学部オフィス ミューズオフィス 堺キャンパス事務室 

月～金曜日 9：00～18：30 9：00～20：00 9：00～17：00 9：00～18：00 

土曜日 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 

※試験期間中、夏季・冬季休業中の扱いについては、別途インフォメーションシステムにてお知

らせします。 
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授業支援ステーション（尚文館） 
(総合情報学研究科は総合情報学部オフィス、社会安全研究科はミューズオフィス、 

人間健康研究科は堺キャンパス事務室が窓口です) 

 

 開室時間は原則として以下のとおりです。 
月曜日〜⾦曜日  8 :30〜20:00 
土曜日      8 :30〜18:00 
※試験期間中、夏季・冬季休業中の扱いについては別途 

インフォメーションシステムでお知らせします。 
 

 

授業を受講するにあたってのさまざまな相談対応など、幅広く授業受講に係わるサポートを行う「授

業支援ステーション」が千里山キャンパス尚文館 3 階にあります。授業支援ステーションは本学の教

育・授業の質的向上を目的として設置され、学生への支援サービスのほか、教員への授業運営支援も

行っています。 

授業及び研究支援についてわからないことがあれば、まず授業支援ステーションに来てください。

授業支援 SA（スチューデントアシスタント）と呼ばれる学生スタッフと事務職員が応対します。 

授業支援ステーションでの主な業務は次のとおりです。 

〇拾得物の取扱 

授業支援ステーションに届出後、 2 週間保管します。その後は、落とし物コーナーにて 3 カ月 

間保管します。 

〇インフォメーションシステム等の操作相談 

〇授業等で使用する備品の貸出し 

〇尚文館の教室使用に関する手続き 

〇尚文館のロッカー貸出に関する手続き 

 

なお、総合情報学研究科の皆さんは総合情報学部オフィスまで、社会安全研究科の皆さんはミュー

ズオフィスまで、人間健康研究科の皆さんは堺キャンパス事務室まで来てください。 
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自然災害発生時の休講等の取り扱いについて 
 

自然災害が発生した際の休講等（授業（遠隔授業を含む。以下同じ。）の休講、キャンパス内

の入構禁止措置、授業時間の短縮及び定期試験の延期措置を含む）の取り扱いについては、下

記のとおりとします。 

なお、授業時間中に自然災害が発生した際は、授業を中止し、授業時間を短縮します。 

※「自然災害」とは、各キャンパスの所在地域に深刻な被害を生じさせる地震、津波、暴風、 

豪雨、洪水、大雪等に起因する災害をいいます。 

 

記 

 

１ 休講等の基準は、次のとおりとします。 

(１) 地震・津波等 

ア 大阪都市圏に震度５強以上の地震が発生し、大きな被害が発生することが懸念される

とき。 

イ 大阪都市圏に大津波警報が発表され、津波による被害の発生が懸念されるとき。 

ウ その他地震・津波等によりキャンパス内の施設等に授業の継続が困難な被害が発生した

とき。 

(２) 大雨・暴風等 

ア 大阪府に大雨、暴風、暴風雪、大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき。 

イ 大阪府内の市町村のいずれかに暴風警報が発表されたとき。 

ウ 気象庁の予報等により、翌日の未明から夕刻までに大阪府に大規模な台風や豪雨などの

来襲が予測されるとき。 

(３) その他 

ア 自然災害により別表１に定める各キャンパスにおけるいずれかの鉄道路線（区間）等に

ついて、鉄道会社が自然災害による運行停止又は計画運休の実施を公表したとき。 

イ 大阪市長、吹田市長、高槻市長又は堺市長のいずれかが、各キャンパス所在地を含む

地域の居住者に対して避難を指示したとき。 

 

２ 休講等の取り扱いは、次のとおりとします。 

警報等の発令及び鉄道路線（区間）等の運行停止又は計画運休に係る必要な措置は、次の表

のとおりとします。 

警報等の発令及び交通機関の運行状況 措 置 

 6 時までに解除・運行再開 平常どおり 

10 時までに解除・運行再開 第３時限から授業 

13 時までに解除・運行再開 第６時限から授業 

13 時をすぎて解除・運行再開 休 講 

・該当交通機関での事故等による一時的な運転の見合わせの際は、休講等としません。 

・梅田キャンパスについては、特別な状況に応じて休講等を行うことがあります。 
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３ 休講等の周知については、次のとおりとします。 

休講等の周知及び授業再開の周知は、関西大学 Web サイト等を通じて速やかに行うものとし

ます。また、次のいずれかに該当する場合は、前日のうちに休講等を周知します。 

(１) 気象庁の予報等によって、大阪府に翌日の未明から夕刻までに、大規模な台風や豪雨な

どの来襲が予測される場合、前日の 22 時までを目処に周知します。 

(２) 鉄道会社が別表１に定める鉄道路線（区間）について翌日以降の計画運休の実施を公表し

た場合、前日の 22 時までを目処に周知します。 

 

４ 上記にかかわらず、授業の休講等の取り扱いは別途関西大学 Web サイト等でお知らせします。 

 

５ 自然災害による休講等の措置が行われない場合において、通学経路上の公共交通機関の運休

等や居住地で自然災害が発生したために授業に出席できないときは、当該交通機関発行の証明

書を添え、又は特別警報等が発表されたことを欠席届発行窓口に申し出ることで「欠席届」の発

行手続きが可能です。 

 

以 上 

 

別表１ 鉄道路線（区間）等 

千里山キャンパス 

※南千里国際プラザを含む 

・JR 東海道本線（京都駅～神戸駅） 

・阪急千里線（天神橋筋六丁目～北千里駅）、京都線（十三駅～京都

河原町駅）、神戸線（大阪梅田駅～神戸三宮駅） 

高槻キャンパス 

・高槻市営バス（JR 高槻駅北～関西大学、JR 富田駅～関西大学） 

・JR 東海道本線（京都駅～神戸駅） 

・阪急京都線（十三駅～京都河原町駅）、神戸線（大阪梅田駅～神戸

三宮駅） 

高槻ミューズキャンパス 

・JR 東海道本線（京都駅～神戸駅） 

・阪急京都線（十三駅～京都河原町駅）、神戸線（大阪梅田駅～神戸

三宮駅） 

堺キャンパス 

・南海高野線（なんば駅～堺東駅） 

・大阪メトロ堺筋線（天神橋筋六丁目駅～天下茶屋駅） 

・阪急千里線（天神橋筋六丁目駅～関大前駅） 

梅田キャンパス 

・JR 東海道本線（京都駅～神戸駅） 

・阪急千里線（天神橋筋六丁目駅～北千里駅）、京都線（十三駅～京

都河原町駅）、神戸線（大阪梅田駅～神戸三宮駅） 

・大阪メトロ堺筋線（天神橋筋六丁目駅～天下茶屋駅）、御堂筋線（新

大阪駅～天王寺駅） 
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住所等変更の届出について 
 

次の事項（①本人の住所・電話番号、②本人の氏名、③本人の本籍地、④本人の通学区間、⑤保

証人の住所・電話番号、⑥保証人の氏名）に変更があった時は、直ちに「異動届」（教務センター

備付）を教務センターへ提出してください。「異動届」を提出しない場合、大学からの郵便物等が

届かなくなりますので注意してください。 
なお、氏名等については、住民票又は在留カード（又は、パスポート）に基づき、丁寧に記入し

てください。 
総合情報学研究科の皆さんは総合情報学部オフィスへ、社会安全研究科の皆さんはミューズオフ

ィスへ、人間健康研究科の皆さんは堺キャンパス事務室へ「異動届」を提出してください。 

 
大学からの連絡について 

 

大学からの諸連絡はインフォメーションシステムを、個別の授業に関するお知らせは関大 LMS 等

を通じて行います。常に、発信される情報に注意し内容を確認してください。 

大地震や風水害等の大規模事故災害が発生した場合、学校保健安全法が定める第 1 種及び第 2 種

感染症が集団発生した場合、その他危機管理マニュアルに定める危機レベルⅢに相当する事象が発

生した場合、インフォメーションシステムを通じて、情報提供や安否確認等のため連絡を行います。 

インフォメーションシステムや関大 LMS 等にアクセスするためには、利用者ＩＤとパスワードが

必要となります。入学時に配付するパスワード通知書を参照してください。 

また、連絡内容によっては、学内の掲示板に掲示するものもありますので、併せて確認するよう

にしてください。 
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インフォメーションシステムについて 
 

詳細は『KANSAI University Information System & 関大 LMS 操作マニュアル〔学生用〕』を参照

してください。 

 
インフォメーションシステム 

大学生活に関するあらゆる情報を入手できるポータルサイトです。大学が発信するお知らせや各

種学内サービスへのリンク集など欲しい情報をすぐに見つけることができ、大学生活をより身近に

感じることができます。 

スマートフォン用アプリ「関大ポータル」からも同様に利用できます。 

 

トップページ(ホーム画面) 

トップページは大学からの諸連絡（お知らせ、個人伝言、休講・補講情報など）をはじめ、あら

ゆる新着情報が一覧で確認できます。重要な情報が多数発信されますので、必ず 1 日 1 回ログイン

し、内容を確認してください。 

メインメニューの「教務情報」には、授業に関係するシラバスシステムや履修登録システム、学

習支援システム（関大 LMS 等）のリンクがあります。 

トップページの情報はスマートフォンからでも確認することができます。 

 

シラバスシステム 

授業科目の開講曜日・時限、担任者情報、授業概要（到達目標含む）、授業計画、成績評価の方

法・基準・教科書・参考書等の総合的なシラバス（講義要項）情報が閲覧できます。 

検索方法には、カリキュラム検索、科目検索、教員検索、授業目的・概要などのキーワード検索

があります。 

 

履修登録システム（WEB 履修） 

履修登録は、原則として Web 上で行います。指定された期間に各自で登録を行ってください。 

 

学習支援システム（関大 LMS 等） 

授業に関するお知らせ、予習・復習、課題レポート、各種テスト、授業に関する質問受付・回答

などの授業を補完できるシステムです。 
 

利用者ＩＤとパスワードについて 

利用者ＩＤと初期パスワードは、入学時にお知らせします。 

なお、パスワードを忘れたときは、学生証を持参のうえ、次の窓口で再発行の手続を行ってくだ

さい。 

研 究 科 窓 口 

法学、文学、経済学、商学、社会学、理工学、 

外国語教育学、心理学、東アジア文化、ガバナンス 
IT センター4 階受付 

総合情報学 総合情報学部オフィス 

社会安全 ミューズオフィス 

人間健康 堺 PC ルーム受付 
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利用方法について 

【パソコン】 

１ 関西大学 Web サイト（www.kansai-u.ac.jp）トップページより「メニュー」⇒「学生・教職員専

用」⇒「インフォメーションシステム」をクリックしてください。 

２ ログイン画面から利用者ＩＤとパスワードを入力してください。 

３ ログイン後、トップページが表示されますので、必要な項目を選び、閲覧してください。 

  

【スマートフォン】 

１ iOS、Android の各アプリストアで「関大ポータル」を検索し、アプリをインストールしてくださ

い。 

 ※「関大ポータル」は関西大学が提供するスマートフォン用公式アプリです。本学と関係のない業

者により開発された類似のアプリは使用しないでください。 

２ アプリを開き、エンドユーザライセンスを確認の上、「同意する」ボタンを押してください。 

３ ログイン画面から利用者ＩＤとパスワードを入力してください。 

４ ログイン後、お知らせ、個人伝言、学年暦、時間割などが閲覧できます。 
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学生証・学籍上の氏名・学籍番号 

学生証・在籍確認票について 

学生証・在籍確認票は、本学の学生であることを証明するとともに、近郊主要交通機関に対す

る通学証明書の役割も果たしています。また、図書館等の利用に際しても必要となります。した

がって、学生生活を送るうえで重要なものですから、大切に取り扱ってください。 

学生証・在籍確認票はセットで常に携帯し、次の場合はこれを提示しなければなりません。 

1 定期試験を受験する場合 

2 本学教職員から請求があった場合（夜間に警備員の請求があった場合を含む） 

3 各種証明書及び学割証の交付を受ける場合 

4 通学定期券又は学生割引乗車券を購入の際及びそれを利用して乗車乗船し、係員から請

求があった場合 

学生証は、新入生指導行事期間中に交付され、最短修了期間有効です。それ以上在学する場合

は所管部署窓口で旧学生証と交換で交付を受けることが必要です。在籍確認票は入学時（1 年目）

に学生証とともに交付され、1 年間（4 月 1 日～3 月 31 日）有効で、毎年 3 月下旬に所管部署窓

口での交付となります。 

学生証・在籍確認票は他人に貸与したり、譲渡したりすることはできません。また、紛失した

り汚損したりしたときは、直ちに次の窓口へ手数料を添えて、再交付願(窓口備付)を提出し、再

交付を受けてください。 

研 究 科 窓 口 

法学、文学、経済学、商学、社会学、理工学、 

外国語教育学、心理学、東アジア文化、ガバナンス 
教務センター 

総合情報学 総合情報学部オフィス 

社会安全 ミューズオフィス 

人間健康 堺キャンパス事務室 

なお、現住所等を変更したときも上記窓口へ届け出てください。 

 

 

   

※「コード」は「学籍番号コード」の略称です。 
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学籍上の氏名について 

学籍上の氏名は、入学手続時に本人が届け出たもの（住民票又は在留カード・パスポートに記

載された氏名）としています。 

なお、漢字は JIS 第 1 水準・第 2 水準までとし、入学手続時に確認のとおり、JIS 第 1 水準及

び第 2 水準以外の文字は代替の文字（カタカナを含む）に変換し、登録しています。 

また、外国人留学生の氏名については、原則として全てカタカナ表記としています。ただし、

漢字表記を希望する者については、所定の手続きを行うことで漢字表記とすることも可能です。

この場合も漢字は JIS 第１水準・第 2 水準までとします。 

英語表記については、ヘボン式ローマ字（外国人留学生は「パスポート記載の英字表記」）にて、

姓・ファミリーネーム（大文字）→名・ファーストネーム（頭文字は大文字、2 文字目から小文

字）の順となります（例：KANDAI Taro）。 

外国人留学生等でミドルネームのある場合は、ファミリーネーム（大文字）→ファーストネー

ム（頭文字は大文字、2 文字目から小文字）→ミドルネーム（頭文字は大文字、2 文字目から小文

字）の順となります（例：KANDAI Taro Middle）。 

学生証、証明書など本学が交付する書類等は、学籍上の氏名に基づき取り扱います。 

ただし、学位記（卒業証書）の氏名表記の変更については、入学後に所定の手続きを行った者

には、住民票又は在留カード（英語表記についてはパスポート）に基づいた氏名表記で交付します。 

手続きの詳細については、教務センター（千里山キャンパス以外の大学院生は各キャンパス窓

口）へ問い合わせてください。 
 

学籍番号について 

入学と同時に、学生に学籍番号が与えられます。この番号は学生ごとに異なり、在学中はもと

より、修了後も変わらない本人固有のものです。在学中の学内におけるすべての事務手続は、こ

の学籍番号によって行われます。学籍番号を正確に記憶し省略せずに記入してください。 

学籍番号のしくみは次のとおりです。 

２４  Ｍ １２３４ 関大 太郎 

①  ②    ③ 

 

①…入学年度(西暦の下２桁) 

②…Ｍ：博士課程前期課程(修士課程) 

Ｄ：博士課程後期課程 

③…個人の番号 

 

※学籍番号コードについて 

学籍番号コードは、学籍番号をコード化したものです。コードは、年度を表す 2 桁、課程を表

す 2 桁、個人の番号を表す 4 桁で構成されています。課程を表すコードは、博士課程前期課程が

「10」、博士課程後期課程が「20」となります。 

 

（例）２４Ｍ１２３４の場合  ２４１０１２３４ 

２４Ｄ１２３４の場合  ２４２０１２３４ 
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学  費 

納入期日・方法 

＜納入期日＞ ※入学初学期を除く 

 

春学期分 ―― 5 月 31 日    秋学期分 ―― 10 月 31 日 

＜納入方法＞ 

原則、学期ごとに、口座振替による納入となります。 

口座振替の具体的な手続方法については、関西大学 Web サイトの学費・諸費のページをご覧くださ

い。 

 

＜注意事項＞ 

１ 一旦納入された学費は、返還いたしません。 

２ 休学の場合は、休学在籍料を徴収いたします。詳細については、「休学・復学」（P.16）をご覧く

ださい。 

３ 学費（休学在籍料を含む）を納入しなかった場合は、除籍となります。詳細については、「除籍・

復籍」（P.17）をご覧ください。 

 
 
延納・分納制度 

＜延納制度＞ 

 学費の納入期日が、次のとおり１カ月延長される制度です。 

 

春学期分 ―― ６月 30 日    秋学期分 ―― 11 月 30 日 

＜分納制度＞ 

  学費を春学期２回・秋学期２回に分けて納入できる制度です。１回目の期日までに納入がない場

合は、当該学期の分納が取り消されます。 

 

春学期分 ―― 第１回期日：5 月 31 日   第２回期日：６月 30 日 

秋学期分 ―― 第１回期日：10 月 31 日   第２回期日：11 月 30 日 

＜手続期間＞ 

春学期 ―― ４月 20 日～４月 30 日  秋学期 ―― ９月 1 日～９月 24 日 

 

＜手続方法＞ 

インフォメーションシステムの「申請・アンケート」から申請してください。延納と分納の併用

はできません。延納と分納を同時に申請された場合、分納として取り扱います。 

 

※休学在籍料には延納・分納制度はありません。 
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学籍異動（休学･退学･除籍ほか）及び 
所定単位修得後の在学手続について 

 

【休学・復学】 

休 学 

病気その他やむを得ない理由で、就学できないときは休学することができます。 

休学を希望するときは「休学願」(窓口備付)を窓口を通じて研究科長に提出し、許可を得なけれ

ばなりません。健康上の理由や、兵役による休学の場合は、医師の診断書や証明書が必要です。 

なお、休学できる期間は当該学期末（9 月 20 日又は 3 月 31 日）までとなっています。したがっ

て、引き続き休学を翌学期に延長するときは、休学期間中の所定期間内に手続きが必要です。この

手続きを行わなかったときは、休学中の学期末をもって退学となりますので、特に注意してください。 

休学できる学期は、次のとおりです。 

〈博士課程前期課程〉 

通算して 4 学期以内。ただし、在学年数に算入されない学期（不在学期間）が通算して 4 学期

を超えるときは許可しません。 

〈博士課程後期課程〉 

通算して 6 学期以内。ただし、在学年数に算入されない学期（不在学期間）が通算して 6 学期

を超えるときは許可しません。 

 

復 学 

休学を許可されていた者が翌学期に復学を希望するときは、「復学願」(窓口備付)を所定期間内

に窓口を通じて研究科長に提出し、許可を得る必要があります。休学者が復学（又は引き続き休学）

の手続きを行わなかった場合は、休学中の学期末をもって退学となりますので、特に注意してください。 

健康上の理由により休学していたときは、医師の診断書をあわせて提出してください。 

 

手続期間と学費 

休学 

休学を希望する学期 手続期間 所定の学費 

春 学 期 
5/31まで 休学在籍料（60,000円） 

6/1～7/30 当該学期の学費 

秋 学 期 
10/31まで 休学在籍料（60,000円） 

11/1～1/30 当該学期の学費 

休学（継続の場合） 

休学を希望する学期 手続期間 所定の学費 

春 学 期 3／1～3／14 
休学在籍料（60,000円） 

秋 学 期 8／28～9／10 
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復学 

復学を希望する学期 手続期間 

春 学 期 3／1～3／14 

秋 学 期 8／28～9／10 

※各学期とも上記手続期間以降は休学・復学することはできません。 

※期日までに休学願を提出し、許可された場合であっても、休学願の提出時期によっては、一旦、

学費全額が引き落とされることがあります。その場合は、後日、休学在籍料 60,000 円を差し引い

た金額を学費引落口座に返金いたします。 

 

【退学・再入学】 

退 学 

病気その他やむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続を経て退学することができ

ます。 

 

再入学 

退学した者が再入学を希望するときは「再入学願」(窓口備付)を所定期間内に窓口を通じて研究

科長に提出し、許可を得たうえで、再入学金を納入した場合（学費規程第 28 条適用者を除く）に限

り、翌学期から再入学することができます。 

ただし、不在学期間が通算して 4 学期を超えるときは、再入学できません。 

再入学を希望する学期 手続期間 再入学金納入期間 

春 学 期 3／1～3／14 許可日～3／31 

秋 学 期 8／28～9／10 許可日～9／20 

 

【除籍・復籍】 

除 籍 

所定の期日(除籍となる日の前日)までに学費を納入しなかったときは、大学院学則第 65 条に基づ

いて、学費滞納による除籍となり、除籍になった学期は、在学期間に含みません。また、除籍になっ

た学期に履修した科目の単位も認められません。 

除籍となる日付は次のとおりです。 

春学期：7月 31 日 

秋学期：1月 31 日 

 

復 籍 

除籍となった者が翌学期以降に復籍を希望するときは「復籍願」(窓口備付)を所定期間内に窓口

を通じて研究科長に提出し、許可を得たうえで復籍料を納入した場合に限り、翌学期から復籍する

ことができます。ただし、不在学期間が通算して 4 学期を超えるときは、復籍できません。 

なお、除籍となった学期に復籍することはできません。 

復籍を希望する学期 手続期間 復籍料納入期間 

春 学 期 3／1～3／14 許可日～3／31 

秋 学 期 8／28～9／10 許可日～9／20 
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【不在学期間】 

次の学期は、在学年数に算入されません。 

① 休学した学期 

② 退学になった学期（学期末での退学を除く）及びその後再入学するまでの学期 

③ 除籍になった学期及びその後復籍するまでの学期 

「不在学期間」とは、上記全ての学期を合計したものです。 

 

 

【所定単位修得後に学位論文を提出するための在学手続について】 

博士課程前期課程又は博士課程後期課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得後、学位論

文提出のため、次学期に引き続き在学する場合は、在学届(所定様式)を次の手続期間に窓口を通じて

研究科長に提出しなければなりません。 

なお、当該学期に休学する場合でも、在学届の提出は必要です。また、この手続は学期ごとに必ず

行う必要があります。 

在学を希望する学期 手続期間 

春 学 期 3／1～3／14 

秋 学 期 8／28～9／10 

上記の手続きをしなかった場合、大学院学則第 55 条第 2 項に基づいて、当該学期末をもって退学

になります。詳細については、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 

大学院学則第55条 

第55条 本大学院修士課程、博士課程前期課程又は博士課程後期課程において所定の期間在

学し、所定の単位を修得した者が、学位論文提出のため引き続き在学しようとするとき

は、在学しようとする学期の前学期の8月28日から9月10日まで又は3月1日から3月14日

までの間に所定の手続を経なければならない。 

2 前項の手続をしなかった者は、学期末をもって退学した者として取り扱う。 
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教育に関する三つの方針（大学院） 

関西大学は、「学の実化（がくのじつげ）」を学是（理念）として掲げ、教育研究活動を展開していま

す。これは、大学が研学の府として学問における真理追究だけに終わるのではなく、社会のあるべき姿

を提案し、その必要とするものを提供することによって「学理と実際との調和」を求める考え方です。 

この「学の実化」を実現するために、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうと

する強い意志と、多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力とを有する人材を育成します。 

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

関西大学は、各学位プログラムにおける所定の教育課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を身につけた者に対して修士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

研究者もしくは高度専門職業人として活動するために必要とされる高度な知識・技能を修得

し、それらを総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、高

度な「考動力」を発揮して社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、未解決の課題に主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

関西大学は、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な

態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、高度な知識・技能を効率的に修得させるこ

とを目指す。 

(2) 演習科目等において、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、高度な研究能力

を獲得することができる体制を整える。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文又は特定課題についての研究の成果の審査、各種

の学修行動調査と到達度調査の結果を組み合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

関西大学は、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることのできる者

として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主

体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知識・技能を修得している。 
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２ 学士課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコ

ミュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

関西大学は、各学位プログラムにおける所定の教育課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を身につけた者に対して博士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

研究者もしくは高度専門職業人として自立して活動するために必要とされる卓越した知識・

技能を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、卓

越した「考動力」を発揮して社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、高い職業的倫理観のもと、未解決の課題に主体的に取り組むこと

ができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

関西大学は、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な

態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、卓越した知識・技能を効率的に修得させる

ことを目指す。 

(2) 演習科目等において、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、卓越した研究能

力を獲得することができる体制を整える。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文の審査、各種の学修行動調査と到達度調査の結果

を組み合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

関西大学は、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることのできる者

として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主

体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程及び博士前期課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知識・技能を修得して

いる。 

２ 学士課程及び博士前期課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、周

囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 
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学期（セメスター）と授業について 

 

学年 

学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わります。 

 

学期 

春学期  4 月 1 日から 9 月 20 日まで 

秋学期  9 月 21 日から翌年 3 月 31 日まで 

 

休業日 

インフォメーションシステムに掲載している年間行事予定表（学年暦）を参照してください。 

 

授業時間割 

大学院では、原則として第 1 時限～第 5 時限の間で授業を実施しますが、第 6 時限・第 7

時限で授業を実施する場合があります。ただし、外国語教育学研究科については、第 4 時限

～第 7 時限、社会安全研究科については、第 1 時限～第 6 時限で授業を行います。 

 

時限 授業時間 

第 1時限  9：00～10：30 

第 2時限 10：40～12：10 

第 3時限 13：00～14：30 

第 4時限 14：40～16：10 

第 5時限 16：20～17：50 

第 6時限 18：00～19：30 

第 7時限 19：40～21：10 

 

単位について 

 

各授業科目の単位数は、大学院学則第 14 条に基づき、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必

要とする内容をもって構成することを標準とし、授業方法に応じ、当該授業による教育効果、授

業時間外に必要な学修等を考慮し、原則として下記のとおり定めています。 

なお、制度上、実時間 45 分を 1 時間の学修とみなしますので、1 時限（90 分）の授業は 2 時

間の学修となります。 

 

１ 講義は、15 時間の授業をもって 1 単位とします。 

２ 演習及び課題研究は、15 時間又は 30 時間の授業をもって 1 単位とします。 

３ 実習は、30 時間又は 45 時間の授業をもって 1 単位とします。 
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授業科目の（単位）修得について 

 

・履修登録した授業科目は、試験その他の研究科が定める適切な方法により学修の成果が評価

され、合格した者には所定の単位が与えられます。 

・春学期末と秋学期末にそれぞれ試験を行います。科目の中には、研究報告をもって試験にか

えるものがあります。 

・試験の時間割は、春学期：7 月上旬、秋学期：12 月中旬にインフォメーションシステムによ

り発表します。受験科目は学期当初に履修登録した科目に限ります。 

・受験した結果、不合格となった科目は、改めて履修登録しなければ受験できません。 

 

 

成績について 

成績評価 

  成績は科目ごとに次の評語によって発表します。不合格・不受験科目については、当該学

期の成績発表画面のみ表示し、成績証明書には記載しません。 

  なお、合格点を得た科目を再度履修することはできません。 

 

評 点 評 語 合 否 

100 点～80 点 優（Ａ） 

合格 79 点～70 点 良（Ｂ） 

69 点～60 点 可（Ｃ） 

59 点以下 不可（Ｆ） 不合格 

 

  注1）成績を段階表示することになじまない科目については、合格を「合」（Ｐ）とします。 

  注2）本学以外で修得した科目の単位を本学で認定する場合は、原則として「認」（Ｎ）で

表示します。 

 

成績発表 

  各学期の成績は、春学期末（9 月中旬）及び秋学期末（3 月中旬）にインフォメーション

システムにより発表します。 

 

質問・相談 

  成績発表の結果、成績に関して質問がある場合は、所定の用紙（各キャンパス教務窓口備

付）で申し出てください。電話、メールでの問合せには応じません。申し出方法・期間等

の詳細については、インフォメーションシステムによりお知らせします。 
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博士論文の提出期限と在学年数の関係（博士課程後期課程） 

在学年限･･･6 年（12 学期以内） 

休学･･･通算して 6 学期以内（ただし、在学年数に算入されない学期（不在学期間）が 

通算して 6 学期を超えるときは許可しない） 

復籍・再入学･･･不在学期間が通算して 4 学期を超えるときは許可しない。 

<在学パターンの例> 

パ

タ

ー

ン 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 

A ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

－ － － － － － 

B ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 
※ 

休 休 休 休 休 休 
55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

C ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 
※ 

休 休 休 休 
55在 
※ 

除(復籍不可) － － － － 

D ○ ○ ○ ○ ○ 
○55退 

※ 
（4学期以内に再入学手続）

（再入学）
55在 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

休 休 
55在 
※ 

55在 
※ 

E ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○ 
○55退 

※ 
（退）

（再入学）
55在 

55在 
※ 

休 休 
55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

55在 
※ 

「○」は在学（単位修得中）、「休」は休学、「55 在」は在学届提出による在学、「55 退」は在学届

未提出による（大学院学則第 55 条第 2 項による）退学、「※」は論文提出可能学期を表す。 

＜パターンＡ＞ 

3 年目に論文を提出できない場合は、在学届を提出することで引き続き在学し、博士論文を提出

することができる。 

＜パターンＢ＞ 

休学できる期間は、不在学期間が通算して 6 学期を超えない範囲となる。 

＜パターンＣ＞ 

除籍又は退学の者が、不在学期間が通算して 4 学期を超えると復籍・再入学を許可しない。 

＜パターンＤ＞ 

退学後、不在学期間が通算 4 学期以内であれば再入学が可能で、在学できる期間は合計 12 学期ま

でである（なお、6 年目春学期は、前学期に計画書を提出できないため、論文は提出できない）。 

＜パターンＥ＞ 

退学後、不在学期間が通算 4 学期以内であれば再入学でき、休学できる期間は、不在学期間が通

算して 6 学期を超えない範囲となり、在学できる期間は退学前の在学期間と合わせて 12 学期まで

である（なお、6 年目春学期は、前学期に計画書を提出できないため、論文は提出できない）。 

大学院学則第55条 

本大学院修士課程、博士課程前期課程又は博士課程後期課程において所定の期間在学し、所定の単位

を修得した者が、学位論文提出のため引き続き在学しようとするときは、在学しようとする学期の前学

期の8月28日から9月10日まで又は3月1日から3月14日までの間に所定の手続を経なければならない。 

２ 前項の手続をしなかった者は、学期末をもって退学した者として取り扱う。 

※博士論文の提出にあたっては、各研究科において要件が課されています。休学等にあたっては、

必ず事前に博士論文提出時期について窓口で相談してください。 
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大学院共通科目の履修について 

本大学院では学部教育から大学院教育へのスムーズな接続を図るとともに、大学院生に共通して求めら

れる知識・能力等を獲得させることを目的に大学院共通科目を設置しています。 

種別 授業科目 単位数 備考 

基盤教育科目群 

学術リテラシー基礎(各テーマ) 1  

修士キャリアデザイン 1  

アカデミックライティング 2 〔日本語〕 

他研究科提供科目   

日本文化・社会関連科目群 他研究科提供科目   

研究科横断科目群 

Fundamental Global Study(各テーマ) 2  

Advanced Global Study(各テーマ) 2  

他研究科提供科目   

※年度により、開講科目に変更がある場合があります。また、開講されない年度がありますので、時間割を確認

してください。 

※他研究科提供科目はインフォメーションシステムで確認してください。 

 

履修科目の取扱い 

履修する授業科目について、修了所要単位への算入などの単位の取り扱いは、研究科により異なりま

す。詳細については、各研究科のページを参照してください。 
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関西四大学大学院単位互換履修生について 

本学は、関西学院大学、同志社大学、立命館大学との間で「関西四大学大学院学生の単位互換に関

する協定」を締結しています。この協定により、単位互換履修生の相互受け入れを行い、各大学大学

院での授業科目の履修及び単位の修得を認めています。研究上の必要により、各大学大学院の授業科

目の履修を希望する方は、あらかじめ指導教員の許可を得て、受講希望科目の担当教員と連絡を取っ

た上で、教職支援センター、総合情報学部オフィス、ミューズオフィスまたは堺キャンパス事務室で

所定の手続を行ってください。 

履修科目の取扱い 

各大学大学院で履修する授業科目は、追加科目として取扱います。追加科目の単位は、修了所要単

位には含まず、当該年度の履修制限単位にも含みません。ただし、指導教員の承認を得た上で、追加

科目の単位を修了所要単位に充当する場合は、当該年度の履修制限単位に含みます。本学大学院と各

大学大学院で履修する科目の単位の合計が、制限単位を超過しないように注意してください。 

なお、修了所要単位への充当の要否については、願書の備考欄で選択してください。 

願書受付 

インフォメーションシステムでお知らせします。 

※春学期、秋学期、集中及び通年の全ての科目について受け付けます。 

※秋学期に再募集はしません。 

※既修得科目の再履修はできません。（同じ科目名称で担任者が違う場合であっても、再履修はでき

ません。） 

提出書類 

(1) 関西四大学大学院単位互換履修生願書 

(教職支援センター、総合情報学部オフィス、ミューズオフィス、堺キャンパス事務室で配付) 

(2) 写真 2 枚(内 1枚は願書に貼り付け)縦 3cm×横 2.4cm(カラー) 

出願に際しての留意事項 

(1) 指導教員と相談し、了解を得なければなりません。 

(2) 出願に先がけて、指導教員から履修を希望する他大学大学院の授業科目担当教員に連絡をとり、

あらかじめ了解を得てください。また、受講者本人も最初の授業に出席し、直接授業科目担当教

員の了解を得てください。 

(3) 授業科目担当教員の了解を得た場合でも、出願先の大学院の事情により、受講が許可されない

場合があります。 

(4) 願書は、履修を希望する授業科目を開講する大学院ごとに必要ですので、上記の提出書類をそ

れぞれ作成してください。 

シラバス(講義要項)、時間割等の閲覧 

各大学大学院のシラバス、時間割等は 3 月末に届きます。届き次第、インフォメーションシステム

のお知らせから周知します。 

履修許可発表 

5 月中旬に各大学大学院から履修許可者の報告があります。 

許可者発表までの受講 

履修許可発表までの間は、出願した授業科目を仮受講してください。 

初回の授業日や教室は、あらかじめ各大学大学院の時間割等で確認してください。 

※  出願にあたっては『関西四大学大学院単位互換履修生 出願要項』を熟読の上、手続をしてくだ

さい。出願要項は、インフォメーションシステムでお知らせします。 
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法学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

修士（法学）は、所定年限を在学し、法学研究科が設定した科目を履修して所定単位を修得し、

かつ研究指導を受けて論文を提出し、その審査を経て合格した学生に対して授与されます。学位

授与の適否は、具体的には、以下の知識及び能力を修得したかどうかによって判断されます。 

１．知識・技能 

法学もしくは政治学を専門領域とする研究者または高度専門職業人として活動するため

に必要とされる専門的知識（法もしくは政治の歴史的背景及び思想的背景を理解した上での

現行法または現代政治に関する知識）を修得し、判例及び学説の展開または昨今の政治情勢

を踏まえた各種情報を適切かつ迅速に探索する技能を修得し、かつこれらを法学または政治

学の観点から総合的に分析し、柔軟に対応できる能力を修得していること。 

２．思考力・判断力・表現力等の能力 

専門科目の受講や外国文献の講読を通じて、外国の動向も踏まえた幅広い視野から、現代

社会に生じる多様な社会問題に取り組み、かつ法制度または政治制度の正確な理解に基づい

て科学的に説明し、さらに規範や歴史的経験により根拠づけられた説得的な議論を展開する

ことによって、民主的な合意形成に寄与する考動力を修得していること。 

具体的な法的紛争や政治状況について、法学的または政治学的な思考を通じて分析を加え

ることで未解決の課題を発見する能力ならびに公正で柔軟な思考に基づいた問題解決能力

を修得していること。 

３．主体的な態度 

判例や学説の展開または昨今の政治情勢と、研究者や高度専門職業人としての将来の進路

を踏まえて、有意な研究テーマを選択し、未解決の課題を自ら設定するとともに、課題解決

に向けて適切な研究計画を策定し、それに基づいて研究活動を行おうとする態度を修得して

いること。 

授業や学会・研究会等での研究発表、学術誌への投稿等を通じて、学術的な対話や交流を

行おうとする態度を修得していること。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

法学研究科（以下、「本研究科」という）では、学位授与の方針に掲げる知識及び技能、資質及

び能力ならびに態度を修得できるように、法学及び政治学に関する素養を十分に備え、社会のさ

まざまな分野において、それを能動的かつ有効に活用できる研究者または高度専門職業人の育成

を目指しています。そこで、本研究科では、研究者育成を目的とした法政研究コース、高度専門

職業人の育成を目的とした高度専門職業人養成コース、ならびに外国人留学生の専門家能力の向

上及び母国への学術的貢献を目的とした国際協働コースを設置し、以下の各点を踏まえて教育課

程を編成しています。 

１ 教育内容 

（1）知識・技能 

法政研究コースでは、自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力及びその基

礎となる豊かな学識の養成を目的としています。学生は、個別の指導教員の下で毎学年演

習を履修し、原則として同一教員の指導による一貫した少人数教育を受けることとなって
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います。また、専修科目を中心とする講義科目及び外国文献研究等の授業を通じて、研究

者に必要な外国文献読解能力の修得も図られています。 

高度専門職業人養成コースと国際協働コースでは、高度の専門性が求められる職業人の

育成を目的としています。学生は、「基礎科目」「講義科目」「演習科目」を通じて、より

実務に即した専門教育を受けることになっています。「基礎科目」では、法学・政治学の

基礎知識やアカデミック・スキルを身につけます。「講義科目」では、歴史や思想的な背

景を踏まえつつ、現行法や現代政治に関する高度な専門的知識を学び、現代社会の諸問題

を多面的に分析し、議論を行います。「演習科目」では、主に「修士論文」または「特定

課題研究成果報告書」を作成するための指導を受けます。 

（2）思考力・判断力・表現力等の能力 

思考力・判断力・表現力等を、学生は「演習科目」の履修を通じて修得します。法政研

究コースと国際協働コースでは、「修士論文」を作成するための演習指導は、演習の中で

指導教員の下で行われます。高度専門職業人養成コースでは、1 年次において一人ひとり

の学生に対して担当教員が置かれ、2 年次の専門分野の決定にかかる研究内容へのアドバ

イスが適宜行われます。また学生は「総合演習（テーマ）」を受講することで、問題解決

型の能力を修得します。「修士論文」または「特定課題研究成果報告書」を作成するため

の演習指導は、2 年次または 3 年次において、学生が希望を提出して選択した指導教員に

よって行われます。 

（3）主体的な態度 

主体的な態度は、自ら研究計画を策定し、授業等で研究の進捗状況や成果を指導教員等

に対して報告するとともに、研究科長に対して「年次研究成果報告書」を作成、提出する

ことを通じて養われます。また、学内及び学外の研究会もしくは学会において、または学

術雑誌「法学ジャーナル」等への投稿によって自己の研究内容を報告する機会の中で、研

究を遂行するために必要とされる倫理観を身につけます。さらに、実務的な観点から行わ

れる授業により、理論と実務との関係を認識させることによって、就業意欲の向上を図り

ます。 

 

２ 学習成果の評価 

（1）知識・技能 

知識及び技能の修得に関しては、主に「基礎科目」「講義科目」において、法学・政治

学に関する高度な専門的知識の理解度、論理的かつ科学的な説明を行う能力、十分に根拠

づけられた説得的な議論を構築する能力、及び他者との議論の中で妥当な結論を導いてゆ

く能力をはかり、評価します。 

（2）思考力・判断力・表現力等の能力 

思考力・判断力・表現力等の能力の修得に関しては、「演習科目」のほか、「修士論文」

または「特定課題研究成果報告書」の審査を通じて評価します。「修士論文」または「特

定課題研究成果報告書」は、法学または政治学に関する特定のテーマについて、総合的な

視点から整理し、分析してまとめた研究成果として、または調査及び分析に基づいて政策

提言を行う研究成果として十分な水準に達していることをその審査基準としています。な

お「特定課題研究成果報告書」については、そうした内容を踏まえつつも、必ずしも独創

性のある学術専門的な内容であることを要しませんが、高度の専門性を要する職業等に必

要な高度の能力を示す内容が求められます。 

「修士論文」または「特定課題研究成果報告書」の審査にあたっては、以下の評価項目

等を考慮して、総合的に判断するものとしています。 

①問題意識及び課題設定が明確に示されていること。 

②論文の構成、展開、文章表現等が適切にされていること。 

③先行研究や資料等の調査分析及び引用が適切かつ十分にされていること。 
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（3）主体的な態度 

主体的な態度の修得に関しては、「演習科目」での研究計画や研究報告、「修士論文」ま

たは「特定課題研究成果報告書」の審査を通じて、研究計画の策定とその実行にかかる姿

勢をはかります。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

法学研究科では、社会に関する正確な専門的知識及び各種情報に根拠づけられた論理的かつ説

得的な議論を通じて民主的な合意形成への貢献に意欲する人を、本研究科に適性のある学生とし

て受け入れています。特に次の点が重視されます。 

１．知識・技能 

今日の法制度及び政治制度を含む社会制度の歴史的形成過程について、研究者または高度

専門職業人として活動するために必要とされる基本的知識を修得していること、法的な問題

及び政治的な問題について諸外国の議論を理解する能力を有していること、他者の見解を十

分に理解し、かつ自己の見解を表明し得る能力を有していること。 

２．思考力・判断力・表現力等の能力 

異なる文化的背景や価値観を有する他者の見解の意義を認めつつ、法制度及び政治制度の

正確な理解に基づいて科学的に説明し、規範や歴史的経験によって十分に根拠づけられた議

論を通じて他者を説得し、合意を形成しようという姿勢を有していること。 

３．主体的な態度 

社会的な諸事象に関心を持ち、法制度及び政治制度にかかる専門的知識に基づいてそうし

た諸事象に対して自らの見解を形成し、異なる利益や価値を民主的に調整しながら問題解決

に向けて行動し、かつこれを修士論文または特定課題研究成果報告書として自らの解決策を

提案することで、公正かつ柔軟な思考に基づいた問題解決能力を有していること。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

博士（法学）は、所定年限を在学し、法学研究科が設定した科目を履修して所定単位を修得し、

かつ研究指導を受けて論文を提出し、その審査を経て合格した学生に対して授与されます。学位

授与の適否は、具体的には、以下の知識及び能力を修得したかどうかによって判断されます。 

１．知識・技能 

法学もしくは政治学を専門領域とする独立した研究者として活動するために必要とされ

る専門的知識（法もしくは政治の歴史的背景及び思想的背景を理解した上での現行法または

現代政治に関する知識）を修得し、判例及び学説の展開または昨今の政治情勢を踏まえた各

種情報を適切かつ迅速に探索する技能を修得し、かつこれらを法学または政治学の観点から

総合的に分析し、柔軟に対応できる能力を修得していること。 

２．思考力・判断力・表現力等の能力 

外国文献を収集し、これを訳出する作業を通じて内容の理解に努めることで、外国の法制

度または政治制度を理解し、幅広い視野に立ち、現代社会に生じる多様な社会問題に取り組

み、かつ法制度または政治制度の正確な理解に基づいて科学的に説明し、規範や歴史的経験

により根拠づけられた説得的な議論を展開することによって、民主的な合意形成に寄与する

考動力を修得していること。 

３．主体的な態度 

具体的な法的紛争や政治状況について、法学的または政治学的な思考を通じて分析を加え、

博士論文の作成にあたって未解決の課題を設定し、独創的かつ有意義な理論に基づく解決策

を提案する能力を修得していること。その解決策の説得力を高めるため、研究会や学会また

は学術雑誌等で発表し、それらにより公正かつ柔軟な思考に基づいて問題解決を図る能力を

修得していること。 
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教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

法学研究科（以下、「本研究科」という）では、学位授与の方針に掲げる知識及び技能、資質及

び能力ならびに態度を修得できるように、法学及び政治学に関する素養を十分に備え、社会のさ

まざまな分野において、それを能動的かつ有効に活用できる研究者の育成を目指しています。本

研究科では法政研究コースが設置され、以下の各点を踏まえて教育課程が編成されています。 

 

１．教育内容 

（1）知識・技能 

博士課程後期課程では、自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識の養成を目的としています。学生は、それぞれ個別の指導教員の下

で毎学年演習を履修し、原則として同一教員の指導による一貫した少人数教育を受けるこ

ととなっています。また、専修科目を中心とする講義科目や外国文献研究等の授業を通じ

て、研究者に必要なより高度な外国文献読解能力の修得も図られています。 

（2）思考力・判断力・表現力等の能力 

博士課程後期課程では、博士論文を作成するための演習指導は定期的に指導教員の下で

行われています。 

（3）主体的な態度 

広く学内及び学外の研究会もしくは学会において、または、学術雑誌「関西大学法学論

集」及び「法学ジャーナル」等への投稿を通じて研究内容を報告する機会を設け、研究を

遂行するために必要とされる倫理観の育成を行っています。 

２．学習成果の評価 

（1）知識・技能 

知識及び技能の修得に関しては、博士論文による研究成果の審査を通じて評価します。

博士論文が、法学または政治学の分野において独創性のある高度に学術専門的な内容を有

し、学問の発展に寄与すると認められることを博士論文の審査基準としています。その審

査にあたっては、以下の評価項目等を考慮して、総合的に判断するものとしています。 

①研究内容が独創性及び専門性を帯びていること。 

②学問の発展に寄与すると認められること。 

③問題意識及び課題設定が明確に示されていること。 

④論文の構成、展開、文章表現等が適切にされていること。 

⑤先行研究や資料等の調査分析及び引用が適切かつ十分にされていること。 

（2）思考力・判断力・表現力等の能力 

講義科目において、具体的な問題に関する報告と討論を行う論理的かつ科学的な説明を

行う能力、十分に根拠づけられた説得的な議論を構築する能力及び他者との議論の中で妥

当な結論を導いてゆく能力をはかります。 

（3）主体的な態度 

とくに指導教員による演習科目において、自らの知識と思考を用いて具体的な問題を検

討し、解決しようとする姿勢と能力をはかります。そして、博士論文の審査を通じて、よ

り専門的な学問的能力についての評価を行っています。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

法学研究科では、博士課程前期課程修了程度の研究力を踏まえ、社会に関する正確でより高度

な専門的知識及び各種情報に根拠づけられた論理的かつ説得的な議論を通じて民主的な合意形成

への貢献に意欲する人を、本研究科に適性のある学生として受け入れています。特に次の点が重

視されます。 
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１．知識・技能 

今日の法制度及び政治制度を含む社会制度の歴史的形成過程について、研究者または高度

専門職業人として活動するために必要とされるより高度な専門的知識を修得していること、

法的な問題及び政治的な問題について諸外国の議論を理解し、発信するために外国語能力等

を有していること、他者の見解を十分に理解し、かつ自己の見解を表明し得る日本語能力を

有していること。 

２．思考力・判断力・表現力等の能力 

異なる文化的背景や価値観を有する他者の見解の意義を認めつつ、法制度及び政治制度の

正確でより高度な理解に基づいて科学的に説明し、規範や歴史的経験によって十分に根拠づ

けられた議論を通じて他者を説得し、合意を形成しようという姿勢を有していること。 

３．主体的な態度 

社会的な諸事象に関心を持ち、法制度及び政治制度にかかるより高度な専門的知識に基づ

いてそうした諸事象に対して自らの見解を形成し、異なる利益や価値を民主的に調整しなが

ら問題解決に向けて行動し、かつこれを博士論文として自らの解決策を提案することで、公

正かつ柔軟な思考に基づいた問題解決能力を有していること。 
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Ⅱ 教育課程について  
 

  1 研究科の構成 

法学・政治学専攻 

・博士課程前期課程 

  法政研究コース  高度専門職業人養成コース  国際協働コース 

・博士課程後期課程 

 

  2 授業科目の構成 

博士課程前期課程の授業科目は、基礎科目・講義科目・演習科目に大別されます。 

各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 

 

  3 研究指導体制 

法学研究科においては、原則として専任教員のうち1名を指導教員とし、当該指導教員の下、

履修科目の指導や論文作成に関する指導をはじめとする研究全般の指導を受けることができる体

制を整えています。 

 

  4 修了所要単位 

(1)博士課程前期課程＜法政研究コース・高度専門職業人養成コース・国際協働コース＞ 

それぞれの課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、修了に必要な単位を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、修士論文（特定課題研究成果報告書）の審査及び最終試験に合格した者に

は、修士(法学)の学位が与えられます。 

【修了所要単位30単位の内訳】 

※1 法政研究コースの専修科目とは、指導教員の担当する講義・演習を指します。 

※2 他コース配当の講義科目も履修することができます。その場合、8単位まで修了所要単位

に含めることができます。 
 

(2)博士課程後期課程 

それぞれの課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、16単位以上を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(法学)の学位が与えられます。 

専修科目（講義4単位・演習12単位）を含めて、合計16単位以上修得しなければならない。 

 

 

コース 
修得単位数 

修了所要単位 
専修科目 基礎科目 講義科目 演習科目 

法政研究 

コース 

10単位 

（講義2単位＋演習8単位） 
2単位まで 

専修講義科目を含む

当該コース配当科目

から18単位以上 

専修演習科目を

含む8単位以上 
 

左記を含む 

合計30単位以上 

高度専門職業人 

養成コース 
― 4単位まで 

当該コース配当科目

から18単位以上 

高度専門職演習 

を含む4単位以上 

左記を含む 

合計30単位以上 

国際協働 

コース 
― 4単位まで 

当該コース配当科目

から18単位以上 

国際協働演習 

を含む8単位以上 

左記を含む 

合計30単位以上 
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Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を得たうえで、大学院要覧、

シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてください。 

原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加はできません。ただし、所定の期間において

は、一定の条件の下、履修変更を認めます（詳細はインフォメーションシステムでお知らせしま

す）。 
 

(2) 履修制限単位【博士課程前期課程】 
1学年度に履修できるのは28単位までです。 

また、3年コース選択者の履修制限単位は、1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位です。ただ

し、3年コースを選択した者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20単位を修得し、所定

の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2年次の履修制限単位は28単位とします。 
 

(3) 修士論文・特定課題研究成果報告書指導科目の履修 

修士論文・特定課題研究成果報告書指導科目として、以下の科目を必修とします。 

・法政研究コース 専修科目である演習(1)A・(1)B及び演習(2)A・(2)B 

※原則として、専修科目以外の演習(1)A・(1)B、演習(2)A・(2)Bは履修できませんが、演習

(1)A及び(1)Bについてのみ、指導教員の許可を得たうえで、専修科目以外でも履修するこ

とができます。 

・高度専門職業人養成コース 指導教員の担当する高度専門職演習A・B 

・国際協働コース 指導教員の担当する国際協働演習(1)A・(1)B及び同演習(2)A・(2)B 
 

(4) 修士論文・特定課題研究成果報告書・博士論文指導科目の配当年次 

【博士課程前期課程】 

法政研究コースにおいては、演習(1)A・(1)Bは1年次配当、演習(2)A・(2)Bは2年次配当となり

ます。 

高度専門職業人養成コースにおいては、高度専門職演習A・Bは2年次配当となります。 

国際協働コースにおいては、国際協働演習(1)A・(1)Bは1年次配当、同演習(2)A・(2)B

は2年次配当となります。 

【博士課程後期課程】 

演習(1)A・(1)Bは1年次配当、演習(2)A・(2)Bは2年次配当、演習(3)A・(3)Bは3年次配当とな

ります。 

法学特別研究演習及び政治学特別研究演習については、法学研究科委員会が認めた場合のみ

履修することができ、演習(1)A・(1)Bは2年次配当、演習(2)A・(2)Bは3年次配当となります。 
 

(5) 先修条件 

【博士課程前期課程】 

演習(1)A及び(1)Bを修得していなければ、演習(2)A及び(2)Bは履修できません。 

【博士課程後期課程】 

演習(1)A及び(1)Bを修得していなければ、演習(2)A及び(2)Bは履修できません。 

また、演習(2)A及び(2)Bを修得していなければ、演習(3)A及び(3)Bは履修できません。 
 

(6) 外国法研究（各テーマ）、特論研究（各テーマ）の履修 

外国法研究（各テーマ）、特論研究（各テーマ）は、法政研究コース・高度専門職業人養成コ

ースの学生は、テーマ数に制限なく履修することができ、各コースの講義科目として修了所要単

位に含めることができます。 
 

(7) 法学政治学概論（各テーマ）、リサーチスキル（各テーマ）の履修 

法学政治学概論（各テーマ）、リサーチスキル（各テーマ）は、法政研究コース・高度専門職

業人養成コースの学生は、テーマ数に制限なく履修することができ、Ⅱ-4-(1)に規定の通り、各

コースの基礎科目として修了所要単位に含めることができます。 
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なお、法学政治学概論（日本法）は、各種留学生対象入学試験による入学者のみ履修すること

ができます。 
 

(8) 総合演習（各テーマ）の履修 

   ①修士論文（特定課題研究成果報告書）作成の準備・支援のために、あるいは②高度専門職に

向けて実務に即した学習の場として設置される総合演習（各テーマ）（特修プログラム用の科目

を含む）は、指導教員の承認を得たうえで、履修することができます。原則として1年次の履修

を想定していますが、指導教員の承認のもとに2年次での履修も可能です。 

なお、総合演習（研究指導）の履修は、指導教員、担当者の双方が認める場合に限り履修す

ることができます。 

総合演習（各テーマ）を修得した場合は各コースの修了所要単位に含めることができます。 
 

(9) 国際協働特殊研究（各テーマ）講義の履修 

   国際協働特殊研究（各テーマ）講義は、国際協働コースの学生は、テーマ数に制限なく履修す

ることができ、全て講義科目の修了所要単位に含めることができます。 

（その他のコースの学生は、他コース配当の講義科目として取り扱います） 
 

(10) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は、指導教員の承認を得たうえで履修することができ、大学院共通科目（基

盤教育科目群）を修得した場合は、各コースの基礎科目として修了所要単位に含めることがで

きます。本研究科提供科目以外の大学院共通科目（日本文化・社会関連科目群、研究科横断科

目群）を修得した場合は、２単位まで各コースの講義科目として修了所要単位に含めることが

できます。 
 

(11) 追加科目の履修 

【博士課程前期課程】 

指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めたときは、他の研究科の科目（上記(10)におい

て各コースの講義科目の修了所要単位に含むことができる単位数を上回って修得する

大学院共通科目を含む）若しくは他の学部の科目又は他の大学大学院の科目を追加科目として

履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(12)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 

【博士課程後期課程】 

追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 
 

(12) 追加科目の充当【博士課程前期課程のみ】 

(11)の追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承認を得たうえで、8単位まで

各コースの講義科目として修了所要単位に充当することができます。ただし、専修科目の所要単

位に含めることはできません。また、履修制限単位数に含みます。 
 

(13) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場合、

③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めます。履

修する場合は、指導教員の承認を必ず得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、①及び

②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、3年コース

の場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。③の学部科目の履修は、(11)の追加

科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により登録できない場合があります。 

 

(14) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
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2 学位論文提出要件について 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられておりますので、

十分確認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請

に関する手続き、修士論文及び特定課題研究成果報告書の審査体制・方法及び審査基準に

ついて」または「博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準につ

いて」を参照してください。 
 

3 入学前既修得単位の認定について 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生

として学修した科目も、上記15単位のうち演習科目を除いて6単位を限度に単位認定することが

あります。詳細は、入学時にお知らせします。 

 

Ⅳ その他  
 

1 博士課程前期課程 コース変更について 

3年コースから2年コースへの変更は、1年次に20単位以上修得しなければなりません。コース変更

の希望届出期間については、別途お知らせいたします。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 
 

2 高度専門職業人養成コース・特修プログラムについて 

学習・履修指導の一環として、特定のキャリア形成を目指す学生の履修の道筋となる、

「特修プログラム」を設置しています。講義科目・演習科目の中から関連性のある授業を

パッケージ化して履修することで、体系的な知識・技能を習得し、研究意欲や進路選択の

モチベーションを維持・強化するとともに、高度専門職業人に必要な思考力・判断力・表

現力等の能力を高めることを目的としています。自身の進路・ニーズへの対応を検討した

うえで、プログラムの受講を希望する場合は、入学後の履修登録時に、指導教員の履修指

導を経て登録を行ってください。 

各特修プログラムの詳細は以下の通りです。特修プログラムを修了した場合は、成績証

明書にその旨を記載します。 
 

  (1) 租税法務プログラム 

税理士を目指す学生を対象に、租税法に関する科目のほか、実務に必要となる法律科目、

さらには財政学・公共経済学を配置して、税理士に求められる資質や知識を身につける。 

科目名 単位数 
プログラムの 

修了所要単位 

総合演習（租税法） 

各２単位 

左記の科目 

から 

10単位以上 

租税法研究 講義 

国際租税法研究 講義 

金融法研究 講義（１） 

金融法研究 講義（２） 

民法研究Ⅳ （家族法）講義 

商法研究Ⅰ（企業組織法） 講義 

財政学研究 講義 

公共経済学研究 講義 

特論研究（課税要件論） 講義 

特論研究（租税条約論） 講義 

特論研究（会社法と税務会計） 講義 
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  (2) 政策法務プログラム 

公務員を目指す学生を対象に、法律学・行政学・政策学・実務等、政策法務の担い手と

なるための科目を配置して、公務員に求められる多様な資質や知識を身につける。 

科目名 単位数 
プログラムの 

修了所要単位 

総合演習（政策研究） 

各２単位 

左記の演習科目 

から 

２単位 

計12単位 

以上 

総合演習（政策法務） 

憲法研究Ⅰ（人権論） 講義 

左記の科目 

から 

10単位以上 

憲法研究Ⅱ（機構論） 講義 

行政法研究Ⅰ（行政法総論） 講義 

行政法研究Ⅱ（行政救済法） 講義 

公共政策学研究 講義 

行政学研究 講義 

社会保障法研究 講義 

財政学研究 講義 

公共経済学研究 講義 

特論研究（地方自治法） 講義 

特論研究（政策法務） 講義 

特論研究（自治体ガバナンス） 講義 

 

(3) 企業法務プログラム 

企業における法律の専門家たる存在を目指す学生を対象に、企業法務に必要な私法系の

科目を配置して、実務に直結する専門知識とリーガルマインドを備えた人材を育成する。 

科目名 単位数 
プログラムの 

修了所要単位 

総合演習（企業法務） 

各２単位 

左記の科目 

から 

10単位以上 

民法研究Ⅰ（財産法１） 講義 

民法研究Ⅱ（財産法２） 講義 

民法研究Ⅲ（財産法３） 講義 

知的財産法研究 講義 

商法研究Ⅰ（企業組織法） 講義 

商法研究Ⅱ（商取引法） 講義 

経済法研究 講義 

労働法研究 講義 

民事訴訟法研究 講義 

国際取引法研究 講義 

特論研究（会社法と税務会計） 講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－36－



 

(4) 国際関係プログラム 

企業やNGO、国家機関、地方公共団体、国際組織等において国際的な問題に強く関わる業

務に携わることを目指す学生を対象に、国際法、国際政治学、国際政治経済論等の科目を

配置して、国際社会において重要な課題を主体的に考察し、専門性に裏付けられた自己の

見解を構築する能力を養成する。 

科目名 単位数 
プログラムの 

修了所要単位 

総合演習（国際関係） 

各２単位 

左記の科目 

から 

10単位以上 

国際政治学研究 講義 

国際法研究 講義 

国際私法研究 講義 

西洋政治史研究 講義 

西洋・ローマ法史研究 講義 

外交史研究 講義 

法哲学研究 講義 

国際政治経済論研究 講義 

国際関係論研究※ 

国際公共政策研究※ 

安全保障論研究※ 

※ガバナンス研究科開講科目 
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Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文または特定課題研究成果報告書の完成を目指して、指

導教員による2年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究計

画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指導計

画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計画書」

を提出する。また、法政研究コース・国際協働コースの場合、指

導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テー

マに沿った授業科目を指導教員の助言を受けて決定し、履修する。 

6～7 月 
法政研究コース及び国際協働コースの院生は、研究テーマに基づ

く研究の進捗状況について、指導教員に報告する。 

10～11 月 

高度専門職業人養成コースの院生は、研究テーマに基づく研究の

進捗状況について、研究計画書を研究科長に提出する。併せて、

2年次以降の指導教員決定に係り、指導教員希望調査書を提出す

る。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研

究科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員から研究指導計

画に基づき指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計画書」

を提出する。 

10 月 

修士論文または特定課題研究成果報告書の題目を決定し、「修

士論文（特定課題研究成果報告書）計画書」を研究科長に提出す

る。 

1 月 修士論文または特定課題研究成果報告書の提出 

2 月 
審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験

の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位の授与 
※1 3年次以降については、2年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

※3 学位授与には、3月期と9月期があり、上記は入学後、最短で学位を取得する一例です。  
 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文及び特定課題研究成果報告書の 

審査体制・方法及び審査基準について  
 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定課題研

究成果報告書（以下、「修士論文等」という）の審査及び試験に合格した者は、その課程を

修了した者とされ、修士の学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。法学研究

科では、法政研究コースは修士論文を、その他のコースでは修士論文等を提出して審査を

受けることになります。 
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2 審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文等の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文等に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、

副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることが

あります。 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文等の提出者の研究成果を確認する目的をも

って、審査委員が修士論文等を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭

によりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文等の審査及び最終試験は、当該修士論文等の提出期限後 3 カ月以内に終了し

ます。 

③ 審査結果 

修士論文等の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 
3 審査基準 

本研究科は、論文が、法学、政治学に関する特定のテーマについて、総合的な視点から

整理・分析してまとめた研究成果として、あるいは、調査・分析に基づいて政策提言を行

う研究成果として十分な水準に達していることを審査基準とします。 

なお、「特定課題研究成果報告書」については、そうした内容をふまえつつも、必ずしも

独創性のある学術専門的な水準を満たすことを要せず、高度の専門性を要する職業等に必

要な高度の能力を示す内容が求められます。 

その審査にあたっては、以下の評価項目等を考慮して、総合的に判断するものとします。 
 
① 問題意識及び課題設定の明確さ。 

② 論文の構成、展開、文章表現等の適切さ。 

③ 先行研究や資料等の調査分析及び引用の適切かつ十分性。 
 
4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 
 

5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文(成果報告書)の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

※ 論文(成果報告書)の提出については、指導教員とよく相談してください。 
 

6 提出要件 

修士論文及び特定課題研究成果報告書は、学位規程第 9 条に基づき、博士課程前期課程

に 1 年以上在学し、所定の授業科目のうち、20 単位以上を修得後に計画書を提出しなけれ

ば、提出することができません。 

 

計画書提出 修士論文等の提出 
最 終 

試 験 
合 格 

学 位 

授 与 

口頭試問 
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7 修士論文等計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 
(2) 修士論文計画書提出に際しては、指導教員の承認を得てください。 
(3) 既に提出した計画の変更は、認められません｡ただし、論文（成果報告書）提出以前に 

おいては指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができます。 
(4) 計画書を提出したが、論文または成果報告書を提出しない場合は、必ず､事前に教務セ

ンターにその旨を報告してください。 
 
8 修士論文・特定課題研究成果報告書、要旨の提出要領 

計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出
しますので、各自で必ず確認してください。 
(1) 提出部数  詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」 

に掲出されている提出要領を確認してください。 
(2) 字数制限  【修士論文】 25,000字以上 

【特定課題研究成果報告書】 15,000字程度 
【要旨】 概要を1,000字から2,000字程度にまとめる。 

(3) 用紙規格  以下の規格に従うこと。 
ア 自筆で横書きの場合はＡ4判400字詰原稿用紙（市販のもの）を使用。 
イ 自筆で縦書きの場合はＢ5判200字詰原稿用紙（市販のもの）を使用。 
ウ ワープロソフト等を使用して横書きの場合はＡ4判の用紙（感熱紙は不可）を使用。 
エ ワープロソフト等を使用して縦書きの場合はＢ5判の用紙（感熱紙は不可）を使用。 

（注）・ワープロソフト等の書式設定は本文については、原則的として以下のようにすること。 
・脚注を使用する場合は、本文よりも小さい文字を使用することが望ましい。 

         【横書き】 (A4判) 35字×30行   【縦書き】 (B5判) 50字×20行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           左側に余白を 

           25mm以上とる 

 

 

 
 
(4) 装丁要領 （※以下ア～エは正本・副本とも共通） 

ア 市販のフラットファイル（例 A4判：コクヨ フ-10、B5判：コクヨ フ-11）を用いて装丁する
こと。 

イ ファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・専修科目*（法政研究コースのみ）・学籍番
号・氏名を日本語で記入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・専修科目*（法政研究コースのみ）・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表
紙を作成すること。ただし、論題は計画書で届け出たもの（外国文でも可）を正確に記入すること。 

エ 内表紙、要旨、目次、本文の順に綴じること（以下のとおり）。  

  

  本 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

 

 

                 内表紙  

                 の様式  

 

   論   題 

 ○ 

     研究科・専攻 

 ○ 専修科目 

   学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 

* 専修科目とは指導教員の担当する演習科目名を指す（例「法哲学研究」）。 

   ○ 

 

   ○ 
右側に余白を 

 25mm 以上とる 
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(5) 注意事項 

ア 文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、装丁要領（装丁要領ア・イ）に準じて作成し、 

  表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込むこと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

オ 指導教員から｢研究論文執筆要領｣が提示された場合には、それを参照して作成すること。 

 
 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究計

画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指導計

画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計画書」

を提出する。また、指導教員が担当する「演習」を履修するとと

もに、各自の研究テーマに沿った授業科目を指導教員の助言を受

けて決定し、履修する。 

6～7 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について、指導教員に

報告する。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究

科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教

員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「2

年次研究計画書」を提出する。 

6～7 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について、指導教員に

報告する。 

10 月 ｢博士論文計画書｣の提出（指導教員の承認を得て提出する場合） 

1～2 月 
3年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究

科長に対して、「2年次研究成果報告書」を提出する。 

3 年次 

4 月 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教

員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「3

年次研究計画書」を提出する。 

7 月 ｢博士論文計画書｣の提出（研究科委員会の承認を得て提出する場合） 

10 月 ｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

12～1月 最終試験の実施。 

2 月 その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位の授与 
※1 4年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

※2 学位授与には、3月期と9月期があり、上記は入学後、最短で学位を取得する一例です。 

※3 学位授与までの手続きについては、「Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体

制・方法及び審査基準について」の「5 スケジュール」も参照してください。 
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Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、

博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3名以上とし、主査を 1名、副査を 2名以上

とします。 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、審

査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により行い

ますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 

3 博士論文審査基準 

本研究科は、論文が、法学または政治学の分野において独創性のある高度に学術専門的な

内容を有し、学問の発展に寄与すると認められることを博士論文の審査基準とします。 

その審査にあたっては、以下の評価項目等を考慮して、総合的に判断するものとします。 
 
①研究内容が独創性及び専門性を帯びていること。 

②学問の発展に寄与すると認められること。 

③問題意識及び課題設定が明確に示されていること。 

④論文の構成、展開、文章表現等が適切にされていること。 

⑤先行研究や資料等の調査分析及び引用が適切かつ十分にされていること。 
 

4 学位授与までの主な流れ 

 
 

5 スケジュール 

博士論文提出の 1 年前までに指導教員の承認を得て博士論文計画書を提出してください。

ただし、研究科委員会が認めたときは、これを 3 カ月前とすることができます。提出期日に

ついては、指導教員とよく相談してください。 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

9月期授与 3月期授与 9月期授与 3月期授与 

「博士論文計画書」の提出 ※ 
2月末まで 7月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

博士論文・「学位申請書」等の書類一式の提出 
5月末まで 10月末まで 2月中旬まで 7月末まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学力確認・博士論文の試問 ― ― 7月～8月 12月～1月 

最終試験（口頭試問） 7月～8月 12月～1月 ― ― 

学位記授与式 9月中旬 3月下旬 9月中旬 3月下旬 

※ 博士論文計画書は休学中であっても提出できます。ただし、休学中に博士論文を提出することはでき

ません。 

博士論文 

計画書提出 

論文 

提出 

 

審査 
最終 

試験 

 

合格 
学位論文の 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 

授与 

－42－



 

6 学位論文提出要件 

博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得または修得見込の者が、あらかじめ論文

計画について承認を得、かつ、外国語の学力に関する認定に合格した後でなければ、提出す

ることはできません。 
 

7 外国語学力確認 

外国語の学力に関する認定は 1 カ国語です。 

ただし、入学試験の際に受験した外国語及び学力があると認定されて免除された外国語

をもって、外国語の学力に関する認定に合格したものとして、学力確認を免除します。 
 

8 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

  ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 
 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から 3 カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 1 年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究科

委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表する

ことができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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科目番号 科　　　目 種　　別 単　位　数

ＬＡＰ５ 法哲学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 法哲学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 法哲学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 法思想史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 法思想史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 法思想史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 日本法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 日本法史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 日本法史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 東洋法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 東洋法史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 東洋法史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 西洋・ローマ法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 西洋・ローマ法史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 西洋・ローマ法史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 法社会学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 法社会学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 法社会学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅰ(人権論) 講義 2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅰ(人権論) 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 憲法研究Ⅰ(人権論) 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅱ(機構論) 講義 2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅱ(機構論) 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 憲法研究Ⅱ(機構論) 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅰ（行政法総論） 講義 2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅰ（行政法総論） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 行政法研究Ⅰ（行政法総論） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅱ（行政救済法） 講義 2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅱ（行政救済法） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 行政法研究Ⅱ（行政救済法） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 租税法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 租税法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 租税法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 刑法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 刑法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 刑事訴訟法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑事訴訟法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 刑事訴訟法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 刑事学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑事学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 刑事学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 国際法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 国際法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 国際私法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際私法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 国際私法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅰ（財産法１） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅰ（財産法１） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 民法研究Ⅰ（財産法１） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅱ（財産法２） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅱ（財産法２） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 民法研究Ⅱ（財産法２） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅲ（財産法３） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅲ（財産法３） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 民法研究Ⅲ（財産法３） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅳ（家族法） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅳ（家族法） 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 民法研究Ⅳ（家族法） 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 知的財産法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 知的財産法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 知的財産法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅰ(企業組織法) 講義 2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅰ(企業組織法) 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 商法研究Ⅰ(企業組織法) 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅱ(商取引法) 講義 2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅱ(商取引法) 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 商法研究Ⅱ(商取引法) 演習(2)A・B 各2

2024年度　法学研究科　博士課程前期課程 法政研究コース　授業科目一覧表
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科目番号 科　　　目 種　　別 単　位　数

2024年度　法学研究科　博士課程前期課程 法政研究コース　授業科目一覧表

ＬＡＰ５ 経済法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 経済法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 経済法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 労働法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 労働法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 労働法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 社会保障法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 社会保障法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 社会保障法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 民事訴訟法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 民事訴訟法研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 民事訴訟法研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 公共政策学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 公共政策学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 公共政策学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 政治過程論研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治過程論研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 政治過程論研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 比較政治学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 比較政治学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 比較政治学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 行政学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 行政学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 行政学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 政治哲学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治哲学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 政治哲学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 政治思想史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治思想史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 政治思想史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 日本政治史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 日本政治史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 日本政治史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 西洋政治史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 西洋政治史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 西洋政治史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 外交史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外交史研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 外交史研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 国際政治学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治学研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 国際政治学研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 国際政治経済論研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治経済論研究 演習(1)A・B 各2

ＬＡＰ６ 国際政治経済論研究 演習(2)A・B 各2

ＬＡＰ５ 金融法研究 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 金融法研究 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 比較憲法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際租税法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際取引法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治心理学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅰ(ドイツ語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅰ(ドイツ語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅱ(フランス語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅱ(フランス語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅲ(中国語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅲ(中国語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅳ(英語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅳ(英語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 財政学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 公共経済学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外国法研究（各テーマ） 講義 2

ＬＡＰ５ 特論研究（各テーマ） 講義 2

ＬＡＰ５ 法学政治学概論Ⅰ（各テーマ） 基礎 1

ＬＡＰ５ 法学政治学概論Ⅱ（各テーマ） 基礎 2

ＬＡＰ５ リサーチスキル（各テーマ） 基礎 1

ＬＡＰ５ 総合演習（各テーマ） 演習 2
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科目番号 科　　　目 種　　別 単　位　数

ＬＡＰ５ 法哲学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 法思想史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 日本法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 東洋法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 西洋・ローマ法史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 法社会学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅰ(人権論) 講義 2

ＬＡＰ５ 憲法研究Ⅱ(機構論) 講義 2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅰ（行政法総論） 講義 2

ＬＡＰ５ 行政法研究Ⅱ（行政救済法） 講義 2

ＬＡＰ５ 租税法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑事訴訟法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 刑事学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際私法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅰ（財産法１） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅱ（財産法２） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅲ（財産法３） 講義 2

ＬＡＰ５ 民法研究Ⅳ（家族法） 講義 2

ＬＡＰ５ 知的財産法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅰ(企業組織法) 講義 2

ＬＡＰ５ 商法研究Ⅱ(商取引法) 講義 2

ＬＡＰ５ 経済法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 労働法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 社会保障法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 民事訴訟法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 公共政策学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治過程論研究 講義 2

ＬＡＰ５ 比較政治学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 行政学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治哲学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治思想史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 日本政治史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 西洋政治史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外交史研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治経済論研究 講義 2

ＬＡＰ５ 金融法研究 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 金融法研究 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 比較憲法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際租税法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際取引法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 政治心理学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅰ(ドイツ語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅰ(ドイツ語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅱ(フランス語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅱ(フランス語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅲ(中国語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅲ(中国語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅳ(英語) 講義(1) 2

ＬＡＰ５ 外国文献研究Ⅳ(英語) 講義(2) 2

ＬＡＰ５ 財政学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 公共経済学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 外国法研究（各テーマ） 講義 2

ＬＡＰ５ 特論研究（各テーマ） 講義 2

ＬＡＰ５ 法学政治学概論Ⅰ（各テーマ） 基礎 1

ＬＡＰ５ 法学政治学概論Ⅱ（各テーマ） 基礎 2

ＬＡＰ５ リサーチスキル（各テーマ） 基礎 1

ＬＡＰ５ 総合演習（各テーマ） 演習 2

ＬＡＰ６ 各2

2024年度　法学研究科　博士課程前期課程 高度専門職業人養成コース　授業科目一覧表

高度専門職演習A・B
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科目番号 科　　　目 種　　別 単　位　数

ＬＡＰ５ 国際法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際私法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 知的財産法研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治学研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際政治経済論研究 講義 2

ＬＡＰ５ 国際協働特殊研究（各テーマ） 講義 2

ＬＡＰ５ 総合演習（各テーマ） 演習 2

ＬＡＰ５ 各2

ＬＡＰ６ 各2

2024年度　法学研究科　博士課程前期課程 国際協働コース　授業科目一覧表

国際協働演習(1)A・B

国際協働演習(2)A・B
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科目番号 授　業　科　目 単　位　数
LAP7 法哲学特別研究 講義（1）2

LAP7 法哲学特別研究 講義（2）2

LAP7 法哲学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 法哲学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 法哲学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 法思想史特別研究 講義（1）2

LAP7 法思想史特別研究 講義（2）2

LAP7 法思想史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 法思想史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 法思想史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 日本法史特別研究 講義（1）2

LAP7 日本法史特別研究 講義（2）2

LAP7 日本法史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 日本法史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 日本法史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 西洋・ローマ法史特別研究 講義（1）2

LAP7 西洋・ローマ法史特別研究 講義（2）2

LAP7 西洋・ローマ法史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 西洋・ローマ法史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 西洋・ローマ法史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 東洋法史特別研究 講義（1）2

LAP7 東洋法史特別研究 講義（2）2

LAP7 東洋法史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 東洋法史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 東洋法史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 法社会学特別研究 講義（1）2

LAP7 法社会学特別研究 講義（2）2

LAP7 法社会学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 法社会学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 法社会学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 憲法特別研究Ⅰ(人権論) 講義（1）2

LAP7 憲法特別研究Ⅰ(人権論) 講義（2）2

LAP7 憲法特別研究Ⅰ(人権論) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 憲法特別研究Ⅰ(人権論) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 憲法特別研究Ⅰ(人権論) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 憲法特別研究Ⅱ(機構論) 講義（1）2

LAP7 憲法特別研究Ⅱ(機構論) 講義（2）2

LAP7 憲法特別研究Ⅱ(機構論) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 憲法特別研究Ⅱ(機構論) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 憲法特別研究Ⅱ(機構論) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 行政法特別研究 講義（1）2

LAP7 行政法特別研究 講義（2）2

LAP7 行政法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 行政法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 行政法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 租税法特別研究 講義（1）2

LAP7 租税法特別研究 講義（2）2

LAP7 租税法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 租税法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 租税法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 刑法特別研究 講義（1）2

LAP7 刑法特別研究 講義（2）2

LAP7 刑法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 刑法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 刑法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 刑事訴訟法特別研究 講義（1）2

LAP7 刑事訴訟法特別研究 講義（2）2

LAP7 刑事訴訟法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 刑事訴訟法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 刑事訴訟法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 国際法特別研究 講義（1）2

LAP7 国際法特別研究 講義（2）2

LAP7 国際法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 国際法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 国際法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 国際私法特別研究 講義（1）2

LAP7 国際私法特別研究 講義（2）2

LAP7 国際私法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 国際私法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 国際私法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

2024年度　法学研究科　博士課程後期課程　授業科目一覧表
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科目番号 授　業　科　目 単　位　数

2024年度　法学研究科　博士課程後期課程　授業科目一覧表

LAP7 国際取引法特別研究 講義（1）2

LAP7 国際取引法特別研究 講義（2）2

LAP7 国際取引法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 国際取引法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 国際取引法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 民法特別研究Ⅰ(財産法１) 講義（1）2

LAP7 民法特別研究Ⅰ(財産法１) 講義（2）2

LAP7 民法特別研究Ⅰ(財産法１) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 民法特別研究Ⅰ(財産法１) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 民法特別研究Ⅰ(財産法１) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 民法特別研究Ⅱ(財産法２) 講義（1）2

LAP7 民法特別研究Ⅱ(財産法２) 講義（2）2

LAP7 民法特別研究Ⅱ(財産法２) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 民法特別研究Ⅱ(財産法２) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 民法特別研究Ⅱ(財産法２) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 民法特別研究Ⅲ(財産法３) 講義（1）2

LAP7 民法特別研究Ⅲ(財産法３) 講義（2）2

LAP7 民法特別研究Ⅲ(財産法３) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 民法特別研究Ⅲ(財産法３) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 民法特別研究Ⅲ(財産法３) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 民法特別研究Ⅳ(家族法) 講義（1）2

LAP7 民法特別研究Ⅳ(家族法) 講義（2）2

LAP7 民法特別研究Ⅳ(家族法) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 民法特別研究Ⅳ(家族法) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 民法特別研究Ⅳ(家族法) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 知的財産法特別研究 講義（1）2

LAP7 知的財産法特別研究 講義（2）2

LAP7 知的財産法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 知的財産法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 知的財産法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 商法特別研究Ⅰ(企業組織法) 講義（1）2

LAP7 商法特別研究Ⅰ(企業組織法) 講義（2）2

LAP7 商法特別研究Ⅰ(企業組織法) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 商法特別研究Ⅰ(企業組織法) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 商法特別研究Ⅰ(企業組織法) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 商法特別研究Ⅱ(商取引法) 講義（1）2

LAP7 商法特別研究Ⅱ(商取引法) 講義（2）2

LAP7 商法特別研究Ⅱ(商取引法) 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 商法特別研究Ⅱ(商取引法) 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 商法特別研究Ⅱ(商取引法) 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 経済法特別研究 講義（1）2

LAP7 経済法特別研究 講義（2）2

LAP7 経済法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 経済法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 経済法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 労働法特別研究 講義（1）2

LAP7 労働法特別研究 講義（2）2

LAP7 労働法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 労働法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 労働法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 民事訴訟法特別研究 講義（1）2

LAP7 民事訴訟法特別研究 講義（2）2

LAP7 民事訴訟法特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 民事訴訟法特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 民事訴訟法特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 公共政策学特別研究 講義（1）2

LAP7 公共政策学特別研究 講義（2）2

LAP7 公共政策学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 公共政策学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 公共政策学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 政治過程論特別研究 講義（1）2

LAP7 政治過程論特別研究 講義（2）2

LAP7 政治過程論特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 政治過程論特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 政治過程論特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 比較政治学特別研究 講義（1）2

LAP7 比較政治学特別研究 講義（2）2

LAP7 比較政治学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 比較政治学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 比較政治学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2
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科目番号 授　業　科　目 単　位　数

2024年度　法学研究科　博士課程後期課程　授業科目一覧表

LAP7 行政学特別研究 講義（1）2

LAP7 行政学特別研究 講義（2）2

LAP7 行政学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 行政学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 行政学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 政治哲学特別研究 講義（1）2

LAP7 政治哲学特別研究 講義（2）2

LAP7 政治哲学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 政治哲学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 政治哲学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 政治思想史特別研究 講義（1）2

LAP7 政治思想史特別研究 講義（2）2

LAP7 政治思想史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 政治思想史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 政治思想史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 日本政治史特別研究 講義（1）2

LAP7 日本政治史特別研究 講義（2）2

LAP7 日本政治史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 日本政治史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 日本政治史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 西洋政治史特別研究 講義（1）2

LAP7 西洋政治史特別研究 講義（2）2

LAP7 西洋政治史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 西洋政治史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 西洋政治史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 外交史特別研究 講義（1）2

LAP7 外交史特別研究 講義（2）2

LAP7 外交史特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 外交史特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 外交史特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 国際政治学特別研究 講義（1）2

LAP7 国際政治学特別研究 講義（2）2

LAP7 国際政治学特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 国際政治学特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 国際政治学特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP7 国際政治経済論特別研究 講義（1）2

LAP7 国際政治経済論特別研究 講義（2）2

LAP7 国際政治経済論特別研究 演習（1）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 国際政治経済論特別研究 演習（2）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 国際政治経済論特別研究 演習（3）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 法学特別研究演習 （1）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 法学特別研究演習 （2）Ａ・Ｂ　各2

LAP8 政治学特別研究演習 （1）Ａ・Ｂ　各2

LAP9 政治学特別研究演習 （2）Ａ・Ｂ　各2
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［科目番号について］ 
関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 
科目番号は、研究科を示すアルファベット３桁、配当年次を示す１桁で構成されています。 
 

例） 

L A P ５ 
研究科コード 配当年次コード 

 
配当年次コード ５：前期課程１年次配当 
 ６：前期課程２年次配当 
 ７：後期課程１年次配当 
 ８：後期課程２年次配当 
 ９：後期課程３年次配当 
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文学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

文学研究科では、人文学各分野の専門教育と学際的教育を有機的に構成し、豊かな学識と研究能力

を備えた研究者、及び高度で多様な知識を身につけて現代社会で活躍できる専門職業人の育成を目的

としています。この目的を具現化した人材として、以下の能力を身につけた者に対して修士（文学）

の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

人文学各分野の研究者もしくは高度専門職業人として活動するために必要な専門知識・技能を

身につけ、それらを活用して課題を解決していくことができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

「考動力」を発揮して、自らの課題をグローバルな視野に立って見いだし、人文学の専門的知

見と方法に照らして探求し、自らの知的成果を論理的に表現することができる。 

３（主体的な態度） 

人文学の専門家としての自覚を持ち、未解決の課題に主体的に取り組む姿勢を示すことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

文学研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、主体的

な態度の修得を実現するために、以下の方針にしたがって、教育課程を体系的に編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義・演習・実習等を適切に組み合わせ、高度な専門的知識・技能を体系的に修得できるよ

うに各専修の科目を配置する。 

(2) 演習科目においては、指導教員から個別に研究指導を受け、人文学の専門家としての研究能

力を養成する。 

(3) 現代の人文学全般のなかで自己の研究課題を位置づけるために、多様な共通科目群を設置する。 

(4) 学術成果のグローバルな発信力を養成するために、副専攻等の科目群を設置する。 

２ 教育評価 

(1) 教育内容の修得度は、学位論文の審査及び到達度調査等の結果を組み合わせて評価する。 

(2) 研究成果は、学内・学外の学会発表あるいは学術誌への投稿・掲載によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

文学研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カリ

キュラム・ポリシー）に基づく教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 学士課程で専攻した人文学各分野を中心とする専門的な知識・技能を有している。 

２ 学士課程における学習を通じて、グローバルで総合的な視野に立って考え、自己を表現し他者

を理解するために必要なコミュニケーション能力を備えている。 

３ 人文学に対する強い関心と感性を持ち、主体的に探求する意欲を有している。 
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博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

文学研究科では、人文学各分野の専門教育と学際的教育を有機的に構成し、豊かな学識と卓越した

研究能力、高い職業倫理観を備えた研究者、及び高度で多様な知識を身につけて現代社会で活躍でき

る専門職業人の育成を目的としています。この目的を具現化した人材として、以下の能力を身につけ

た者に対して博士（文学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

人文学各分野の研究者もしくは高度専門職業人として自立して活動するために必要な卓越した

専門知識・技能を身につけ、それらを活用して人類の知的営みに貢献することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

「考動力」を発揮して、自らの研究をグローバルな視野のなかで的確に位置づけ、人文学の高

度な知見と方法に照らして自律的に探求・深化し、成果を論理的・創造的に表現することができる。 

３（主体的な態度） 

高度な人文知の継承と創造の担い手としての自覚を持ち、未解決の課題に主体的に取り組み、

その解決を先導する姿勢を示すことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

文学研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、主体的

な態度の修得を実現するために、以下の方針にしたがって、教育課程を体系的に編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義・演習・実習等を適切に組み合わせ、最先端の高度な専門的知識・技能を体系的に修得

できるように各専修の科目を配置する。 

(2) 演習科目においては、指導教員からの個別に入念な研究指導を受け、自立した人文学研究者

としての高度な研究能力を完成する。 

(3) 現代の人文学全般を俯瞰し、その担い手として自己の研究課題を開拓し意義づける姿勢を養

成するために、多様な共通科目群を設置する。 

(4) 学術成果のグローバルな発信力を養成するために、副専攻等の科目群を設置する。 

２ 教育評価 

(1) 教育内容の修得度は、学位論文の審査及び到達度調査等の結果を組み合わせて評価する。 

(2) 研究成果は、学内・学外の学会発表あるいは学術誌への投稿・掲載、及び各年次の研究成果

報告書によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

文学研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カリ

キュラム・ポリシー）に基づく教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 博士前期課程で専攻した人文学各分野を中心とする高度で専門的な知識・技能を有している。 

２ 博士前期課程における専門研究を通じて、グローバルで総合的な視野に立って考え、自らの研

究成果を的確に発信し、他者の研究を理解・評価する能力を備えている。 

３ 人文学に対する深い関心と自立した研究者としての自覚を持ち、主体的に課題を探求し人文知

の創造に寄与しようとする意欲を有している。 
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Ⅱ 教育課程について  
 

1 研究科の構成 

文学研究科には、次の課程・専攻・専修があります。 

(1) 総合人文学専攻 博士課程前期課程 

英米文学英語学専修、英米文化専修、国語国文学専修、哲学専修、芸術学美術史専修、日本

史学専修、世界史学専修、ドイツ文学専修、フランス文学専修、地理学専修、教育学専修、

文化共生学専修、映像文化専修 

(2) 総合人文学専攻 博士課程後期課程 

英米文学英語学専修、国語国文学専修、哲学専修、史学専修、ドイツ文学専修、フランス文

学専修、地理学専修、教育学専修、映像文化専修 
 

2 副専攻について 

副専攻とは、各自が所属する専修の専修科目を履修しながら、さらに新しい分野の学問領域へ

と学問的関心を伸ばすための制度です。副専攻には、ＥＵ－日本学教育研究プログラムがありま

す。副専攻の科目は、自由に履修することが可能です。 
 

3 授業科目の構成 

文学研究科で履修･修得できる授業科目は、次のとおり大別されます。 
 

種別 履修方法 

必修科目 
演習を伴う一授業科目を選定し、これを専修科目（※）とし、必ず修
得しなければなりません。 

共通科目 文学研究科共通の選択科目です。 

（※）「専修科目」とは、関西大学大学院学則に「演習を伴う一授業科目」（第15条）、「専修科目

の演習を担当する教員を当該学生の指導教員とする」（第17条）と定められたものです。 
 

4 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内(現職教員1年制については1年<2学期>以

上2年<4学期>以内在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論

文の審査及び試験に合格した者には、「修士(文学)」の学位が与えられます。 
 

【修了所要単位32単位の内訳】 

科目区分･科目名 最低修得単位数 

専修科目 8単位(※1) 
合計 

32単位以上 
専修科目以外の演習(1)Ａ・(1)Ｂ 
共通科目 

24単位 
以上(※2) 

 

【副専攻を履修した場合の修了所要単位32単位の内訳】 

科目区分･科目名 最低修得単位数 

専修科目 8単位(※1) 

合計 

32単位以上 

副専攻必修科目 日本学フィールドワーク(1)・(2) 4単位 

副専攻選択科目（※3） 5単位以上(※3) 

専修科目以外の演習(1)Ａ・(1)Ｂ 
共通科目 

15単位以上(※2) 

（※1）現職教員1年制修士制度により入学した者については、4単位とします。 

（※2）大学院共通科目については、4単位を限度に修了所要単位に算入することができます。 

（※3）「ＫＵワークショップ」、「ＥＵワークショップ」のいずれか1単位を含んでいること。 

    なお、「ＫＵワークショップ」、「ＥＵワークショップ」に参加する場合、「Ｍ 大学院英語

(1)・(2)」の履修が望ましい。 
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(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、16単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、「博士(文学)」の

学位が与えられます。 
 

【修了所要単位の内訳】 

科目区分･科目名 最低修得単位数 

専修科目 12単位 
合計 

16単位以上 
専修科目以外の演習(1)Ａ・(1)Ｂ 
共通科目 

4単位以上 

 

【副専攻を履修した場合の修了所要単位の内訳】 

科目区分･科目名 最低修得単位数 

専修科目 12単位 合計 

16単位 日本学フィールドワーク(3)・(4) 4単位 

※ 副専攻を修了するには、上記修了所要単位に加えて、「ＫＵワークショップ」、「ＥＵワーク

ショップ」のいずれか1単位を含み、副専攻選択科目から5単位以上修得する必要があります。 

なお、「ＫＵワークショップ」、「ＥＵワークショップ」に参加する場合、「Ｄ 大学院英語(3)・

(4)」の履修が望ましい。 
 

5 指導教員・副指導教員について 

指導教員は、専修科目の演習を担当する教員で、学生は指導教員から、研究指導及び授業科目

の選択等研究一般に関する指導を受けなければなりません。副指導教員は、指導教員による学生

の指導を補助的に支える教員で、文学研究科では 1名の学生に対して、原則 2名の副指導教員を

設けています。副指導教員は、入学後に決定します。 
 

6 研究指導について 

大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（研究指導）に 

よって行われます。 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  
 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録（履修変更） 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。 

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます(詳細はインフォメーシ

ョンシステムでお知らせします)。 
 

(2) 履修制限単位(博士課程前期課程)  

博士課程前期課程の在学者が1学年度に履修できるのは30単位までです（現職教員1年制修士

制度により入学した者については、この限りではありません）。ただし、秋学期入学生の入学初

年度及び所定の修了単位を修得することとなる春学期については16単位までとします。 

また、長期履修学生制度（3年コース）を選択した者の履修制限単位は、1学年度につき20単位

までです。秋学期入学生の入学初年度及び所定の単位を修得することとなる春学期については10

単位までとします。ただし、長期履修学生制度（3年コース）を選択した者が、1年次終了時点で

修士論文の提出要件である20単位を修得し、所定の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2

年次の履修制限単位は30単位とします。 

なお、ＫＵ・ＥＵワークショップは履修制限単位には含みません。 
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(3) 配当年次 

ア 博士課程前期課程 

演習は(1)Ａ、(1)Ｂ、(2)Ａ及び(2)Ｂの各2単位に分け、演習(1)Ａ及び(1)Ｂは1年次配当、

演習(2)Ａ及び(2)Ｂは2年次配当とします。ただし、長期履修学生制度（3年コース）の場合は、

2年次に演習(2)Ａ及び(2)Ｂは履修できません。 

イ 博士課程後期課程 

演習は(1)Ａ、(1)Ｂ、(2)Ａ、(2)Ｂ、(3)Ａ及び(3)Ｂの各2単位に分け、演習(1)Ａ及び(1)Ｂ

は1年次配当、演習(2)Ａ及び(2)Ｂは2年次配当、演習(3)Ａ及び(3)Ｂは3年次配当とします。 
 
(4) 先修条件(博士課程前期課程) 

演習(1)Ａ及び(1)Ｂを修得していなければ、演習(2)Ａ及び(2)Ｂは履修できません。 
 
(5) 演習・研究指導科目の履修 

専修科目以外の演習については、演習(1)Ａ及び(1)Ｂについてのみ履修することができます。 
 
(6) 大学院共通科目の履修について（博士課程前期課程） 

大学院共通科目の概要については、24 ページ「大学院共通科目の履修について」を参照して

ください。別表の科目を履修した場合、4単位を限度に修了所要単位に算入することができます。 
 
(7) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究

上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目と

して履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(8)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 
 
(8) 追加科目の充当（博士課程前期課程） 

博士課程前期課程において、上記追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承認

を得たうえで、15 単位まで修了所要単位に充当することができます。(※) ただし、専修科目の

所要単位に含めることはできません。また、履修制限単位数に含みます。 
 
(9) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場

合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めま

す。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、

①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、

長期履修学生制度（3 年コース）の場合は、1 年次は 24 単位まで、2 年次以降は 20 単位までで

す。③の学部科目の履修は、(7)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として

履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 
 
(10) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分

確認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関す

る手続き及び修士論文審査基準について」又は「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審

査基準について」を参照してください。 
 

3 入学前既修得単位の認定について 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。(※) また、本学外国人研究生
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として学修した科目は、演習科目を除いて、上記15単位のうち6単位を限度に単位認定することが

あります。詳細は、入学時にお知らせします。 

※1-(8)により充当する単位数と、3により認定する単位数は合わせて20単位を超えないものとします。 

 

Ⅳ その他  
 

1 長期履修学生制度について(博士課程前期課程) 

(1) 長期履修学生制度とは 

標準修業年限を3年とする制度です（通常の標準修業年限は2年です）。以下の説明では、標準

修業年限が2年の場合を「2年コース」、長期履修学生制度による標準修業年限が3年の場合を「3

年コース」としています。 

(2) コースの途中変更 

3年コースから2年コースへの変更は、1年次に20単位以上修得しなければなりません。コー

ス変更の希望届の受付は、春学期入学生は12月～1月中旬、秋学期入学生は6月に行います。手

続きについては、別途インフォメーションシステム等でお知らせします。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 

 

Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員（・副指導教員）による 2

年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

学生は、指導教員（・副指導教員）からの研究指導にしたがって、年次ごとに「研究計画

書」及び「研究成果報告書」を研究科長に提出します。ただし、学位論文を提出した場合は、

当該年度の「研究成果報告書」を提出する必要はありません。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

(9～10 月) 

指導教員によるガイダンスにおいて、今後の研究計画について指導

を受け、研究科長に対して「1年次研究計画書」を提出する。また、

指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、適切な授業科目

を指導教員の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員（・副指導教員）の確認を受ける。 

1～2 月 

(9 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の面接

指導を受け、研究科長に対して「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9～10 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し(長期履修

学生制度（3年コース）については翌年度に履修)、指導教員（・副

指導教員）から研究計画について指導を受け、研究科長に対して「2

年次研究計画書」を提出する。 

10 月 

(4 月) 
修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出する。 

1 月 

(7 月) 
修士論文の提出 

2 月 

(7～9 月) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験の

実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 

※2 長期履修学生制度（3 年コース）については、別途、インフォメーションシステム等でお

知らせします。 
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Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  
 

1 修士の学位 

修士課程又は博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題

についての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修

士の学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 
 

2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副

査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることが

あります。 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をもっ

て、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭に

よりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 

3 修士論文審査基準 

修士論文の審査にあたっては、以下の審査項目をふまえて、総合的に評価します。な

お、各専修において、分野の専門性に応じて独自の観点を加えられることがあります。 

(1) 研究テーマの選択が適切であり、研究目的が明確であること。 

(2) 研究テーマにそって、先行研究を十分に踏まえていること。 

(3) 研究テーマにそって、研究の方法が適切であること。 

(4) 研究資料やデータの収集、処理が的確であること。 

(5) 研究資料やデータの分析、解釈が適切であること。 

(6) 記述にあたって、論理に破綻なく、叙述が一貫していること。 

(7) 新しい発見があり、新たな知見がえられていること。 
 

4 学位授与までの流れ(2 年次) 

 

 

 
 

5 スケジュール(2 年次) 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期 限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

年次研究計画書の提出 4 月下旬 10 月下旬 

修士論文計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

修士論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

※ 修士論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 
 

 

口頭試問 

年次研究 

計画書提出 

修士論文 

計画書提出 

修士論文 

提出 

最終 

試験 
合格 

学位 

授与 
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6 修士論文提出要件 

修士論文は、学位規程第 9 条に基づき、修士課程又は博士課程前期課程に 1 年以上在

学し、所定の授業科目のうち、20 単位以上を修得後に学位取得計画書を提出しなければ、

提出することができません。 

また、上記に加えて、外国語学力確認（１カ国語）に合格しなければなりません。た

だし、次のいずれかの方法により、外国語の学力確認を行ったものとして、これを免除

します。 

(1) 入学試験での受験外国語 

(2) 指導教員による研究指導 
 

7 修士論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 修士論文計画書には指導教員の承認を受けてください。 

(3) 既に提出した論文計画の変更は、認められません｡ただし、論文提出以前においては、

指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、修士論文を提出しない場合は、必ず､事前に教務センターにその

旨を報告してください。 
 

8 修士論文・論文要旨の提出要領 

提出期の修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・

アンケート」に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 
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Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員（・副指導教員）による 3

年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

学生は、指導教員（・副指導教員）からの研究指導にしたがって、年次ごとに「研究計画

書」及び「研究成果報告書」を研究科長に提出します。ただし、学位論文を提出した場合は、

当該年度の「研究成果報告書」を提出する必要はありません。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

(9～10 月) 

指導教員によるガイダンスにおいて、今後の研究計画について

指導を受け、研究科長に対して「1年次研究計画書」を提出す

る。また、指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、

適切な授業科目を指導教員の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指

導教員（・副指導教員）の確認を受ける。 

1～2 月 

(8 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の

面接指導を受け、研究科長に対して「1年次研究成果報告書」

を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9～10 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指

導教員（・副指導教員）から研究計画について指導を受け、

研究科長に対して「2年次研究計画書」を提出する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指

導教員（・副指導教員）の確認を受ける。 

1～2 月 

(8 月) 

3年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の

面接指導を受け、研究科長に対して「2年次研究成果報告書」

を提出する。 

3 年次 

4 月 

(9～10 月) 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指

導教員（・副指導教員）から研究計画について指導を受け、

研究科長に対して「3年次研究計画書」を提出する。 

8 月 

(2 月) 
｢博士論文計画書｣の提出 

11 月 

(5 月) 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

1 月 

(6 月) 
最終試験(公聴会)の実施 

2 月 

(7 月) 
その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 
※2 3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

 

Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について 
 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程後期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研
究指導を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者
とされ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
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2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 
・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 
・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2 名

以上とします。審査委員には、当該研究科委員会以外の者を含めることがあります。 
 

(2)  審査方法 
① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、審
査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により行い
ますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間（学位規程第 23 条) 
博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 
博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 
3 博士論文審査基準 

博士論文の審査にあたっては、以下の審査項目をふまえて、総合的に評価します。なお、
各専修において、分野の専門性に応じて独自の観点を加えられることがあります。 
(1) 研究テーマの選択が適切であり、研究目的が明確であること。 
(2) 研究テーマにそって、先行研究を十分に踏まえていること。 
(3) 研究テーマにそって、研究の方法が適切であること。 
(4) 研究資料やデータの収集が十分であり、その処理が的確であること。 
(5) 研究資料やデータの分析、解釈が適切であること。 
(6) 記述にあたって、論理に破綻なく、叙述が一貫していること。 
(7) 新しい発見があり、新たな知見がえられていること。 
(8) 学術的に高い価値を有すること。 

 
4 学位授与までの流れ(3 年次) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

5 スケジュール(3 年次) 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

９月期授与 ３月期授与 ９月期授与 ３月期授与 

「年次研究計画書」の提出 
10月末まで 4月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

「博士論文計画書」の提出 ※1 
2月中旬まで 8月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

「博士論文提出書／学位申請書」・学位 

論文等の書類一式の提出 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

5月末まで 11月末まで 5月末まで 11月末まで 

学力確認※2 ― ― 6月 12月～1月 

最終試験（公聴会）［課程博士］※3 
6月20～30日 1月7～30日 6月20～30日 1月7～30日 

学位論文の試問（公聴会）［論文博士］

審査報告書の提出 
7月上旬まで 2月中旬まで 7月上旬まで 2月中旬まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学位記授与式 9月 18日頃 3月 23日頃 9月 18日頃 3月 23日頃 

公聴会 

年次研究 

計画書提出 

予備 

審査 

博士論文 

計画書提出 

博士論文 

提出 
審査 

最終 

試験 

合格 
学位 

授与 

学位論文の 

インターネット公表 

1 年以内 
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※1 博士論文提出の少なくとも１年前に指導教員の承認を得て提出。ただし、研究科委員会が認めたと

きは、これを３カ月前までとすることができます。また、「博士論文計画書」提出には、所定期日ま

でに主査・副査（予定者）３名による予備審査が必要です。なお、「博士論文計画書」の提出期日に

ついては、別途インフォメーションシステムにて周知するので、必ず確認すること。「博士論文計

画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論文を提出する

ことはできません。 

※2 学力確認（専門科目・外国語）は公聴会とは別に行います。 

※3 公聴会は、上記日程に実施します（日曜・祝日を除く10時～18時）。ただし、やむを得ない場合

には日程を変更する場合もありえます。 
 

6 学位論文提出要件 

博士の学位論文は、学位規程第 19 条に基づき、博士課程後期課程に在学し、所定の単位

を修得又は修得見込の者が、あらかじめ論文計画について承認を得なければ、提出するこ

とができません。 

また、上記に加えて、 

(1) レフェリー制の学会において口頭発表(ポスターセッションを含む)を 1回以上経験す

るとともに、レフェリー制の学会誌に論文 1 篇以上が掲載されていることが望ましい。

国際学会誌に公表された論文 1 篇以上を有する場合には、それのみで可とし、国際学会

での口頭発表を 1 回以上経験している場合には、他の公開性のある学会誌・学術雑誌・

紀要及び文部科学省助成金による研究報告書などに論文を 1 篇以上公表していれば可と

します（その他、詳細規定は各専修の定めるところによります）。 

(2) 外国語学力確認（２カ国語）に合格しなければなりません。 

ただし、博士(課程博士)の学位を得ようとする者は以下のいずれかの要件を満たせば、

外国語学力確認を免除します。 

(1) 入学試験での受験外国語（社会人入試合格者は、口頭試問の外国語） 

(2) 指導教員による研究指導 

 

7 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及

び論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイ

ンターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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Ⅸ 日本語教師養成講座<大学院コース>について  

 

1 概要 

文学研究科では、広く人文学研究に携わる本研究科の学生が、自らの専門性を生かせる場

を広げるために、日本語教育の基礎的な知識・技能・実践経験を得ることのできるプログラ

ムとして日本語教師養成講座<大学院コース>を設置しています。 

 

2 受講対象者 

日本語教師養成講座<大学院コース>の受講対象者は、文学研究科の全学生です。ただし、

現職教員 1 年制修士制度での入学者は本講座を受講できません。また、他研究科の学生、外

国人研究生、科目等履修生、聴講生等は、本講座講義科目の履修は出来ますが、実習を伴う

科目「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」の履修は認めません（日本語教師養成講座<大学院

コース>の修了認定も行いません）。 

 

3 修了要件 

日本語教師養成講座<大学院コース>を修了するためには、下記の各要件を満たさなければ

なりません。 

(1) 6 で示す表のとおり、26 単位以上を修得しなければなりません。 
 

(2) 文学研究科（博士課程前期課程もしくは博士課程後期課程）に所定の年限在学し、修

了所要単位（博士課程前期課程 32 単位 / 博士課程後期課程 16 単位）を修得しなけ

ればなりません。 
 

(3) 博士課程前期課程の学生は、修士号の取得を本講座の修了要件とします。なお、博士

課程後期課程の学生は、博士号の取得を本講座の修了要件としません。 

 

4 修了認定 

日本語教師養成講座<大学院コース>修了見込者は、所定の期日までに、日本語教師養成講

座<大学院コース>修了認定申請書を提出することによって、在籍課程修了時に、日本語教師

養成講座<大学院コース>修了証が発行されます。 

 

5 関西大学文学部卒業者の履修 

(1) 関西大学文学部において日本語教師養成講座の科目を修得した者（講座修了者及び一

部の科目の単位を既修得の者）が、日本語教師養成講座〈大学院コース>を受講する場

合、6 の表に記載された学部開講科目の単位は既修得単位として認定し、未修得の科

目の修得により、本講座の修了認定を行います。 
 

(2) 関西大学文学部 4 年次に大学院文学研究科授業科目履修制度を利用して大学院開講科

目を修得した者が、日本語教師養成講座<大学院コース>を受講する場合、学部生時に

修得した大学院科目の単位は入学前既修得単位認定の対象外であるため、大学院文学

研究科に進学後、大学院開講科目を修得しなければなりません。 
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6 日本語教師養成講座<大学院コース>科目一覧 
領域 区分 必要単位数 開講（※1） 科目名 必修 単位 

1. 社会･文
化 ･地域に
関わる領域 

1) 社会･文化･地域 必修2単位を
含む4単位以
上 

学部 日本語教育概論 ☆ 2 
2) 言語と社会 大学院 共通科目（※2） 

 
1～2 

2. 教 育 に
関わる領域 

3) 言語と心理 4 単位以上 学部 教育と文化の社会学 
 

2 
学部 教育人類学 

 
2 

学部 子どもの発達多様性 
 

2 
学部 人間発達と教育の心理学 

 
2 

学部 第二言語習得論 
 

2 
学部 教育心理学 

 
2 

大学院 Ｍ 日本語教育研究 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 教育社会学研究 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 学校イノベーション研究 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 異文化間教育研究 講義 

 
2 

4) 言語と教育 必修 10単位 学部 日本語教授法 ☆ 2 
学部 日本語教育方法論 ☆ 2 
学部 日本語教育授業分析 ☆ 2 
大学院 Ｍ 日本語教育実践研究Ａ（※3） ☆ 2 
大学院 Ｍ 日本語教育実践研究Ｂ（※3） ☆ 2 

3. 言 語 に
関わる領域 

5) 言語 8 単位以上 学部 国語学概論ａ 
 

2 
学部 国語学概論ｂ 

 
2 

学部 言語学研究 
 

2 
学部 日本語学Ⅰａ 

 
2 

学部 日本語学Ⅰｂ 
 

2 
学部 日本語学Ⅱａ 

 
2 

学部 日本語学Ⅱｂ 
 

2 
大学院 Ｍ 英語学研究(1)Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 英語学研究(1)Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 英語学研究(2)Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 英語学研究(2)Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 日本文献情報処理研究Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 日本文献情報処理研究Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 国語学研究Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 国語学研究Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ ドイツ語学研究Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ ドイツ語学研究Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ フランス語学研究Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ フランス語学研究Ｂ 講義 
 

2 
大学院 Ｍ 中国語学及語学史Ａ 講義 

 
2 

大学院 Ｍ 中国語学及語学史Ｂ 講義 
 

2 

（※1） 学部開講科目の修得単位は、在籍課程の修了所要単位には含みません。また、文学研究科
博士課程後期課程在籍者が博士課程前期課程の開講科目を履修する場合、博士課程後期課
程の修了所要単位には含みません。 
関西大学大学院文学研究科博士課程前期課程を修了した博士課程後期課程在籍者は、大学
院開講科目の修得単位として、博士課程前期課程と博士課程後期課程のそれぞれで取得し
た単位を合算して申請することも可能です。 

（※2） 以下の科目は「1. 社会･文化･地域に関わる領域」の共通科目には含みません。 
・「アカデミック外国語」及び「大学院英語」 
・「Ｍ 日本語教育研究 講義」「Ｍ 教育社会学研究 講義」「Ｍ 学校イノベーション研究 講

義」「Ｍ 異文化間教育研究 講義」「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」（「2. 教育に関わる
領域」の選択・必修科目として取り扱います） 

・「Ｍ 英語学研究（１・２）Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ 日本文献情報処理研究Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ
国語学研究Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ ドイツ語学研究Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ フランス語学研究Ａ・
Ｂ 講義」「Ｍ 中国語学及語学史Ａ・Ｂ 講義」（「3. 言語に関わる領域」の選択科目と
して取り扱います） 

（※3） 「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」を履修する際、「日本語教育概論」「日本語教授法」「日
本語教育方法論」「日本語教育授業分析」のうち 2 科目以上を履修していることが求めら
れます。なお、担当教員の判断により、これらの科目を未履修の場合でも、当該科目の受
講を認める場合があります（すでに日本語教育の実践経験を持つ場合など）。 
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総合人文学専攻　博士課程前期課程
配当 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

(英米文学英語学専修) (哲学専修)
ELL5001 英文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI5001 哲学・哲学史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL5002 英文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI5002 哲学・哲学史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL6001 英文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI6001 哲学・哲学史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL6002 英文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI6002 哲学・哲学史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
ELL5003 米文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI5003 哲学・倫理学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL5004 米文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI5004 哲学・倫理学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL6003 米文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI6003 哲学・倫理学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL6004 米文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI6004 哲学・倫理学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
ELL5005 英語学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI5005 比較宗教学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL5006 英語学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI5006 比較宗教学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL6005 英語学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI6005 比較宗教学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL6006 英語学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI6006 比較宗教学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(英米文化専修) (芸術学美術史専修)
ABC5001 英米文化研究(1)  演習(1)Ａ 1 2 必修 AHT5001 芸術学・西洋美術史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
ABC5002 英米文化研究(1)  演習(1)Ｂ 1 2 必修 AHT5002 芸術学・西洋美術史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
ABC6001 英米文化研究(1)  演習(2)Ａ 2 2 必修 AHT6001 芸術学・西洋美術史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
ABC6002 英米文化研究(1)  演習(2)Ｂ 2 2 必修 AHT6002 芸術学・西洋美術史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
ABC5003 英米文化研究(2)  演習(1)Ａ 1 2 必修 AHT5003 日本及東洋美術史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
ABC5004 英米文化研究(2)  演習(1)Ｂ 1 2 必修 AHT5004 日本及東洋美術史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
ABC6003 英米文化研究(2)  演習(2)Ａ 2 2 必修 AHT6003 日本及東洋美術史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
ABC6004 英米文化研究(2)  演習(2)Ｂ 2 2 必修 AHT6004 日本及東洋美術史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(国語国文学専修) (日本史学専修)
JPN5001 日本上代文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 JNH5001 日本古代中世史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN5002 日本上代文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 JNH5002 日本古代中世史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6001 日本上代文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 JNH6001 日本古代中世史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN6002 日本上代文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 JNH6002 日本古代中世史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN5003 日本中古文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 JNH5003 日本近世近代史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN5004 日本中古文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 JNH5004 日本近世近代史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6003 日本中古文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 JNH6003 日本近世近代史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN6004 日本中古文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 JNH6004 日本近世近代史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN5005 日本中世文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 JNH5005 考古学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN5006 日本中世文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 JNH5006 考古学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6005 日本中世文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 JNH6005 考古学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN6006 日本中世文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 JNH6006 考古学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN5007 日本近世文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 JNH5007 民俗学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN5008 日本近世文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 JNH5008 民俗学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6007 日本近世文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 JNH6007 民俗学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN6008 日本近世文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 JNH6008 民俗学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN5009 日本近代文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 JNH5009 文化遺産学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN5010 日本近代文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 JNH5010 文化遺産学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6009 日本近代文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 JNH6009 文化遺産学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN6010 日本近代文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 JNH6010 文化遺産学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN5011 国語学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修 (世界史学専修)
JPN5012 国語学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修 WRH5001 東洋史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN6011 国語学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修 WRH5002 東洋史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN6012 国語学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修 WRH6001 東洋史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修

WRH6002 東洋史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
WRH5003 エジプト学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
WRH5004 エジプト学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
WRH6003 エジプト学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
WRH6004 エジプト学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
WRH5005 西洋史研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
WRH5006 西洋史研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
WRH6005 西洋史研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
WRH6006 西洋史研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
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(ドイツ文学専修)
GER5001 ドイツ言語文化研究(1)  演習(1)Ａ 1 2 必修
GER5002 ドイツ言語文化研究(1)  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GER6001 ドイツ言語文化研究(1)  演習(2)Ａ 2 2 必修
GER6002 ドイツ言語文化研究(1)  演習(2)Ｂ 2 2 必修
GER5003 ドイツ言語文化研究(2)  演習(1)Ａ 1 2 必修
GER5004 ドイツ言語文化研究(2)  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GER6003 ドイツ言語文化研究(2)  演習(2)Ａ 2 2 必修
GER6004 ドイツ言語文化研究(2)  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(フランス文学専修)
FRA5001 フランス文学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
FRA5002 フランス文学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
FRA6001 フランス文学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
FRA6002 フランス文学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
FRA5003 フランス語学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
FRA5004 フランス語学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
FRA6003 フランス語学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
FRA6004 フランス語学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(地理学専修)
GEO5001 自然地理学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO5002 自然地理学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO6001 自然地理学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO6002 自然地理学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO5003 人文地理学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO5004 人文地理学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO6003 人文地理学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO6004 人文地理学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO5005 歴史地理学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO5006 歴史地理学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO6005 歴史地理学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO6006 歴史地理学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO5007 地誌学・地理教育研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO5008 地誌学・地理教育研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO6007 地誌学・地理教育研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO6008 地誌学・地理教育研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(教育学専修)
EDU5001 教育文化学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
EDU5002 教育文化学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
EDU6001 教育文化学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
EDU6002 教育文化学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
EDU5003 学校教育学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
EDU5004 学校教育学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
EDU6003 学校教育学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
EDU6004 学校教育学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(文化共生学専修)
SYM5001 文化共生学研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
SYM5002 文化共生学研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
SYM6001 文化共生学研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
SYM6002 文化共生学研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修

(映像文化専修)
FMS5001 映像文化研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
FMS5002 映像文化研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
FMS6001 映像文化研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
FMS6002 映像文化研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
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共通科目 GEH5061 応用倫理学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5001 英米文学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5062 応用倫理学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5002 英米文学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5063 比較思想研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5003 英米文学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5064 比較思想研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5004 英米文学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5065 科学論研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5005 英語学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5066 科学論研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5006 英語学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5067 宗教学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5007 英語学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5068 宗教学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5008 英語学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5069 日本思想研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5009 英語学英文学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5070 日本思想研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5010 英語学英文学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5071 インド哲学・仏教学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5011 英語学英文学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5072 インド哲学・仏教学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5012 英語学英文学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5073 倫理思想史研究Ａ　講義 1 2 選択
GEH5013 比較文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5074 倫理思想史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEH5014 比較文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5075 宗教文化研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5015 古典語研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5076 宗教文化研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5016 古典語研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5077 古典語研究(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5017 英米文化研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5078 古典語研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5018 英米文化研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5079 宗教人類学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5019 英米文化研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5080 宗教人類学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5020 英米文化研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5081 東洋美術史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5021 英米文化研究(3)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5082 東洋美術史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5022 英米文化研究(3)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5083 西洋美術史研究Ａ   講義 1 2 選択
GEH5023 比較文化研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5084 西洋美術史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5024 比較文化研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5085 美学・芸術学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5025 日本上代文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5086 美学・芸術学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5026 日本上代文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5087 日本美術史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5027 日本中古文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5088 日本美術史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5028 日本中古文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5089 芸術学美術史実践研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5029 日本中世文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5090 芸術学美術史実践研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5030 日本中世文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5091 芸術表現論Ａ  講義 1 2 選択
GEH5031 日本近世文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5092 芸術表現論Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5032 日本近世文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5093 歴史学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5033 日本近代文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5094 歴史学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5034 日本近代文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5095 日本古代中世史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5035 国語学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5096 日本古代中世史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5036 国語学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5097 日本近世近代史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5037 日本古典籍研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5098 日本近世近代史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5038 日本古典籍研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5099 日本現代史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5039 日本文学文献研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5100 日本現代史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5040 日本文学文献研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5101 考古学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5041 日本近代文学文献研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5102 考古学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5042 日本近代文学文献研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5103 民俗学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5043 日本地域文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5104 民俗学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5044 日本地域文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5105 文化遺産学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5045 日本文献情報処理研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5106 文化遺産学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5046 日本文献情報処理研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5107 伝統文化学研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5047 日本語教育研究  講義 1 2 選択 GEH5108 伝統文化学研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5048 日本書誌学研究  講義 1 2 選択 GEH5109 東アジア史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5049 古代国語史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5110 東アジア史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5050 古代国語史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5111 西アジア史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5051 近代国語史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5112 西アジア史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5052 近代国語史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5113 西洋史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5053 日本文学史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5114 西洋史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5054 日本文学史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5115 日中交渉史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5055 哲学史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5116 日中交渉史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5056 哲学史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5117 東西交渉史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5057 現代哲学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5118 東西交渉史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5058 現代哲学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5119 西洋文化史研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5059 倫理学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5120 西洋文化史研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5060 倫理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5121 西洋社会史研究Ａ  講義 1 2 選択
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GEH5122 西洋社会史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5192 教育社会学研究  講義 1 2 選択
GEH5123 文化人類学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5193 生涯学習研究  講義 1 2 選択
GEH5124 文化人類学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5194 コミュニティ教育学研究  講義 1 2 選択
GEH5125 エジプト学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5195 異文化間教育研究  講義 1 2 選択
GEH5126 エジプト学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5196 人権教育研究  講義 1 2 選択
GEH5127 世界史学史料研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5197 学校教育理論研究  講義 1 2 選択
GEH5128 世界史学史料研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5198 学校教育実践研究方法論  講義 1 2 選択
GEH5129 文化財科学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEH5199 教育方法学研究  講義 1 2 選択
GEH5130 文化財科学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEH5200 カリキュラムデザイン研究  講義 1 2 選択
GEH5131 ドイツ語コミュニケーション(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5201 教科学習デザイン研究  講義 1 2 選択
GEH5132 ドイツ語コミュニケーション(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5202 学校イノベーション研究  講義 1 2 選択
GEH5133 ドイツ語コミュニケーション(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5203 文化共生学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5134 ドイツ語コミュニケーション(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5204 文化共生学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5135 ドイツ語学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5205 文化共生学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5136 ドイツ語学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5206 文化共生学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5137 ドイツ文学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5207 文化共生学研究(3)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5138 ドイツ文学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5208 文化共生学研究(3)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5139 ドイツ文学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5209 映像文化研究(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5140 ドイツ文学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5210 映像文化研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5141 ドイツ文化研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5211 映像文化研究(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH5142 ドイツ文化研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5212 映像文化研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5143 フランス文学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5213 映像メディア研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5144 フランス文学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5214 映像メディア研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5145 フランス文学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5215 文化交渉学概論Ａ  講義 1 2 選択
GEH5146 フランス文学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5216 文化交渉学概論Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5147 フランス文学研究(3)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5217 文化交渉学資料調査論  講義 1 2 選択
GEH5148 フランス文学研究(3)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5218 文化交渉学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5149 フランス文学研究(4)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5219 文化交渉学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5150 フランス文学研究(4)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5220 アカデミック外国語（中国語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH5151 フランス語学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5221 アカデミック外国語（英語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH5152 フランス語学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5222 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH5153 フランス語フランス文学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5223 アカデミック外国語（日本語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH5154 フランス語フランス文学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5224 アカデミック外国語（中国語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH5155 中国文学及文学史Ａ  講義 1 2 選択 GEH5225 アカデミック外国語（英語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH5156 中国文学及文学史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5226 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH5157 中国哲学及哲学史Ａ  講義 1 2 選択 GEH5227 アカデミック外国語（日本語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH5158 中国哲学及哲学史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5228 アカデミック外国語（中国語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH5159 中国語学及語学史Ａ  講義 1 2 選択 GEH5229 アカデミック外国語（英語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH5160 中国語学及語学史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5230 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH5161 中国学研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5231 アカデミック外国語（日本語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH5162 中国学研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5232 アカデミック外国語（中国語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH5163 中国学研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH5233 アカデミック外国語（英語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH5164 中国学研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5234 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH5165 中国文献学Ａ  講義 1 2 選択 GEH5235 アカデミック外国語（日本語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH5166 中国文献学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5236 大学院英語(1) 1 2 選択
GEH5167 自然地理学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5237 大学院英語(2) 1 2 選択
GEH5168 自然地理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5238 寄附講座(各テーマ)  講義 1 2 選択
GEH5169 人文地理学研究Ａ  講義 1 2 選択 副専攻ＥＵ－日本学教育研究プログラム

GEH5170 人文地理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 EUJ5001 日本学フィールドワーク(1) 1 2 選択
GEH5171 歴史地理学研究Ａ  講義 1 2 選択 EUJ5002 日本学フィールドワーク(2) 1 2 選択
GEH5172 歴史地理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 EUJ5003 ＥＵ－日本学講義(1) 1 2 選択
GEH5173 地誌学・地理教育研究Ａ  講義 1 2 選択 EUJ5004 ＥＵ－日本学講義(2) 1 2 選択
GEH5174 地誌学・地理教育研究Ｂ  講義 1 2 選択 EUJ5005 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(1) 1 2 選択
GEH5175 地理学史研究  講義 1 2 選択 EUJ5006 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(2) 1 2 選択
GEH5176 地域環境学研究Ａ  講義 1 2 選択 EUJ5007 ＫＵワークショップ(1) 1 1 選択
GEH5177 地域環境学研究Ｂ  講義 1 2 選択 EUJ5008 ＫＵワークショップ(2) 1 1 選択
GEH5178 経済地理学研究  講義 1 2 選択 EUJ5009 ＥＵワークショップ(1) 1 1 選択
GEH5179 文化地理学研究Ａ  講義 1 2 選択 EUJ5010 ＥＵワークショップ(2) 1 1 選択
GEH5180 文化地理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 日本語教師養成講座 <大学院コース>

GEH5181 都市地理学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH5239 日本語教育実践研究Ａ 1 2 選択
GEH5182 都市地理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH5240 日本語教育実践研究Ｂ 1 2 選択
GEH5183 第四紀学研究  講義 1 2 選択
GEH5184 自然環境学研究  講義 1 2 選択
GEH5185 人文地理学特別研究  講義 1 2 選択
GEH5186 自然地理学特別研究  講義 1 2 選択
GEH5187 地域調査研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH5188 地域調査研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH5189 教育哲学研究  講義 1 2 選択
GEH5190 教育史研究  講義 1 2 選択
GEH5191 教育行財政学研究  講義 1 2 選択
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総合人文学専攻　博士課程後期課程
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年次 の区分 年次 の区分

(英米文学英語学専修) PHI9001 哲学・哲学史研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
ELL7001 中世及近世英文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI9002 哲学・哲学史研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
ELL7002 中世及近世英文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI7003 哲学・倫理学研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL8001 中世及近世英文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI7004 哲学・倫理学研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL8002 中世及近世英文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI8003 哲学・倫理学研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL9001 中世及近世英文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 PHI8004 哲学・倫理学研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
ELL9002 中世及近世英文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 PHI9003 哲学・倫理学研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
ELL7003 近代英米文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI9004 哲学・倫理学研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
ELL7004 近代英米文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI7005 比較宗教学研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL8003 近代英米文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI7006 比較宗教学研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL8004 近代英米文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI8005 比較宗教学研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL9003 近代英米文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 PHI8006 比較宗教学研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
ELL9004 近代英米文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 PHI9005 比較宗教学研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
ELL7005 英語学 演習(1)Ａ 1 2 必修 PHI9006 比較宗教学研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
ELL7006 英語学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 PHI7007 美学・美術史研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
ELL8005 英語学 演習(2)Ａ 2 2 必修 PHI7008 美学・美術史研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
ELL8006 英語学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 PHI8007 美学・美術史研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
ELL9005 英語学 演習(3)Ａ 3 2 必修 PHI8008 美学・美術史研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
ELL9006 英語学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 PHI9007 美学・美術史研究 演習(3)Ａ 3 2 必修

(国語国文学専修) PHI9008 美学・美術史研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7001 上代文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 (史学専修)
JPN7002 上代文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7001 日本古代中世史 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8001 上代文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7002 日本古代中世史 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8002 上代文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8001 日本古代中世史 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9001 上代文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8002 日本古代中世史 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9002 上代文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9001 日本古代中世史 演習(3)Ａ 3 2 必修
JPN7003 中古文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 HIS9002 日本古代中世史 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7004 中古文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7003 日本近世近代史 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8003 中古文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7004 日本近世近代史 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8004 中古文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8003 日本近世近代史 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9003 中古文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8004 日本近世近代史 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9004 中古文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9003 日本近世近代史 演習(3)Ａ 3 2 必修
JPN7005 中世文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 HIS9004 日本近世近代史 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7006 中世文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7005 考古学 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8005 中世文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7006 考古学 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8006 中世文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8005 考古学 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9005 中世文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8006 考古学 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9006 中世文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9005 考古学 演習(3)Ａ 3 2 必修
JPN7007 近世文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 HIS9006 考古学 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7008 近世文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7007 民俗学 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8007 近世文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7008 民俗学 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8008 近世文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8007 民俗学 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9007 近世文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8008 民俗学 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9008 近世文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9007 民俗学 演習(3)Ａ 3 2 必修
JPN7009 近代文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 HIS9008 民俗学 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7010 近代文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7009 東洋史 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8009 近代文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7010 東洋史 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8010 近代文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8009 東洋史 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9009 近代文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8010 東洋史 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9010 近代文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9009 東洋史 演習(3)Ａ 3 2 必修
JPN7011 国語学 演習(1)Ａ 1 2 必修 HIS9010 東洋史 演習(3)Ｂ 3 2 必修
JPN7012 国語学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 HIS7011 西洋史 演習(1)Ａ 1 2 必修
JPN8011 国語学 演習(2)Ａ 2 2 必修 HIS7012 西洋史 演習(1)Ｂ 1 2 必修
JPN8012 国語学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 HIS8011 西洋史 演習(2)Ａ 2 2 必修
JPN9011 国語学 演習(3)Ａ 3 2 必修 HIS8012 西洋史 演習(2)Ｂ 2 2 必修
JPN9012 国語学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 HIS9011 西洋史 演習(3)Ａ 3 2 必修

(哲学専修) HIS9012 西洋史 演習(3)Ｂ 3 2 必修
PHI7001 哲学・哲学史研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
PHI7002 哲学・哲学史研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
PHI8001 哲学・哲学史研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
PHI8002 哲学・哲学史研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
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配当 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

(ドイツ文学専修) (教育学専修)
GER7001 ドイツ文学 演習(1)Ａ 1 2 必修 EDU7001 教育文化学特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GER7002 ドイツ文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 EDU7002 教育文化学特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GER8001 ドイツ文学 演習(2)Ａ 2 2 必修 EDU8001 教育文化学特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GER8002 ドイツ文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 EDU8002 教育文化学特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GER9001 ドイツ文学 演習(3)Ａ 3 2 必修 EDU9001 教育文化学特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GER9002 ドイツ文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 EDU9002 教育文化学特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
GER7003 ドイツ文化 演習(1)Ａ 1 2 必修 EDU7003 学校教育学特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GER7004 ドイツ文化 演習(1)Ｂ 1 2 必修 EDU7004 学校教育学特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GER8003 ドイツ文化 演習(2)Ａ 2 2 必修 EDU8003 学校教育学特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GER8004 ドイツ文化 演習(2)Ｂ 2 2 必修 EDU8004 学校教育学特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GER9003 ドイツ文化 演習(3)Ａ 3 2 必修 EDU9003 学校教育学特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GER9004 ドイツ文化 演習(3)Ｂ 3 2 必修 EDU9004 学校教育学特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
GER7005 ドイツ語学 演習(1)Ａ 1 2 必修 (映像文化専修)
GER7006 ドイツ語学 演習(1)Ｂ 1 2 必修 FMS7001 映像文化研究  演習(1)Ａ 1 2 必修
GER8005 ドイツ語学 演習(2)Ａ 2 2 必修 FMS7002 映像文化研究  演習(1)Ｂ 1 2 必修
GER8006 ドイツ語学 演習(2)Ｂ 2 2 必修 FMS8001 映像文化研究  演習(2)Ａ 2 2 必修
GER9005 ドイツ語学 演習(3)Ａ 3 2 必修 FMS8002 映像文化研究  演習(2)Ｂ 2 2 必修
GER9006 ドイツ語学 演習(3)Ｂ 3 2 必修 FMS9001 映像文化研究  演習(3)Ａ 3 2 必修

(フランス文学専修) FMS9002 映像文化研究  演習(3)Ｂ 3 2 必修
FRA7001 フランス文学 演習(1)Ａ 1 2 必修
FRA7002 フランス文学 演習(1)Ｂ 1 2 必修
FRA8001 フランス文学 演習(2)Ａ 2 2 必修
FRA8002 フランス文学 演習(2)Ｂ 2 2 必修
FRA9001 フランス文学 演習(3)Ａ 3 2 必修
FRA9002 フランス文学 演習(3)Ｂ 3 2 必修
FRA7003 フランス語学 演習(1)Ａ 1 2 必修
FRA7004 フランス語学 演習(1)Ｂ 1 2 必修
FRA8003 フランス語学 演習(2)Ａ 2 2 必修
FRA8004 フランス語学 演習(2)Ｂ 2 2 必修
FRA9003 フランス語学 演習(3)Ａ 3 2 必修
FRA9004 フランス語学 演習(3)Ｂ 3 2 必修

(地理学専修)
GEO7001 自然地理学特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO7002 自然地理学特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO8001 自然地理学特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO8002 自然地理学特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO9001 自然地理学特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GEO9002 自然地理学特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
GEO7003 人文地理学特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO7004 人文地理学特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO8003 人文地理学特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO8004 人文地理学特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO9003 人文地理学特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GEO9004 人文地理学特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
GEO7005 歴史地理学特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO7006 歴史地理学特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO8005 歴史地理学特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO8006 歴史地理学特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO9005 歴史地理学特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GEO9006 歴史地理学特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
GEO7007 地誌学･地理教育特殊研究 演習(1)Ａ 1 2 必修
GEO7008 地誌学･地理教育特殊研究 演習(1)Ｂ 1 2 必修
GEO8007 地誌学･地理教育特殊研究 演習(2)Ａ 2 2 必修
GEO8008 地誌学･地理教育特殊研究 演習(2)Ｂ 2 2 必修
GEO9007 地誌学･地理教育特殊研究 演習(3)Ａ 3 2 必修
GEO9008 地誌学･地理教育特殊研究 演習(3)Ｂ 3 2 必修
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配当 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

(共通科目) GEH7071 フランス語学Ａ  講義 1 2 選択
GEH7001 中世及近世英文学Ａ  講義 1 2 選択 GEH7072 フランス語学Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7002 中世及近世英文学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7073 フランス文学特殊研究(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7003 近代英米文学Ａ  講義 1 2 選択 GEH7074 フランス文学特殊研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7004 近代英米文学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7075 フランス文学特殊研究(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7005 英語学Ａ  講義 1 2 選択 GEH7076 フランス文学特殊研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7006 英語学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7077 フランス語学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7007 上代文学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7078 フランス語学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7008 上代文学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7079 中国文学特殊講義(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7009 中古文学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7080 中国文学特殊講義(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7010 中古文学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7081 中国文学特殊講義(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7011 中世文学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7082 中国文学特殊講義(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7012 中世文学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7083 中国哲学特殊講義(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7013 近世文学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7084 中国哲学特殊講義(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7014 近世文学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7085 中国哲学特殊講義(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7015 近代文学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7086 中国哲学特殊講義(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7016 近代文学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7087 中国語学特殊講義(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7017 国語学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7088 中国語学特殊講義(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7018 国語学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7089 中国語学特殊講義(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7019 哲学・哲学史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7090 中国語学特殊講義(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7020 哲学・哲学史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7091 歴史地誌学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7021 哲学・倫理学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7092 歴史地誌学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7022 哲学・倫理学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7093 都市地理学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7023 比較宗教学研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7094 都市地理学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7024 比較宗教学研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7095 経済地理学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7025 美学・美術史研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7096 経済地理学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7026 美学・美術史研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7097 社会地理学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7027 比較宗教学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7098 社会地理学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7028 比較宗教学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7099 文化地理学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7029 美学・美術史特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7100 文化地理学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7030 美学・美術史特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7101 自然環境学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7031 日本古代中世史Ａ  講義 1 2 選択 GEH7102 自然環境学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7032 日本古代中世史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7103 第四紀学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7033 日本近世近代史Ａ  講義 1 2 選択 GEH7104 第四紀学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7034 日本近世近代史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7105 教育文化学特殊研究  講義 1 2 選択
GEH7035 考古学Ａ  講義 1 2 選択 GEH7106 学校教育学特殊研究  講義 1 2 選択
GEH7036 考古学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7107 教育学特殊研究特論  講義 1 2 選択
GEH7037 民俗学Ａ  講義 1 2 選択 GEH7108 映像文化研究(1)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7038 民俗学Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7109 映像文化研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7039 東洋史Ａ  講義 1 2 選択 GEH7110 映像文化研究(2)Ａ  講義 1 2 選択
GEH7040 東洋史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7111 映像文化研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7041 西洋史Ａ  講義 1 2 選択 GEH7112 映像メディア研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7042 西洋史Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7113 映像メディア研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7043 日本史特殊研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7114 文化交渉学概論Ａ  講義 1 2 選択
GEH7044 日本史特殊研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7115 文化交渉学概論Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7045 日本史特殊研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7116 文化交渉学資料調査論　講義 1 2 選択
GEH7046 日本史特殊研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7117 文化交渉学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択
GEH7047 東洋史特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7118 文化交渉学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7048 東洋史特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7119 アカデミック外国語（中国語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH7049 西洋史特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7120 アカデミック外国語（英語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH7050 西洋史特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7121 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH7051 考古学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7122 アカデミック外国語（日本語）(1)Ａ 1 2 選択
GEH7052 考古学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7123 アカデミック外国語（中国語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH7053 民俗学特殊研究Ａ  講義 1 2 選択 GEH7124 アカデミック外国語（英語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH7054 民俗学特殊研究Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7125 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH7055 ドイツ文学特殊研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7126 アカデミック外国語（日本語）(1)Ｂ 1 2 選択
GEH7056 ドイツ文学特殊研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7127 アカデミック外国語（中国語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH7057 ドイツ文学特殊研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7128 アカデミック外国語（英語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH7058 ドイツ文学特殊研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7129 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH7059 ドイツ文化特殊研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7130 アカデミック外国語（日本語）(2)Ａ 1 2 選択
GEH7060 ドイツ文化特殊研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7131 アカデミック外国語（中国語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH7061 ドイツ文化特殊研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7132 アカデミック外国語（英語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH7062 ドイツ文化特殊研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7133 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH7063 ドイツ語学特殊研究(1)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7134 アカデミック外国語（日本語）(2)Ｂ 1 2 選択
GEH7064 ドイツ語学特殊研究(1)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7135 大学院英語(3) 1 2 選択
GEH7065 ドイツ語学特殊研究(2)Ａ  講義 1 2 選択 GEH7136 大学院英語(4) 1 2 選択
GEH7066 ドイツ語学特殊研究(2)Ｂ  講義 1 2 選択 GEH7137 寄附講座(各テーマ)  講義 1 2 選択
GEH7067 中世・近世フランス文学Ａ  講義 1 2 選択
GEH7068 中世・近世フランス文学Ｂ  講義 1 2 選択
GEH7069 近代・現代フランス文学Ａ  講義 1 2 選択
GEH7070 近代・現代フランス文学Ｂ  講義 1 2 選択
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年次 の区分 年次 の区分

副専攻ＥＵ－日本学教育研究プログラム

EUJ7001 日本学フィールドワーク(3) 1 2 選択
EUJ7002 日本学フィールドワーク(4) 1 2 選択
EUJ7003 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(3) 1 2 選択
EUJ7004 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(4) 1 2 選択
EUJ7005 ＫＵワークショップ(3) 1 1 選択
EUJ7006 ＫＵワークショップ(4) 1 1 選択
EUJ7007 ＥＵワークショップ(3) 1 1 選択
EUJ7008 ＥＵワークショップ(4) 1 1 選択

単位
科目
番号

授業科目 単位
科目
番号

授業科目
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<科目番号について＞

科目の特性、配当年次を示すため、7桁の科目番号を付与しています。
科目の特性を示すアルファベット3桁、配当年次を示す数字1桁及び連番3桁で構成されています。

例

①種別・専修
研究科 専攻 課程 種別 専修 コード

 英米文学英語学 ELL
 英米文化 ABC
 国語国文学 JPN
 哲学 PHI
 芸術学美術史 AHT
 日本史学 JNH
 世界史学 WRH
 ドイツ文学 GER
フランス文学 FRA

 地理学 GEO
 教育学 EDU
 文化共生学 SYM
 映像文化 FMS

共通科目 ― GEH
 副専攻ＥＵ－日本学 ― EUJ

 英米文学英語学 ELL
 国語国文学 JPN
 哲学 PHI
 史学 HIS
 ドイツ文学 GER
フランス文学 FRA

 地理学 GEO
 教育学 EDU
 映像文化 FMS

共通科目 ― GEH
 副専攻ＥＵ－日本学 ― EUJ

②配当年次

5

6

7

8

9

ELL 5 001
種別・専修　 配当年次　 　連番

文学研究科総合人文学

前期課程
必修科目

後期課程
必修科目

博士課程前期課程又は専門職大学院１年次の学修内容に相当、前期課程共通科目

博士課程前期課程又は専門職大学院２年次の学修内容に相当

博士課程後期課程１年次の学修内容に相当、後期課程共通科目

博士課程後期課程２年次の学修内容に相当

博士課程後期課程３年次の学修内容に相当
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経済学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

経済学研究科では、国際的な視野を持ち、豊かな専門的学識と高度な研究能力を備えた人材の育成

を教育目標として掲げています。したがって、学位の授与においては、その目標の達成が重視されま

す。学位授与にあたっては、必ず一定の公示期間を設けるとともに、公開による口頭試問を課すこと

によって、学位取得の透明性確保にも努めています。具体的には、次の知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を身に付けたものに対して修士（経済学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

経済学の研究者もしくは高度専門職業人として活躍するために必要とされる高度な知識・技能

を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

国際的な視野を持ち、経済学における高い専門性を活かし、高度な「考動力」を発揮して社会

に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

(1) 自らの学びに責任を持ち、経済学に関する未解決の課題に主体的に取り組むことができる。 

(2) 現実に生じている国内外の諸課題に、経済学の知識を用いて主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

経済学研究科では、ディプロマ・ポリシーの学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 経済社会の変化とさまざまな入学志望動機に対応して、研究者養成コースと高度専門職業人

養成コースの 2 コースを設置する。研究者養成コースは、後期課程との一貫教育を視野に入れ

ており、自立した研究者としての教育プログラムを設置している。高度専門職業人養成コース

は、エコノミスト系、パブリックポリシー系、地域・国際系、歴史・社会系、企業・ファイナ

ンス系など幅広い科目を用意し、社会人・留学生を含む多様な学生のキャリア・プランに応じ

るコースを設置している。 

(2) 基礎科目の履修を必修とし、コースワークを充実させる。そこでは、大学院レベルの経済学

の知識の修得に加えて、資料収集、実証分析、実地調査、論文執筆といった研究方法について

も指導をおこなう。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文又は特定の課題についての研究成果の審査、各種の

学修行動調査と到達度調査の結果を組み合わせて把握する。 

(2) 経済学の高度な知識を用いて自立的に行動するといった「考動力」に集約されるような思考

力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、国内外の学会への参加や発表、研究内容の革

新性、さらにはグローバルな課題との関連性などといった観点から、総合的に評価する。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

経済学研究科では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることので

きる者として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力

及び主体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 
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１ 学士課程で専攻した経済学に関係する専門知識を修得している。 

２ グローバル化が進展する現代社会に対応する能力を備え、幅広い視野と研究の基盤となる外国

語運用能力を修得していることが望ましい。 

３ 先端の経済学を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

経済学研究科博士課程後期課程は、各学位プログラムにおける所定の教育課程を修めたうえで、次

の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を身につけた者に対して博士の学

位を授与します。 

１（知識・技能） 

経済学の最先端の知識を体系的に修得し、それらを総合的に活用しながら主体的に研究活動を

遂行し、卓越した成果を発表することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

国際的な視野を持ち、経済学における高い専門性を活かし、卓越した「考動力」を発揮して社

会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

経済学の研究者として、経済学や現実の社会が抱える諸問題に主体的・積極的にかかわり、研

究成果を広く社会に還元することができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

経済学部研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び

主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、卓越した知識・技能を効率的に修得させるこ

とを目指す。 

(2) 演習科目等において、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、卓越した研究能力

を獲得することができる体制を整える。また、学会発表と研究成果の出版などの機会も積極的

に提供していく。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供する。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文の審査、各種の学修行動調査と到達度調査の結果を

組み合わせて把握する。 

(2) 経済学の高度な知識を用いて自立的に行動するといった「考動力」に集約されるような思考

力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、国内外の学会への参加や発表、研究内容の革

新性、さらにはグローバルな課題との関連性などといった観点から、総合的に評価する。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

経済学研究科では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることので

きる者として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力

及び主体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程及び博士前期課程で専攻した経済学に関する専門知識・技能を修得している。 

２ グローバル化が進展する現代社会に対応する能力を備え、より多面的で幅広い視野と研究の基

盤となる優れた外国語運用能力を修得している。 

３ 先端の経済学を主体的に学ぶ強い意欲を持ち、経済学や現実経済の課題に対して、積極的に取

り組む態度を有している。 
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Ⅱ 教育課程について   

 

1 研究科の構成 

経済学研究科は、次の課程・コースがあります。 

(1) 経済学専攻 

博士課程前期課程 

高度専門職業人養成コース（博士課程前期課程の2年間で、経済学の高度の専門的知識を修得

することを目的にしています） 

研究者養成コース    （博士課程前期課程及び後期課程を通して、経済学の専門分野に

ついて研究者として自立することを目的としています） 

     博士課程後期課程 
 

2 授業科目の構成 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程で履修･修得できる授業科目は、系科目群、基礎科目、共通科目に大別されます。 

種別 履修方法・科目の特性 

～系科目 
履修方法に制限はありません。ただし、指導教員の担当する講義を

修得する必要があります。 

基礎科目 
ミクロ経済学基礎研究、マクロ経済学基礎研究、データ分析・政策

評価入門及び文献・実地調査入門のうちから2科目を履修しなければ

なりません。 

共通科目 経済学研究演習Ⅰ・Ⅱ 演習 論文指導 

なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
 

(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程で履修･修得できる授業科目は、授業科目一覧表のとおりです。 
 

3 修了所要単位 

(1) 経済学専攻 博士課程前期課程 

それぞれの課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の審査及び試験

に合格した者には、修士（経済学）の学位が与えられます。 
 

【修了所要単位32単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

経済学専攻 

高度専門職業人養成コース 

研究者養成コース 

指導教員の担当する 

講義・演習・論文指導 
12単位 

合計 

32単位以上 
上記以外 20単位以上 

    ※大学院共通科目は、修了所要単位に算入することはできません。 

    ※研究者養成コースにおいては、インターンシップを修了所要単位に算入することはできません。 
 

(2) 経済学専攻 博士課程後期課程 

それぞれの課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、20単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士（経済学）の

学位が与えられます。 
 

【修了所要単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

経済学専攻 

指導教員の担当する 

講義・演習・論文指導Ⅰ及びⅡ 
16単位 合計 

20単位以上 
上記以外 4単位以上 
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Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を得たうえで、大学院要

覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてください。 

 

(2) 履修制限単位 

1学年度に履修できるのは28単位までです。 

また、3年コースを選択者の履修制限単位は、1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位です。

ただし、3年コースを選択者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20単位を修得し、

所定の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2年次の履修制限単位は28単位とします。 

 

(3) 配当年次 

（博士課程前期課程） 

講義は全て1年次配当です。経済学研究演習Ⅰ・Ⅱは各2単位で、演習は1年次配当、論文指導

は2年次配当です。 

 

（博士課程後期課程） 

講義は全て1年次配当です。1年次には、○○特殊研究Ⅰ・Ⅱ演習（各2単位）を履修します。

2年次には○○特殊研究Ⅰ・Ⅱ論文指導Ⅰ（各2単位）を履修し、3年次には○○特殊研究Ⅰ・Ⅱ

論文指導Ⅱ（各2単位）を履修します。 

 

(4) 履修条件 

（博士課程前期課程） 

指導教員の担当する演習2科目を修得していなければ、論文指導は履修できません。また、演習

の履修は、在学期間を通じて、指導教員の担当する演習2科目を含め4科目8単位までとします。 

 

（博士課程後期課程） 

演習の履修は、在学期間を通じて指導教員の担当する演習を含め4科目8単位までとします。 

 

(5) 指導教員の担当する演習科目以外の演習の履修 

（博士課程前期課程） 

研究科委員会が認めた場合には、指導教員以外の担当する演習を2科目に限り履修することがで

きます。 

 

(6) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は、修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共通科目の履修

は、在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、履修制限単位には含めません。 

 

(7) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究

上特に必要と認めたときは、他のコース、専攻、研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加

科目として履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(8)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 

 

(8) 追加科目の充当 

博士課程前期課程においては、上記追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承

認を得たうえで、15単位まで修了所要単位に充当することができます。（ただし、単位認定の上

限がありますので注意してください。4 単位認定の上限についてを参照）また、履修制限単位数

に含みます。 
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(9) 学部科目の履修について 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場

合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めま

す。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、

①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、

3 年コースの場合は、1 年次は 24 単位まで、2 年次以降は 20 単位までです。③の学部科目の履

修は、(7)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 

 

(10) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 

 

 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確

認し研究計画を立てた上で履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関する手

続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審査基

準について」を参照してください。 

 

 

3 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生とし

て学修した科目は、演習科目を除いて上記15単位のうち4単位を限度に単位認定することがありま

す。詳細は、入学時にお知らせします。 

 

4 単位認定の上限について 

1-(7) 追加科目の充当をした単位及び 3 入学前既修得単位として認定できる単位の合計は、20

単位を超えて修了所要単位に算入することはできません。 

 

 

Ⅳ その他  

 

1 長期履修学生制度について(博士課程前期課程) 

全国社会保険労務士連合会特別推薦入学試験による入学者のみ対象とします。 

(1) 長期履修学生制度とは 

標準修業年限を3年とする制度です（通常の標準修業年限は2年です）。以下の説明では、

標準修業年限が2年の場合を「2年コース」、長期履修学生制度による標準修業年限が3年の場

合を「3年コース」としています。 

 

(2) コースの途中変更 

3年コースから2年コースへの変更は、次の条件を満たした場合に可能です。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 

【3年コースから2年コースへの変更条件】 

①1年次終了時に20単位を修得していること。 

②2年次に、2年次と3年次の授業料及び2年次の教育充実費を納入すること。 
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2024年度 経済学研究科 授業科目一覧表 
 

ア 経済学専攻 博士課程前期課程 

  科目番号 授 業 科 目 単 位 数 

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
系
科
目 

ECO5001 ミクロ経済学研究（Ａ）Ⅰ 講義  2 

ECO5002 ミクロ経済学研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO5003 ミクロ経済学研究（Ｂ）Ⅰ 講義  2 

ECO5004 ミクロ経済学研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO5005 マクロ経済学研究（Ａ）Ⅰ 講義  2 

ECO5006 マクロ経済学研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO5007 マクロ経済学研究（Ｂ）Ⅰ 講義  2 

ECO5008 マクロ経済学研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO5009 マクロ経済学研究（Ｃ）Ⅰ 講義  2 

ECO5010 マクロ経済学研究（Ｃ）Ⅱ 講義 2 

ECO5011 マクロ経済学研究（Ｄ）Ⅰ 講義  2 

ECO5012 マクロ経済学研究（Ｄ）Ⅱ 講義 2 

ECO5013 経済変動論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5014 経済変動論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5015 経済成長論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5016 経済成長論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5017 統計学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5018 統計学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5019 経済統計学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5020 経済統計学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5021 数理統計学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5022 数理統計学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5023 数理経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5024 数理経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5025 計量経済学研究（Ａ）Ⅰ 講義  2 

ECO5026 計量経済学研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO5027 計量経済学研究（Ｂ）Ⅰ 講義 2 

ECO5028 計量経済学研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO5029 情報処理論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5030 情報処理論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5031 労働経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5032 労働経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5033 金融工学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5034 金融工学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5035 ゲーム理論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5036 ゲーム理論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5037 法と経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5038 法と経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5039 行動経済学研究Ⅰ 講義 2 

ECO5040 行動経済学研究Ⅱ 講義  2 

 ECO5041 経済政策研究Ⅰ 講義  2 

ECO5042 経済政策研究Ⅱ 講義  2 
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パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
系
科
目 

ECO5043 財政学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5044 財政学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5045 租税政策研究Ⅰ 講義  2 

ECO5046 租税政策研究Ⅱ 講義  2 

ECO5047 社会保障論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5048 社会保障論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5049 公共経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5050 公共経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5051 国際税制論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5052 国際税制論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5053 租税論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5054 租税論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5055 公共政策研究Ⅰ 講義  2 

ECO5056 公共政策研究Ⅱ 講義  2 

ECO5057 地方自治論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5058 地方自治論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5059 公会計論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5060 公会計論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5061 行政法研究Ⅰ 講義  2 

ECO5062 行政法研究Ⅱ 講義  2 

地
域
・
国
際
系
科
目 

ECO5063 地域経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5064 地域経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5065 国際経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5066 国際経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5067 国際金融論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5068 国際金融論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5069 国際政治経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5070 国際政治経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5071 経済発展論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5072 経済発展論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5073 人口学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5074 人口学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5075 開発経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5076 開発経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5077 農業経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5078 農業経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5079 環境経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5080 環境経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5081 アジア経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5082 アジア経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5083 アジア経済発展論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5084 アジア経済発展論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5085 中国経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5086 中国経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5087 アメリカ経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5088 アメリカ経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5089 EU経済論研究Ⅰ 講義  2 
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ECO5090 EU経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5091 アフリカ経済論研究Ⅰ 講義 2 

ECO5092 アフリカ経済論研究Ⅱ 講義 2 

ECO5093 実証国際経済学研究Ⅰ 講義 2 

ECO5094 実証国際経済学研究Ⅱ 講義 2 

歴
史
・
社
会
系
科
目 

ECO5095 日本経済史研究（A）Ⅰ 講義  2 

ECO5096 日本経済史研究（A）Ⅱ 講義  2 

ECO5097 日本経済史研究（B）Ⅰ 講義  2 

ECO5098 日本経済史研究（B）Ⅱ 講義  2 

ECO5099 西洋経済史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5100 西洋経済史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5101 アジア経済史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5102 アジア経済史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5103 経済学説史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5104 経済学説史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5105 経済理論史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5106 経済理論史研究Ⅱ 講義 2 

ECO5107 近代経済学史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5108 近代経済学史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5109 社会思想史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5110 社会思想史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5111 現代社会思想史研究Ⅰ 講義  2 

ECO5112 現代社会思想史研究Ⅱ 講義  2 

ECO5113 政治経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5114 政治経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5115 社会経済システム論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5116 社会経済システム論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5117 現代資本主義論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5118 現代資本主義論研究Ⅱ 講義  2 

企
業
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
系
科
目 

ECO5119 産業組織論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5120 産業組織論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5121 中小企業論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5122 中小企業論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5123 経営管理論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5124 経営管理論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5125 人事経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5126 人事経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5127 流通経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5128 流通経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5129 知的所有権研究Ⅰ 講義  2 

ECO5130 知的所有権研究Ⅱ 講義  2 

ECO5131 海外中小企業事情研究Ⅰ 講義  2 

ECO5132 海外中小企業事情研究Ⅱ 講義  2 

ECO5133 大阪中小企業研究Ⅰ 講義  2 

ECO5134 大阪中小企業研究Ⅱ 講義  2 

ECO5135 金融経済論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5136 金融経済論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5137 企業金融研究Ⅰ 講義  2 

ECO5138 企業金融研究Ⅱ 講義  2 

ECO5139 企業統治論研究Ⅰ 講義  2 
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ECO5140 企業統治論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5141 組織の経済学研究Ⅰ 講義  2 

ECO5142 組織の経済学研究Ⅱ 講義  2 

ECO5143 ファイナンス論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5144 ファイナンス論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5145 証券論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5146 証券論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5147 金融システム論研究Ⅰ 講義  2 

ECO5148 金融システム論研究Ⅱ 講義  2 

ECO5149 ビジネス・エコノミクスⅠ 講義 2 

ECO5150 ビジネス・エコノミクスⅡ 講義 2 

基
礎
科
目 

ECO5151 ミクロ経済学基礎研究 講義 2 

ECO5152 マクロ経済学基礎研究 講義 2 

ECO5153 データ分析・政策評価入門 講義 2 

ECO5154 文献・実地調査入門 講義 2 

共
通
科
目 

ECO5155 経済学研究演習Ⅰ 演習 2 

ECO5156 経済学研究演習Ⅱ 演習 2 

ECO6001 経済学研究演習Ⅰ 論文指導 2 

ECO6002 経済学研究演習Ⅱ 論文指導 2 

ECO5157 外国文献研究(英語)Ⅰ 講義  2 

ECO5158 外国文献研究(英語)Ⅱ 講義  2 

ECO5159 外国文献研究(ﾌﾗﾝｽ語)Ⅰ 講義  2 

ECO5160 外国文献研究(ﾌﾗﾝｽ語)Ⅱ 講義  2 

ECO5161 外国文献研究(ﾄﾞｲﾂ語)Ⅰ 講義  2 

ECO5162 外国文献研究(ﾄﾞｲﾂ語)Ⅱ 講義  2 

ECO5163 外国文献研究(中国語)Ⅰ 講義  2 

ECO5164 外国文献研究(中国語)Ⅱ 講義  2 

ECO5165 外国文献研究(ｽﾍﾟｲﾝ語)Ⅰ 講義  2 

ECO5166 外国文献研究(ｽﾍﾟｲﾝ語)Ⅱ 講義  2 

ECO5167 外国文献研究(韓国・朝鮮語)Ⅰ 講義  2 

ECO5168 外国文献研究(韓国・朝鮮語)Ⅱ 講義  2 

ECO5169 専門研究(各テーマ)  2 

ECO5170 インターンシップ 2 
 

イ 経済学専攻 博士課程後期課程 

領域 科目番号 授 業 科 目 単 位 数 

理
論
・
統
計
・
政
策 

ECO7001 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 講義 2 

ECO7002 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO7003 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 演習 2 

ECO7004 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 演習 2 

ECO8001 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8002 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9001 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9002 ミクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7005 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 講義 2 

ECO7006 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO7007 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 演習 2 

ECO7008 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 演習 2 

ECO8003 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 
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ECO8004 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9003 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9004 ミクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7009 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 講義 2 

ECO7010 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO7011 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 演習 2 

ECO7012 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 演習 2 

ECO8005 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8006 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9005 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9006 マクロ経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7013 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 講義 2 

ECO7014 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO7015 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 演習 2 

ECO7016 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 演習 2 

ECO8007 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8008 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9007 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9008 マクロ経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7017 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 講義 2 

ECO7018 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 講義 2 

ECO7019 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 演習 2 

ECO7020 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 演習 2 

ECO8009 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8010 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9009 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9010 マクロ経済学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7021 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅰ 講義 2 

ECO7022 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅱ 講義 2 

ECO7023 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅰ 演習 2 

ECO7024 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅱ 演習 2 

ECO8011 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8012 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9011 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9012 マクロ経済学特殊研究（Ｄ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7025 経済変動論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7026 経済変動論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7027 経済変動論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7028 経済変動論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8013 経済変動論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8014 経済変動論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9013 経済変動論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9014 経済変動論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7029 経済成長論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7030 経済成長論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7031 経済成長論特殊研究Ⅰ 演習 2 
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ECO7032 経済成長論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8015 経済成長論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8016 経済成長論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9015 経済成長論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9016 経済成長論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7033 統計学特殊研究（Ａ）Ⅰ 講義 2 

ECO7034 統計学特殊研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO7035 統計学特殊研究（Ａ）Ⅰ 演習 2 

ECO7036 統計学特殊研究（Ａ）Ⅱ 演習 2 

ECO8017 統計学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8018 統計学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9017 統計学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9018 統計学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7037 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 講義 2 

ECO7038 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO7039 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 演習 2 

ECO7040 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 演習 2 

ECO8019 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8020 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9019 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9020 統計学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7041 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 講義 2 

ECO7042 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 講義 2 

ECO7043 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 演習 2 

ECO7044 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 演習 2 

ECO8021 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8022 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9021 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9022 統計学特殊研究（Ｃ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7045 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 講義 2 

ECO7046 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 講義 2 

ECO7047 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 演習 2 

ECO7048 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 演習 2 

ECO8023 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8024 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9023 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9024 計量経済学特殊研究（Ａ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7049 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 講義 2 

ECO7050 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 講義 2 

ECO7051 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 演習 2 

ECO7052 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 演習 2 

ECO8025 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8026 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9025 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9026 計量経済学特殊研究（Ｂ）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7053 情報処理論特殊研究Ⅰ 講義 2 
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ECO7054 情報処理論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7055 情報処理論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7056 情報処理論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8027 情報処理論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8028 情報処理論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9027 情報処理論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9028 情報処理論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7057 労働経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7058 労働経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7059 労働経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7060 労働経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8029 労働経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8030 労働経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9029 労働経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9030 労働経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7061 ゲーム理論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7062 ゲーム理論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7063 ゲーム理論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7064 ゲーム理論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8031 ゲーム理論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8032 ゲーム理論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9031 ゲーム理論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9032 ゲーム理論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7065 法と経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7066 法と経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7067 法と経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7068 法と経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8033 法と経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8034 法と経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9033 法と経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9034 法と経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7069 経済政策特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7070 経済政策特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7071 経済政策特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7072 経済政策特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8035 経済政策特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8036 経済政策特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9035 経済政策特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9036 経済政策特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7073 財政学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7074 財政学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7075 財政学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7076 財政学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8037 財政学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8038 財政学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9037 財政学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 
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ECO9038 財政学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7077 租税政策特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7078 租税政策特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7079 租税政策特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7080 租税政策特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8039 租税政策特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8040 租税政策特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9039 租税政策特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9040 租税政策特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7081 社会保障論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7082 社会保障論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7083 社会保障論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7084 社会保障論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8041 社会保障論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8042 社会保障論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9041 社会保障論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9042 社会保障論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7085 公共経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7086 公共経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7087 公共経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7088 公共経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8043 公共経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8044 公共経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9043 公共経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9044 公共経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7089 行動経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7090 行動経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7091 行動経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7092 行動経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8045 行動経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8046 行動経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9045 行動経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9046 行動経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

産
業
・
地
域
・
国
際 

ECO7093 地域経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7094 地域経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7095 地域経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7096 地域経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8047 地域経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8048 地域経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9047 地域経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9048 地域経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7097 国際経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7098 国際経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7099 国際経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7100 国際経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8049 国際経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 
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ECO8050 国際経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9049 国際経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9050 国際経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7101 国際金融論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7102 国際金融論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7103 国際金融論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7104 国際金融論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8051 国際金融論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8052 国際金融論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9051 国際金融論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9052 国際金融論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7105 国際政治経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7106 国際政治経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7107 国際政治経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7108 国際政治経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8053 国際政治経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8054 国際政治経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9053 国際政治経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9054 国際政治経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7109 経済発展論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7110 経済発展論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7111 経済発展論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7112 経済発展論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8055 経済発展論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8056 経済発展論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9055 経済発展論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9056 経済発展論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7113 人口学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7114 人口学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7115 人口学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7116 人口学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8057 人口学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8058 人口学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9057 人口学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9058 人口学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7117 開発経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7118 開発経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7119 開発経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7120 開発経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8059 開発経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8060 開発経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9059 開発経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9060 開発経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7121 農業経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7122 農業経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7123 農業経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 
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ECO7124 農業経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8061 農業経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8062 農業経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9061 農業経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9062 農業経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7125 実証国際経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7126 実証国際経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7127 実証国際経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7128 実証国際経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8063 実証国際経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8064 実証国際経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9063 実証国際経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9064 実証国際経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7129 ビジネス・エコノミクスⅠ 講義 2 

ECO7130 ビジネス・エコノミクスⅡ 講義 2 

ECO7131 ビジネス・エコノミクスⅠ 演習 2 

ECO7132 ビジネス・エコノミクスⅡ 演習 2 

ECO8065 ビジネス・エコノミクスⅠ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8066 ビジネス・エコノミクスⅡ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9065 ビジネス・エコノミクスⅠ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9066 ビジネス・エコノミクスⅡ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7133 環境経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7134 環境経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7135 環境経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7136 環境経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8067 環境経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8068 環境経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9067 環境経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9068 環境経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7137 アジア経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7138 アジア経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7139 アジア経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7140 アジア経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8069 アジア経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8070 アジア経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9069 アジア経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9070 アジア経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7141 アジア経済発展論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7142 アジア経済発展論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7143 アジア経済発展論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7144 アジア経済発展論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8071 アジア経済発展論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8072 アジア経済発展論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9071 アジア経済発展論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9072 アジア経済発展論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7145 中国経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 
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ECO7146 中国経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7147 中国経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7148 中国経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8073 中国経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8074 中国経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9073 中国経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9074 中国経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7149 ＥＵ経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7150 ＥＵ経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7151 ＥＵ経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7152 ＥＵ経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8075 ＥＵ経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8076 ＥＵ経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9075 ＥＵ経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9076 ＥＵ経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7153 産業組織論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7154 産業組織論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7155 産業組織論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7156 産業組織論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8077 産業組織論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8078 産業組織論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9077 産業組織論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9078 産業組織論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7157 中小企業論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7158 中小企業論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7159 中小企業論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7160 中小企業論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8079 中小企業論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8080 中小企業論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9079 中小企業論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9080 中小企業論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7161 人事経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7162 人事経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7163 人事経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7164 人事経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8081 人事経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8082 人事経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9081 人事経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9082 人事経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7165 流通経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7166 流通経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7167 流通経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7168 流通経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8083 流通経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8084 流通経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9083 流通経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 
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ECO9084 流通経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7169 金融経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7170 金融経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7171 金融経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7172 金融経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8085 金融経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8086 金融経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9085 金融経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9086 金融経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7173 組織の経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7174 組織の経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7175 組織の経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7176 組織の経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8087 組織の経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8088 組織の経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9087 組織の経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9088 組織の経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7177 アフリカ経済論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7178 アフリカ経済論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7179 アフリカ経済論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7180 アフリカ経済論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8089 アフリカ経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8090 アフリカ経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9089 アフリカ経済論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9090 アフリカ経済論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

歴
史
・
思
想
・
社
会 

ECO7181 日本経済史特殊研究（A）Ⅰ 講義 2 

ECO7182 日本経済史特殊研究（A）Ⅱ 講義 2 

ECO7183 日本経済史特殊研究（A）Ⅰ 演習 2 

ECO7184 日本経済史特殊研究（A）Ⅱ 演習 2 

ECO8091 日本経済史特殊研究（A）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8092 日本経済史特殊研究（A）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9091 日本経済史特殊研究（A）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9092 日本経済史特殊研究（A）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7185 日本経済史特殊研究（B）Ⅰ 講義 2 

ECO7186 日本経済史特殊研究（B）Ⅱ 講義 2 

ECO7187 日本経済史特殊研究（B）Ⅰ 演習 2 

ECO7188 日本経済史特殊研究（B）Ⅱ 演習 2 

ECO8093 日本経済史特殊研究（B）Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8094 日本経済史特殊研究（B）Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9093 日本経済史特殊研究（B）Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9094 日本経済史特殊研究（B）Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7189 西洋経済史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7190 西洋経済史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7191 西洋経済史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7192 西洋経済史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8095 西洋経済史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

－91－



 

 

ECO8096 西洋経済史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9095 西洋経済史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9096 西洋経済史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7193 アジア経済史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7194 アジア経済史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7195 アジア経済史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7196 アジア経済史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8097 アジア経済史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8098 アジア経済史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9097 アジア経済史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9098 アジア経済史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7197 経済学説史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7198 経済学説史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7199 経済学説史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7200 経済学説史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8099 経済学説史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8100 経済学説史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9099 経済学説史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9100 経済学説史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7201 経済理論史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7202 経済理論史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7203 経済理論史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7204 経済理論史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8101 経済理論史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8102 経済理論史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9101 経済理論史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9102 経済理論史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7205 近代経済学史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7206 近代経済学史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7207 近代経済学史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7208 近代経済学史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8103 近代経済学史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8104 近代経済学史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9103 近代経済学史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9104 近代経済学史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7209 社会思想史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7210 社会思想史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7211 社会思想史特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7212 社会思想史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8105 社会思想史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8106 社会思想史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9105 社会思想史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9106 社会思想史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7213 現代社会思想史特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7214 現代社会思想史特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7215 現代社会思想史特殊研究Ⅰ 演習 2 
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ECO7216 現代社会思想史特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8107 現代社会思想史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8108 現代社会思想史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9107 現代社会思想史特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9108 現代社会思想史特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7217 政治経済学特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7218 政治経済学特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7219 政治経済学特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7220 政治経済学特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8109 政治経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8110 政治経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9109 政治経済学特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9110 政治経済学特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7221 社会経済システム論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7222 社会経済システム論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7223 社会経済システム論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7224 社会経済システム論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8111 社会経済システム論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8112 社会経済システム論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9111 社会経済システム論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9112 社会経済システム論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

ECO7225 現代資本主義論特殊研究Ⅰ 講義 2 

ECO7226 現代資本主義論特殊研究Ⅱ 講義 2 

ECO7227 現代資本主義論特殊研究Ⅰ 演習 2 

ECO7228 現代資本主義論特殊研究Ⅱ 演習 2 

ECO8113 現代資本主義論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅰ 2 

ECO8114 現代資本主義論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅰ 2 

ECO9113 現代資本主義論特殊研究Ⅰ 論文指導Ⅱ 2 

ECO9114 現代資本主義論特殊研究Ⅱ 論文指導Ⅱ 2 

共
通
科
目 

ECO7229 外国文献特殊研究(英語)Ⅰ 講義 2 

ECO7230 外国文献特殊研究(英語)Ⅱ 講義 2 

ECO7231 外国文献特殊研究(フランス語)Ⅰ 講義 2 

ECO7232 外国文献特殊研究(フランス語)Ⅱ 講義 2 

ECO7233 外国文献特殊研究(ドイツ語)Ⅰ 講義 2 

ECO7234 外国文献特殊研究(ドイツ語)Ⅱ 講義 2 

ECO7235 外国文献特殊研究(中国語)Ⅰ 講義 2 

ECO7236 外国文献特殊研究(中国語)Ⅱ 講義 2 

ECO7237 特殊研究(各テーマ) 講義 2 
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［科目番号について］ 

研究科を示すアルファベット３桁、配当年次を示す１桁と連番の数字３桁で構成されています。 

例） 

E C O ５ ０ ０ １ 

研究科コード 配当年次ｺｰﾄﾞ 連番 

 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 
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Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の完成を目指

して、指導教員による 2 年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究計

画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指導計

画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計画・研

究指導計画書」を提出する。また、指導教員が担当する「演習」

を履修するとともに、各自の研究テーマに沿った授業科目を指導

教員の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研

究科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「論文指導」を履修し（3

年コースについては翌年度に履修）、指導教員から研究指導計画

に基づき指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計画・研究

指導計画書」を提出する。 

10 月 

修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の題目を決

定し、「修士論文・特定の課題についての研究成果報告書 計画

書」を研究科長に提出する。 

1 月 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の提出 

2 月 
審査委員（主査1名、副査2名）による口頭試問を含む最終試験の

実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位の授与 
※1 上記の表は3月期学位授与の研究指導の流れを記載しています。 

※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 

 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題につ

いての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の

学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 

 

2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の審査は、研究科委員会の定める

審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副

査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることがあ

ります。 
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(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をもっ

て、審査委員が修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書を中心とし、試問の

方法によって行います。試問は、口頭によりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の審査及び最終試験は、当該修士

論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の審査及び最終試験の結果は、研

究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書審査基準 

・修士論文 

修士論文を評価する際には、次の点を考慮して総合的に審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、学問的意義が意識されているか 

(2) テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見などが加えられているか 

・特定の課題についての研究成果報告書 

特定の課題についての研究成果報告書を評価する際には、次の点を考慮して総合的に審査

を行います。 

(1) 課題が明確であり、問題関心が認められるか 

(2) 課題に基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい調査又は分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、考察されているか 

(5) 課題の分析内容、結論において、独自の知見などが加えられているか 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 

 

5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

※ 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の提出については、指導教員とよ

く相談してください。 

 

6 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書提出要件 

博士課程前期課程に1年以上在学し、所定の授業科目のうち20単位以上を修得した後、学位取得

計画を提出すること。 

計 画 書 
提   出 

論文の提出 
最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

口頭試問 

 

公聴会として 
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7 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書の計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 計画書提出に際しては、指導教員の承認を得てください。 

(3) 既に提出した計画書の変更は、認められません｡ただし、論文提出以前においては、指

導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書を提出しない

場合は、必ず､事前に教務センターにその旨を報告してください。 

 

8 修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書・論文要旨の提出要領 

(1) 提出部数 インフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出されている提出要

領を確認してください。 

【要旨】1 部 

修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書とは別に、論文要旨・報告書要旨1部を提出

すること。 

＜論文要旨・報告書要旨の様式＞ 

・ Ａ4 判 2 枚を原則とする。 

・ 1 枚目の上部に論題、研究科・専攻、指導教員の担当する授業科目、学籍番号・氏名

を記載し、修士論文・特定の課題についての研究成果報告書に綴じ込んだものと同一

の内容のものを提出する。 

・ クリップ止めにする（ホチキス止め不可）。 

(2) 枚数制限 

【修士論文又は特定の課題についての研究成果報告書】 枚数制限はなし。 

【論文要旨・報告書要旨】 論文・報告書の概要を 1,000 字から 2,000 字程度にまとめる。 

 

(3) 用紙規格  以下の規格に従うこと。 

ア 自筆で横書きの場合はＡ4 判 400 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用。 

イ 自筆で縦書きの場合はＢ5 判 200 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用。 

ウ ワープロ等を使用して横書きの場合はＡ4 判の用紙（感熱紙は不可）を使用。 

エ ワープロ等を使用して縦書きの場合はＢ5 判の用紙（感熱紙は不可）を使用。 

（注）ワープロ等の書式設定は原則的には以下のようにすること。 

    【横書き】（A4 判） 35 字×30 行     【縦書き】（B5 判） 50 字×20 行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

 

 (4) 装丁要領 

ア 市販のフラットファイル（例 A4 判：コクヨ フ-10、B5 判：コクヨ フ-11）を用いて装丁

すること。 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で

記入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表紙を作成すること。 

ただし、論題は論文計画書で届け出たもの（英語でも可）を正確に記入すること。 

エ 内表紙、要旨、目次、本文の順に綴じること。 

   ○ 

 

   ○ 
右側に余白を 

 25mm 以上とる 
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  本 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

                  

 

             内表紙 

             の様式 

 

   論   題 

 ○ 

 

        

 ○ 研究科・専攻 

   学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

要 

旨 

 

 

 

 

 縦書きの 

 場合も同 

 様に作成 

 すること 

 

 (5) 注意事項 

ア 論文・報告書・要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、装丁要領ア・イに準じて作成し、表紙に

「資料」と明記すること。 

ウ 資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込むこと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

 

 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について   

 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指

導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究計

画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指導計

画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計画・研

究指導計画書」を提出する。また、指導教員が担当する「演習」

を履修するとともに、各自の研究テーマに沿った授業科目を指導

教員の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究

科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「論文指導Ⅰ」を履修し、

指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対し

て、「2年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

6 月 「博士論文計画書」の提出 

9～10月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 
3年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究

科長に対して、「2年次研究成果・指導結果報告書」を提出する。 
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3 年次 

4 月 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「論文指導Ⅱ」を履修し、

指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対し

て、「3年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

9 月 ｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

11～1月 最終試験（公聴会）の実施。 

2 月 
最終試験（公聴会）の結果に基づいて、研究科委員会が合否を決

定する。 
3 月 学位の授与 

※1 上記の表は、【課程博士】3月期授与の研究指導の流れを記載しています。 

※2 3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

 

Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程後期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ必要な研究

指導を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者と

され、博士の学位が授与されます。（大学院学則第 25 条、第 28 条） 

 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

博士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2

名以上とします。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、審

査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭によります

が、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

・博士論文 

博士論文を評価する際には、次の点を考慮して総合的に審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、学問的意義が認められるか 

(2) テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切かつ厳密か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、的確に考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点があり、学術的に高い価値

を有するか 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

計画書 
提 出 

論文 
提出 

審査 
 最終 
 試験 

合格 
学位論文の 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 
授与 

 

１
年
以
内 

 

口頭試問 

 

※ 最終試験を公聴会として行います。 

 

※ 
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5 スケジュール 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

9 月期授与 3 月期授与 9 月期授与 3 月期授与 

「博士論文計画書」の提出 ※1 前々年度の 

12 月末まで 

前年度の 

6 月末まで 
― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

「学位申請書」・学位論文等の書類一式の

提出 
前年度の 

3 月末まで 
9 月末まで 

前年度の 

3 月末まで 
9 月末まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学力確認 ― ― 6 月～7 月 12 月～1 月 

最終試験（口頭試問）〔課程博士〕 
6～7 月 11～1 月 6～7 月 11～1 月 

学力確認・博士論文の試問［論文博士］ 

審査報告書の提出 
8 月中旬まで 1 月中旬まで 8 月中旬まで 1 月中旬まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学位記授与式 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 

※1 博士論文提出の少なくとも１年前に指導教員の承認を得て提出。ただし、研究科委員会が認めたときは、

これを３カ月前とすることができます。また学位規程第 19 条の提出要件を満たしている者は、休学中の

学期であっても「博士論文計画書」を提出できます。 

 

6 学位論文提出要件 

博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得または修得見込の者が、あらかじめ論文計画につ

いて承認を得ること。 

また、上記に加えて、 

(1) 研究書（単著）が 1 冊以上あること。 

(2) レフェリー制のある学術雑誌に掲載された論文 1 篇及び指導教員が研究論文と認める

論文が 2 篇以上あること（そのうち１篇は、所属学会全国大会または国際学会で報告した

ものを含めること）。 

(3) 指導教員が研究論文と認める論文が 4 篇以上あること（そのうち 2 篇は、所属学会全

国大会または国際学会で報告したものを含めること）。 

 

7 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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商学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

商学研究科は、経済主体としての企業行動を分析の中心にすえ、現代ビジネスの諸問題を研究する

組織であり、その研究活動と関わりながら将来を担う研究者と専門的職業人を養成する教育機関です。 

博士課程前期課程には商学専攻の 1 専攻があり、研究者養成に対しては研究者養成・後期課程進学

コースを、職業人養成に対しては高度専門職養成コースを設けています。研究者養成・後期課程進学

コースにはマネジメント、流通、国際ビジネス、ファイナンス、会計に関する科目を配置しており、

同時に指導教員による研究指導を行います。高度専門職養成コースの科目は戦略マネジメント、流通・

国際ビジネス、ファイナンス・会計の3つの系に分類されています。 

博士課程前期課程では課程におかれた諸科目のうち合計32単位以上を取得し、かつ研究者養成・後

期課程進学コースでは修士論文を、高度専門職養成コースでは課題研究論文を提出し、提出論文の審

査・試験に合格することで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を

身につけた者として修士（商学）の学位を授与します。なお、学位授与にあたっては、公開審査会を

課すことで、学位取得の妥当性を確保します。 

１（知識・技能） 

商学分野の研究者もしくは専門的職業人として活動するために必要とされる高度な知識・技能

を修得し、それらを総合的に利用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、問題解決能力、リーダーシップ能力、論理的・批判的思

考力を兼ね備えた高度な「考動力」を発揮して、商学分野での研究・実践活動を通じて社会に貢

献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任をもち、商学分野における未解決の課題に主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

商学研究科（以下、「本研究科」という）では、独創的な研究によって国際的に評価される研究者育

成のための研究者養成・後期課程進学コースと、21 世紀の経済社会で活躍できる高度の専門的職業人

を育成する高度専門職養成コースを設置しています。本研究科は、学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるよう

に、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、商学分野に関する高度な知識・技能を効率的

に修得することを目指します。 

(2) 大学院生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、高度な能力を獲得することができる

体制を整えています。 

ア 研究者養成・後期課程進学コース 

研究者として自立して研究活動を行うために必要な知識、方法論、分析力を身につけるこ

とが可能となる科目を設置しています。専攻分野の専任教員の演習ならびに隣接分野の科目

を履修することを通じて、修士論文の作成につながるようにカリキュラムを整備しています。 
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イ 高度専門職養成コース 

履修者の研究テーマに適合する個別研究指導とともに、商学に関する基礎知識と分析手法

を学ぶベーシック科目及びメソッド科目、実践的な知識とビジネス感覚を育成するための実

務家講師による講義科目を設置しています。これらの履修を通じて、マネジメント、流通、

国際ビジネス、ファイナンス、会計の諸分野で活躍し得る高度の専門的職業人になるために

必要な能力を獲得できるようにカリキュラムを配置しています。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育むために、研究倫理研修（e-learning等）の機会を提供し

ています。 

２ 学習成果の評価 

(1) 商学分野に関する高度な知識・技能の修得ならびに思考力・判断力・表現力等の能力の育成

に関しては、各授業科目の成績評価、指導教員による個別評価、公開審査会における学位論文

の成果評価等を組み合わせて総合的に評価します。 

(2) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、授業評価アンケートなど各種学生調査の実施・分

析によって確認します。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

商学研究科（以下、「本研究科」という）では、高度な知識を備えて独創的な研究を行うことができ

る研究者と、複雑・多様化する21世紀のビジネスの諸問題を専門知識と実務能力をもって解決するこ

とができる高度の専門的職業人を育成することを目指しています。独自の入試を行うなどして、留学

生に対しても広く門戸を開き、本研究科の国際化を目指しています。 

博士課程前期課程では、研究者養成・後期課程進学コースと高度専門職養成コースの 2 つのコース

を設置し、それぞれにふさわしい科目を配置しています。本研究科は、学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）及び教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、

次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 学士課程で専攻した商学分野を中心とする専門的な知識・技能を修得している。 

２ 学士課程における学習を通じて、以下のような資質及び能力を身につけている。 

(1) 研究者養成・後期課程進学コース 

商学分野の専門教育を通じて、既存の研究を積極的に吸収し、さらにはそれを発展させてい

こうとする意欲をもっている。博士課程後期課程に進学して、商学分野の研究者として自立す

ることを目指している。 

(2) 高度専門職養成コース 

実務に対応した高度な専門教育を通じて、ビジネスの諸領域における問題解決能力、柔軟な

思考力、そして鋭い現実感覚を発展させることができる可能性をもっている。 

３ 商学の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲をもっている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

商学研究科は、経済主体としての企業行動を分析の中心にすえ、現代ビジネスの諸問題を研究する

組織であり、その研究活動と関わりながら将来を担う研究者と専門的職業人を養成する教育機関です。 

博士課程後期課程には商学専攻の 1 専攻があり、マネジメント、流通、国際ビジネス、ファイナン

ス、会計に関する諸科目が配置されています。 

博士課程後期課程では課程におかれた諸科目のうち合計 20 単位以上を取得し、かつ博士論文の審

査・試験に合格することで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を

身につけた者として博士（商学）の学位を授与します。なお、学位授与にあたっては、必ず一定の公

示期間を設け、学位取得の妥当性を確保します。 
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１ 商学分野の研究者もしくは専門的職業人として自立して活動するために必要とされる卓越した

知識・技能を修得し、それらを総合的に利用することができる。 

２ グローバルな視野に立って自ら考え、問題解決能力、リーダーシップ能力、論理的・批判的思

考力を兼ね備えた卓越した「考動力」を発揮して、商学分野での研究・実践活動を通じて社会に

貢献することができる。 

３ 自らの学びに責任をもち、高い職業的倫理観のもと、商学分野における未解決の課題に主体的

に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

商学研究科では、商学分野の研究者として自立して活動するために必要とされる卓越した知識・技

能を修得し、それらを総合的に利用して独創的な研究を行うことができる研究者を育成するために、

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及

び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、商学分野に関する卓越した知識・技能を効率

的に修得することを目指す。 

(2) 演習科目等において、大学院生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、商学分野にお

いて秀でた研究能力を獲得することができる体制を整える。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育むために、研究倫理研修（e-learning等）の機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 商学分野に関する卓越した知識・技能の修得ならびに思考力・判断力・表現力等の能力の育

成に関しては、各授業科目の成績評価、指導教員による個別評価、一定の公示期間を設けた厳

格な論文審査を通じた学位論文の成果評価等を組み合わせて総合的に評価する。 

(2) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、授業評価アンケートなど各種学生調査の実施・分

析によって確認する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

商学研究科（以下、「本研究科」という）では、高度な知識を備えて独創的な研究を行うことができ

る研究者と、複雑・多様化する21世紀のビジネスの諸問題を専門知識と実務能力をもって解決するこ

とができる高度の専門的職業人を育成することを目指しています。独自の入試を行うなどして、留学

生に対しても広く門戸を開き、本研究科の国際化を目指しています。 

博士課程後期課程では、マネジメント・流通・国際ビジネス・ファイナンス・会計に関する諸科目

を配置しています。本研究科は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針

（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 学士課程及び博士前期課程で専攻した商学分野を中心とする専門的な知識・技能を修得している。 

２ 学士課程及び博士前期課程における学習を通じて、問題解決能力、リーダーシップ能力、論理

的・批判的思考力を兼ね備えて、商学分野での研究・実践活動を通じて社会に貢献することがで

きる。 

３ 商学の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲をもっている。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1 研究科の構成  

  商学研究科には、次の課程・コースがあります。 

商学専攻 

・博士課程前期課程 

研究者養成・後期課程進学コース、高度専門職養成コース 

・博士課程後期課程 
 

2 修了所要単位 

(1) 商学専攻 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、32単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、修士論文(研究者養成・後期課程進学コース)または特定の課題の

研究の成果(高度専門職養成コース。以下これを課題研究論文と呼びます)の審査及び試験に合

格した者には、修士(商学)の学位が与えられます。 
 

【修了所要単位32単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 修了所要単位 

商学専攻 

(研究者養成・後期

課程進学コース) 

専修科目（演習Ⅰ・Ⅱ、論文指導Ⅰ・Ⅱ） 8単位 

左記の単位を
含めて合計 
32単位以上 

商学専攻 

(高度専門職養成

コース) 

専修科目（講義Ⅰ及びⅡまたは講義Ⅰ及

び合同演習（各テーマ）） 
4単位 

左記の単位を
含めて合計 
32単位以上 

課題研究指導 4単位 

ベーシック 4単位 

メソッド 4単位 

所属する系の講義科目 8単位 

※1 専修科目：指導教員の担当する講義・演習・論文指導・合同演習（各テーマ） 

※2 高度専門職養成コース メソッド科目の「日本語アカデミック・ライティングⅠ・Ⅱ」を修

得した場合、2単位を超えて修了所要単位に算入することはできません。 

※3 高度専門職養成コースの「ビジネス・インターンシップ」を修得した場合、修了所要単位に

算入することはできません。 

※4 高度専門職養成コースの租税法研究又は租税論研究を専修科目とする者で、税理士試験の税

法科目の免除を希望する場合は、上記に加えて、1年次に租税法研究（演習Ⅰ・Ⅱ計4単位）

又は租税論研究（演習Ⅰ・Ⅱ計4単位）を修得しなければなりません。 

※5 大学院共通科目は、修了所要単位に算入することはできません。なお、履修制限単位にも含

まれません。 
 

(2) 商学専攻 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、20単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(商学)の

学位が与えられます。 
 

【修了所要単位20単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

商学専攻 
専修科目（講義4単位、演習12単位） 16単位 合計 

20単位以上 専修科目以外の講義 4単位以上 
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Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項   

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を得たうえで、大学院要

覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてください。 

 

(2) 履修制限単位 

1学年度に履修できるのは28単位までです。 

ただし、修了所要単位を全て修得することとなる春学期については14単位までとします。 

また、3年コースを選択した者の履修制限単位は、1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位

です。ただし、3年コースを選択した者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20単位

を修得し、所定の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2年次の履修制限単位は28単位と

します。 

 

(3) 配当年次 

(博士課程前期課程) 

研究者養成・後期課程進学コースの演習は1年次配当、論文指導は2年次配当、高度専門職

養成コースの課題研究指導Ⅰ及びⅡは2年次配当です。 

 

(博士課程後期課程) 

演習は(1)から(3)までの各4単位に分け、演習(1)は1年次配当、演習(2)は2年次配当及び演習

(3)は3年次配当です。 

 

(4) 先修条件 

(博士課程前期課程) 

研究者養成・後期課程進学コースにおいては、指導教員の担当する演習2科目を修得してい

なければ、論文指導は履修できません。また、高度専門職養成コースにおいては、指導教員の

担当する講義Ⅰ及びⅡまたは講義Ⅰを1つ及びその講義科目Ⅰを担当する教員の講義科目Ⅱ又

は合同演習を修得していなければ、課題研究指導Ⅰ及びⅡは履修できません。 

 

(5) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は、修得しても修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共通

科目の履修は在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、履修制限単位には含めま

せん。 

 

(6) データサイエンティスト育成プログラム（ＤＳプログラム） 

(博士課程前期課程 高度専門職養成コース) 

高度な情報通信技術を用い、企業内外に蓄積されている膨大なデータを活用して新しい価値

を創り出すことができる人材、データサイエンティストを育成することを目的として設置して

います。データサイエンティストは、業務知識を含むデータに関する深い知見を持ち、データ

ハンドリングやデータ分析に関する情報処理スキルを有し、仮説提示や企画立案を行うことが

できる人材です。本教育プログラムでは、こうしたビジネスに関連する様々なデータを科学的

に解析することができる人材を育成するため、統計数理、計算機科学、意思決定科学といった

領域の学際的かつ文理融合の教育を行います。 

履修に関する留意事項は次のとおりです。 

１ 当該プログラムの科目履修の際には事前に開催される説明会に参加し、詳細を把握して

ください。また希望人数に応じて、選考等を行う場合があります。 
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２ 関連科目の中の必修科目である「データハンドリングⅠ・Ⅱ」「産学連携ワークショッ

プⅠ・Ⅱ」はプログラムの性格上、密接に関連した内容となっており、一括して受講する

ことが望ましいです。 

３ データサイエンティスト育成プログラムに関連する科目群の中から、必修科目である

「データハンドリングⅠ・Ⅱ」「産学連携ワークショップⅠ・Ⅱ」4科目8単位を含み、計6

科目12単位を修得した場合に、データサイエンティスト育成プログラムを修了したものと

認定し、「データサイエンティスト育成プログラム修了証」を授与します。 

 

  〈データサイエンティスト育成プログラム関連科目〉 

メソッド モデリングの基礎 

戦略マネジメント系 

経営情報論研究Ⅰ・Ⅱ 

マーケティング・サイエンス研究Ⅰ・Ⅱ 

データハンドリングⅠ・Ⅱ 

産学連携ワークショップⅠ・Ⅱ 

データマイニングの基礎と実践 

流通・国際ビジネス系 消費者行動論研究Ⅰ・Ⅱ 

 ビジネス・インターンシップ* 

*ビジネス・インターンシップは修了所要単位には含まれません。 

 

(7) グローバル・リテイリング・プログラム グローバル・リテイリングを専修科目とする学生が対象です。 

(博士課程前期課程 高度専門職養成コース) 

プログラム科目として指定されている科目のうち、計8科目16単位を修得した場合に、グロー

バル・リテイリング・プログラムを修了したものと認定し、「グローバル・リテイリング・プロ

グラム修了証」を授与します。 

  〈グローバル・リテイリング・プログラム科目として指定する科目〉 

ベーシック マーケティング 

メソッド 
研究方法論（定性） 

研究方法論（定量） 

流通・国際ビジネス系 

マーケティング・コミュニケーション研究Ⅰ 

流通企業経営論研究Ⅰ 

マーケティング論研究Ⅰ 

現代流通・国際ビジネス研究（グローバル・リテイリング） 

 合同演習（グローバル・リテイリング） 

 ビジネス・インターンシップ* 

*ビジネス・インターンシップは修了所要単位には含まれません。 

 

（8）タックス＆アカウンティング・ストラテジー・プログラム（TAS プログラム） 
（博士課程前期課程 高度専門職養成コース） 

プログラムに関連する科目群の中から 6 科目 12 単位を修得した場合に、タックス＆

アカウンティング・ストラテジー・プログラムを修了したものと認定し、「タックス＆

アカウンティング・ストラテジー・プログラム修了証」を授与します。ただし、修了

証は、国税審議会による税理士試験科目免除の認定を保証するものではありません。 
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〈タックス＆アカウンティング・ストラテジー・プログラム関連科目〉 

ベーシック 会計学 

メソッド 研究方法論（定性） 

ファイナンス・会計系 

 

 

租税法研究Ⅰ・Ⅱ  

租税論研究Ⅰ・Ⅱ  

会計制度論研究Ⅰ・Ⅱ  

現代ファイナンス・会計研究（各テーマ）  

 ビジネス・インターンシップ＊ 

*ビジネス・インターンシップは修了所要単位には含まれません。 

 

(9) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研

究上特に必要と認めたときは、他のコース、専攻、研究科若しくは学部または他大学院の科目

を追加科目として履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位まで

です。 

なお、下記(10)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修

できない場合もあります。 

 

(10) 追加科目の充当 

博士課程前期課程においては、上記追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の

承認を得たうえで、15単位まで修了所要単位に充当することができます。ただし、専修科目の

所要単位に含めることはできません。また、履修制限単位数に含みます。 

※入学前既修得単位と合わせて20単位を超える充当はできません。 

(11) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る

場合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認

めます。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。

なお、①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。た

だし、3年コースの場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。③の学部科目の

履修は、(9)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができま

す。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 

 

(12) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
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2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分

確認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関す

る手続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文

審査基準について」を参照してください。 

 

3 入学前既修得単位について 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。詳細は、入学時にお知らせし

ます。※追加科目の充当と合わせて20単位を超える認定はできません。 

 

Ⅳ その他   

 

1 長期履修学生制度について(博士課程前期課程) 

全国社会保険労務士連合会特別推薦入学試験による入学者のみ対象とします。 

(1) 長期履修学生制度とは 

        標準修業年限を3年とする制度です（通常の標準修業年限は2年です）。以下の説明では、

標準修業年限が2年の場合を「2年コース」、長期履修学生制度による標準修業年限が3年の場

合を「3年コース」としています。 

 

(2) コースの途中変更 

3年コースから2年コースへの変更は、次の条件を満たした場合に可能です。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 

【３年コースから２年コースへの変更条件】 

①１年次終了時に20単位を修得していること。 

②２年次に、２年次と３年次の授業料及び２年次の教育充実費を納入すること。 
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2024年度 商学研究科 授業科目一覧表 
 

商学専攻 研究者養成・後期課程進学コース 博士課程前期課程  
科目番号 科目名称 単位 

BCR-5-101 市場問題研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-201 市場問題研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-301 市場問題研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-102 市場問題研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-202 市場問題研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-302 市場問題研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-103 ロジスティクス研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-203 ロジスティクス研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-303 ロジスティクス研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-104 ロジスティクス研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-204 ロジスティクス研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-304 ロジスティクス研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-105 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-205 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-305 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-106 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-206 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-306 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-107 流通企業経営論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-207 流通企業経営論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-307 流通企業経営論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-108 流通企業経営論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-208 流通企業経営論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-308 流通企業経営論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-109 マーケティング論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-209 マーケティング論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-309 マーケティング論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-110 マーケティング論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-210 マーケティング論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-310 マーケティング論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-111 消費者行動論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-211 消費者行動論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-311 消費者行動論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-112 消費者行動論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-212 消費者行動論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-312 消費者行動論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-113 開発ビジネス論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-213 開発ビジネス論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-313 開発ビジネス論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-114 開発ビジネス論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-214 開発ビジネス論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-314 開発ビジネス論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-115 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-215 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-315 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-116 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-216 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 演習 2 
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BCR-6-316 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-117 新興市場経済研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-217 新興市場経済研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-317 新興市場経済研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-118 新興市場経済研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-218 新興市場経済研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-318 新興市場経済研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-119 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-219 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-319 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-120 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-220 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-320 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-121 応用寡占理論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-221 応用寡占理論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-321 応用寡占理論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-122 応用寡占理論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-222 応用寡占理論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-322 応用寡占理論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-123 金融論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-223 金融論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-323 金融論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-124 金融論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-224 金融論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-324 金融論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-125 国際通貨システム論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-225 国際通貨システム論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-325 国際通貨システム論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-126 国際通貨システム論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-226 国際通貨システム論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-326 国際通貨システム論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-127 租税法研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-227 租税法研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-327 租税法研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-128 租税法研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-228 租税法研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-328 租税法研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-129 租税論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-229 租税論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-329 租税論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-130 租税論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-230 租税論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-330 租税論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-131 実証ファイナンス研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-231 実証ファイナンス研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-331 実証ファイナンス研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-132 実証ファイナンス研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-232 実証ファイナンス研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-332 実証ファイナンス研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-133 金融政策論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-233 金融政策論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-333 金融政策論研究Ⅰ 論文指導 2 
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BCR-5-134 金融政策論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-234 金融政策論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-334 金融政策論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-135 保険論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-235 保険論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-335 保険論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-136 保険論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-236 保険論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-336 保険論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-137 原価計算論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-237 原価計算論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-337 原価計算論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-138 原価計算論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-238 原価計算論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-338 原価計算論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-139 会計制度論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-239 会計制度論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-339 会計制度論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-140 会計制度論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-240 会計制度論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-340 会計制度論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-141 財務戦略会計研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-241 財務戦略会計研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-341 財務戦略会計研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-142 財務戦略会計研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-242 財務戦略会計研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-342 財務戦略会計研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-143 実証会計学研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-243 実証会計学研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-343 実証会計学研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-144 実証会計学研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-244 実証会計学研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-344 実証会計学研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-145 経営分析論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-245 経営分析論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-345 経営分析論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-146 経営分析論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-246 経営分析論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-346 経営分析論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-147 監査論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-247 監査論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-347 監査論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-148 監査論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-248 監査論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-348 監査論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-149 公会計論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-249 公会計論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-349 公会計論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-150 公会計論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-250 公会計論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-350 公会計論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-151 コスト・マネジメント研究Ⅰ 講義 2 
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BCR-5-251 コスト・マネジメント研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-351 コスト・マネジメント研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-152 コスト・マネジメント研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-252 コスト・マネジメント研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-352 コスト・マネジメント研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-153 財務報告研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-253 財務報告研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-353 財務報告研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-154 財務報告研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-254 財務報告研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-354 財務報告研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-155 イノベーション・マネジメント研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-255 イノベーション・マネジメント研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-355 イノベーション・マネジメント研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-156 イノベーション・マネジメント研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-256 イノベーション・マネジメント研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-356 イノベーション・マネジメント研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-157 経営情報論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-257 経営情報論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-357 経営情報論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-158 経営情報論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-258 経営情報論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-358 経営情報論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-159 ベンチャー論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-259 ベンチャー論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-359 ベンチャー論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-160 ベンチャー論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-260 ベンチャー論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-360 ベンチャー論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-161 事業創生論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-261 事業創生論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-361 事業創生論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-162 事業創生論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-262 事業創生論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-362 事業創生論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-163 経営組織論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-263 経営組織論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-363 経営組織論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-164 経営組織論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-264 経営組織論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-364 経営組織論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-165 経営戦略論研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-265 経営戦略論研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-365 経営戦略論研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-166 経営戦略論研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-266 経営戦略論研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-366 経営戦略論研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-167 技術経営研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-267 技術経営研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-367 技術経営研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-168 技術経営研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-268 技術経営研究Ⅱ 演習 2 
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BCR-6-368 技術経営研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-169 ファミリー・ビジネス研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-269 ファミリー・ビジネス研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-369 ファミリー・ビジネス研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-170 ファミリー・ビジネス研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-270 ファミリー・ビジネス研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-370 ファミリー・ビジネス研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-171 ミクロ・マーケティング研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-271 ミクロ・マーケティング研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-371 ミクロ・マーケティング研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-172 ミクロ・マーケティング研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-272 ミクロ・マーケティング研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-372 ミクロ・マーケティング研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-173 経営科学研究Ⅰ 講義 2 

BCR-5-273 経営科学研究Ⅰ 演習 2 

BCR-6-373 経営科学研究Ⅰ 論文指導 2 

BCR-5-174 経営科学研究Ⅱ 講義 2 

BCR-5-274 経営科学研究Ⅱ 演習 2 

BCR-6-374 経営科学研究Ⅱ 論文指導 2 

BCR-5-175 商学研究特論Ⅰ 講義 2 

BCR-5-176 商学研究特論Ⅱ 講義 2 

BCR-5-177 外国書研究（英語） 講義 2 

 

商学専攻 高度専門職養成コース 博士課程前期課程 

科目番号 科目名称 単位 

BCS-5-B01 

ベーシック 

経営学 講義 2 

BCS-5-B02 マーケティング 講義 2 

BCS-5-B03 会計学 講義 2 

BCS-5-B04 経済学 講義 2 

BCS-5-B05 統計学 講義 2 

BCS-5-M01 

メソッド 

英語コミュニケーションⅠ 講義 2 

BCS-5-M02 英語コミュニケーションⅡ 講義 2 

BCS-5-M03 日本語アカデミック・ライティングⅠ 講義 2 

BCS-5-M04 日本語アカデミック・ライティングⅡ 講義 2 

BCS-5-M05 ロジカルシンキング 講義 2 

BCS-5-M06 プレゼンテーション技法 講義 2 

BCS-5-M07 研究方法論（定性） 講義 2 

BCS-5-M08 研究方法論（定量） 講義 2 

BCS-5-M09 モデリングの基礎 講義 2 

BCS-5-S01 

戦略マネジメント系 

イノベーション・マネジメント研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S02 イノベーション・マネジメント研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S03 経営情報論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S04 経営情報論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S05 ベンチャー論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S06 ベンチャー論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S07 事業創生論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S08 事業創生論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S09 経営組織論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S10 経営組織論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S11 マーケティング・サイエンス研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S12 マーケティング・サイエンス研究Ⅱ 講義 2 
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BCS-5-S13 

戦略マネジメント系 

経営戦略論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S14 経営戦略論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S15 技術経営研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S16 技術経営研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S17 ファミリー・ビジネス研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S18 ファミリー・ビジネス研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S19 ミクロ・マーケティング研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S20 ミクロ・マーケティング研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S21 経営科学研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-S22 経営科学研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-S23 データハンドリングⅠ 講義 2 

BCS-5-S24 データハンドリングⅡ 講義 2 

BCS-5-S25 産学連携ワークショップⅠ 講義 2 

BCS-5-S26 産学連携ワークショップⅡ 講義 2 

BCS-5-S27 データマイニングの基礎と実践 講義 2 

BCS-5-S28 現代戦略マネジメント研究(各テーマ) 講義 2 

BCS-5-D01 

流通・国際ビジネス系 

市場問題研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D02 市場問題研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D03 ロジスティクス研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D04 ロジスティクス研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D05 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D06 マーケティング・コミュニケーション研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D07 流通企業経営論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D08 流通企業経営論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D09 マーケティング論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D10 マーケティング論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D11 消費者行動論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D12 消費者行動論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D13 開発ビジネス論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D14 開発ビジネス論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D15 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D16 国際ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D17 新興市場経済研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D18 新興市場経済研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D19 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D20 ビジネス・コミュニケーション論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D21 応用寡占理論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-D22 応用寡占理論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-D23 現代流通・国際ビジネス研究(各テーマ) 講義 2 

BCS-5-F01 

ファイナンス・会計系 

金融論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F02 金融論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F03 国際通貨システム論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F04 国際通貨システム論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F05 租税法研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F06 租税法研究Ⅰ 演習 2 

BCS-5-F07 租税法研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F08 租税法研究Ⅱ 演習 2 

BCS-5-F09 租税論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F10 租税論研究Ⅰ 演習 2 

BCS-5-F11 租税論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F12 租税論研究Ⅱ 演習 2 

BCS-5-F13 実証ファイナンス研究Ⅰ 講義 2 
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BCS-5-F14 

ファイナンス・会計系 

実証ファイナンス研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F15 金融政策論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F16 金融政策論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F17 保険論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F18 保険論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F19 原価計算論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F20 原価計算論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F21 会計制度論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F22 会計制度論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F23 財務戦略会計研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F24 財務戦略会計研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F25 実証会計学研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F26 実証会計学研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F27 経営分析論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F28 経営分析論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F29 監査論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F30 監査論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F31 公会計論研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F32 公会計論研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F33 コスト・マネジメント研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F34 コスト・マネジメント研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F35 財務報告研究Ⅰ 講義 2 

BCS-5-F36 財務報告研究Ⅱ 講義 2 

BCS-5-F37 現代ファイナンス・会計研究(各テーマ) 講義 2 

BCS-5-001  合同演習（各テーマ） 2 

BCS-5-002 
 

課題研究指導Ⅰ 2 

BCS-5-003 課題研究指導Ⅱ  

BCS-5-004  ビジネス・インターンシップ  

 

商学専攻 博士課程後期課程 

科目番号 科目名称 単位 

BCR-7-001 市場問題特殊研究 講義 4 

BCR-7-101 市場問題特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-201 市場問題特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-301 市場問題特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-002 ロジスティクス特殊研究 講義 4 

BCR-7-102 ロジスティクス特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-202 ロジスティクス特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-302 ロジスティクス特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-003 マーケティング・コミュニケーション特殊研究 講義 4 

BCR-7-103 マーケティング・コミュニケーション特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-203 マーケティング・コミュニケーション特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-303 マーケティング・コミュニケーション特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-004 流通企業経営論特殊研究 講義 4 

BCR-7-104 流通企業経営論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-204 流通企業経営論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-304 流通企業経営論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-005 開発ビジネス論特殊研究 講義 4 

BCR-7-105 開発ビジネス論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-205 開発ビジネス論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-305 開発ビジネス論特殊研究 演習（３） 4 
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BCR-7-006 新興市場経済特殊研究 講義 4 

BCR-7-106 新興市場経済特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-206 新興市場経済特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-306 新興市場経済特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-007 ビジネス・コミュニケーション論特殊研究 講義 4 

BCR-7-107 ビジネス・コミュニケーション論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-207 ビジネス・コミュニケーション論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-307 ビジネス・コミュニケーション論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-008 応用寡占理論特殊研究 講義 4 

BCR-7-108 応用寡占理論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-208 応用寡占理論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-308 応用寡占理論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-009 金融論特殊研究 講義 4 

BCR-7-109 金融論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-209 金融論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-309 金融論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-010 国際通貨システム論特殊研究 講義 4 

BCR-7-110 国際通貨システム論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-210 国際通貨システム論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-310 国際通貨システム論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-011 租税法特殊研究 講義 4 

BCR-7-111 租税法特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-211 租税法特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-311 租税法特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-012 実証ファイナンス特殊研究 講義 4 

BCR-7-112 実証ファイナンス特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-212 実証ファイナンス特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-312 実証ファイナンス特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-013 租税論特殊研究 講義 4 

BCR-7-113 租税論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-213 租税論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-313 租税論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-014 原価計算論特殊研究 講義 4 

BCR-7-114 原価計算論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-214 原価計算論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-314 原価計算論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-015 会計制度論特殊研究 講義 4 

BCR-7-115 会計制度論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-215 会計制度論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-315 会計制度論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-016 財務戦略会計特殊研究 講義 4 

BCR-7-116 財務戦略会計特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-216 財務戦略会計特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-316 財務戦略会計特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-017 実証会計学特殊研究 講義 4 

BCR-7-117 実証会計学特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-217 実証会計学特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-317 実証会計学特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-018 保証業務論特殊研究 講義 4 

BCR-7-118 保証業務論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-218 保証業務論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-318 保証業務論特殊研究 演習（３） 4 
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BCR-7-019 経営分析論特殊研究 講義 4 

BCR-7-119 経営分析論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-219 経営分析論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-319 経営分析論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-020 監査論特殊研究 講義 4 

BCR-7-120 監査論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-220 監査論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-320 監査論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-021 公会計論特殊研究 講義 4 

BCR-7-121 公会計論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-221 公会計論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-321 公会計論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-022 コスト・マネジメント特殊研究 講義 4 

BCR-7-122 コスト・マネジメント特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-222 コスト・マネジメント特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-322 コスト・マネジメント特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-023 財務報告特殊研究 講義 4 

BCR-7-123 財務報告特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-223 財務報告特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-323 財務報告特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-024 イノベーション・マネジメント特殊研究 講義 4 

BCR-7-124 イノベーション・マネジメント特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-224 イノベーション・マネジメント特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-324 イノベーション・マネジメント特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-025 経営情報論特殊研究 講義 4 

BCR-7-125 経営情報論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-225 経営情報論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-325 経営情報論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-026 ベンチャー論特殊研究 講義 4 

BCR-7-126 ベンチャー論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-226 ベンチャー論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-326 ベンチャー論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-027 事業創生論特殊研究 講義 4 

BCR-7-127 事業創生論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-227 事業創生論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-327 事業創生論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-028 経営組織論特殊研究 講義 4 

BCR-7-128 経営組織論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-228 経営組織論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-328 経営組織論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-029 経営戦略論特殊研究 講義 4 

BCR-7-129 経営戦略論特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-229 経営戦略論特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-329 経営戦略論特殊研究 演習（３） 4 

BCR-7-030 ファミリー・ビジネス特殊研究 講義 4 

BCR-7-130 ファミリー・ビジネス特殊研究 演習（１） 4 

BCR-8-230 ファミリー・ビジネス特殊研究 演習（２） 4 

BCR-9-330 ファミリー・ビジネス特殊研究 演習（３） 4 
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［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、研究科を示すアルファベット２桁、課程・コースを示す１桁、配当年次を示す１桁、系ほか

を示す 1 桁、連番の数字２桁で構成されています。 

 

例） 

B C R - ５ - 1 ０ １ 

研究科 
課程 

コース 
 配当年次  系ほか 連番 

 

コース Ｒ： 研究者養成・後期課程進学コース（前期課程）、後期課程 

 Ｓ： 高度専門職養成コース（前期課程） 

配当年次 ５： 前期課程１年次配当 

 ６： 前期課程２年次配当 

 ７： 後期課程１年次配当 

 ８： 後期課程２年次配当 

 ９： 後期課程３年次配当 

系ほか ＜研究者養成・後期課程進学コース（前期課程）＞ 

 １： 講義 

 ２： 演習 

 ３： 論文指導 

＜高度専門職養成コース（前期課程）＞ 

 Ｂ： ベーシック 

 Ｍ： メソッド 

 Ｓ： 戦略マネジメント系 

 Ｄ： 流通・国際ビジネス系 

 Ｆ： ファイナンス・会計系 

 ＜後期課程＞ 

 ０： 講義 

 １： 演習（１） 

 ２： 演習（２） 

 ３： 演習（３） 
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Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について   
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員による 2 年間にわたる指

導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

 研究者養成・後期課程進学コース 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究

計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指

導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計

画書」を提出する。各自の研究テーマに沿った授業科目を指導

教員の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について指導教員に

報告し、確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研

究科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

指導教員が担当する「論文指導」を履修し、指導教員から研究

指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計

画書」を提出する。 

10 月中旬 

(4 月中旬～ 

下旬) 

修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出

する。 

1 月中旬 

(7 月中旬～ 

下旬) 

修士論文の提出 

（論文の提出については、指導教員とよく相談してください。） 

2 月中旬 

(7 月下旬～ 

9 月上旬) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試

験の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定す

る。 

3 月下旬 

(9 月下旬) 
学位記授与式 

 
高度専門職養成コース 
年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員・プログラム担当教員によるガイダンスを行い、各大

学院生が提出する研究計画に基づき、個別相談を行ったうえで、

指導教員・プログラム担当教員から研究指導計画に基づき指導

を受け、研究科長に対して、「1年次研究計画書」を提出する。

各自の研究テーマに沿った授業科目を指導教員の助言を受けて

決定し、履修する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について指導教員に

報告し、確認を受ける。 

1～2 月 

2年次に向けての研究について、指導教員・プログラム担当教員

の面接指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果報告書」

を提出する。 

2 年次 

4 月 

指導教員が担当する「課題研究指導」を履修し(3年コースにつ

いては翌年度に履修)、指導教員から研究指導計画に基づき指導

を受け、研究科長に対して「2年次研究計画書」を提出する。 

10 月中旬 

(4 月中旬～ 

下旬) 

課題研究論文の題目を決定し、「課題研究論文計画書」を研究科

長に提出する。 
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1 月中旬 
(7 月中旬～ 

下旬) 

課題研究論文の提出 

（論文の提出については、指導教員とよく相談してください。） 

2 月中旬 
(7 月下旬～ 
9 月上旬) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試

験の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月下旬 
(9 月下旬) 

学位記授与式 

※1 時期の(  )は9月修了を示します。 
※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 
 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文及び課題研究論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、 

かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題

についての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修

士の学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 

商学研究科では、研究者養成・後期課程進学コースは修士論文を、高度専門職養成コース

は課題研究論文を提出して審査を受けることになります。 
 

2 修士論文及び課題研究論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文及び課題研究論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行いま

す。 

審査委員は、当該修士論文及び課題研究論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、

主査を 1 名、副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名

とすることがあります。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文及び課題研究論文の提出者の研究成果を

確認する目的をもって、審査委員が修士論文及び課題研究論文を中心とし、試問の方

法によって行います。試問は、口頭によりますが、筆答試問を併せ行うことがありま

す。 

② 審査期間 

修士論文及び課題研究論文の審査及び最終試験は、当該修士論文及び課題研究論文の

提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文及び課題研究論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て

決定します。 
 

3 修士論文審査基準 

〔学位論文（修士）審査基準〕 

学位論文（修士）を評価する際には、次の基準で審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、そのテーマに基づいて一貫した論理展開がなされていること。 

(2) 先行研究や関連した研究を適正に調査したうえで、研究内容に適した分析方法が用い

られていること。 

(3) 精深な学識に基づく新しい知見や独自の観点があること。 
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〔課題研究論文 審査基準〕 

課題研究論文を評価する際には、次の基準で審査を行います。 

(1) 課題研究のテーマが明確であり、そのテーマに基づいて一貫した論理展開がなされて

いること。 

(2) 課題に関連する研究を適正に調査したうえで、課題研究内容に適した分析方法が用い

られていること。 

(3) 高度専門職業人として必要な知識と問題解決能力を備えていることが示されている

こと。 
 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 
 

5 論文提出要件 

論文を提出するには、外国語の学力確認に合格する必要があります。ただし、以下の方

法により、学力確認を行ったものとして、これを免除します。 

【研究者養成・後期課程進学コース】 

次のいずれかの方法により免除します。ただし、学内進学試験による入学者は(2)によ

るものとします。 

(1) 入学試験での受験外国語 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

① 「外国書研究(英語)」を修得していること。 

② 修士論文において、母国語・母語以外の外国語の文献を引用ないし参照してい

ること。 

③ 2 年以内に取得した TOEFL iBT(Internet-based testing)のスコアが 69 点以上

の者 

④ 2 年以内に取得した TOEIC のスコアが 650 点以上の者 
 

【高度専門職養成コース】 

次のいずれかの方法により免除します。 

(1) 「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」のうち、いずれか 1 科目（2 単位）を修得して

いること。 

(2) 課題研究論文において、母国語・母語以外の外国語の文献を引用ないし参照してい

ること。 

(3) 2 年以内に取得した TOEFL iBT(Internet-based testing)のスコアが 69 点以上の

者 

(4) 2 年以内に取得した TOEIC のスコアが 650 点以上の者 

注1 英語を母国語・母語とする者は、研究者養成・後期課程進学コースは(2)の②、高度

専門職養成コースは(2)によるものとします。 

注2 TOEIC・TOEFL による学力確認については、各院生が提出した論文の計画書を承認す

る研究科委員会において、証明する書類の原本を提出してください。 
 

6 論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 計画書提出に際しては、指導教員の承認を得てください。 

(3) 既に提出した論文計画の変更は、認められません｡ただし、論文提出以前においては、 

指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、論文を提出しない場合は、必ず､事前に教務センターにその旨 

を報告してください。 

計 画 書 
提   出 

論文の提出 
最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

公開審査会 
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7 論文・論文要旨の提出要領 

  提出期の修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・ 

アンケート」に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に 

掲出されている提出要領を確認してください。 

(2) 枚数制限 

【修 士 論 文】40,000字以上。 

【課題研究論文 】30,000字以上。ただし、本学商学研究科博士課程後期課程への進学を志望 

する者または税理士資格試験免除を受けることを希望する者は、40,000字 

以上。 

【論 文 要 旨】論文の概要を1,000字から2,000字程度にまとめる。 

(3) 用紙規格  以下の規格に従うこと。 

ア 横書きのみとする。 

イ 自筆の場合はＡ４判 400 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用し、インキ書とす 

る。 

ウ ワープロソフトを使用する場合はＡ４判の用紙（感熱紙は不可）を使用。 

（注）ワープロソフトの書式設定は原則的には以下のようにすること。 
 

    【横書き】 (A4 判) ３５字×３０行 

 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

 

(4) 装丁要領 

ア 市販のフラットファイル（例 A4 判：コクヨ フ-RK10）を用いて装丁すること。 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・コース・専修科目*・

学籍番号・氏名を日本語で記入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・コース・専修科目*・学籍番号・氏名を日本語で記入した内

表紙を作成すること。ただし、論題は論文計画書で届け出たものを正確に記入す

ること。 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること。 

*専修科目とは、研究者養成・後期課程進学コースの場合は指導教員の担当する

演習科目名（Ⅰ及びⅡ）を指し、高度専門職養成コースの場合は指導教員の担

当する講義科目名（Ⅰ及びⅡ）を指す（例「市場問題研究Ⅰ・Ⅱ」）。 

 

  

  論 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

 

 

                内表紙  

                の様式  

 

   論   題 

 ○ 

 

    研究科・専攻 

 ○ コース   

   専修科目 

   学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

論 

文 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 
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(5) 注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（装丁要領ア・イ）

に準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込む

こと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

オ 論文の作成にあたっては、「研究論文執筆要領」を参照すること。 
 

 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指

導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究

計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指

導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計

画書」を提出する。また、指導教員が担当する「演習」を履修

するとともに、各自の研究テーマに沿った授業科目を指導教員

の助言を受けて決定し、履修する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について指導教員に

報告し、確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研

究科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導

教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、

「2年次研究計画書」を提出する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について指導教員に

報告し、確認を受ける。 

1～2 月 
3年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研

究科長に対して、「2年次研究成果報告書」を提出する。 

3 年次 

4 月 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導

教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、

「3年次研究計画書」を提出する。 

前年の 9 月末

まで 

(前年の 3 月末

まで) 

｢博士論文計画書｣の提出＜教務センター教務事務グループへ＞ 

※博士論文提出の少なくとも1年前に指導教員の承認を得て提

出。ただし、研究科委員会が認めたときは、これを3カ月前とす

ることができる。 

9 月末まで 

(3 月末まで) 

｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

11 月～1 月 

(5～6 月) 
最終試験(口頭試問)の実施。 

1 月中旬まで 

(7 月上旬まで) 
その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月下旬 

(9 月下旬) 
学位記授与式 

※1 時期の(  )は9月修了を示します。 

※2 3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 
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Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とさ

れ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 

 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を

2 名以上とします。審査委員には、当該研究科委員会以外の者を含めることがあります。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

〔学位論文（博士）審査基準〕 

学位論文（博士）を評価する際には、次の基準で審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、そのテーマに基づいて一貫した論理展開がなされているこ

と。 

(2) 先行研究や関連した研究を適正に調査したうえで、研究目的に適した分析方法が用い

られていること。 

(3) 新しい知見や独自の観点があり、高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を備

えていることが認められること。 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 
 

 

 

5 学位論文提出要件 

研究業績である論文が 3 篇以上あることとします。研究業績である論文のうち少なくと

も 1 篇は、学術誌（関西大学商学論集を含む）に発表されたものとします。また、外国語

学力認定については、博士課程後期課程に入学した時点に遡及して合格したものとします。 

 

 

計画書 
提 出 

論文 
提出 

 

審査 
最終 
試験 

 

合格 
学位論文の 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 
授与 

１
年
以
内 

 

口頭試問 
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6 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

  ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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社会学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程前期課程）は、社会科学と人間科学の学際的領域における理論的・実証的

研究と、これに基づく高度な専門的知識と研究能力を備えた人材および専門性を有する職業人の育成

を目的とし、以下の求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を

身につけ、所定の単位を修得し、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および試験

に合格した者に修士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

(1) 広い視野に立った学識を得て、専門分野の基礎的な研究能力、あるいは高度の専門性を要す

る職業等に必要な能力を発揮できる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

(1) 社会における多様なものの見方や価値観を認め、他者の意見を傾聴するだけにとどまらず、

自らの考えを発信することができる。 

(2) 社会の事象や人間の行動を冷静かつ的確に観察して把握した上で、考動力を基盤として課題

を発見し、その解決方法を提示することができる。 

３（主体的な態度） 

(1) 周囲の人間や社会情勢に対して知的好奇心と建設的批判精神を持つことができる。 

(2) 社会の伝統を理解し尊重しつつも、新しい社会を築こうとする主体的な考動力を備えている。 

(3) 身近な領域にとどまらず、より大きな社会、世界を視野にふくめてものごとを考える態度と

習慣を身につけている。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程前期課程）は、専門の基礎と関連知識を学ぶための講義科目、専門的研究

の方法を学ぶための実習科目、少人数での研究指導を受ける演習科目を配置し、専門分野についての

高度な知識と研究能力の養成を図れるよう教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 指導教員による論文作成指導および複数の教員による研究指導体制により、幅広い視点を備

えた自立した研究姿勢の育成を図る。 

(2) 演習・研究指導科目と基幹科目、応用科目、実習科目からなる自専攻科目に加えて、追加科

目として他専攻科目や他研究科科目を認定することにより、さらに多様な研究に対する関心へ

の対応を可能とする。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文又は特定課題についての研究の成果の審査、各種の

学修行動調査と到達度調査の結果を組み合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程前期課程）は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）および教育課程

編成の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、

思考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を備えた人を社会人、留学生を含めた幅広い層

から求めます。 

１ 将来研究者として自立するための基礎となる知識と学力、あるいは専門性を有する職業人とな

るために必要な基礎的な知識と学力を十分に備えている。 

２ 社会と人間に関する強い問題意識と、広い視野から研究にとりくむ関心の広さならびに意欲を

十分に備えている。 

３ 社会と人間に関する問題に目を向け、その解決に挑み、新たな価値を創出することで学術的に

貢献することやその社会への還元を志している。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程後期課程）は、社会科学と人間科学の学際的領域における理論的・実証的

研究と、これに基づく高度な専門的知識・見識を備え自立して研究活動を行える研究者および高度の

専門性を有する職業人の育成を目的とし、以下の求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力等

の能力および主体的な態度を身につけ、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた後、博士論文

の審査および最終試験に合格した者に博士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

(1) 広い視野に立った学識を得て、研究者として自立できる専門分野の研究能力、あるいは高度

の専門性を要する職業人として自立するに必要な能力を発揮できる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

(1) 社会における多様なものの見方や価値観を認め、他者の意見を傾聴するだけにとどまらず、

自らの考えを積極的に複数の言語で発信することができる。 

(2) 社会の事象や人間の行動を冷静かつ的確に観察して把握した上で、考動力を基盤として課題

を発見し、その解決方法を提示することができる。 

３（主体的な態度） 

(1) 周囲の人間や社会情勢に対して強い知的好奇心と建設的批判精神を持つことができる。 

(2) 社会の伝統を理解し尊重しつつも、新しい社会を築こうとする主体的な行動力を備えている。 

(3) 身近な領域にとどまらず、より大きな社会、世界を視野にふくめてものごとを考える態度と

習慣を身につけている。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程後期課程）は、各専攻の専門分野に応じて、理論と方法について多角的に

学ぶための講義科目、論文指導に関する科目を配置し、高度な専門的知識・見識と自立した研究能力

の養成を図れるよう教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 指導教員による論文作成指導および複数の教員による研究指導体制により、幅広い視点を備

えた独創的な研究能力の育成を図る。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、学位論文の審査、各種の学修行動調査と到達度調査の結果を

組み合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

社会学研究科（博士課程後期課程）は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）および教育課程

編成の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、

思考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を備えた人を社会人、留学生を含めた幅広い層

から求めます。 

１ 将来研究者として自立するために必要な専門領域における高度な知識・見識と学力、あるいは

高度の専門性を有する職業人となるために必要な知識と学力を十分に備えている。 

２ 社会科学と人間科学の学際的領域における研究の遂行にふさわしい広い研究関心と独創的な問

題意識、ならびに柔軟な知性を兼ね備えている。 

３ 社会と人間に関する問題に目を向け、その解決に挑み、新たな価値を創出することで学術的に

貢献することやその社会への還元を志している。 
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Ⅱ 教育課程及び研究指導について   

 

1 社会学研究科の課程 

(1) 社会学専攻 

博士課程前期課程 

専門研究コース、課題研究コース 

博士課程後期課程 

(2) 社会システムデザイン専攻 

博士課程前期課程、博士課程後期課程 

(3) メディア専攻 

博士課程前期課程、博士課程後期課程 
 

2 研究指導体制及び授業科目の構成 

社会学研究科においては、専任教員のうち1名を指導教員とし、当該指導教員の下、履修科目の

指導や論文作成に関する指導をはじめとする研究全般の指導を受けることができる体制を整えて

います。 

博士課程前期課程においては、「演習･研究指導科目」において修士論文等の作成を中心とした

研究指導を行い、研究及び論文作成のために必要な専門的な知識・能力の習得ができるよう、専攻

における基礎研究を行う基幹科目、各分野における専門研究を行う応用科目及び実習科目を設置し

ています。 

博士課程後期課程においては、科目として「論文指導」を設置し、研究及び博士論文作成に関

する指導を行っています。 

なお、各課程に設置されている授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
 

3 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、30単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、修士論文又は特定の課題の研究の成果の審査及び試験に合格した

者には、修士(社会学)の学位が与えられます。 

【修了所要単位の内訳】 

(ア) 社会学専攻専門研究コースにおいては、合同演習Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱbの４科目４

単位、指導教員の担当する演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）又はプ

ロジェクト演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）のいずれか２科目４単

位、並びに論文指導Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）の２科目４単位を

含めて30単位以上を修得しなければなりません。 

 社会学専攻課題研究コースにおいては、合同演習Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱbの４科目４

単位、指導教員の担当する演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）又はプ

ロジェクト演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）のいずれか２科目４単

位並びに課題研究Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）の２科目４単位を含

めて30単位以上を修得しなければなりません。 

(イ) 社会システムデザイン専攻においては、指導教員の担当する演習Ａ（各研究テー

マ）及びＢ（各研究テーマ）又はプロジェクト演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各

研究テーマ）のいずれか２科目４単位並びに論文指導Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各

研究テーマ）の２科目４単位を含めて30単位以上を修得しなければなりません。 

(ウ) メディア専攻においては、合同演習Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱbの４科目４単位、指導教

員の担当する演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）又はプロジェクト演

習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）のいずれか２科目４単位、並びに論

文指導Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）の２科目４単位を含めて30単位

以上を修得しなければなりません。 
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(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、社会学専攻は14単位以上、社会

システムデザイン専攻は12単位以上、メディア専攻は18単位以上を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(社会学)の学位が与

えられます。 

【修了所要単位の内訳】 

(ア)  社会学専攻においては、社会学総合研究Ａ・Ｂの計２単位、並びに指導教員の

担当する論文指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（各研究テーマ）の計12単位、合計14単位を修得し

なければなりません。 

(イ)  社会システムデザイン専攻においては、指導教員の担当する論文指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（各

研究テーマ）の計12単位を修得しなければなりません 

(ウ)  メディア専攻においては、メディア総合研究Ⅰａ・Ⅰｂ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅲａ・Ⅲｂ

の計６単位、並びに指導教員の担当する論文指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（各研究テーマ）の計

12単位、合計18単位を修得しなければなりません。 

 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項   

 

1 授業科目の履修 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます（詳細はインフォメーシ

ョンシステムでお知らせします）。 

 

(2) 履修制限単位数 

一学年度において履修できる単位は28単位までです。ただし、修了所要単位を全て修得する

こととなる春学期については14単位までとします。 

 

(3) 演習・研究指導科目の履修【博士課程前期課程】 

博士課程前期課程においては、指導教員の担当する演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究

テーマ）またはプロジェクト演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）のいずれか２科

目４単位、並びに論文指導Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）の２科目４単位〔社会

学専攻課題研究コースにおいては課題研究Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）の２科

目４単位〕〔計8単位〕を含めて30単位以上を修得しなければなりません。なお、指導教員の担

当する演習Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研究テーマ）またはプロジェクト演習Ａ（各研究テ

ーマ）及びＢ（各研究テーマ）を修得していなければ、論文指導Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各

研究テーマ）〔社会学専攻課題研究コースにおいては課題研究Ａ（各研究テーマ）及びＢ（各研

究テーマ）〕は履修することができません。 

また、指導教員以外の教員が担当する演習科目については、指導教員及び該当科目担任者が

認めた場合に限り履修することができます。 

 

(4) 論文指導の履修【博士課程後期課程】 

博士課程後期課程においては指導教員の担当する論文指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（各研究テーマ）〔計12

単位〕を修得しなければなりません。 

 

(5) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は、修得しても修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共通
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科目の履修は在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、履修制限単位には含みま

せん。 

 

(6) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究

上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目

として履修することができます。追加科目の履修については、在学期間を通じて20単位を限度

とし、下記(7)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。 

なお、事情により履修できない場合もあります。 

 

(7) 追加科目の充当【博士課程前期課程】 

博士課程前期課程において、追加科目として修得した単位のうち博士課程前期課程の科目につ

いては、指導教員の承認を得たうえで、10単位まで修了所要単位に算入することができます。た

だし、必修科目(演習、論文指導及び課題研究)の所要単位に算入することはできません。 

なお、追加科目を修了所要単位に充当する場合は、履修登録時に手続きを行っておく必要があ

り、その場合の履修単位は履修制限単位数に含みます。 

 

(8) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る

場合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認

めます。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。

なお、①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。

③の学部科目の履修は、(6)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修

することができます。 

 

(9) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 

 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確

認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関する手

続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審査基

準について」を参照してください。 

 

3 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む）については、10単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生として学

修した科目は、演習科目を除いて、上記10単位のうち6単位を限度に単位認定することがあります。

詳細は、入学時にお知らせします。 
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2024年度 社会学研究科 授業科目一覧表 
 

社会学専攻 博士課程前期課程 専門研究コース     

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

  （演習・研究指導科目）       （応用科目）     

SOC5101 演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SOC5110 家族社会学研究 2 1 

SOC5102 演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SOC5111 都市社会学研究 2 1 

SOC5103 プロジェクト演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SOC5112 教育社会学研究 2 1 

SOC5104 プロジェクト演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SOC5113 社会病理学研究 2 1 

SOC5105 合同演習Ⅰａ 1 1 SOC5114 社会福祉学研究 2 1 

SOC5106 合同演習Ⅰｂ 1 1 SOC5115 差別論研究 2 1 

SOC6101 合同演習Ⅱａ 1 2 SOC5116 文化社会学研究 2 1 

SOC6102 合同演習Ⅱｂ 1 2 SOC5117 文化人類学研究 2 1 

SOC6103 論文指導Ａ（各研究テーマ） 2 2 SOC5118 社会調査論研究 2 1 

SOC6104 論文指導Ｂ（各研究テーマ） 2 2 SOC5119 地域福祉論研究 2 1 

  （基幹科目）     SOC5120 国際社会学研究 2 1 

SOC5107 理論社会学研究 2 1 SOC5121 環境社会学研究 2 1 

SOC5108 現代社会論研究 2 1 SOC5122 社会学方法論研究 2 1 

SOC5109 専門文献研究 2 1 SOC5123 社会学特殊研究（各テーマ） 2 1 

          （実習科目）     

        SOC5124 社会調査実習 4 1 

         

社会学専攻 博士課程前期課程 課題研究コース     

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

  （演習・研究指導科目）       （応用科目）     

SOC5201 演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SOC5210 家族社会学研究 2 1 

SOC5202 演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SOC5211 都市社会学研究 2 1 

SOC5203 プロジェクト演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SOC5212 教育社会学研究 2 1 

SOC5204 プロジェクト演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SOC5213 社会病理学研究 2 1 

SOC5205 合同演習Ⅰａ 1 1 SOC5214 社会福祉学研究 2 1 

SOC5206 合同演習Ⅰｂ 1 1 SOC5215 差別論研究 2 1 

SOC6201 合同演習Ⅱａ 1 2 SOC5216 文化社会学研究 2 1 

SOC6202 合同演習Ⅱｂ 1 2 SOC5217 文化人類学研究 2 1 

SOC6203 課題研究Ａ（各テーマ） 2 2 SOC5218 社会調査論研究 2 1 

SOC6204 課題研究Ｂ（各テーマ） 2 2 SOC5219 地域福祉論研究 2 1 

  （基幹科目）     SOC5220 国際社会学研究 2 1 

SOC5207 理論社会学研究 2 1 SOC5221 環境社会学研究 2 1 

SOC5208 現代社会論研究 2 1 SOC5222 社会学方法論研究 2 1 

SOC5209 専門文献研究 2 1 SOC5223 社会学特殊研究（各テーマ） 2 1 

          （実習科目）     

        SOC5224 社会調査実習 4 1 

  
       

社会学専攻 博士課程後期課程       

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

SOC7001 論文指導Ⅰ（各研究テーマ） 4 1 SOC7002 社会学総合研究Ａ 1 1 

SOC8001 論文指導Ⅱ（各研究テーマ） 4 2 SOC7003 社会学総合研究Ｂ 1 1 

SOC9001 論文指導Ⅲ（各研究テーマ） 4 3     
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社会システムデザイン専攻 博士課程前期課程      

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

  （演習・研究指導科目）       （応用科目）     

SSD5001 演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SSD5010 社会システム論研究 2 1 

SSD5002 演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SSD5011 経営管理論研究 2 1 

SSD5003 プロジェクト演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 SSD5012 情報管理論研究 2 1 

SSD5004 プロジェクト演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 SSD5013 社会経済システム論研究 2 1 

SSD6001 合同演習Ａ 2 2 SSD5014 人的資源論研究 2 1 

SSD6002 合同演習Ｂ 2 2 SSD5015 経済政策論研究 2 1 

SSD6003 論文指導Ａ（各研究テーマ） 2 2 SSD5016 公共システム論研究 2 1 

SSD6004 論文指導Ｂ（各研究テーマ） 2 2 SSD5017 科学技術社会論研究 2 1 

  （基幹科目）     SSD5018 人的資源管理論研究 2 1 

SSD5005 社会システム特論 2 1 SSD5019 地域再生論研究 2 1 

SSD5006 経済システム特論 2 1 SSD5020 計量社会学研究 2 1 

SSD5007 科学・技術システム特論 2 1 SSD5021 社会技術論研究 2 1 

SSD5008 経営・情報システム特論 2 1 SSD5022 社会ネットワーク論研究 2 1 

SSD5009 専門文献研究 2 1 SSD5023 人間開発論研究 2 1 
    SSD5024 企業システム論研究 2 1 
    SSD5025 グローバル文化論研究 2 1 
     （実習科目）     
    SSD5026 社会システムデザイン実習Ａ 2 1 
    SSD5027 社会システムデザイン実習Ｂ 2 1 

  
       

社会システムデザイン専攻 博士課程後期課程      

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 

    
    

SSD7001 論文指導Ⅰ（各研究テーマ） 4 1     
SSD8001 論文指導Ⅱ（各研究テーマ） 4 2     
SSD9001 論文指導Ⅲ（各研究テーマ） 4 3     

     
メディア専攻 博士課程前期課程     

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

  （演習・研究指導科目）       （応用科目）     

MJC5001 演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 MJC5010 メディア史研究 2 1 

MJC5002 演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 MJC5011 マス・コミュニケーション理論研究 2 1 

MJC5003 プロジェクト演習Ａ（各研究テーマ） 2 1 MJC5012 国際ジャーナリズム研究 2 1 

MJC5004 プロジェクト演習Ｂ（各研究テーマ） 2 1 MJC5013 放送メディア研究 2 1 

MJC5005 合同演習Ⅰａ 1 1 MJC5014 情報メディア研究 2 1 

MJC5006 合同演習Ⅰｂ 1 1 MJC5015 情報メディア法研究 2 1 

MJC6001 合同演習Ⅱａ 1 2 MJC5016 メディア産業研究 2 1 

MJC6002 合同演習Ⅱｂ 1 2 MJC5017 広告研究 2 1 

MJC6003 論文指導Ａ（各研究テーマ） 2 2 MJC5018 スポーツ・メディア研究 2 1 

MJC6004 論文指導Ｂ（各研究テーマ） 2 2 MJC5019 音楽・メディア研究 2 1 

  （基幹科目）     MJC5020 メディア表象研究 2 1 

MJC5007 メディア基礎研究 2 1 MJC5021 ジェンダー・メディア研究 2 1 

MJC5008 メディア研究法 2 1 MJC5022 インターネット・コミュニケーション研究 2 1 

MJC5009 専門文献研究 2 1 MJC5023 ジャーナリズム研究 2 1 

    MJC5024 メディア文化研究 2 1 

    MJC5025 メディア技術研究 2 1 

    MJC5026 メディア特殊研究（各テーマ） 2 1 

      （実習科目）     

    MJC5027 メディア調査実習Ａ 2 1 

    MJC5028 メディア調査実習Ｂ 2 1 

    MJC5029 ジャーナリズム実習Ａ 2 1 
    MJC5030 ジャーナリズム実習Ｂ 2 1 
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メディア専攻 博士課程後期課程     

科目番号 授業科目 単位 
配当 

年次 
科目番号 授業科目 単位 

配当 

年次 

MJC7001 論文指導Ⅰ（各研究テーマ） 4 1 MJC8002 メディア総合研究Ⅱａ 1 2 

MJC8001 論文指導Ⅱ（各研究テーマ） 4 2 MJC8003 メディア総合研究Ⅱｂ 1 2 

MJC9001 論文指導Ⅲ（各研究テーマ） 4 3 MJC9002 メディア総合研究Ⅲａ 1 3 

MJC7002 メディア総合研究Ⅰａ 1 1 MJC9003 メディア総合研究Ⅲｂ 1 3 

MJC7003 メディア総合研究Ⅰｂ 1 1 
    

 
 

［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、専攻を示すアルファベット３桁と配当年次を示す１桁、連番の数字３桁で構成されて

います。 

例） 

S O C ５ ０ ０ １ 

専攻 配当年次コード 連番 

 

専攻  SOC ：社会学 

    SSD ：社会システムデザイン 

    MJC ：メディア 

 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 
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Ⅳ 博士課程前期課程における研究指導について   
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員による 2 年

間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

ガイダンス及び研究計画の提出 

研究科教員によるガイダンスを受け、指導教員・副指導教員と今後の研究

計画について個別相談を行ったうえで、研究科長に対して、「1年次研究計

画」を提出する。 

また、指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テー

マに沿った授業科目を指導教員らの助言を受けて決定し、履修する。 

5～6 月 

研究計画発表 

各自の研究テーマについて報告し、指導教員・副指導教員らの助言と指導

を受ける。 

11～12 月 

中間報告 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教員・副

指導教員らの助言と指導を受ける。 

2 年次 

4 月 

前年度研究成果報告及び研究計画の提出 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員・副指

導教員と今後の研究計画に関して個別相談を行ったうえで、研究科長に対

して「前年度研究成果報告及び2年次研究計画」を提出する。 

6～7 月 

中間報告 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教員・副

指導教員らの助言と指導を受ける。 

 

10 月 

 

修士論文計画書の提出 

修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出する。 

1 月 修士論文の提出 

 

2 月 

 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験の実施。

その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位の授与 
 

 

Ⅴ 修士論文または特定の課題についての研究成果審査体制・方法、審査基準及び修士の学位申請に関する手続きについて   

 

1 修士の学位 

博士課程前期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研究の成果の

審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の学位が授与されます。 
 

2 修士論文または特定の課題についての研究成果審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査は、研究科委員会の定める審査

委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文または特定の課題についての研究成果に関連ある研究領域
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の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情があ

る場合には副査を 1 名とすることがあります。 
 
(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文または特定の課題についての研究成果の

提出者の研究成果を確認する目的をもって、審査委員が修士論文または特定の課題に

ついての研究成果を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭によりま

すが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験は、当該修士論

文または特定の課題についての研究成果の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験の結果は、研究

科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文または特定の課題についての研究成果の審査基準 

(1) 修士論文審査基準 

学位論文（修士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

ア 研究テーマが明確であり、社会的意義が意識されているか 

イ テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

ウ 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切か 

エ 先行研究や関連した研究を十分に調査し、考察されているか 

オ 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点が加えられて

いるか 
 
(2) 特定の課題についての研究成果（社会学専攻）審査基準 

特別課題研究を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

ア 特定課題が明確であり、問題関心が認められるか 

イ 課題に基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

ウ 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切か 

エ 先行研究や関連した研究を十分に調査し、考察されているか 

オ 課題の分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点が加えられているか 
 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 

修士論文の提出に際しては、指導教員とよく相談のうえ手続きを行ってください。 
 

5 スケジュール 

 
提出期日・日程 

3 月期学位授与 9 月期学位授与 

論文計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

日程の詳細については、インフォメーションシステム等でお知らせします。 
 

6 修士論文または特定の課題についての研究成果の提出要件 

修士論文または特定の課題についての研究成果は、博士課程前期課程に1年以上在学し、修

了所要単位のうち20単位以上を修得した後、論文計画書を提出していなければ、提出すること

ができません。 

計 画 書 
提  出 

論文の提出 
最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

口頭試問 
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7 修士論文計画書または特定の課題についての研究成果計画書の提出 

(1) 一度提出した論文計画の変更は認めません｡ただし、論文提出以前においては、指導教

員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出すれば変更することができます。 

(2) 計画書を提出したにもかかわらず修士論文または特定の課題についての研究成果を提

出しない場合は、事前に教務センターにて手続きを行ってください。 

 

8 修士論文または特定の課題についての研究成果の提出要領 

提出期の計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・アンケート」

に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 

 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出

されている提出要領を確認してください。 

(2) 枚数制限 【修士論文】 枚数制限はなし 

【論文要旨】 1,000 字から 2,000 字程度 

(3) 用紙規格 

ア 自筆で横書きの場合はＡ４判 400 字詰原稿用紙（市販のもの） 

イ ワープロ等を使用して横書きの場合はＡ４判の用紙(感熱紙は不可)  

（注）ワープロ等の書式設定は次のとおりとする。 

 

【横書き】 (A4 判) ３５字×３０行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

 

(4）装丁要領 

ア 市販のフラットファイルを用いて装丁すること｡ 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・学籍番号・氏名を

日本語で記入すること｡ 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表紙を作成すること｡

ただし、論題については論文計画書で届け出たもの（外国文でも可）を正確に記

入すること｡ 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること｡ 

 

  

  論 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

 

 

                内表紙  

                の様式  

 

     

○ 論題 

 

    研究科・専攻 

   

○ 学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

             内 

 ○       表 

       紙 

 

  

 ○ 

 

論 

文 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 
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(5）注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（装丁要領ア・イ）

に準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込む

こと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

 

Ⅵ 博士課程後期課程における研究指導について   
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員による 3 年

間にわたる指導を受けます。 

研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

ガイダンス及び研究計画の提出 

研究科教員によるガイダンスを受け、指導教員・副指導教員と今後の研

究計画について個別相談を行ったうえで、研究科長に対して、「1年次研

究計画」を提出する。 

また、指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テ

ーマに沿った授業科目を指導教員らの助言を受けて決定し、履修する。 

5～6 月 
研究計画発表 

各自の研究テーマについて報告し、指導教員・副指導教員らの助言と指

導を受ける。 

11～12 月 
中間報告 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教員・

副指導教員らの助言と指導を受ける。 

2 年次 

4 月 

前年度研究成果報告及び研究計画の提出 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員・

副指導教員と今後の研究計画に関して個別相談を行ったうえで、研究科

長に対して「前年度研究成果報告及び2年次研究計画」を提出する。 

6～7 月 
中間報告 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教員・

副指導教員らの助言と指導を受ける。 

3 年次 

4 月 

(9 月) 

前年度研究成果報告及び研究計画の提出 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員・

副指導教員と今後の研究計画に関して個別相談を行ったうえで、研究科

長に対して「前年度研究成果報告3年次研究計画」を提出する。 

5～6 月 
中間報告 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教員・

副指導教員らの助言と指導を受ける。 

8 月 
博士論文計画書・研究業績書の提出 

博士論文の題目を決定し、「博士論文計画書」等の書類一式を研究科長

に提出する。 
11 月 ｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

12 月中旬

～1 月末 
最終試験(口頭試問)の実施 

2 月 その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位の授与 
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Ⅶ 博士論文審査体制・方法、審査基準及び博士の学位申請に関する手続きについて   

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたのち、

博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、博士の学位が

授与されます。 

 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を

2 名以上とします。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

学位論文（博士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、社会的意義が認められるか 

(2) テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切かつ厳密か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、的確に考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点があるか 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 

     博士論文の提出に際しては、事前に論文の提出時期等を指導教員とよく相談のうえ、手

続きを行ってください。なお、「博士論文計画書」、「学位申請書」等の手続き書類について

は、教務センター教務事務グループにて配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

計画書 
提 出 

論文 
提出 

審査 
最終 
試験 

合格 
学位論文の 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 
授与 

 

口頭試問 

 

 

（学位授与後１年以内） 
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5 スケジュール 

学位（博士）授与までの手続き ９月期授与 ３月期授与 

「博士論文計画書・研究業績書」の提出 ※ 1 月末まで 8 月末まで 

学位申請書・学位論文（博士論文）等の書類一式の提出 4 月末 11 月末 

最終試験（口頭試問） 5 月中旬～6 月末 12 月中旬～1 月末 

学位記授与式 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 

※「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論文を提

出することはできません。 

 

6 博士論文提出要件 

博士の学位論文は、博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得または修得見込の者が、

あらかじめ論文計画について承認を得、かつ、以下のいずれかの要件を満たしていなければ

提出することができません。 

① 研究書（単著）が 1 冊以上あること 

② 学術雑誌に掲載された業績（査読あり）が２本以上あること 

③ 学術雑誌に掲載された業績（査読あり）が１本あり、かつ、社会学研究科委員会が

研究成果として認める業績（査読なし）が３本以上あること 

④ 社会学研究科委員会が研究成果として認める業績（査読なし）が５本以上あること 

 

7 博士論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネットの利用（関西大学学術リポジトリ）により公表しなければなりません。 

  ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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専門社会調査士について 
 

社会学研究科社会学専攻では、2005年度から一般社団法人社会調査協会の認定を受け、「専門社

会調査士」の資格が取得可能となっています。 

この資格の取得要件は、以下の４点です。 

１）社会調査士資格を有すること。 

２）社会調査協会が定める標準カリキュラムＨ～Ｊに対応した科目の単位を修得すること。 

３）社会調査を用いた研究論文（修士論文を含む）を執筆すること（研究論文の範囲は社会調

査協会 Web サイトを参照）。 

４）修士課程を修了すること。 

ただし、１）については、社会調査士資格を有していない場合、社会調査士標準カリキュラム

Ａ～Ｆ（ただしＥとＦは選択制）を大学院開講科目（標準カリキュラムＨ～Ｊに対応した科目）

と並行履修することで、社会調査士と専門社会調査士の資格を同時取得することが可能です。ま

た、２）については標準カリキュラムＨ～Ｊに対応する本専攻設置の授業科目「社会調査実習」

（135 分×30 週分）の単位修得が必要となります。 

 

社会調査協会標準カリキュラム 本研究科対応科目 

Ｈ．調査企画・設計に関する演習（実習）科目（90分×15週） 社会学専攻 

「社会調査実習」 

（135 分×30 週） 

Ｉ．多変量解析に関する演習（実習）科目（90分×15週） 

Ｊ．質的調査法に関する演習（実習）科目（90分×15週） 

 

資格取得希望者は、入学後のできるだけ早い時期に指導教授または社会調査実習準備室（第３

学舎２階B201(A)）を通じて、本研究科社会調査士連絡責任者（社会学専攻教員 間淵領吾）まで

ご連絡ください。 

なお、「専門社会調査士」資格に関しては、入学後に配付される資料「専門社会調査士について」

を熟読するとともに、一般社団法人社会調査協会のWebサイト（https://jasr.or.jp/）をご参照

ください。 
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総合情報学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

総合情報学研究科では、所定の期間在学し、所定の単位を修め、次の知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を身に付け、学位論文の審査に合格した者に対して修士の学位を授

与します。 

１（知識・技能） 

研究者もしくは高度な専門知識を有する職業人「情報スペシャリスト」として活動するために

必要とされる高度な知識・技能を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

「情報スペシャリスト」に求められる広い視野に立った情報に関する理論を身に付け、各専攻

分野に必要とされる調査能力、分析能力、及び情報技術を駆使する技能を備え、高度な「考動力」

を発揮して、社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

強い研究意欲を有し、自らの学びに責任を持ち、「情報スペシャリスト」として社会の諸領域に

おける課題の発見・解決に向けて、主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

総合情報学研究科では、研究指導担当教員のもとで研究を深く追求するとともに、複数教員の指導

により広い見識を培う体制を整え、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等

の能力及び主体的な態度を修得できるように、次の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 社会情報学専攻と知識情報学専攻の専門性と共通性を考慮して、講義、演習等が体系的に編

成され、高度な知識・技能を効率的に修得させることを目指す。 

(2) 研究指導担当教員のもとで専門分野の研究を深く追求し、「課題研究科目」を通して複数教員

の指導を受けることにより広い見識を培うことを目指す。 

(3) 各課題研究（プロジェクト）では、研究指導担当教員のもとで国際化を念頭においた研究が

遂行され、情報化の進展に伴って重要性を増すような社会的な課題や先端技術の課題などを取

り上げる。 

(4) 各課題研究（プロジェクト）では、課題研究科目の内容を研究の発展や社会的変化に対応し

て、常に評価し、見直す。 

２ 教育評価 

(1) 学生が指導教員のもとで高度で専門的な研究を推進し、その研究成果をまとめた論文が、学

位論文に値する完成度と到達度を有しているかを審査する。 

(2) 修士の学位授与にあたっては、口頭試問または公聴会を通じて複数の研究者からの批評を受

けることにより、公開性と透明性を確保する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

総合情報学研究科では、研究者養成ならびに高度な専門知識を有する職業人「情報スペシャリスト」

の養成を目的とし、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることのでき

る者として、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた入

学者を広く受け入れます。 
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１ 学士課程またはそれに準ずる課程で専攻した専門分野を中心に専門的な知識・技能を修得して

いる。 

２ 豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究者及び「情報スペシャリスト」への強い意欲を持っ

ている。 

３ 本学の学是である「学の実化（学理と実際との調和）」に基づいた情報学の理論及び応用の研究

の実現を目指し、その成果をもって情報社会の進展に貢献できる力を有している。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

総合情報学研究科では、所定の期間在学し、所定の単位を修め、次の知識・技能、資質・能力及び

態度を身に付け、学位論文の審査に合格した者に対して博士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

独創性のある研究を推進する「情報パイオニア」として活動するために必要とされる卓越した

知識・技能を修得し、文系・理系の枠組みにとらわれず、先駆的な研究成果を創出することがで

きる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

自立した研究者や高度専門家にふさわしい専門性を備え、各分野において独創的かつ有用性の

ある成果を創出し、レフェリー付の学術論文等で高く評価されうる能力を有する。 

３（主体的な態度） 

学術的価値の高い研究を推進する意欲を有し、「情報パイオニア」としての能力を発揮し、当該

研究分野において新たな価値を創出することができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

総合情報学研究科では、研究指導担当教員のもとで研究を深く追求するとともに、複数教員の指導

により広い見識を培う体制を整え、学位授与の方針に掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を修得

できるように、次の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 総合情報学専攻の専門性を考慮して、卓越した知識・技能を効率的に修得させることを目指す。 

(2) 研究指導担当教員のもとで専門分野に関する研究を深く追求し、「研究領域」を通して複数教

員の指導を受けることにより広い見識を培うことを目指す。 

(3) 各研究領域では、研究指導担当教員のもとで独創性のある研究が遂行され、情報化の進展に

伴って本質的な社会的課題や深遠な先端技術の課題などを取り上げる。 

２ 教育評価 

(1) 学生が指導教員のもとで高度で専門的な研究を推進し、その研究成果をまとめた論文が、学

位論文に値する完成度と到達度を有しているかを審査する。 

(2) 博士の学位授与にあたっては、口頭試問及び公聴会を通じて複数の研究者からの批評を受け

ることにより、公開性と透明性を確保する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

総合情報学研究科では、急激に発展拡大しつつある情報分野において独創性のある研究に挑戦する

人材「情報パイオニア」の養成を目的とし、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく

教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を備えた入学者を

広く受け入れます。 

１ 学士課程及び博士前期課程またはそれに準ずる課程で専攻した専門分野を中心に専門的で高度

な知識・技能を修得している。 

２ 豊かな学識のもと、独創性のある研究に挑戦する研究者への強い意欲を持っている。 

３ 文系や理系という枠組みにとらわれることなく、両分野にまたがる新しい領域を切り拓き、先

駆的な研究成果を創生させる研究者としての潜在能力を有している。 
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Ⅱ 教育課程について   

 

1 研究科の構成 

総合情報学研究科には、次の課程があります。 

(1) 社会情報学専攻 博士課程前期課程 

(2) 知識情報学専攻 博士課程前期課程 

(3) 総合情報学専攻 博士課程後期課程 

 

2 授業科目の構成 

(1) 社会情報学専攻 博士課程前期課程、知識情報学専攻 博士課程前期課程 

博士課程前期課程で履修・修得できる授業科目は、課題研究科目、論文指導、専門領域科目、

共通科目に大別されます。 

類別 履修方法 

課題研究分野 入学試験で志望した課題研究科目を必ず修得しなければなりません。 

論文指導 課題研究科目の指導教員による論文指導を必ず修得しなければなりません。 

専門領域科目 
社会情報学専攻及び知識情報学専攻それぞれの専門領域に関する選択科目で
す。 

共通科目 社会情報学専攻及び知識情報学専攻共通の選択科目です。 

 

ア 課題研究分野・課題研究科目 

各専攻にはそれぞれ4つの課題研究分野があり、それらのもとに各課題研究科目があります。 

（ア）社会情報学専攻 

①教育における情報メディア利用 
・情報通信技術（ＩＣＴ）と新しい教育   

②情報社会とメディア 
・情報メディアの変容とコミュニケーション 
・情報行動に関する心理学的モデルの構築 

③産業情報システム 
・価値創出と協創ネットワークの形成 
・デジタル社会における価値創造 

④公共領域における情報 
・公共領域におけるデータベース 

（イ）知識情報学専攻 

①ヒューマンコンピューティング 
・人間共生社会におけるインタラクションの学際的分析と構築 
・インタラクションデザインの理論と実践 
・デジタルメディア技術とアートによる情報表現 

②インテリジェントコンピューティング 
・インテリジェントコンピューティングの応用 
・スマートシステムデザインの数理と応用 
・社会を変えるモバイルロボティクス 

③コンピューティングアルゴリズム 
・意思決定支援のためのコンピューティング技法 

④分散コンピューティング 
・通信ネットワーク技術の多元的な研究展開 

 

(2) 総合情報学専攻 博士課程後期課程 

博士課程後期課程で履修・修得できる授業科目は、講義と演習があります。 

ア 研究領域 

博士課程後期課程には次の5つの研究領域があります。 
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（ア）総合情報学専攻 

①高度情報システム 

②応用ソフトコンピューティング 

③認知情報処理 

④意思決定システム 

⑤マルチモーダルコミュニケーション 

 

なお、各授業科目の詳細は、後掲の授業科目一覧表のとおりです。 

 

3 修了所要単位 

(1) 社会情報学専攻 博士課程前期課程、知識情報学専攻 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、30単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び最終試験に合格した者には、修士（情報学）

の学位が与えられます。 

 

【修了所要単位30単位の内訳】 

専攻名 類別 最低修得単位数 

社会情報学専攻 
知識情報学専攻 

課題研究分野（各課題研究科目） 8単位  

合計 
30単位以上 

論文指導 2単位 

専門領域科目 合計 
20単位以上 共通科目 

※大学院共通科目（本研究科が開講している共通科目を除く）の履修については、総合情報学

部オフィスにて確認してください。 

 

(2) 総合情報学専攻 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、12単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士（情報学）

の学位が与えられます。 

 

【修了所要単位12単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

総合情報学専攻 
指導教員の担当する演習1・演習2 8単位 合計 

12単位以上 上記以外の講義または演習 4単位以上 

 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項   

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を得たうえで、大学院要

覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に履修登録をしてください。 

 

(2) 履修確認 

履修登録後、所定の期間に履修確認をしてください（詳細はインフォメーションシステムで

お知らせします）。 
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(3) 履修制限単位（博士課程前期課程） 

1学年度に履修できるのは28単位までです。なお、課題研究科目8単位は、1年次の履修単位に

は含みません。ただし、秋学期入学生の入学初年度及び所定の修了所要単位を修得することと

なる春学期については14単位までとします。また、3年コースを選択した者の履修制限単位は、

1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位までです。なお、3年コースを選択した者の課題研究

科目8単位及び論文指導2単位は1～2年次の履修単位には含みません。 
 

(4) 配当年次 

ア 博士課程前期課程 

課題研究科目は1～2年次配当、論文指導は2年次配当とします。ただし、3年コースを選択

した者の場合、課題研究科目を1～3年次に、論文指導を3年次に履修します。 
 

イ 博士課程後期課程 

演習1は1年次配当、演習2は2年次配当、演習3は3年次配当とします。 
 

(5) 先修条件（博士課程後期課程） 

演習1を修得していなければ、演習2は履修できません。また、演習2を修得していなければ演

習3は履修できません。 
 

(6) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研

究上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部または他大学院の科目を追加

科目として履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(7)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 
 

(7) 追加科目の充当 

博士課程前期課程において、上記追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承

認を得たうえで、4単位まで修了所要単位に充当することができます。この場合は、履修制限単

位数に含みます。 
 

(8) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場合、

③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めます。履

修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、①及び

②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、3年コース

の場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。③の学部科目の履修は、(6)の追加科

目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により履修できない場合があります。 
 

(9) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 

 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確

認し研究計画を立てた上で履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関する手

続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審査基

準について」を参照してください。 
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3 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む）については、10単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生として学

修した科目も、上記10単位のうち6単位を限度に単位認定することがあります。詳細は、入学時に

お知らせします。 

 

 

Ⅳ その他   

 

1 コース変更について（博士課程前期課程） 

3年コースを選択した者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である16単位を修得し

た場合は、願い出により、2年目に修士論文の研究指導科目である論文指導を履修して2年

間で修了することも可能とします。この場合、2年次の履修制限単位は28単位とします。コ

ース変更の希望届の受付は、12月～1月中旬に、秋学期入学生は6月に行います。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 

※ 途中変更した場合の学費について 

在学期間を途中で変更する場合は、2年次に、3年次に納入する授業料を合わせて納入す

ることが必要です。 
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2024年度 総合情報学研究科 授業科目一覧表 
社会情報学専攻 

類別 科目番号 授業科目 
配当 

単位 
履修上 

年次 の区分 

課題研究分野 

INF5001 教育における情報メディア利用（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5002 情報社会とメディア（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5003 産業情報システム（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5004 公共領域における情報（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

論文指導 INF6001 論文指導 2 2 必修 

専門領域科目 

INF5005 マルチメディア教育論 1 2 選択 

INF5006 多文化共生とコミュニケーション 1 2 選択 

INF5007 フィールドリサーチ方法論 1 2 選択 

INF5008 メディア文化論 1 2 選択 

INF5009 社会階層論 1 2 選択 

INF5010 社会心理学特論 1 2 選択 

INF5011 社会的影響論 1 2 選択 

INF5012 社会的アイデンティティー論 1 2 選択 

INF5013 経営情報論 1 2 選択 

INF5014 国際経営戦略論 1 2 選択 

INF5015 組織情報管理論 1 2 選択 

INF5016 マーケティング論 1 2 選択 

INF5017 消費者意思決定論 1 2 選択 

INF5018 企業会計論 1 2 選択 

INF5019 社会科学における因果推論 1 2 選択 

INF5020 金融論 1 2 選択 

INF5021 環境経済学 1 2 選択 

INF5022 経済学と個人の選好 1 2 選択 

INF5023 知的財産法特論 1 2 選択 

INF5024 情報法 1 2 選択 

INF5025 組織調査研究法 1 2 選択 

INF5026 質的研究(エスノグラフィー) 1 2 選択 

共通科目 

INF5027 現代哲学 1 2 選択 

INF5028 認知科学特論 1 2 選択 

INF5029 情報メディア論 1 2 選択 

INF5030 デジタルアーカイブ構築論 1 2 選択 

INF5031 芸術メディア論 1 2 選択 

INF5032 企業評価論 1 2 選択 

INF5033 政治データベース論 1 2 選択 

INF5034 行政データ分析 1 2 選択 

INF5035 ゲーム理論 1 2 選択 

INF5036 リモートセンシング 1 2 選択 

INF5037 ユーザ中心デザイン 1 2 選択 

INF5038 ネットワークコンピューティング 1 2 選択 

INF5039 モバイルコンピューティング 1 2 選択 

INF5040 実践ＩＴベンチャー論 1 2 選択 

INF5041 実践ＩＴ企業論 1 2 選択 

INF5042 協調的交渉論 1 2 選択 

INF5043 ＩＣＴ ｆｏｒ Ｌｅａｒｎｉｎｇ 1 2 選択 

INF5044 特別講義（社会空間情報科学） 1 2 選択 

INF5045 アドバンストインターンシップ（各機関） 1 2 選択 
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知識情報学専攻 

類別 科目番号 授業科目 
配当 

単位 
履修上 

年次 の区分 

課題研究分野 

INF5501 ヒューマンコンピューティング（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5502 インテリジェントコンピューティング（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5503 コンピューティングアルゴリズム（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

INF5504 分散コンピューティング（各課題研究科目） 1～2 8 必修 

論文指導 INF6501 論文指導 2 2 必修 

専門領域科目 

INF5505 実世界インタラクション 1 2 選択 

INF5506 ヒューマンロボットインタラクション設計論 1 2 選択 

INF5507 ソフトコンピューティング 1 2 選択 

INF5508 認知発達ロボティクス 1 2 選択 

INF5509 ヒューマンインタフェース論 1 2 選択 

INF5510 視覚情報論 1 2 選択 

INF5511 聴覚情報論 1 2 選択 

INF5512 身体的コミュニケーション場のデザイン 1 2 選択 

INF5513 現象数理モデリング特論 1 2 選択 

INF5514 ヒューマンモデリング 1 2 選択 

INF5515 マルチメディアコンピューティング 1 2 選択 

INF5516 コンテンツ指向研究特論 1 2 選択 

INF5517 映像芸術とテクノロジー 1 2 選択 

INF5518 画像・視覚感性工学 1 2 選択 

INF5519 ＣＡＤ／ＧＩＳ論 1 2 選択 

INF5520 カオス理論 1 2 選択 

INF5521 データサイエンス 1 2 選択 

INF5522 ソフトウェアマネジメント 1 2 選択 

INF5523 偏微分方程式論 1 2 選択 

INF5524 音響生体工学 1 2 選択 

INF5525 平面代数曲線論 1 2 選択 

INF5526 現代暗号理論 1 2 選択 

INF5527 ハイパフォーマンス・ネットワーキング 1 2 選択 

共通科目 

INF5528 現代哲学 1 2 選択 

INF5529 認知科学特論 1 2 選択 

INF5530 情報メディア論 1 2 選択 

INF5531 デジタルアーカイブ構築論 1 2 選択 

INF5532 芸術メディア論 1 2 選択 

INF5533 企業評価論 1 2 選択 

INF5534 政治データベース論 1 2 選択 

INF5535 行政データ分析 1 2 選択 

INF5536 ゲーム理論 1 2 選択 

INF5537 リモートセンシング 1 2 選択 

INF5538 ユーザ中心デザイン 1 2 選択 

INF5539 ネットワークコンピューティング 1 2 選択 

INF5540 モバイルコンピューティング 1 2 選択 

INF5541 実践ＩＴベンチャー論 1 2 選択 

INF5542 実践ＩＴ企業論 1 2 選択 

INF5543 協調的交渉論 1 2 選択 

INF5544 ＩＣＴ ｆｏｒ Ｌｅａｒｎｉｎｇ 1 2 選択 

INF5545 特別講義（社会空間情報科学） 1 2 選択 

INF5546 アドバンストインターンシップ（各機関） 1 2 選択 
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総合情報学専攻 

研究領域 科目番号 授業科目 
配当 単

位 

履修上 

年次 の区分 

高
度
情
報
シ
ス
テ
ム 

INF7001 無線情報通信のためのマイクロ波デバイス特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7002 無線情報通信のためのマイクロ波デバイス特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7003 無線情報通信のためのマイクロ波デバイス特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8001 無線情報通信のためのマイクロ波デバイス特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9001 無線情報通信のためのマイクロ波デバイス特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7004 情報セキュリティ技術とその安全性評価特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7005 情報セキュリティ技術とその安全性評価特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7006 情報セキュリティ技術とその安全性評価特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8002 情報セキュリティ技術とその安全性評価特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9002 情報セキュリティ技術とその安全性評価特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7007 モバイル情報通信システム特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7008 モバイル情報通信システム特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7009 モバイル情報通信システム特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8003 モバイル情報通信システム特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9003 モバイル情報通信システム特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7010 高度情報ネットワーキング特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7011 高度情報ネットワーキング特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

応
用
ソ
フ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ 

INF7012 脳知能情報システム特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7013 脳知能情報システム特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7014 脳知能情報システム特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8004 脳知能情報システム特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9004 脳知能情報システム特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7015 ソフトコンピューティングの実践的応用特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7016 ソフトコンピューティングの実践的応用特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7017 ソフトコンピューティングの実践的応用特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8005 ソフトコンピューティングの実践的応用特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9005 ソフトコンピューティングの実践的応用特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7018 ソフトコンピューティングの視覚情報処理特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7019 ソフトコンピューティングの視覚情報処理特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7020 ソフトコンピューティングの視覚情報処理特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8006 ソフトコンピューティングの視覚情報処理特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9006 ソフトコンピューティングの視覚情報処理特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7021 ソフトコンピューティングのセンシング応用特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7022 ソフトコンピューティングのセンシング応用特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7023 ソフトコンピューティングのセンシング応用特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8007 ソフトコンピューティングのセンシング応用特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9007 ソフトコンピューティングのセンシング応用特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7024 ソフトコンピューティングの地球科学的応用特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7025 ソフトコンピューティングの地球科学的応用特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7026 ソフトコンピューティングの地球科学的応用特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8008 ソフトコンピューティングの地球科学的応用特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9008 ソフトコンピューティングの地球科学的応用特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7027 現象数理学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7028 現象数理学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7029 現象数理学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8009 現象数理学特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9009 現象数理学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7030 医学生物学情報解析特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7031 医学生物学情報解析特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 
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INF7032 医学生物学情報解析特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8010 医学生物学情報解析特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9010 医学生物学情報解析特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7033 信頼性・保全性数理特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7034 信頼性・保全性数理特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7035 非線形解析学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7036 非線形解析学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7037 知的システムデザイン特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7038 知的システムデザイン特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

認
知
情
報
処
理 

INF7039 ユーザ中心デザイン特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7040 ユーザ中心デザイン特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7041 ユーザ中心デザイン特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8011 ユーザ中心デザイン特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9011 ユーザ中心デザイン特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7042 視覚認知情報処理モデル特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7043 視覚認知情報処理モデル特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7044 視覚認知情報処理モデル特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8012 視覚認知情報処理モデル特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9012 視覚認知情報処理モデル特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7045 インタラクションデザイン特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7046 インタラクションデザイン特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7047 インタラクションデザイン特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8013 インタラクションデザイン特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9013 インタラクションデザイン特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7048 視覚資料論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7049 視覚資料論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7050 視覚資料論特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8014 視覚資料論特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9014 視覚資料論特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7051 人間情報科学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7052 人間情報科学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7053 人間情報科学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8015 人間情報科学特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9015 人間情報科学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7054 仮想コミュニケーションメディア科学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7055 仮想コミュニケーションメディア科学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7056 仮想コミュニケーションメディア科学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8016 仮想コミュニケーションメディア科学特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9016 仮想コミュニケーションメディア科学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7057 科学技術基礎論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7058 科学技術基礎論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7059 コンテンツ指向計算機科学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7060 コンテンツ指向計算機科学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

  

INF7061 代数幾何学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7062 代数幾何学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7063 代数幾何学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8017 代数幾何学特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9017 代数幾何学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7064 ナレッジマネジメント論特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7065 ナレッジマネジメント論特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 
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意
思
決
定
シ
ス
テ
ム 

意
思
決
定
支
援 

INF7066 ナレッジマネジメント論特殊研究 演習１ 1 4 選択 

INF8018 ナレッジマネジメント論特殊研究 演習２ 2 4 選択 

INF9018 ナレッジマネジメント論特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7067 経営情報論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7068 経営情報論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7069 調査方法論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7070 調査方法論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

社
会
意
思
決
定 

INF7071 国際経営戦略論特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7072 国際経営戦略論特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 

INF7073 国際経営戦略論特殊研究 演習１ 1 4 選択 

INF8019 国際経営戦略論特殊研究 演習２ 2 4 選択 

INF9019 国際経営戦略論特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7074 企業会計特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7075 企業会計特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 

INF7076 企業会計特殊研究 演習１ 1 4 選択 

INF8020 企業会計特殊研究 演習２ 2 4 選択 

INF9020 企業会計特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7077 金融政策特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7078 金融政策特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 

INF7079 金融政策特殊研究 演習１ 1 4 選択 

INF8021 金融政策特殊研究 演習２ 2 4 選択 

INF9021 金融政策特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7080 環境経済学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7081 環境経済学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7082 政治過程論特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7083 政治過程論特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 

INF7084 政治過程論特殊研究 演習１ 1 4 選択 

INF8022 政治過程論特殊研究 演習２ 2 4 選択 

INF9022 政治過程論特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7085 知的財産法特殊研究 講義Ａ 1 2 必修 

INF7086 知的財産法特殊研究 講義Ｂ 1 2 必修 

INF7087 知的財産法特殊研究 講義１ 1 4 選択 

INF8023 知的財産法特殊研究 講義２ 2 4 必修 

INF9023 知的財産法特殊研究 講義３ 3 4 必修 

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

学
習
環
境
デ
ザ
イ
ン 

INF7088 メディアミックスによる教育方法特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7089 メディアミックスによる教育方法特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7090 メディアミックスによる教育方法特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8024 メディアミックスによる教育方法特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9024 メディアミックスによる教育方法特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7091 情報教育実践論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7092 情報教育実践論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7093 情報教育実践論特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8025 情報教育実践論特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9025 情報教育実践論特殊研究 演習３ 3 4 選択 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

環
境
学 

INF7094 インターネット心理学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7095 インターネット心理学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7096 インターネット心理学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8026 インターネット心理学特殊研究 演習２ 2 4 必修 

INF9026 インターネット心理学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7097 文化社会学特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7098 文化社会学特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

INF7099 文化社会学特殊研究 演習１ 1 4 必修 

INF8027 文化社会学特殊研究 演習２ 2 4 必修 
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INF9027 文化社会学特殊研究 演習３ 3 4 選択 

INF7100 メディア・コミュニケーション論特殊研究 講義Ａ 1 2 選択 

INF7101 メディア・コミュニケーション論特殊研究 講義Ｂ 1 2 選択 

  INF7102 アドバンストインターンシップ（各機関） 1 2 選択 

 

［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、研究科を示すアルファベット３桁と配当年次を示す１桁、連番の数字３桁で構成

されています。 

例） 

 

 

 

 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 

I N F ５ ０ ０ １ 

研究科 配当年次ｺｰﾄﾞ 連番 

－154－



 

Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について 

 
1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員による 2 年間にわたる指導
を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。学生は、指導教員からの研究指導にしたが
って、年次ごとに「研究計画書」及び「研究成果報告書」を研究科長に提出します。ただし、
学位論文を提出した場合は、当該年度の「研究成果報告書」を提出する必要はありません。 

 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

（9 月） 

指導教員によるガイダンス及び個別相談の後、「研究計画書（1

年次）」を作成し、研究科長に提出する。 

併せて、各自の研究テーマに関連する授業科目について指導教員

の承認を得た上で履修する。 

1～2 月 

（8 月） 

個別の研究テーマについて指導教員に進捗状況を報告し、指導を

受ける。 

併せて、「研究成果報告書（1年次）」を作成し、研究科長に提出

する。 

2 年次 

4 月 

（9 月） 

1年次に引き続き、指導教員の指導の後、「研究計画書（2年次）」

を作成し、研究科長に提出する。 

併せて、指導教員が担当する「論文指導」を履修する。 

10 月 

（4 月） 

修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出

する。 

1 月 

（7 月） 
修士論文の提出（社会情報学専攻） 

2 月 

（7～9 月） 

修士論文の提出（知識情報学専攻） 
審査委員による最終試験を受験する。（社会情報学専攻・知識情

報学専攻） 
3 月 

（9 月） 
学位の授与 

※1 時期の（ ）は9月入学を示す。 

※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について 

 
1 修士の学位 

博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な
研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研
究の成果の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の学位
が授与されます（大学院学則第24条、第26条）。 

 
2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 
修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 
審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副

査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることがあ
ります。 

 

(2)  審査方法 
① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をもっ
て、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭によ
りますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 
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② 審査期間 
修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 
修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文審査基準 

学位論文（修士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 
(1) 研究テーマが明確であり、学術的意義が認められること。 
(2) 研究テーマに基づいて適切に問題が設定され、一貫した論理展開により妥当な結論が

導き出されていること。 
(3) 研究目的にふさわしい研究手法がとられ、資料やデータの利用と解釈が適切に行われ

ていること。 
(4) 先行研究や関連した研究が十分に調査され、的確に考察されていること。 
(5) 研究成果に独自の知見が認められること。 

 

4 学位授与までの流れ 

 

 

 

※ 社会情報学専攻では、最終試験を口頭試問として行います。 

※ 知識情報学専攻では、最終試験を公聴会として行います。 

 

5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 
修士論文または特定の課題についての研究の成果の提出については、指導教員とよく相談して

ください。 
 

(1) 社会情報学専攻 博士課程前期課程 

事項 
期  限（期 日） 

3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 
 

(2) 知識情報学専攻 博士課程前期課程 

事項 
期  限（期 日） 

3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 2 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬～下旬 7 月下旬～9 月上旬 

 

6 修士論文提出要件 

博士課程前期課程に1年以上在学し、所定の授業科目のうち16単位以上を修得した後、学位取得
計画を提出し、かつ、外国語の学力に関する認定に合格しなければ、修士論文を提出することは
できません。 
修士論文計画書を提出するには、在学3学期終了時点で、16単位以上を修得している必要があり

ます。 
 

7 外国語学力確認 

上記の外国語の学力に関する認定については、次のいずれかの要件を満たすことにより、これ
を行ったものとして免除します。 
（1）入学試験での受験外国語 
（2）指導教員による研究指導 

計 画 書 
提   出 

論文の提出 
最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

※ 
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8 修士論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守してください。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 修士論文計画書提出に際しては、指導教員の承認を得てください。 

(3) 既に提出した論文計画の変更は、認められません。ただし、論文提出以前においては、

指導教員の承認を得て変更届（総合情報学部オフィス備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、修士論文を提出しない場合は、必ず、事前に総合情報学部オフ

ィスにその旨を報告してください。 
 

9 修士論文・論文要旨の提出要領 

(1) 提出部数 

ア 論文（電子ファイル）1部 

(2) 論文の様式について 

ア 枚数制限  各課題研究科目の指導教員の指示による。 

イ 用紙規格   

(ア) 原則として、用紙サイズはA4、書式設定は40字×40行、左側に余白を25ｍｍ以上とる

こと。 

ウ 修士論文の構成について 

(ア) 論題・研究科・専攻・課題研究科目・学籍番号・氏名を記入した表紙を作成する。 

〔注〕論題は論文計画書で届け出たものを正確に記入すること。 

(イ) 表紙、論文要旨、目次、論文の順とする。 

〔注〕論文要旨の書式等については、指導教員の指示に従うこと。 
 

【装丁概略】 

（表紙の様式）             （修士論文の構成） 

       

      論 

     目 文 

    論 次  

    文   

   表 要   

   紙 旨   

       

       

       

エ 注意事項 

(ア) 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

(イ) 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

(ウ) ページ番号は目次に続く「論文」より付すこと。 

※  その他の書式等については、指導教員の指示に従うこと。 

(3) 論文（電子ファイル）の提出について 

ア 形式及びファイル名 

(ア) ファイル形式はPDFとし、添付資料や図表を含めて1つのファイルにまとめること 

（表紙、論文要旨、目次、論文の順）。 

(イ) ファイル名は「学籍番号(半角)_氏名(漢字等全角)_氏名(全角カナ).拡張子pdf(小文 

字)」とする。 

表記例：24M7×××_関大太郎_カンダイタロウ.pdf 

イ 注意事項 

(ア) PDFファイルに変換した際に、文字化け等が生じていないか論文内容を各自で確認する

こと。 

(イ) 論文をPDFファイルに変換できない場合や1つのファイルにまとめることができない場

合は提出期日前までに申し出ること。 

    論    題 

 総合情報学研究科 

○○情報学専攻 

 

課題研究科目 

   24M7*** 

      関大 太郎 
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(ウ) 論文をPDFファイルに変換できない事例 

ａ プリントアウトした写真等を貼付している場合。 

ｂ 「(2)-イ 用紙規格」よりも大きな図面やページがある場合。 

ｃ その他、PDFファイルに変換した際に文字化け等が生じ、正確に論文内容が表示され

ないと考えられる場合。 
 

10 修士論文概要 

修士論文概要集（CD-ROM 及び冊子）作成にあたり、論文の概要（PDF ファイル）を、修

士論文とは別に提出してください。様式等については、提出要領を参照してください。 

※修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムにてお知らせしますの

で、各自総合情報学部オフィスまで取りに来てください。 
 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について 

 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。学生は、指導教員からの研究指導にしたが

って、年次ごとに「研究計画書」及び「研究成果報告書」を研究科長に提出します。ただし、

学位論文を提出した場合は、当該年度の「研究成果報告書」を提出する必要はありません。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

（9 月） 

指導教員によるガイダンス及び個別相談の後、「研究計画書（1

年次）」を作成し、研究科長に提出する。 

併せて、指導教員が担当する「演習1」を履修するとともに、各

自の研究テーマに関連する授業科目について指導教員の承認を

得た上で履修する。 

1～2 月 

（8 月） 

個別の研究テーマについて指導教員に進捗状況を報告し、指導を

受ける。 

併せて、「研究成果報告書（1年次）」を作成し、研究科長に提出す

る。 

2 年次 

4 月 

（9 月） 

1年次に引き続き、指導教員の指導の後、「研究計画書（2年次）」

を作成し、研究科長に提出する。 

併せて、指導教員が担当する「演習2」を履修するとともに、各

自の研究テーマに関連する授業科目について指導教員の承認を

得た上で履修する。 

1～2 月 

（8 月） 

個別の研究テーマについて指導教員に進捗状況を報告し、指導を

受ける。 

併せて、「研究成果報告書（2年次）」を作成し、研究科長に提出す

る。 

3 年次 

4 月 

（9 月） 

2年次に引き続き、指導教員の指導の後、「研究計画書（3年次）」

を作成し、研究科長に提出する。 

8 月 

（2 月） 
｢博士論文計画書｣の提出 

12 月 

（6 月） 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

2 月 

（7～9 月） 
審査委員による最終試験を受験する。 

3 月 

（9 月） 
学位の授与 

※1  時期の（ ）は9月入学を示す。 

※2  3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 
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Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程後期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研

究指導を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者

とされ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員3名以上とし、主査を1名、副査を2 名以上

とします。審査委員には、当該研究科委員会以外の者を含めることがあります。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、審

査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により行い

ますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 

3 博士論文審査基準 

学位論文（博士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、学術的意義が認められること。 

(2) 研究テーマに基づいて適切に問題が設定され、一貫した論理展開により妥当な結論が

導き出されていること。 

(3) 研究目的にふさわしい研究手法がとられ、資料やデータの利用と解釈が適切に行われ

ていること。 

(4) 先行研究や関連した研究が十分に調査され、的確に考察されていること。 

(5) 研究成果に独創性が認められること。 

(6) 研究成果が学問の発展に寄与すると認められること。 
 

4 学位授与までの流れ 

 

 

5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

学位論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 

(1) 総合情報学専攻 博士課程後期課程 

事項 
期  限（期 日） 

3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 8 月末 1 月末 

論文の提出 12 月上旬 6 月上旬 

最終試験 1 月中旬～2 月中旬 7 月上旬～8 月上旬 

※「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博 

 士論文を提出することはできません。 

計画書 
提 出 

論文 
提出 

審査 
 最終 
 試験 

合格 
学位論文の 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 

授与 

 

※ 

 

１
年
以
内 

※ 最終試験を口頭試問及び公聴会として行います。 

電子ファイルの提出 

－159－



 

6 学位論文提出要件 

博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得または修得見込の者が、あらかじめ論文計画に

ついて承認を得、かつ、外国語の学力に関する認定に合格しなければ、博士論文を提出すること

はできません。 

なお、原則として次の要件を満たしていなければ論文計画を提出することはできません。

ただし、総合情報学研究科委員会が認めた場合はこの限りではない。 

（1）査読のある学術雑誌に掲載された論文が2点以上あること。 

（2）査読のある学術雑誌に掲載された論文のうち、論文計画提出者が第一著者である論文が1

点以上あること。 

（3）査読のある学術雑誌に掲載された論文のうち、2点以上が、博士論文と関連性があること。 

（4）査読のある学術雑誌に掲載された論文のうち、1点以上が、本研究科博士課程後期課程入学

後に投稿されたものであること。 

 

7 外国語学力確認 

上記の外国語の学力に関する認定については、次のいずれかの要件を満たすことにより、これ

を行ったものとして免除します。 

（1）入学試験での受験外国語 

（2）指導教員による研究指導 

 

8 学位論文の公表 

 (1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及

び論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

 (2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイ

ンターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 
 

（審査要旨の公表） 
第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも
に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 
（論文の公表） 
第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位
の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな
ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した
ときは、この限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究
科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す
ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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専門社会調査士について 

 

総合情報学研究科博士課程前期課程では、2013年度から一般社団法人社会調査協会の認定を受

け、「専門社会調査士」の資格取得ができるようになりました。 

この資格取得の要件は、１）社会調査士資格を有すること、２）標準カリキュラムＨ～Ｊに対

応した科目の単位を修得すること、３）社会調査結果を用いた研究論文（修士論文を含む）を執

筆すること（研究論文の範囲は社会調査協会 Web サイトを参照）、４）修士課程を修了することと

なっています。このうち１）については、社会調査士資格を有していない場合、社会調査士標準

カリキュラムＡ～Ｆ（ただしＥとＦは選択制）を並行履修することで社会調査士・専門社会調査

士の同時取得が可能です。また、２）についてはＨ～Ｊに対応する下記の本課程設置の授業科目

の履修・単位取得が必要になります。 

 

社会調査協会指定の標準カリキュラム 対応授業科目 

Ｈ．調査企画・設計に関する演習（実習）科目 「社会階層論」：90分×15週 

Ｉ．多変量解析に関する演習（実習）科目 
「社会科学における因果推論」 
：90分×15週 

Ｊ．質的調査法に関する演習（実習）科目 「フィールドリサーチ方法論」：90分×15週 

  詳細については、一般社団法人社会調査協会のWebサイト（https://jasr.or.jp/）をご参照

ください。 
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理工学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

理工学研究科の博士課程前期課程では、「システム理工学」「環境都市工学」「化学生命工学」の3専

攻の下に、「数学」「物理・応用物理学」「機械工学」「電気電子情報工学」「建築学」「都市システム工

学」「エネルギー環境・化学工学」「化学・物質工学」「生命・生物工学」の9分野をおいています。各

専攻では、それぞれのコンセプトである「しくみづくり」「まちづくり」「ものづくり」を背景に、先

端知識や新技術の背後にある現象の本質を理解できる能力、技術的課題に対してハード面だけではな

くソフト面からもアプローチできる能力、物質の機能を様々なシステムやデバイスの中で発揮させる

能力を涵養し、技術社会システムの先端的研究課題を理工学的に解明できる力を有し、国際的舞台で

次代の産業界をリードできる有能な人材の育成を目標とした教育を行っています。 

各分野での研究指導を受け、所定の教育課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を身につけた者に対して、「数学」と「物理・応用物理学」分野では

修士（理学）を、その他の分野では修士（工学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

研究者もしくは高度専門職業人として活動するために必要とされる、理工学各分野それぞれの

高度な知識と技能を修得した上で、自らの論理的思考・演繹力や価値の創造力をもって、それら

を総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

(1) グローバルな学術情報の収集に欠かせない英語能力を有し、国際的な視野に立って自ら考え、

発信することができる。 

(2) 周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりながら問題解決のための高度な「考動力」を発

揮して社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、問題発見力と解決力をもって、未解決の課題に主体的に取り組むこ

とができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

理工学研究科では、ディプロマポリシー（学位授与の方針）に掲げる知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義・演習科目では、研究科内共通科目、専攻内共通科目、各分野の定める専門科目を体系

的に組み合わせて、高度な知識・技能を効率的に修得させることを目指す。 

(2) 実習科目では、指導教員の下でゼミナールを開講すると共に、個別研究指導を行い、学生一

人ひとりが入念な指導を受け、高度な研究能力を獲得することができる体制を整える。 

(3) 海外を含む学外研究機関での研修を修了所要単位に含めることを可能とする派遣型実習教育

科目を配置し、グローバルで幅広い研究活動を奨励する。 

(4) 研究遂行に求められる倫理観や安全重視の思想を育む機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識･技能の修得に関しては､学期末や平常時に行われる試験・レポートに加えて、学位論文

又は特定課題についての研究の成果の審査を通じて把握する。 
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(2) 考察力・論理性、研究への取り組みにおける態度やプレゼンテーション能力は、ゼミナール

での発表や、学位論文または特定課題についての審査を通じて把握する。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、学会での発表状況などを含む学生調査の集計や研

究発表会での口頭試問により把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

理工学研究科では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることので

きる者として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力

及び主体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程で修得した理工学の基礎となる学力を基に、専攻した専門分野を中心とする専門的な

知識・技能を修得している。 

２ 学士課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミ

ュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

理工学研究科の博士課程後期課程では、総合理工学専攻の下に、「数学」「物理・応用物理学」「機械

工学」「電気電子情報工学」「建築学」「都市システム工学」「エネルギー環境・化学工学」「化学・物質

工学」「生命・生物工学」の9分野をおいています。各分野での研究指導や論文指導を受け、所定の教

育課程と研究業績を修めたうえで、次の知識・技能、資質・能力及び態度を身につけた者に対して、「数

学」と「物理・応用物理学」分野では博士（理学）を、その他の分野では博士（工学）の学位を授与し

ます。 

１ 研究者もしくは高度専門職業人として自立して活動するために必要とされる、理工学各分野の

卓越した知識と技能を修得した上で、自らの論理的思考・演繹力や価値の創造力をもって、それ

らを総合的に活用することができる。 

２ グローバルな情報収集と発信能力に欠かせない十分な英語向上能力と活用能力を有し、国際的

な視野に立って思考し、研究した成果を国内外に発信することができる。 

３ 周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、卓越した「考動力」と「指導力」を発揮し

て社会に貢献することができる。 

４ 自らの学びに責任を持ち、高い職業的倫理観のもと、優れた問題発見力と解決力をもって、未

解決の課題を自ら提起し、その解決に向けて取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

理工学研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を修得できるように、

以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 指導教員の指導の下、先端的な研究の遂行により、卓越した知識・技能を修得させることを

目指す。 

(2) 指導教員の下でゼミナールを開講することにより、各専門領域における最先端の知識と技術

を修得できるようにする。 

(3) 学術論文や学会発表など、研究成果の公表に関する指導を行う。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識･技能の修得に関しては､学位論文の審査や研究成果の内容とその公表状況により把握する。 

(2) 考察力・論理性、及び「考動力｣に集約される資質･能力の評価に関しては､発表した学術論文

や博士論文の内容、研究発表や論文公聴会を通じて行う。 
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(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、学会や学術論文の発表状況の調査や、口頭試問等

によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

理工学研究科では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることので

きる者として、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を備えた入学

者を広く受け入れます。 

１ 学士課程及び博士前期課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知識・技能を修得している。 

２ 学士課程及び博士前期課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、周囲

の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1 研究科の構成 

理工学研究科には、次の課程があります。 

(1) システム理工学専攻 博士課程前期課程 

数学分野、物理・応用物理学分野、機械工学分野、電気電子情報工学分野 

(2) 環境都市工学専攻 博士課程前期課程 

   建築学分野、都市システム工学分野、エネルギー環境・化学工学分野 

(3) 化学生命工学専攻 博士課程前期課程 

 化学・物質工学分野、生命・生物工学分野 

(4) 総合理工学専攻 博士課程後期課程 

数学分野、物理・応用物理学分野、機械工学分野、電気電子情報工学分野、 

建築学分野、都市システム工学分野、エネルギー環境・化学工学分野、 

化学・物質工学分野、生命・生物工学分野 

 

2 授業科目の構成 

理工学研究科で履修･修得できる授業科目は、次のとおり大別されます。 

なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 

課程 種別 概要 

前期課程 

Ａ群科目 研究科内共通科目 

Ｋ群科目 英語基準コース基本科目 

Ｂ群科目 専攻内共通科目 

Ｃ群科目 
各分野の定める専門科目（ゼミナールを含む） 
英語基準コース専門科目（ゼミナールを含む） 

後期課程 ― ゼミナール及び派遣型実習教育科目 

 

3 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者には、修士(理学)又は修士(工

学)の学位が与えられます。 

  【修了所要単位30単位の内訳】 

システム理工学専攻 

(ア) 数学分野においては、Ａ群、Ｂ群全体から2単位、Ｃ群22単位（指導教員の担当するゼ

ミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければならない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群４単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(イ) 物理・応用物理学分野においては、Ａ群2単位、Ｃ群12単位（指導教員の担当するゼミ

ナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければならない。

ただし、Ａ群の単位数は6単位を超えて、修了所要単位に算入することはできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群２単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(ウ) 機械工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群2単位、Ｃ群22単位（所属する研究領域のゼ

ミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければならない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群２単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース
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専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(エ) 電気電子情報工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群2単位、Ｃ群20単位（指導教員の担

当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければ

ならない。ただし、Ａ群及びＢ群の合計は6単位を超えて、修了所要単位に算入すること

はできない。また、Ｃ群の電気電子情報工学ＰＢＬ－Ａ、Ｂ、アドバンストインターンシ

ップⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び海外実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの合計は6単位を超えて、修了所要単位に算入す

ることはできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群２単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(オ) Ｂ群は所属の専攻から、Ｃ群は所属の分野から必要単位数を修得するものとする。 

 

環境都市工学専攻 

(ア) 建築学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群2単位、Ｃ群24単位（指導教員の担当するゼミ

ナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければならない。

ただし、建築設計インターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲの単位数は2単位を超えて、修了所要単位

に算入することはできない。また、アドバンストインターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び海外実

習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは修了所要単位に算入することはできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群４単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(イ) 都市システム工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群4単位、Ｃ群20単位(指導教員の担

当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければ

ならない。ただし、アドバンストインターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び海外実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの

単位数は4単位を超えて、修了所要単位に算入することはできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群２単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(ウ) エネルギー環境・化学工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群4単位、Ｃ群20単位（指導

教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得し

なければならない。また、アドバンストインターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び海外実習Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲの単位数は修了所要単位に算入することはできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群４単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(エ) Ｂ群は所属の専攻から、Ｃ群は所属の分野から必要単位数を修得するものとする。 

 

化学生命工学専攻 

(ア) 化学・物質工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群4単位、指導教員の担当するゼミナー

ルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含めて30単位以上を修得しなければならない。ただし、Ａ群

の単位数は4単位を超えて、Ｂ群の単位数は8単位を超えて、修了所要単位に算入すること

はできない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群４単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(イ) 生命・生物工学分野においては、Ａ群2単位、Ｂ群2単位、Ｃ群20単位（指導教員の担当
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するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計8単位を含む）を含めて30単位以上を修得しなければなら

ない。 

なお、英語基準コース履修者は、Ｋ群４単位、所属する分野のＣ群〔英語基準コース

専門科目〕12単位（指導教員の担当するゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ計８単位を含む）を

含めて30単位以上を修得しなければならない。 

(ウ) Ｂ群は所属の専攻から、Ｃ群は所属の分野から必要単位数を修得するものとする。 

 

(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、8単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(理学)又は博士

(工学)の学位が与えられます。 

      【修了所要単位8単位の内訳】 

        所属する研究領域のゼミナールⅤ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ計8単位を修得しなければならない。 

なお、英語基準コース履修者は、所属する分野の〔英語基準コース開講科目〕8単位（当該研

究領域のゼミナールⅤ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ）を修得しなければならない。 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得たう

えで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に履修登録をしてくだ

さい。 

なお、原則として履修登録締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。ただ

し、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます(詳細はインフォメーションシ

ステムでお知らせします)。また、英語基準コースの開講科目一覧はインフォメーションシステ

ムに掲載します。 

 

(2) 履修制限単位【博士課程前期課程】 

1学年度に履修できる単位数は30単位までです。ただし、秋学期入学生の入学初年度及び所定

の修了所要単位を修得することとなる春学期については16単位までとします。 

なお、アドバンストインターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ、海外実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び建築設計インター

ンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲの単位は、履修制限単位には含めません。 

 

(3) ゼミナールの履修【博士課程前期課程】 

ゼミナールⅠ及びⅡを修得していなければ、ゼミナールⅢ及びⅣを履修できません。ただし、

研究科委員会の議を経て許可したときは、この限りではありません。 

 

(4) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目の概要については、「大学院共通科目の履修について」（前掲）を参照してくだ

さい。基盤教育科目群については2単位を限度にＡ群の修了所要単位に算入することができます。 

なお、「日本文化・社会関連科目群」「研究科横断科目群（理工学研究科提供科目除く）」を修

得しても、修了所要単位に含めることはできません。ただし、これらを履修した場合、履修制限

単位にも含まれません。 

 

(5) Ｋ群科目の履修 

英語基準コース履修者以外の学生については、指導教員が当該学生の研究上、特に必要と認め

た場合に限り履修をすることができます。 
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(6) Ｃ群科目の履修 

①各分野の定める専門科目（英語基準コース専門科目を除く） 

英語基準コース履修者については、指導教員が当該学生の研究上、特に必要と認め、且

つ、当該科目の担任者が履修を許可した場合に限り履修をすることができる。 

②英語基準コース専門科目 

英語基準コース履修者以外の学生については、指導教員が当該学生の研究上、特に必要

と認め、且つ、当該科目の担任者が履修を許可した場合に限り履修をすることができる。 

 

(7) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究

上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目と

して履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(8)の場合を除き、履修制限単位には含まれません。 

また、事情により履修できない場合もあります。 

 

(8) 追加科目の充当【博士課程前期課程】 

博士課程前期課程において、追加科目として修得した単位のうち博士課程前期課程の科目につ

いては、指導教員の承認を得たうえで、10単位（研究科が認めた場合15単位※）まで修了所要単

位に算入することができます。ただし、ゼミナールの単位に算入することはできません。 

また、追加科目を充当科目として履修する場合は、履修制限単位数に含みます。 

 

(9) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場

合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めま

す。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、

①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。③の学部

科目の履修は、(7)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修すること

ができます。 

なお、開講学部の事情により、登録できない場合があります。 

 

2 他大学との単位互換について 

(1) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 

 

(2) 大阪大学単位互換・京都大学単位互換 

本学は、大阪大学、京都大学との間でそれぞれ学術交流協定を締結し、特別聴講学生

の相互受け入れを行い、双方の大学院の授業科目の履修及び単位の修得を認めています。

研究上の必要により、大阪大学大学院または京都大学大学院の授業科目の履修を希望す

る場合は、指導教員の許可を得たうえで、所定の手続きを行ってください。詳細はイン

フォメーションシステム等でお知らせします。 

 

3 学位論文提出要件について 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確

認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関する手

続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審査基

準について」を参照してください。 
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4 入学前既修得単位の認定について 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む）については、10単位（研究科が認めた場合15単位※）を限度に単位認定することがあります。

また、本学外国人研究生として学修した科目も、上記のうち、ゼミナールを除いて6単位を限度に単

位認定することがあります。詳細は、入学時にお知らせします。 

※追加科目の充当及び入学前既修得単位の合計は20単位を超えて、修了所要単位に算入すること

はできません。 

 

5 早期修了制度について【博士課程前期課程 システム理工学専攻 機械工学分野】 

優秀な学生に対し、学部から大学院博士課程前期課程までの連携した一貫教育を行い、社会の要

請に応えるきわめて質の高い人材（高度専門技術者）を輩出するため、学部を3.5年で早期卒業し、

大学院博士課程前期課程に入学した学生のうち、大学院において特に優秀な成績を修めた者が、博

士課程前期課程を3学期（1.5年）で修了することを目的とした制度です。博士課程前期課程を修了

後に、後期課程への進学を強く薦めます。 

なお、詳細については、インフォメーションシステム等によりお知らせします。 

≪機械工学分野≫ 

  (1) 対象者 

     関西大学システム理工学部機械工学科を早期卒業し、関西大学大学院理工学研究    

    科システム理工学専攻機械工学分野に在学中で、早期修了を希望する者 

  (2) 募集時期 

    第 2 学期（セメスター）の所定の時期 

  (3) 早期修了制度適用条件 

  早期修了制度の適用を受ける者は、以下の条件をすべて満たしていなければなりませ

ん。 

ア システム理工学専攻機械工学分野に入学後、学籍異動を行わず、1 学期（セメス

ター）在学している者 

イ 第 1 学期（セメスター）に行う中間審査において、早期修了が可能であると判断

された者（注 1） 

ウ 第 1 学期（セメスター）末時点において、成績が優秀（注 2）であり、修了所要

単位のうち、20 単位（ゼミナールを含む）以上を修得している者（注 3） 

  (4) 早期修了が認められる条件 

  早期修了をするためには、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。 

ア 第 2 学期（セメスター）末時点において、修了所要単位に含まれる科目の成績が

優秀な者（注 2） 

イ 第 3 学期（セメスター）末時点において、連続して 3 学期（セメスター）在学し、

修了所要単位を全て修得した者 

ウ 修士論文の審査及び試験に合格した者 

  (5) 履修上の措置及びその他の事項 

ア 早期修了制度の適用を認められた者には、第 3 学期（セメスター）にゼミナール

Ⅲ、Ⅳの並行履修を認めます。 

イ 早期修了制度の適用を認められた者に、学籍異動があった場合は、早期修了   

制度適用の許可を取り消し、通算 4 学期（セメスター）以上在学し、修士論文    

の審査及び試験に合格しなければ修了を認めません。 

ウ 早期修了制度の適用を認められた者から、指導教員を通じて、理工学研究科      

長に第 2 学期（セメスター）末までに早期修了制度適用辞退の申し出（注 4）があ

った場合は、早期修了制度適用許可を取り消し、第 3 学期（セメスター）      

におけるゼミナールⅢ、Ⅳの並行履修と第 3 学期（セメスター）の修士論文の      

提出を認めません。 
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また、第 3 学期（セメスター）末までに早期修了制度適用辞退の申し出（注 4）

があった場合は、早期修了制度適用許可を取り消し、第 3 学期（セメスター）の修

士論文の提出を認めません。 

エ 大学院博士課程前期課程入学時にガイダンスを実施し、大学院早期修了制度の概

要説明を行います。 

 

注 1：中間審査については、別に実施要領を定めます。 

注 2：成績判定基準については、別に定めます。 

注 3：第 1 学期（セメスター）の履修制限単位は 16 単位であるため、4 年次春学期に 10 単

位履修した大学院理工学研究科授業科目のうち、少なくとも 4 単位を修得しておかな

ければ、早期修了適用対象者となる条件を満たすことができません。 

注 4：早期修了辞退申請の詳細については、別に定めます。 

 

6 早期修了制度について【博士課程前期課程 環境都市工学専攻 都市システム工学分野】 

優秀な学生に対し、学部から大学院博士課程前期課程までの連携した一貫教育を行い、社会の要

請に応えるきわめて質の高い人材（高度専門技術者）を輩出するため、学部を3.5年で早期卒業し、

大学院博士課程前期課程に入学した学生のうち、大学院において特に優秀な成績を修めた者が、博

士課程前期課程を3学期（1.5年）で修了することを目的とした制度です。 

なお、詳細については、インフォメーションシステム等によりお知らせします。 

≪都市システム工学分野≫ 

  (1) 対象者 

     関西大学環境都市工学部都市システム工学科を早期卒業し、関西大学大学院理工学研

究科環境都市工学専攻都市システム工学分野に在学中で、早期修了を希望する者 

  (2) 募集時期 

    第 2 学期（セメスター）の所定の時期 

  (3) 早期修了制度適用条件 

     早期修了制度の適用を受ける者は、以下の条件をすべて満たしていなければなりませ

ん。 

ア 環境都市工学専攻都市システム工学分野に入学後、学籍異動を行わず、1 学期（セ

メスター）在学している者 

イ 第 1 学期（セメスター）に行う中間審査において、早期修了が可能であると判断

された者（注 1） 

ウ 第 1 学期（セメスター）末時点において、修了所要単位のうち、20 単位（ゼミナ

ールを含む）以上を修得し、その成績が優秀な者（注 2）（注 3） 

  (4) 早期修了が認められる条件 

  早期修了をするためには、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。 

ア 第 2 学期（セメスター）末時点において、修了所要単位に含まれる科目の成績が

優秀な者（注 2） 

イ 第 3 学期（セメスター）末時点において、連続して 3 学期（セメスター）在学し、

修了所要単位を全て修得した者 

ウ 修士論文の審査及び試験に合格した者 

  (5) 履修上の措置及びその他の事項 

ア 早期修了制度の適用を認められた者には、第 3 学期（セメスター）にゼミナール

Ⅲ、Ⅳの並行履修を認めます。 

イ 早期修了制度の適用を認められた者に、学籍異動があった場合は、早期修了    

制度適用の許可を取り消し、通算 4 学期（セメスター）以上在学し、修士論文    

の審査及び試験に合格しなければ修了を認めません。 

ウ 早期修了制度の適用を認められた者から、指導教員を通じて、理工学研究科      

長に第 2 学期（セメスター）末までに早期修了制度適用辞退の申し出（注 4）があ
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った場合は、早期修了制度適用許可を取り消し、第 3 学期（セメスター）      

におけるゼミナールⅢ、Ⅳの並行履修と第 3 学期（セメスター）の修士論文の      

提出を認めません。 

また、第 3 学期（セメスター）末までに早期修了制度適用辞退の申し出（注 4）

があった場合は、早期修了制度適用許可を取り消し、第 3 学期（セメスター）の

修士論文の提出を認めません。 

エ 大学院博士課程前期課程入学時にガイダンスを実施し、大学院早期修了制度の概

要説明を行います。 

 

注 1：中間審査については、別に実施要領を定めます。 

注 2：成績判定基準については、別に定めます。 

注 3：第 1 学期（セメスター）の履修制限単位は 16 単位であるため、4 年次春学期に 10 単

位履修した大学院理工学研究科授業科目のうち、少なくとも 4 単位を修得しておかな

ければ、早期修了適用対象者となる条件を満たすことができません。 

注 4：早期修了辞退申請の詳細については、別に定めます。 

 

 

早期修了制度 スケジュール（予定） 

【第1学期（セメスター）】  

秋学期入学後 分野長によるガイダンス 

2月上旬 中間審査日程等をインフォメーションシステムにて公示 

2月下旬 中間審査 

3月下旬研究科委員会 中間審査及び早期修了適用査定 

【第2・3学期（セメスター）】※以下、修士論文提出に関しては、通常のＭ2生と同様のスケジュール 

 9月中旬研究科委員会 早期修了制度適用対象者成績査定 

 2月中旬 論文の提出 

 2月中旬～下旬 最終試験 

 2月下旬研究科委員会 修了査定 

3月上旬 修了者発表 

3月下旬 学位記（修士・博士）授与式 
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授業科目一覧表 

ア システム理工学専攻 博士課程前期課程 

種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ａ
群 

研
究
科
内
共
通
科
目 

ENS5 工学倫理特論 1 2 

ENS5 技術経営論 1 2 

ENS5 知的財産論 1 2 

ENS5 科学技術論 1 2 

ENS5 マーケティング論 1 2 

ENS5 エネルギー・環境論 1 2 

ENS5 経済産業論 1 2 

ENS5 ベンチャー論 1 2 

ENS5 安全学総論 1 2 

ENS5 技術者のための文系基礎知識 1 2 

ENS5 特殊講義（各テーマ） 1 2 

ENS5 寄附講座（各テーマ） 1 2 

Ｋ
群 

英
語
基
準
コ
ー
ス 

基
本
科
目 

ENS5 Japanology 1 2 

ENS5 日本語ライティング 1 2 

ENS5 英語基準コース（各テーマ） 1 2 

Ｂ
群 

専
攻
内
共
通
科
目 

ENS5 現代数学概論 1 2 

ENS5 アルゴリズム工学特論 1 2 

ENS5 現代物理・応用物理学特論 1 2 

ENS5 画像応用計測特論 1 2 

ENS5 コンピュテーショナルインテリジェンス特論 1 2 

ENS5 資源循環工学特論 1 2 

ENS5 相平衡の科学 1 2 

ENS5 Ｘ線回折法 1 2 

ENS5 特別講義Ａ 1 2 

ENS5 特別講義Ｂ 1 2 

ENS5 特別講義Ｃ 1 2 

Ｃ
群 

数
学
分
野 

ENS5 数学ゼミナールⅠ 1 2 

ENS5 数学ゼミナールⅡ 1 2 

ENS6 数学ゼミナールⅢ 2 2 

ENS6 数学ゼミナールⅣ 2 2 

ENS5 微分幾何学 1 2 

ENS5 情報幾何学 1 2 

ENS5 複素解析特論 1 2 

ENS5 幾何解析特論 1 2 

ENS5 代数的整数論 1 2 

ENS5 数論幾何学 1 2 

ENS5 群と環の表現論 1 2 

ENS5 確率過程特論 1 2 

ENS5 確率解析特論 1 2 

ENS5 数理統計学概論 1 2 

ENS5 マルコフ過程概論 1 2 

ENS5 時系列分析 1 2 

ENS5 確率モデル 1 2 

ENS5 非線形数理学 1 2 

ENS5 可積分系概論 1 2 

ENS5 ホモロジー代数特論 1 2 

ENS5 可換環上の加群論 1 2 

ENS5 計算科学概論 1 2 

ENS5 計算代数概論 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

数
学
分
野 

ENS5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅰ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅱ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

ENS5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

物
理
・
応
用
物
理
学
分
野 

ENS5 物理・応用物理学ゼミナールⅠ 1 2 

ENS5 物理・応用物理学ゼミナールⅡ 1 2 

ENS6 物理・応用物理学ゼミナールⅢ 2 2 

ENS6 物理・応用物理学ゼミナールⅣ 2 2 

ENS5 磁性基礎理論 1 2 

ENS5 量子物理学特論 1 2 

ENS5 量子多体物理学特論 1 2 

ENS5 固体物理学特論 1 2 

ENS5 量子マテリアル特論 1 2 

ENS5 流体物理学特論 1 2 

ENS5 生物流体物理学特論 1 2 

ENS5 非線形数理 1 2 

ENS5 電磁波物理学 1 2 

ENS5 量子光理工学 1 2 

ENS5 基礎物性科学特論 1 2 

ENS5 計算科学特論 1 2 

ENS5 電気・光学材料特論 1 2 

ENS5 ナノ物理工学 1 2 

ENS5 ナノ機能素子工学 1 2 

ENS5 流体弾性体力学 1 2 

ENS5 計測工学特論 1 2 

ENS5 ナノバイオデバイス特論 1 2 

ENS5 電磁気学特論 1 2 

ENS5 電子物性基礎特論 1 2 

ENS5 確率的情報処理特論 1 2 

ENS5 超音波物理学特論 1 2 

ENS5 数理解析特論 1 2 

ENS5 物理学・応用物理学英語特論 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅰ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅱ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

ENS5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

機
械
工
学
分
野 

ENS5 機械工学ゼミナールⅠ 1 2 

ENS5 機械工学ゼミナールⅡ 1 2 

ENS6 機械工学ゼミナールⅢ 2 2 

ENS6 機械工学ゼミナールⅣ 2 2 

ENS5 ナノ物理工学 1 2 

ENS5 ナノ機能素子工学 1 2 

ENS5 ナノバイオデバイス特論 1 2 

ENS5 生体流体力学特論 1 2 

ENS5 バイオメカニクス・流体工学特論（上級） 1 2 

ENS5 流体弾性体力学 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

機
械
工
学
分
野 

ENS5 流体弾性体力学応用 1 2 

ENS5 材料評価学特論 1 2 

ENS5 材料設計プロセス特論 1 2 

ENS5 計算材料力学特論 1 2 

ENS5 数学解析特論 1 2 

ENS5 真空工学特論 1 2 

ENS5 情報機械学 1 2 

ENS5 エンジニアリングトライボロジー 1 2 

ENS5 情報機器制御工学 1 2 

ENS5 ナノ表面制御・分析工学概論 1 2 

ENS5 熱エネルギーシステム特論 1 2 

ENS5 動力エネルギー特論 1 2 

ENS5 気液二相流特論 1 2 

ENS5 伝熱工学特論   1 2 

ENS5 知能生産機械特論 1 2 

ENS5 特殊加工学特論 1 2 

ENS5 ナノ・マイクロ加工学特論 1 2 

ENS5 応用数学特論 1 2 

ENS5 振動制御工学 1 2 

ENS5 機械電子制御特論 1 2 

ENS5 有限要素法と振動工学特論 1 2 

ENS5 計測工学特論 1 2 

ENS5 物性工学特論 1 2 

ENS5 ロボット工学特論 1 2 

ENS5 マイクロシステム工学特論 1 2 

ENS5 ナノデバイスプロセス特論 1 2 

ENS5 画像情報工学特論 1 2 

ENS5 ＰＩＶシステム工学特論 1 2 

ENS5 熱流体解析特論 1 2 

ENS5 人間工学特論 1 2 

ENS5 認知工学特論 1 2 

ENS5 生体情報工学特論 1 2 

ENS5 ヒューマンインターフェイス特論 1 2 

ENS5 生物流体物理学特論 1 2 

ENS5 材料強度学特論 1 2 

ENS5 科学技術英語 1 2 

ENS5 基礎物性科学特論 1 2 

ENS5 固体物理学特論 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅰ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅱ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

ENS5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

電
気
電
子
情
報
工
学
分
野 

ENS5 電気電子情報工学ゼミナールⅠ 1 2 

ENS5 電気電子情報工学ゼミナールⅡ 1 2 

ENS6 電気電子情報工学ゼミナールⅢ 2 2 

ENS6 電気電子情報工学ゼミナールⅣ 2 2 

ENS5 発電工学特論 1 2 

ENS5 ソフトウェアシステム特論 1 2 

ENS5 高電圧工学特論 1 2 

ENS5 電子制御特論 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

電
気
電
子
情
報
工
学
分
野 

ENS5 システム最適化特論 1 2 

ENS5 コンピュータネットワーク特論 1 2 

ENS5 物性工学特論 1 2 

ENS5 電気・光学材料特論 1 2 

ENS5 システムダイナミクス特論 1 2 

ENS5 情報光学特論 1 2 

ENS5 電磁気学特論 1 2 

ENS5 電気応用工学特論 1 2 

ENS5 電気機器特論 1 2 

ENS5 パワーエレクトロニクス特論 1 2 

ENS5 量子物理学特論 1 2 

ENS5 半導体素子工学特論 1 2 

ENS5 知能システム工学特論 1 2 

ENS5 情報ネットワーク特論 1 2 

ENS5 次世代インターネット技術特論 1 2 

ENS5 太陽光励起レーザ応用工学特論 1 2 

ENS5 無線通信工学特論 1 2 

ENS5 電子物性基礎特論 1 2 

ENS5 固体の輸送現象特論 1 2 

ENS5 画像処理特論 1 2 

ENS5 パターン認識特論 1 2 

ENS5 ヒューマンインタフェース特論 1 2 

ENS5 音声・音響工学特論 1 2 

ENS5 信号処理特論 1 2 

ENS5 光・電磁波工学特論 1 2 

ENS5 インターネット工学特論 1 2 

ENS5 薄膜・表面分析工学特論 1 2 

ENS5 光半導体デバイス特論 1 2 

ENS5 データ工学特論 1 2 

ENS5 ディジタルシステム特論 1 2 

ENS5 確率的情報処理特論 1 2 

ENS5 科学技術英語 1 2 

ENS5 電気電子情報工学ＰＢＬ-Ａ 1 2 

ENS5 電気電子情報工学ＰＢＬ-Ｂ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

ENS5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅰ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅱ 1 2 

ENS5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

ENS5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

 
イ 環境都市工学専攻 博士課程前期課程 

 
種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ａ
群 

研
究
科
内
共
通
科
目 

EUE5 工学倫理特論 1 2 

EUE5 技術経営論 1 2 

EUE5 知的財産論 1 2 

EUE5 科学技術論 1 2 

EUE5 マーケティング論 1 2 

EUE5 エネルギー・環境論 1 2 

EUE5 経済産業論 1 2 

EUE5 ベンチャー論 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ａ
群 

研
究
科
内 

共
通
科
目 

EUE5 安全学総論 1 2 

EUE5 技術者のための文系基礎知識 1 2 

EUE5 特殊講義（各テーマ） 1 2 

EUE5 寄附講座（各テーマ） 1 2 

Ｋ
群 

英
語
基
準
コ
ー
ス 

基
本
科
目 

EUE5 Japanology 1 2 

EUE5 日本語ライティング 1 2 

EUE5 英語基準コース（各テーマ） 1 2 

Ｂ
群 

専
攻
内
共
通
科
目 

EUE5 安全工学特論 1 2 

EUE5 環境分析特論 1 2 

EUE5 都市環境学特論 1 2 

EUE5 建築環境物理学特論 1 2 

EUE5 建築環境心理学特論 1 2 

EUE5 都市情報システム特論 1 2 

EUE5 都市及び地域再生特論 1 2 

EUE5 公共政策学特論 1 2 

EUE5 地下空間工学特論 1 2 

EUE5 信頼性設計学特論 1 2 

EUE5 計画マネジメント特論 1 2 

EUE5 Ｘ線回折法 1 2 

EUE5 有機資源転換工学特論 1 2 

EUE5 微粒子分散工学特論 1 2 

EUE5 相平衡の科学 1 2 

EUE5 資源循環工学特論 1 2 

EUE5 弾塑性学特論 1 2 

EUE5 地球環境再生生産プロセス 1 2 

EUE5 地域再生学特論 1 2 

Ｃ
群 

建
築
学
分
野 

EUE5 建築学ゼミナールⅠ 1 2 

EUE5 建築学ゼミナールⅡ 1 2 

EUE6 建築学ゼミナールⅢ 2 2 

EUE6 建築学ゼミナールⅣ 2 2 

EUE5 地域再生学ゼミナールⅠ 1 2 

EUE5 地域再生学ゼミナールⅡ 1 2 

EUE6 地域再生学ゼミナールⅢ 2 2 

EUE6 地域再生学ゼミナールⅣ 2 2 

EUE5 都市設計学特論 1 2 

EUE5 都市住環境学特論 1 2 

EUE5 建築視環境特論 1 2 

EUE5 建築音環境特論 1 2 

EUE5 建築熱環境特論 1 2 

EUE5 建築空気環境特論 1 2 

EUE5 都市建築学特論 1 2 

EUE5 設計製図 1 2 

EUE5 建築基礎工学特論 1 2 

EUE5 建築材料力学特論 1 2 

EUE5 耐震工学特論 1 2 

EUE5 建築構造解析学特論 1 2 

EUE5 建築構造力学特論 1 2 

EUE5 建築文化財特論 1 2 

EUE5 建築保存工学特論 1 2 

EUE5 建築構造設計特論 1 2 

EUE5 建築史学特論 1 2 

EUE5 建築意匠特論 1 2 

EUE5 地震防災工学特論 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

建
築
学
分
野 

EUE5 地震災害工学特論 1 2 

EUE5 建築設計特論 1 2 

EUE5 建築計画学特論 1 2 

EUE5 建築環境シミュレーション実習 1 2 

EUE5 建築設計インターンシップⅠ 1 2 

EUE5 建築設計インターンシップⅡ 1 2 

EUE5 建築設計インターンシップⅢ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅰ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅱ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

EUE5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

都
市
シ
ス
テ
ム
工
学
分
野 

EUE5 都市システム工学ゼミナールⅠ 1 2 

EUE5 都市システム工学ゼミナールⅡ 1 2 

EUE6 都市システム工学ゼミナールⅢ 2 2 

EUE6 都市システム工学ゼミナールⅣ 2 2 

EUE5 地域再生学ゼミナールⅠ 1 2 

EUE5 地域再生学ゼミナールⅡ 1 2 

EUE6 地域再生学ゼミナールⅢ 2 2 

EUE6 地域再生学ゼミナールⅣ 2 2 

EUE5 科学技術英語 1 2 

EUE5 地盤環境工学特論 1 2 

EUE5 地盤地震工学特論 1 2 

EUE5 河川工学特論 1 2 

EUE5 海岸工学特論 1 2 

EUE5 環境工学特論 1 2 

EUE5 廃棄物リサイクル工学特論 1 2 

EUE5 景観学特論 1 2 

EUE5 構造工学特論 1 2 

EUE5 鋼構造学特論 1 2 

EUE5 ＲＣ構造学特論 1 2 

EUE5 コンクリート工学特論 1 2 

EUE5 建設マネジメント特論 1 2 

EUE5 ストックマネジメント特論 1 2 

EUE5 地域・都市計画学特論 1 2 

EUE5 交通システム学特論（ＰＢＬ） 1 2 

EUE5 社会資本計画学特論 1 2 

EUE5 社会資本事業マネジメント特論 1 2 

EUE5 数理計画工学特論 1 2 

EUE5 意思決定工学特論 1 2 

EUE5 最適化数理特論 1 2 

EUE5 計画数学特論 1 2 

EUE5 シミュレーション技術特論 1 2 

EUE5 シミュレーションモデリング特論 1 2 

EUE5 オブジェクト指向開発特論 1 2 

EUE5 ソフトウェア工学特論 1 2 

EUE5 分散情報処理特論 1 2 

EUE5 最適設計工学特論 1 2 

EUE5 情報ネットワーク特論 1 2 

EUE5 情報メディア工学特論 1 2    
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

都
市
シ
ス
テ
ム
工
学
分
野 

EUE5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅰ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅱ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

EUE5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
・
化
学
工
学
分
野 

EUE5 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅠ 1 2 

EUE5 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅡ 1 2 

EUE6 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅢ 2 2 

EUE6 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅣ 2 2 

EUE5 エネルギー環境・化学工学ＰＢＬ Ⅰ（計画編） 1 2 

EUE5 エネルギー環境・化学工学ＰＢＬ Ⅱ（実施、検討編） 1 2 

EUE5 分析・構造解析の理論と実践Ⅰ 1 2 

EUE5 分析・構造解析の理論と実践Ⅱ 1 2 

EUE5 光機能性材料特論 1 2 

EUE5 プロセス解析工学特論 1 2 

EUE5 分離工学特論 1 2 

EUE5 無機材料化学特論 1 2 

EUE5 輸送現象論特論 1 2 

EUE5 グリーンプロセス工学特論 1 2 

EUE5 化学環境学特論 1 2 

EUE5 触媒工学特論 1 2 

EUE5 機能物質工学特論 1 2 

EUE5 ナノ粒子工学特論Ⅰ 1 2 

EUE5 ナノ粒子工学特論Ⅱ 1 2 

EUE5 反応システム工学特論 1 2 

EUE5 応用鉱物工学特論 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

EUE5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅰ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅱ 1 2 

EUE5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕 

EUE5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

 

ウ 化学生命工学専攻 博士課程前期課程 

種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ａ
群 

研
究
科
内
共
通
科
目 

CMB5 工学倫理特論 1 2 

CMB5 技術経営論 1 2 

CMB5 知的財産論 1 2 

CMB5 科学技術論 1 2 

CMB5 マーケティング論 1 2 

CMB5 エネルギー・環境論 1 2 

CMB5 経済産業論 1 2 

CMB5 ベンチャー論 1 2 

CMB5 安全学総論 1 2 

CMB5 技術者のための文系基礎知識 1 2 

CMB5 特殊講義（各テーマ） 1 2 

CMB5 寄附講座（各テーマ） 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｋ
群 

英
語
基
準
コ
ー
ス 

基
本
科
目 

CMB5 Japanology 1 2 

CMB5 日本語ライティング 1 2 

CMB5 英語基準コース（各テーマ） 1 2 

Ｂ
群 

専
攻
内
共
通
科
目 

CMB5 安全工学特論 1 2 

CMB5 Ｘ線回折法 1 2 

CMB5 材料プロセス工学 1 2 

CMB5 物質エネルギー工学 1 2 

CMB5 有機工業化学特論 1 2 

CMB5 高分子科学特論 1 2 

CMB5 界面科学特論 1 2 

CMB5 生体関連化学 1 2 

CMB5 バイオマテリアル科学 1 2 

CMB5 生命科学特論 1 2 

CMB5 生物工学特論 1 2 

Ｃ
群 

化
学
・
物
質
工
学
分
野 

CMB5 化学・物質工学ゼミナールⅠ 1 2 

CMB5 化学・物質工学ゼミナールⅡ 1 2 

CMB6 化学・物質工学ゼミナールⅢ 2 2 

CMB6 化学・物質工学ゼミナールⅣ 2 2 

CMB5 鉄鋼材料学特論 1 2 

CMB5 統計力学特論 1 2 

CMB5 金属系生体・福祉材料特論 1 2 

CMB5 金属生産工学特論 1 2 

CMB5 金属液体構造特論 1 2 

CMB5 材料機能学特論 1 2 

CMB5 凝固プロセス工学特論 1 2 

CMB5 融体加工学特論 1 2 

CMB5 複合化プロセス工学特論 1 2 

CMB5 材料界面工学特論 1 2 

CMB5 結晶･電子構造特論 1 2 

CMB5 セラミック材料学特論 1 2 

CMB5 無機固体化学特論 1 2 

CMB5 電気エネルギー化学特論 1 2 

CMB5 光化学特論 1 2 

CMB5 応用コロイド化学特論 1 2 

CMB5 質量分析化学特論 1 2 

CMB5 有機合成化学特論 1 2 

CMB5 有機触媒化学特論 1 2 

CMB5 有機構造化学特論 1 2 

CMB5 有機反応化学特論 1 2 

CMB5 有機半導体化学特論 1 2 

CMB5 高分子材料化学特論 1 2 

CMB5 高分子合成化学特論 1 2 

CMB5 高分子設計創生学特論 1 2 

CMB5 生体材料化学特論 1 2 

CMB5 バイオナノテクノロジー特論 1 2 

CMB5 バイオインスパイアード化学特論 1 2 

CMB5 生体組織工学特論 1 2 

CMB5 複合糖質化学特論 1 2 

CMB5 分子認識化学特論 1 2 

CMB5 生体錯体化学特論 1 2 

CMB5 科学技術英語 1 2 

CMB5 特別講義（各テーマ） 1 2 

CMB5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 
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種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

Ｃ
群 

化
学
・
物
質
工
学
分
野 

CMB5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

CMB5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅰ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅱ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕     

CMB5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

生
命
・
生
物
工
学
分
野 

CMB5 生命・生物工学ゼミナールⅠ 1 2 

CMB5 生命・生物工学ゼミナールⅡ 1 2 

CMB6 生命・生物工学ゼミナールⅢ 2 2 

CMB6 生命・生物工学ゼミナールⅣ 2 2 

CMB5 分子細胞生物学特論 1 2 

CMB5 創薬化学特論 1 2 

CMB5 医薬品生体作用学特論 1 2 

CMB5 分子微生物学特論 1 2 

CMB5 微生物制御学特論 1 2 

CMB5 微生物資源学特論 1 2 

CMB5 発生工学特論 1 2 

CMB5 食品化学特論 1 2 

CMB5 食品保蔵学特論 1 2 

CMB5 酵素化学特論 1 2 

CMB5 生物プロセスシステム工学特論 1 2 

CMB5 環境微生物学特論 1 2 

CMB5 食品微生物学特論 1 2 

CMB5 植物細胞生物学特論 1 2 

CMB5 微生物免疫学特論 1 2 

CMB5 生物環境工学特論 1 2 

CMB5 バイオインフォマティクス特論 1 2 

CMB5 生命・生物工学英語特論 1 2 

CMB5 アドバンストインターンシップⅠ 1 2 

CMB5 アドバンストインターンシップⅡ 1 2 

CMB5 アドバンストインターンシップⅢ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅰ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅱ 1 2 

CMB5 海外実習Ⅲ 1 2 

〔英語基準コース専門科目〕     

CMB5 英語基準コース（各テーマ） 1・2 2 

 

エ 総合理工学専攻 博士課程後期課程 

分野 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 

数
学
分
野 

ISE7 数学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 数学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 数学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 数学ゼミナールⅧ 2 2 

物
理
・
応
用 

物
理
学
分
野 

ISE7 物理・応用物理学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 物理・応用物理学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 物理・応用物理学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 物理・応用物理学ゼミナールⅧ 2 2 

機
械
工
学
分
野 

ISE7 機械工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 機械工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 機械工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 機械工学ゼミナールⅧ 2 2 
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分野 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 
電
気
電
子
情
報 

工
学
分
野 

ISE7 電気電子情報工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 電気電子情報工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 電気電子情報工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 電気電子情報工学ゼミナールⅧ 2 2 

建
築
学
分
野 

ISE7 建築学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 建築学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 建築学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 建築学ゼミナールⅧ 2 2 

ISE7 地域再生学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE8 地域再生学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 地域再生学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 地域再生学ゼミナールⅧ 2 2 

都
市
シ
ス
テ
ム
工
学
分
野 

ISE7 都市システム工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 都市システム工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 都市システム工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 都市システム工学ゼミナールⅧ 2 2 

ISE7 地域再生学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 地域再生学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 地域再生学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 地域再生学ゼミナールⅧ 2 2 
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
・

化
学
工
学
分
野 

ISE7 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 エネルギー環境・化学工学ゼミナールⅧ 2 2 

化
学
・
物
質 

工
学
分
野 

ISE7 化学・物質工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 化学・物質工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 化学・物質工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 化学・物質工学ゼミナールⅧ 2 2 

生
命
・
生
物 

工
学
分
野 

ISE7 生命・生物工学ゼミナールⅤ 1 2 

ISE7 生命・生物工学ゼミナールⅥ 1 2 

ISE8 生命・生物工学ゼミナールⅦ 2 2 

ISE8 生命・生物工学ゼミナールⅧ 2 2 

 

ISE7 アドバンストインターンシップⅣ 1 2 

ISE7 アドバンストインターンシップⅤ 1 2 

ISE7 アドバンストインターンシップⅥ 1 2 

ISE7 海外実習Ⅳ 1 2 

ISE7 海外実習Ⅴ 1 2 

ISE7 海外実習Ⅵ 1 2 

※英語基準コース履修者は、上記科目ではなく、所属する分野の〔英語基準コース開講科目〕
8単位（当該研究領域のゼミナールⅤ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ）を修得しなければならない。 
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［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、専攻を示すアルファベット３桁、配当年次を示す１桁で構成されています。 

例） 

E N S ５ 

専攻 配当年次コード 

 

専攻 ENS ：システム理工学 

 EUE ：環境都市工学 

 CMB ：化学生命工学 

 ISE ：総合理工学 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 

－183－



 

Ⅳ 博士課程前期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員＊による

2 年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

（9 月） 

指導教員・副指導教員＊による個別相談を行ったうえで「1年次研

究計画書」を作成し、これを研究科長に対して提出する。また、

指導教員が担当する「ゼミナール」を履修するとともに、各自の

研究テーマに沿った授業科目を指導教員・副指導教員＊の助言を

受けて決定し、履修する。 

9～10 月 

（3～4 月） 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

（9～10 月） 

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員＊の面接指

導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出す

る。 

2 年次 

4 月 

（9 月） 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「ゼミナール」を履修し、

指導教員・副指導教員＊から研究指導計画に基づき指導を受け、

研究科長に対して「2年次研究計画書」を提出する。 

9～10 月 

（3～4 月） 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

2 月 

（7 月） 
修士論文の提出 

2 月 

（7～9 月） 

審査委員（主査1名、副査2名以上）による口頭試問を含む最終試

験の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

（9 月） 
学位の授与 

＊ 副指導教員を配置している分野のみ。 

※1 時期の（  ）は9月入学を示す。 

※2 早期修了制度の学生については、「1年次研究成果報告書」及び「2年次研究計画書」を中間

審査報告及び成績査定で代用する。 

 

Ⅴ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について 

 

     1 修士の学位 

修士課程又は博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた後、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題につ

いての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了したものとされ、修士

の学位が授与されます(大学院学則第 24 条、第 26 条)。 

 

     2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査は、研究科委員会の定める審査

委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、

副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすること

があります。 
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(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文又は特定の課題についての研究成果の提

出者の研究成果を確認する目的をもって、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方

法によって行います。試問は、口頭によりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験の結果は、研究科

委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文審査基準 

(1) 修士の学位を受ける者は、広い視野に立った学識を備え、専攻分野における研究能力

又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を有すること。 

(2) 修士論文は、当該専攻分野に関する学術的価値を有する研究結果を含むか、又は当

該専攻分野における研究の遂行に必要な基礎知識・理解力・問題解決能力等を示す考

察を含み、論理的かつ明瞭に記述されていること。論文に含まれる研究結果が複数の

研究者の共同による場合は、学位を受ける者の貢献が有意に認められること。 

(3) 修士論文に記述された内容については、各専攻分野の修士研究発表会において学術

研究に相応しい発表及び討論がなされること。なお、原則として修士研究発表会は公

開とする。 

 

4 学位授与までの主な流れ 

  

5 スケジュール 

 詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

    期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 ― ― 

論文の提出 2 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬～下旬 7 月下旬～9 月上旬 

※修士論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 

※提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

※提出要領はインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出しますので、

各自で出力してください。また、提出要領等は変更になる可能性がありますので、必

ずインフォメーションシステム及び教務センター教務事務グループで、最新の情報を

確認してください。 

 

6 修士論文提出要件 

修士論文は、学位規程第 9 条に基づき、博士課程前期課程に 1 年以上在学し、所定の授

業科目のうち、20 単位以上を修得した後、研究科委員会の定める下記の要件を満たした後

でなければ、提出することができません。 

最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

  

口頭試問 

修士論文の提出 
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  【外国語の学力に関する認定】 

(1) 外国語科目数 

      1 カ国語(英語) 

(2) 外国語学力確認方法 

原則として筆記試験（各分野において適宜実施） 

(3) 外国語学力認定免除の要件・方法 

      前期課程入学試験をもって、外国語の学力認定に代えることができる （ただし、そ

の適用については各分野の判断によるものとする)。 

 

7 修士論文・論文要旨の提出要領 

提出要領はインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出しますので、各

自で確認すること。 

(1) 提出部数 

詳細については、インフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出されてい

る提出要領を確認すること。 

(2) 枚数制限 

【修士論文】 枚数制限はなし。 

【論文要旨】 論文の概要を 1,000 字から 2,000 字程度にまとめる。 

(3) 用紙規格 以下の規格に従うこと。 

     ア 自筆の場合はＡ4 判レポ－ト用紙（理工学研究科用）を使用。 

※レポ－ト用紙は生協で販売。 

     イ ワープロ等を使用する場合はＡ4 判の上質紙（感熱紙は不可）を使用。 

     ウ 本文は 1 頁 31 行以内とする。 

(4) 装丁要領（※以下ア～エは正本・副本とも共通） 

     ア 市販のフラットファイル（例 A4 判：コクヨ フ-V10）を用いて装丁する。 

     イ 論題・研究科・専攻・分野・学籍番号・氏名を記入した内表紙を作成する。 

     ウ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じる。 

     エ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・分野・学籍番号・氏名を

記入する。 

     オ 論文 2 部のうち、正本の内表紙には、指導教員の記名・押印又は署名を必ずもら

うこと（副本の内表紙は正本の写しで可）。 

 

 

 

 

論 

文 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 

次 

 
 

 

内表紙の様式  

 

 

 

 

   論    題 

 ○ 

 研究科・専攻 

 分野 

 学籍番号・氏名 

 

 ○ 指導教員   印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 

  

 ○ 

 
 

論 

文 

要 

旨 

 

 

 

内 

表 

紙 
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(5) 論文（電子ファイル）の提出について 

ア 形式及びファイル名 

(ア) ファイル形式は PDF とし、1 つのファイルにまとめること（内表紙、論文要旨、 

目次、論文の順）。 

(イ) ファイル名は 学籍番号(半角)_氏名(漢字等全角)_氏名(全角カナ)とする。 

表記例：24M6001_関大太郎_カンダイタロウ.pdf 

イ 提出方法 

関大ＬＭＳのコースメニュー「修士論文等受付口」の中に設定されている教材「修

士論文等受付口」からデータをアップロードすること。 

 

ウ 提出する際の注意点 

(ア) 関大ＬＭＳ上アップロードできる１ファイルの最大容量が 20ＭＢのため、提

出予定のファイルの容量が 20ＭＢ以上の場合は、各自で 20ＭＢ以下の容量に

なるように調整して分割し、複数ファイルに分けてアップロードすること。

なお、最大 5 ファイルに分割し、100ＭＢまでアップロードが可能。アップロ

ードができない場合はＵＳＢメモリにて提出すること。 

 

例 2 分割した場合 

 ファイル 1/2 p1～p20（18ＭＢ）,ファイル 2/2 p21～p40（12ＭＢ） 

その場合のファイル名は以下のとおりとすること。 

24M1001_関大太郎_カンダイタロウ-1.pdf 

24M1001_関大太郎_カンダイタロウ-2.pdf 

 

(イ) PDF ファイルに変換した際に、文字化け等が生じていないか論文内容を各自で

確認すること。 

 

(ウ) 内表紙に必ず指導教員の氏名(記名も押印も不要)を記載する。 

 

エ 提出できない場合 

(ア) 論文を関大ＬＭＳ上にアップロードできない場合は、ＵＳＢメモリにファイル

が入っているかを各自で確認し、学籍番号と氏名を記入した封筒の中にＵＳ

Ｂメモリを入れて提出すること。 

 

(イ) 論文をPDFファイルに変換できない場合や1つのファイルにまとめることがで

きない場合は、論文提出時に申し出ること。この場合、大学で論文（紙媒体）

をスキャニングし、PDF ファイルに変換するので論文（紙媒体）を 1 部追加（計

3 部）して提出すること。 

 

(ウ) 論文を PDF ファイルに変換できない事例 

ａ プリントアウトした写真等を貼付している場合。 

ｂ 「７-（３） 用紙規格」よりも大きな図面やページがある場合。 

ｃ その他、PDF ファイルに変換した際に文字化け等が生じ、正確に論文内容が

表示されないと考えられる場合。 

(6) 注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

     イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（上記（4）のア～オ）

に準じて作成し、表に「資料」と明記すること。 

     ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込むこと。 

     エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 
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Ⅵ 博士課程後期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員＊により原

則として 3 年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

（9 月） 

指導教員・副指導教員＊による個別相談を行ったうえで「1年次研

究計画書」を作成し、これを研究科長に対して提出する。また、

指導教員が担当する「ゼミナール」を履修する。 

9～10 月 

（3～4 月）

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

（9～10 月）

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員＊の面接指

導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果報告書」を提出す

る。 

2 年次 

4 月 

（9 月） 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「ゼミナール」を履修し、

指導教員・副指導教員＊から研究指導計画に基づき指導を受け、研

究科長に対して、「2年次研究計画書」を提出する。 

9～10 月 

（3～4 月）

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

（9～10 月）

3年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員＊の面接指

導を受け、研究科長に対して、「2年次研究成果報告書」を提出す

る。 

3 年次 

4 月 

（9 月） 

指導教員・副指導教員＊から研究指導計画に基づき指導を受け、研

究科長に対して、「3年次研究計画書」を提出する。 

8 月 

（2 月） 
｢博士論文計画書｣の提出 

11 月 

（5 月） 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

12～1 月 

（7 月） 
最終試験(公聴会)の実施。 

2 月 

（7 月） 
その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

（9 月） 
学位の授与 

＊ 副指導教員を配置している分野のみ。 

※1 時期の（  ）は9月入学を示す。 

※2  3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受ける。 

 

 

Ⅶ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた後、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了したものとさ

れ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
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2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査

を 2 名以上とします。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

(1) 博士の学位を受ける者は、当該研究領域に関する高い学識を備え、かつ自立して研

究を遂行できる専門的研究能力を有すること。 

(2) 博士論文は、当該研究領域において高度な学術的価値を有する研究結果を含み、論

理的かつ明瞭に記述されていること。論文に含まれる研究結果が複数の研究者の共同に

よる場合は、学位を受ける者の貢献が顕著であると認められること。 

(3) 博士論文に記述された内容については、公聴会において学術研究に相応しい発表及

び討論がなされること。なお、原則として公聴会は公開とする。 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 
 

 

5 スケジュール 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

9 月期授与 3 月期授与 9 月期授与 3 月期授与 

「博士論文計画書」の提出 *1 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 
2 月末まで 8 月末まで ― ― 

論文受理委員会における受理審査 各分野相当にて実施 

「学位申請書」・博士論文等の書類一式の提出 

＜教務センター教務事務グループへ＞*2 
5 月末まで 11 月末まで 5 月末まで 11 月末まで 

学力確認・博士論文の試問（公聴会）  ― ― 7 月 12 月～1 月 

最終試験（公聴会） 7 月 12 月～1 月 ― ― 

学位記授与式 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 

*1 博士論文提出の少なくとも1年前に指導教員の承認を得て提出しなければなりません。ただし、

研究科委員会が認めたときは、これを3カ月前とすることができます。 

計画書 
提 出 

論文 
提出 

審査 
最終 
試験 

合格 
博士論文の 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 
授与 

 

１
年
以
内 

 

公聴会 
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*2 教務センター教務事務グループへの提出にあたっては、事前に論文受理委員会で受理を了承さ

れた後、提出してください。 

※博士論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 

※提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

※申請に必要な書類は教務センター教務事務グループにて配付します。また、提出要領等

は変更になる可能性がありますので、必ずインフォメーションシステム及び教務センタ

ー教務事務グループで、最新の情報を確認してください。 

 

6 博士論文提出要件 

博士論文は、学位規程第 19 条に基づき、博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得

または修得見込の者が、あらかじめ論文計画について承認を得、かつ、研究科委員会の定

める下記の要件を満たした後でなければ、提出することができません。 

 

  【外国語の学力に関する認定】 

(1) 外国語科目数 

      1 カ国語(英語) 

(2) 外国語学力確認方法 

原則として筆記試験 

(3) 外国語学力認定免除の要件・方法 

次のいずれかを外国語の学力認定に代えることができる（ただし、アの適用について

は各分野の判断によるものとする)。 

ア 後期課程入学試験 

イ 本研究科博士課程前期課程修了者は前期課程における英語の学力認定試験 

 

  【研究業績の基準】 

原則として、レフェリーのある学会・協会誌 2 報［アクセプト（審査終了）］以上とする。 

ただし、数学分野に関しては別途定める。 

 

7 博士論文の公表  

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及

び論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイ

ンターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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外国語教育学研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

外国語教育学研究科では、本学の課程を修め、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能

力及び主体的な態度を身につけた者に対して修士（外国語教育学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

外国語教育学、異文化コミュニケーション学、通訳翻訳学の各分野で必要とされる幅広い学

際的知識を習得し、これらを統合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

外国語運用能力と異文化理解力を身につけ、幅広い学際的知識を活用しながら「考動力」を

発揮し、自らの研究・実践成果を広く発信して、社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らが関わる環境を主体的に観察・分析して、問題点を究明し、データに基づいた解決策を

提案・実行することができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

外国語教育学研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能、思考

力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて博士課程

前期課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 高度な知識・技能を効率的に修得させることを目指して、講義、演習、実習を体系的に組

み合せている。具体的には、外国語教育学、異文化コミュニケーション学、通訳翻訳学の各

領域における理論的基盤を構築するための講義科目、基礎的な研究方法を体験的に学ぶ演習

科目、実践の場における様々な問題を体験的に学ぶことや、専攻する言語の高度な運用能力

を養成することを目指す実習科目を配置する。 

(2) 高度な研究能力を獲得することができるよう、専攻言語と研究領域にあった指導が可能な

教員の前期課程演習を配置し、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受けられる体制

が整える。 

(3) 学生は、研究倫理研修の受講が義務付けられるとともに、ゼミ発表などを通じて、研究遂

行に求められる倫理観を育む機会が提供される。 

２ 学習成果の評価 

(1) 学修成果は、１年制修士コースの学生においてはコンプリヘンシブ試験で、それ以外のコ

ースの学生は修士論文・特定課題による研究報告にまとめられた研究の成果で確認する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、学生が研究

発表を行う前期課程演習を中心に、学修行動調査と到達度調査を行い、学修の進捗を確認す

る。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計と研究への取り組みによっ

て把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

外国語教育学研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カ

リキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を博士課程前期課程に求めます。 
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１ 高度な外国語の運用能力と異文化理解能力を備え、外国語教育学・異文化コミュニケーショ

ン学・通訳翻訳学の各領域において、学士レベルでの知識・技能の基盤を修得している。 

２ 現職外国語教員として、一定の社会人経験を有し、自らの実践を向上するための批判的振り

返りや、現場における諸問題の発見・解決を行う意欲を持っている。 

３ 外国語教育学・異文化コミュニケーション学・通訳翻訳学のいずれかの領域を主体的に学ん

で行く強い意欲を持っている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

外国語教育学研究科では、本学の課程を修め、次の知識・技能、資質・能力及び態度を身につけ

た者に対して博士（外国語教育学）の学位を授与します。 

１ 外国語教育学の分野において、自立した研究者・高度専門職業人として必要とされる学際的

知識・技能を深く掘り下げ、これらを統合的に活用することができる。 

２ 高度な外国語運用能力と異文化理解力を身につけ、学問分野での卓越した知見を活用しなが

ら「考動力」を発揮し、研究成果を国内外に広く発信して、社会に貢献できる。 

３ 研究者・高度専門職業人として関わる未解決の問題を主体的に観察・分析して、データに基

づいた解決策を、高い職業倫理観をもって提案・実行することができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

外国語教育学研究科（以下、「本研究科」という）では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー）に掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を修得できるように、以下の点を踏まえて博士課程

後期課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 卓越した知識・技能を修得し、オリジナルな理論的・実証的研究を遂行することができる

よう、テーマに合わせた個別型チュートリアル・カリキュラムを提供する。 

(2) 上記チュートリアルにおいては、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、卓越

した研究能力を獲得することができる体制を整える。 

(3) 研究倫理研修の受講が義務付けられるとともに、上記チュートリアルはもとより、国内外

での学会発表や研究誌への論文投稿過程を通じ、研究遂行に求められる倫理観を育む機会が

提供される。 

２ 学習成果の評価 

(1) 博士課程後期学生の修学経過は、２年次以降に行われる博士課程研究基礎力試験、国内外

での学会発表、査読付き論文発表、博士論文公聴会で確認する。 

(2) 学修成果は、博士論文にまとめられた研究の成果で、本研究科の評価基準を満たした者を

合格とする。 

(3) 「考動力」に集約される資質・能力の評価や主体的に学びに取り組む態度に関しては、関

西大学コンピテンシー調査の集計や各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

外国語教育学研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カ

リキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を博士課程後期課程に求めます。 

１ 高度な外国語の運用能力と異文化理解能力を備え、外国語教育学において、修士レベルでの

知識・技能の基盤を修得し、研究経験や教育現場での実践経験を有している。 

２ 「考動力」を発揮して研究を行い、その成果を広く発信して、国内はもとより国際的に活躍

できる。 

３ 自らの研究に主体的に取り組んでいく強い意欲と健全な研究観を有する。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1 外国語教育学研究科は、次の課程があり、前期課程にのみ領域があります。 

(1) 外国語教育学専攻 博士課程前期課程 

外国語教育学領域、異文化コミュニケーション学領域、通訳翻訳学領域 

(2) 外国語教育学専攻 博士課程後期課程 

 

2 授業科目の構成 

外国語教育学研究科で履修･修得できる授業科目は、必修科目、選択必修科目、選択科目に

大別されます。 

種別 履修方法 

必修科目 

必ず履修しなければならない指導教員が担当する科目です。前期課
程では、前期課程演習1ab・2ab、後期課程では、後期課程演習1ab・
2abがこれにあたります。 

選択必修科目 

（前期課程のみ） 

決められた科目の中から必要単位数以上を修得しなければならな
い科目です。 

選択科目 一定の科目選択の余地がある科目です。 

なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 

 

3 修了所要単位 

(1) 外国語教育学専攻 博士課程前期課程 

2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けたうえ、修士論文又は課題研究の審査及び試験に合格した者には、修士(外国語教育学)の

学位が与えられます。 

 

【修了所要単位32単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

外国語教育学専攻 

必修科目 8単位 

合計 

32単位以上 

※１※２ 

選択必修科目 

（領域科目） 

選択した領域から 

12単位以上 

選択科目 
支援科目2単位を含む 

任意の単位数 

※１ 必修科目以外で指導教員の担当する科目（2単位）を含めなければなりません。ま

た、通訳翻訳学領域においては、「通訳翻訳教育方法論1・2」の2科目4単位を含めて履修

してください。 

※２ 1年制修士制度により入学した者については、指導教員の担当する前期課程演習

1ab・2ab（計8単位）、領域科目（12単位以上）、支援科目（2単位以上）及び１年制コース

配当科目（2単位以上12単位以内）を含めて30単位以上修得しなければなりません。 

 

(2) 外国語教育学専攻 博士課程後期課程 

3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(外国語教育学)の学位が

与えられます。 
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【修了所要単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

外国語教育学専攻 
必修科目 8単位 合計 

10単位以上 選択必修科目 2単位以上※１ 

※１ 指導教員の担当する科目（2単位）を含めなければなりません。 
 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

当該年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得

たうえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。 

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます。詳細はインフォメ

ーションシステムにてお知らせします。なお、春学期の履修登録時点で、履修者が０名であ

った秋学期開講科目については、当該年度は不開講となりますので、履修については年度単

位で計画をたてるようにしてください。 
 

(2) 履修制限単位（前期課程） 

１学年度に履修できるのは30単位までです。ただし、入学年度の春学期の履修上限は14単

位です。 

また、3年コースを選択した者の履修制限単位は、1年次20単位、2年次20単位、3年次20単

位です。ただし、3年コースを選択した者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20

単位を修得し、所定の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2年次の履修制限単位は30

単位とします。 

なお、現職教員1年制修士制度により入学した者については、この限りではありません。 
 

(3) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の

研究上、特に必要と認めたときは、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目と

して履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(4)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履

修できない場合もあります。 
 

(4) 充当科目 

博士課程前期課程においては、上記追加科目のうち博士課程前期課程の科目について、指

導教員の承認を得たうえで15単位まで、修了所要単位に充当することができます。ただし、

履修制限単位数に含みます。 
 

(5) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・

立命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細につ

いては、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
 

(6) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得

る場合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修

を認めます。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してく

ださい。なお、①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することが

できます。ただし、3年コースの場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。
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③の学部科目の履修は、(3)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履

修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、履修できない場合があります。 
 

(7) 日本語教育専門家養成講座の受講について 

研究対象言語・専攻する領域にかかわらず、「日本語教育専門家養成講座」を受講するこ

とができます。この講座は、将来、日本語教育に関わる職に就く可能性を視野に入れ、日本

語教育学に関心を持ち、日本語教育の専門的知識を学び、実務に必要なスキルを身につける

ことを希望する者のための講座です。 

次のとおり指定科目26単位を修得した者には、前期課程修了時に「日本語教育専門家養成

講座（日本語教師養成講座認定）修了証」が授与されます。なお、指定科目は研究科の修了

要件単位にも算入されます。 
 

領域区分 履修条件 必修 科目名 備考 

1)社会・文化・

地域 
4 単位以上 

  言語政策論   

  文化交渉論 1（中国）   

  文化交渉論 2（中国）   

  文化交渉論 3（英国）   

  日本文化特論   

  地域言語文化論 1（英米）   

  地域言語文化論 1（各地域）   

  地域言語文化論 2（各地域）   

  地域言語文化論 3（中国）   

2)言語と社会 
☆を含む 4単

位以上 

  コミュニケーション論   

  コミュニケーション研究（質的研究法）   

  コミュニケーション研究（トピックスタディ）   

☆ 異文化コミュニケーション論（比較文化）   

  異文化コミュニケーション論（言語と社会）   

 異文化コミュニケーション論（教育・心理）  

  異文化コミュニケーション研究   

3)言語と心理 
☆を含む 4単

位以上 

☆ 外国語学習者論   

  第二言語習得論1(心理・認知的アプローチ）   

  第二言語習得論 2（社会文化的アプローチ）   

  第二言語習得論 3（トピックスタディ）   

 言語心理学 1  

 言語心理学 2  

4)言語と教育 
☆を含む 10 単

位以上 

 通訳翻訳教育方法論 1   

 通訳翻訳教育方法論 2   

 外国語教授方法論 1（英語）   

 外国語教授方法論 1（中国語）   

☆ 外国語教授方法論 2（各言語） 
外国語教授方法論 2
（日本語）のみ必修 

  外国語授業実践論 1   

  外国語授業実践論 2   

  外国語教育教材論 1（英語）   

  外国語教育教材論 1（中国語）   

☆ 外国語教育教材論 2（各言語） 
外国語教育教材論 2
（日本語）のみ必修 

  外国語教材開発 1   
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  外国語教材開発 2   

  外国語教材開発 3   

  外国語教育メディア論   

  外国語能力測定・評価論   

  外国語音声教育論（英語）   

  外国語音声教育論（中国語）   

  外国語音声教育論（各言語）   

  ESP 教育論   

  小学校英語教育論   

  外国語教育論 1（リーディング）   

  外国語教育論 2（ライティング）   

  外国語教育論 3（オーラル・コミュニケーション）   

  外国語教育論 4（ボキャブラリ）   

  外国語教育論 5（文法）（英語）   

  外国語教育論 5（文法）（中国語）   

☆ 外国語教育論 5（文法）（各言語） 
外国語教育論 5（文法）
（日本語）のみ必修 

  外国語授業観察   

☆ 日本語教育特別実習 

2 年次各学期に配当、
実習を含む演習科目。 
※他の必修科目をすべ
て履修した後で履修す
ることが望ましい。 

5)言語 
☆を含む 4単

位以上 

  言語コーパス論   

  通訳翻訳研究 1   

  通訳翻訳研究 2   

  通訳翻訳研究 3   

  通訳翻訳研究 4   

  通訳実践研究 1   

  通訳実践研究 2   

  翻訳実践研究 1   

  翻訳実践研究 2   

  翻訳実践研究 3   

  通訳翻訳特殊研究 1   

  通訳翻訳特殊研究 2   

  基礎研究法４   

  外国語分析論 1（英語）   

  外国語分析論 1（中国語）   

☆ 外国語分析論 1（各言語） 
外国語分析論 1（日本
語）のみ必修 

  外国語分析論 2   

  比較語彙論（日中比較）   

  比較語彙論（各言語）   

6)その他 必要に応じて 

  基礎研究法１   

  基礎研究法２   

  基礎研究法３   

合計 26 単位   

 

(8) 大学院共通科目 

本大学院では学部教育から大学院教育へのスムーズな接続を図るとともに、大学院生に共

通して求められる知識・能力等を獲得させることを目的に大学院共通科目を設置しています。

詳細は前掲の「大学院共通科目の履修について」を参照してください。 

外国語教育学研究科においては、大学院共通科目は修得しても修了所要単位に算入するこ

はできません。なお、履修制限単位にも含まれません。 
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2 学位論文提出要件 

博士課程前期課程においては、1 年以上在学のうえ、所定の授業科目のうち 20 単位の修得が

必要です。博士課程後期課程においては、①修了に必要な単位を取得済み、もしくは取得見込

みであること、②学術論文数及び学会発表回数が所定の要件を満たしていること、③博士候補

資格試験及び聴聞会に合格していること、となります。詳細については、後掲の「修士の学位

申請に関する手続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き

及び博士論文審査基準について」にて確認してください。 
 

3 配当年次 

（1）博士課程前期課程 

前期課程演習1a・bは1年次配当とし、前期課程演習2a・bは2年次配当とします。ただし、

3年コースの場合は、前期課程演習2a・bは3年次配当とします。 
 

（2）博士課程後期課程 

後期課程演習1abは1年次配当、後期課程演習2abは2年次配当とします。ただし、指導教員

が認めた場合はこの限りではありません。 
 

4 コース変更(博士課程前期課程) 

3 年コースから 2 年コースへの変更は、1 年次に 20 単位修得しなければなりません。コース

変更の希望届出は、9 月に行います（申請時点では 20 単位修得見込みであること）。 

なお、2 年コースから 3 年コースへの変更はできません。 
 

5 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む）については、15 単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生

として学修した科目は、演習科目を除いて、上記 15 単位のうち 4 単位を限度に単位認定する

ことがあります。詳細は、入学時にお知らせします。 
 

6 学籍異動に伴う提出書類について 

外国語教育学研究科では、休学及び退学等の学籍異動が生じる場合は、所定の願い出に加え

て、研究計画に係わる書類の提出を求めます。詳細は、事前に指導教員もしくは教務センター

へ確認してください。 
 

 

Ⅳ 博士課程前期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員（・副指導教員）に

よる 2 年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究

計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員から研究指

導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究計

画・研究指導計画書」を提出する。また、指導教員が担当する

「演習」を履修するとともに、各自の研究テーマに沿った授業

科目を指導教員の助言を受けて決定し、履修する。「演習」に

おいては、最初に博士課程前期課程生として必要なアカデ

ミックスキルについて学習する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指

導教員の確認を受ける。 
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 1～2 月 

2年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の

面接指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結

果報告書」を提出するともに、「演習」の中で中間発表をおこ

なう。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し(3年

コースについては翌年度に履修)、指導教員（・副指導教員）

から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して「2

年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

10 月 

(4 月) 

修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提

出する。 

1 月 

(7 月) 
修士論文の提出 

2 月 

(7～9 月) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試

験の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は3年次以降も在学した際、9月期修了する場合を示します。 

※2 1年及び3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせしま

す。 

 

Ⅴ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または

特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した

者とされ、修士の学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 

 

2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文または課題研究報告の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行

います。 

審査委員は、当該修士論文または課題研究報告に関連ある研究領域の教員 3 名以上

とし、主査を 1 名、副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副

査を 1 名とすることがあります。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文または課題研究報告の提出者の研究成果

を確認する目的をもって、審査委員が修士論文または課題研究報告を中心とし、試問

の方法によって行います。試問は、口頭によりますが、筆答試問を併せ行うことがあ

ります。 

② 審査期間 

修士論文または課題研究報告の審査及び最終試験は、当該修士論文または課題研究

報告の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文または課題研究報告の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を

得て決定します。 
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3 修士学位論文審査基準 

本研究科博士課程前期課程では、外国語教育学専攻の中に、外国語教育学、異文化

コミュニケーション学、通訳翻訳学の 3 領域を設置している。学位を得ようとする者

は、研究対象言語に対する深い理解とその運用能力を備え、所定の単位を修め、上記

の 3 領域のうち自己の所属する専門領域における課題の探求において一定の成果を挙

げた修士論文もしくは課題研究報告を提出し、最終試験（必ず口頭試問を含む）に合

格しなければならない。 

修士論文及び課題研究報告の審査項目を以下に定める。それぞれの項目において、

一定以上の水準を有すると判断される修士論文あるいは課題研究報告を合格とし、こ

れを修士学位取得に相当する修士論文あるいは特定の課題についての研究の成果とし

て認定する。 
 

(1) 修士論文審査項目  
ア 論旨が一貫しているか。  
イ 先行研究・関連研究を十分に踏まえているか。  
ウ 研究手法・データの扱いが適切であるか。  
エ 研究の意義、重要性が十分に示されているか。  
オ 結論の妥当性が十分に検討されているか。  
カ 表記・文法上の誤りがないか。  
キ  「8（４）書式」に準拠しているか。  

(2) 課題研究報告審査項目  
ア 下記の「課題研究とは何か」のア〜キが適切に記述されているか。  
イ 研究手法・データの扱いが適切であるか。  
ウ 論旨が一貫しているか。  
エ 結論の妥当性が十分に検討されているか。  
オ 表記・文法上の誤りがないか。  
カ  「8（４）書式」に準拠しているか。  

 
（課題研究とは何か）  

課題研究とは、本研究科の研究領域に関わる分野において、実践的な活動を通し

て研究を行い、その成果を報告するものである。本研究科の認める課題研究は、教

材開発、カリキュラム開発、教育研究用ツール（ソフトウェアも含む）の開発・翻

訳通訳などの諸領域における実践及びそれに対する研究・注解などであり、具体的

な方途、成果物を提示しなければならない。課題研究報告は、以下に述べる諸要素

に関する記述を含むことが望ましい。   
ア 当該課題が設置される領域の現状に対する客観的な分析。  
イ 当該課題に関係する先行的な研究・実践に対する概観、分析、評価。  
ウ 当該課題を解決することの意義。  
エ 当該課題を解決するために考案された具体的な方途。  
オ エの考案にあたって依拠した理論、フレームワーク。  
カ エを実地に適用する際に必要な具体的手順の解説、マニュアル。  
キ エを実地に適用した結果に対する第三者の評価（成果物作成過程におけるフィ

ードバックも含む）  
 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 

 

計 画 書 
提   出 

論文・課題研究 
レポートの提出 

最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 
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5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

※  修士論文・課題研究レポートの提出については、指導教員とよく相談してください。 
 

6 修士論文提出要件 

修士論文は、学位規程第 9 条に基づき、修士課程または博士課程前期課程に 1 年以

上在学し、所定の授業科目のうち、20 単位以上を修得後に学位取得計画書を提出しな

ければ、提出することができません。 

また、上記に加えて、外国語学力確認（１カ国語）に合格しなければなりません。

ただし、入学試験での受験外国語または口頭試問をもって、外国語の学力確認を行っ

たものとして、これを免除します。 
 

7 修士論文計画書(指定様式)の提出について 

(1) 計画書はインフォメーションシステム「申請・アンケート」よりダウンロードし、

ワープロでタイプ・印刷したものを提出すること（手書きのものは受理しない）。

また、修士論文の「概要」は、Ａ４版１枚以内の別紙（書式任意）に記述して提

出すること。 

(2) 期限は厳守すること。期限後はいかなる理由があっても受理しない。 

(3) 修士論文・課題研究レポート計画書提出に際しては、指導教員の承認を得ること。 

(4) 論題は、「8（２）執筆言語」で指示する言語で作成すること。 

(5) 計画書提出後における、修士論文又は課題研究レポートの種別変更は、原則とし

て認めない。 

(6) 既に提出した計画の変更は、これを認めない。ただし、論文提出以前においては、

指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができる。 

(7) 計画書を提出したが、修士論文又は課題研究レポートを提出しない場合には、教

務センターにその旨を事前に報告すること。 
 

8 修士論文・課題研究レポート及び論文要旨(概要)の執筆要領 

（１）  作成部数 

修士論文・課題研究レポート：詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・

アンケート」に掲出されている提出要領を確認してください。 

課題研究レポートの場合は、作成した教材、プログラム及びビデオ等も５部(同一のもの

で、すべてに学籍番号及び氏名を必ず明記)提出すること。閲覧に機器やソフトウェアが

必要な教材及びプログラム等を提出する場合は、閲覧方法を明記した使用説明書を課題

研究レポート末尾に添付すること。 

（２）  執筆言語 

執筆言語は下表のとおりとすること。 

研究対象言語 

種別 
英 語・ドイツ語・中国語・朝鮮語 日本語 

修士論文 

論題・本文 
英語は研究対象言語で、その他の言語は研究対象言語あるいは日本語で執筆

すること 

要旨(概要) * 
本文を研究対象言語で執筆する場合は日本語 

本文を日本語で執筆する場合は研究対象言語 

原則的に英語、それ以外の言語

で執筆する場合には、指導教員

と相談のうえ決定 
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課題研究 

レポート 

論題・本文 研究対象言語又は日本語 

要旨(概要) * 
本文を研究対象言語で執筆する場合は日本語 

本文を日本語で執筆する場合は研究対象言語 

原則的に英語、それ以外の言語

で執筆する場合には、指導教員

と相談のうえ決定 

  * 母語が日本語でない者は、指導教員と相談のうえ決定すること。 

  * 上記以外の研究対象言語については、書式、章・節、等を含めて、指導教員と相談のう

え、執筆すること。 

（３）  枚数・字数 

修士論文又は課題研究レポートの本文は枚数及び字数を指定しない。 

論文要旨(概要）については、日本語で執筆する場合は 2,500 字程度とし、英語・ドイ

ツ語・フランス語・スペイン語の場合は 2,000 Words 程度、中国語の場合は 2,000 字

程度、朝鮮語の場合は 2,500 字程度とする。 

（４）  書  式 

執筆言語 

項目 
英 語・ドイツ語 中国語 日本語 朝鮮語 

１頁あたりの行数 25 行程度 30 行程度 

１行あたりの字数 
スペースを含めて 

80 字(Letter)前後 
35 字程度 

余 白 上下・左右 25 ミリ 

その他 執筆にあたっては、ワープロ等を利用すること 

可能な限りワー

プロなどを利用

すること。 

フォント Times New Roman 
宋体 

(SimSun, NSimSun） 
MS 明朝 

Batang 又は 

MS 明朝 

ポイント・色 * 12 Point・黒 

用 紙 Ａ４（感熱紙不可） 

体 裁 縦・横書 

   * 添付する教材等は、必要に応じてフォント及び文字色を変更してもよい。 

（５）  ページ番号 

ページ番号は下中央又は右上に付すこと。 

本文ページ番号はアラビア数字(1，5，10)とし、その他目次や謝辞にページ番号を付

す場合にはローマ数字(i, v, x)とすること。 

（６）  章・節 

章は１より番号をふり、節は 1.1 のように枝番号をふること。章及び節には見出し（タ

イトル）を付加し、その部分はボールド(太字）にすること。 

課題研究レポートを日本語で執筆する場合は、見出し（タイトル）部分は日本語でも

よい。 

例 

■研究対象言語：英語 ■研究対象言語：ドイツ語 

2. Study 

2.1 Hypothesis 

2.2 Participants 

2.3 Method 

2. Fremdsprachengebrauch der befragten Unternehmen 

2.1 Einstellung der Betriebsleiter  

2.2 Effektiver Deutschgebrauch der befragten Unternehmen 

2.2.1 Kommunikationstypen 
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■研究対象言語：中国語・朝鮮語 ■研究対象言語：日本語  

2. 問題提起 

2.1 A 論の場合 

2.2 B 論の場合 

2.3 C 論の場合 

2. 化石化現象 

  2.1 化石化の要因 

  2.2 簡単化と意味の理解度 

 

（７）  パラグラフ(段落) 

ア  パラグラフとパラグラフの間には空白行を入れないこと。ただし、例えば 2.1 か

ら 2.2 へ節が変わる時などは、1 行空白行を入れること。 

イ  パラグラフの開始は下表のとおりとすること。 

執筆言語 パラグラフ先頭のインデント 

英 語 先頭 5～7 文字(Letter)をインデント 

ドイツ語 インデントしないこと 

中国語・朝鮮語 先頭２字をインデント 

日本語 先頭１文字をインデント 

（８）  章  立 

章が変わる時は、必ずページ先頭から記述すること。前の章の終わりの余白部分に新

しい章を続けないこと。 

（９）  注 

注がある場合は以下のとおりとすること。 

記入場所に下表のタイトルを付け、番号を付して提示すること。章末注と脚注の場

合、番号は章が変わる毎に改める(１から付け直す)こと。本文中の対応番号は上付

き数字で表示すること。 

ただし、注の数が少ない場合には、以下の指定に従わず、本文末にまとめて提示し

ても構わない。 

研究対象言語 タイトル 記入場所 

英 語 Notes (日本語の場合は注) 章末注 

ドイツ語 Anmerkungen (日本語の場合は注) * 脚注 

中国語 注 脚注あるいは章末注 

朝鮮語 注 脚注・章末注・本文末注のいずれか 

日本語 注 章末注 

* 出典のみ示す場合は（Thomas,2000,p.267）のように書くこと。 

（１０） 図  表 

章毎に通し番号を付け、タイトル (表題)も必ず表示すること。なお、番号及びタイト

ルの位置は、図表の上に統一すること。なお、日本語で執筆する場合には、タイトルも

日本語とすること。 

例：２章の場合 

研究対象言語 表記例 

英 語 
通し番号 Table 2-1. Table 2-2. Figure 2-1. Figure 2-2. 

タイトル(表題) Table 2-1. Results of t-tests 

ドイツ語 

通し番号 Tabelle 2-1. Tabelle 2-2. Abbildung 2-1. Zeichnung 2-2. 

タイトル(表題) 
Tabelle 2-1.Meist benötigte Fremdsprachen nach 

Aussagen der Angestellten 
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中国語・朝鮮語 
通し番号 表 2-1. 表 2-2. 図 2-1. 図 2-2. 

タイトル(表題) 表 2-1. 常用修辞法分類一覧 

日本語 
通し番号 表 2-1. 表 2-2. 図 2-1. 図 2-2. 

タイトル(表題) 表 2-1. 1 人の日本人学習者の形態素の習得順序 

（１１） 引  用 

■研究対象言語：英語・ドイツ語・日本語 

他の研究者の文章、図及び表をそのまま引用する場合には、APA (最新版)に準拠し引用

すること。なお、出典（著者名、刊行年、ページ）を必ず添えること。また、引用の一

部分に強調を付ける場合や下線を施す場合には、下表のような注記を必ず行うこと。 

研究対象言語 強調部分の注記例 

英 語 Emphasis mine.(｢強調部分は筆者｣) 

ドイツ語 Hervorhebung vom/von der Verfasser/in（「強調部分は筆者」） 

日本語 「強調部分は筆者」 

■研究対象言語：中国語・朝鮮語 

他の研究者の文章、図及び表をそのまま引用する場合には、出典を必ず著者名、刊行年、

ページの順に明示すること(例：寺村 1985：215）。なお、引用の一部分に強調を付ける

場合や下線を施す場合には、「下線部は筆者」のような表示を必ず行うこと。 

（１２） 参考文献 

■研究対象言語：英語・ドイツ語・日本語 

APA (最新版)に従うか、準拠し作成すること。 

修士論文又は課題研究レポートいずれの場合も、必ず参考文献一覧を添付すること。 

■研究対象言語：中国語・朝鮮語 

参考文献は、注の後に付けること。 

修士論文又は課題研究レポートいずれの場合も、必ず参考文献一覧を添付すること。 

（１３） 論文（紙媒体）の装丁要領 

ア 提出時の装丁には、市販フラットファイル(例：Ａ４判コクヨ フ-10)を用いること。 

イ 修士論文又は課題研究レポートの内表紙は、論題、研究科・専攻、学籍番号及び氏名

を日本語で明記すること。 

  ただし、研究対象言語が英語又はドイツ語の者で修士論文を作成する場合は、研究対

象言語で作成した内表紙も必ず作成すること。 

ウ 論題は修士論文・課題研究レポート計画書で届け出たものを正確に記入すること。 

エ フラットファイルの表紙及び背表紙に、横書きで研究科・専攻、学籍番号及び氏名を

記入すること。 

オ 印刷は片面・両面どちらでも可とするが、指導教員の指示に従い決定すること。 

カ 付録(Appendix)がＡ４サイズを越える場合は、Ａ４サイズにあうよう、折り込むこと。 

キ 修士論文又は課題研究レポートは、次の順で綴ること。 
 

■研究対象言語：英語・ドイツ語 ■研究対象言語：中国語・朝鮮語 

① 日本語で作成した内表紙 

② 論文要旨(概要) 

③ 研究対象言語で作成した内表紙(修士論文の

場合のみ) 

④ 謝辞(ある場合のみ) 

⑤ 目次 

⑥ 修士論文又は課題研究レポート本体 

⑦ 参考文献 

⑧ 付録(ある場合のみ) 

 

① 内表紙 

② 論文要旨(概要) 

③ 目次 

④ 修士論文又は課題研究レポート本体 

⑤ 注 

⑥ 参考文献 

⑦ 付録(ある場合のみ) 

※ 謝辞は、修士論文の場合は内表紙
の後 に、 課 題 研 究 レ ポー トの場 合
は、論文要旨(概要)の後に綴ること。 
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■研究対象言語：日本語  

① 内表紙 

② 論文要旨 

③ 謝辞(ある場合のみ) 

④ 目次 

⑤ 修士論文又は課題研究レポート本体 

⑥ 参考文献 

⑦ 付録(ある場合のみ) 
 

（１４） AI ツールの利用 

ChatGPT のような大規模言語モデル、および類似の AI ツールは、本文校正、資料・文

献リストの整理・確認等、他者の助力を受けても著作者の意匠の範囲を超えないと従来

からみなされてきた使用範囲内にとどめること。また、すべて自身の責任のもとに使用

することを理解しておくこと。さらに、AI を使用する際、入力されたデータは収集さ

れる可能性があるため、情報漏洩の観点から個人情報や機密性の高い情報を入力しない

こと。 
 

（１５） その他 

本要領に明記がない事項は、APA（最新版）を参考に執筆すること。 
 

9 電子ファイルの提出について 

（1）形式及びファイル名 

ア ファイル形式は PDF とし、1 つのファイルにまとめること（内表紙、論文要旨、

目次、論文の順）。 

イ ファイル名は 学籍番号（半角）_氏名（漢字等全角）_氏名（全角カナ）とする。 

表記例：24M8001_関大太郎_カンダイタロウ.pdf 
 

（2）提出方法 

関大ＬＭＳのコースメニュー「修士論文等受付口」の中に設定されている教材「修士

論文等受付口」からデータをアップロードすること。 
 

（3）提出する際の注意点 

ア 関大ＬＭＳ上アップロードできる１ファイルの最大容量が 20ＭＢのため、提出

予定のファイルの容量が 20ＭＢ以上の場合は、各自で 20ＭＢ以下の容量になる

ように調整して分割し、複数ファイルに分けてアップロードすること。なお、最

大 5 ファイルに分割し、100ＭＢまでアップロードが可能。アップロードができ

ない場合はＵＳＢメモリにて提出すること。 
 

例 2 分割した場合 ファイル 1/2 p1～p20（18ＭＢ）,ファイル 2/2 p21～p40（12ＭＢ） 

その場合のファイル名は以下のとおりとすること。 

24M1001_関大太郎_カンダイタロウ-1.pdf 

24M1001_関大太郎_カンダイタロウ-2.pdf 
 

イ PDF ファイルに変換した際に、文字化け等が生じていないか、論文内容を各自で

確認すること。 
 

（4）提出できない場合 

ア 論文を関大ＬＭＳ上にアップロードできない場合は、ＵＳＢメモリにファイルが

入っているかを各自で確認し、学籍番号と氏名を記入した封筒の中にＵＳＢメモ

リを入れて提出すること。 

イ 論文を PDF ファイルに変換できない場合や 1つのファイルにまとめることができ

ない場合は、論文提出時に申し出ること。この場合、大学で論文（紙媒体）をス

キャンし、PDF ファイルに変換するので論文（紙媒体）を 1 部追加（計 5 部）し

て提出すること。 
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ウ 論文を PDF ファイルに変換できない事例 

ａ プリントアウトした写真等を貼付している場合。 

ｂ 「8（4）書式」用紙規格よりも大きな図面やページがある場合。 

ｃ その他、PDF ファイルに変換した際に。文字化け等が生じ、正確に論文内容が

表示されないと考えられる場合。 
 

（5）その他 

審査に使用した論文（紙媒体）4 部は口頭試問終了後、原則として本人に返却する。

なお、電子ファイルを入れたＵＳＢメモリやスキャニング用の論文（紙媒体）は返却

しない。 
 

10 修士論文・課題研究レポートの訂正 

修士論文（課題研究レポートを含む）の訂正は、事実関係や体裁に関するもののみと

し、口頭試問において審査委員の指示がある場合に限り認める。訂正版は、口頭試問の

翌日から 1 週間以内に指導教員の承認を得たうえで、電子ファイルを関大ＬＭＳのコー

スメニュー「修士論文等受付口」の中に設定されている教材「修士論文等受付口」から

データをアップロード（電子ファイルで提出できない場合や課題研究レポートの場合は

紙媒体を 1 部教務センターへ提出）すること。 
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Ⅵ 博士課程後期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員（・副指導教員）による

3 年間にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

(9 月) 

指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提出する研究

計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員（・副指導

教員）から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対し

て、「1年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。また、指

導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テ

ーマに沿った授業科目を指導教員（・副指導教員）の助言を受

けて決定し、履修する。加えて、配布された「リーディングリ

スト」に基づいて、自身が専門とする領域の基本的知識につい

て自ら学習し、「博士課程研究基礎力試験」に向けて準備を始

める。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指

導教員の確認を受ける。 

1～2 月 

(9～10 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の

面接指導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結

果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指

導教員・（副指導教員）から研究指導計画に基づき指導を受け、

研究科長に対して、「2年次研究計画・研究指導計画書」を提出

する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指

導教員の確認を受ける。博士課程研究基礎力試験の申請をする。 

1 月 

（7 月） 
博士課程研究基礎力試験の実施 

1～2 月 

(9～10 月) 

3年次に向けての研究について、指導教員（・副指導教員）の

面接指導を受け、研究科長に対して、「2年次研究成果・指導結

果報告書」を提出する。 

3 年次 

4 月 

(9 月) 

3年次からは、チュートリアルの形で指導教員（・副指導教員）

から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して、「3

年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

4 月 

(10 月) 
聴聞会の申請 

6 月 

（11 月） 
聴聞会の実施 

6 月 

（12 月） 
｢博士論文計画書｣「提出要件申請書」の提出 

9 月 

(4 月) 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

11～12 月 

(5～7 月) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による最終試験（口頭試問）

の実施 
2 月 

(7 月) 
その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示します。 

※2  3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 
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Ⅶ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1  課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、博士課程研究基礎力試

験に合格し、かつ、必要な研究指導を受けたのち、聴聞会での審査に合格のうえ、博士論

文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、博士の学位が授与

されます。 

 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を

2 名以上とします。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士学位論文審査基準 

本研究科博士課程後期課程では、前期課程の 3 領域を統合し、外国語教育学領域のみを

設置し、本研究科の「学位授与の方針」において、博士号取得の条件を次のように規定し

ている。  
外国語教育学研究科では、本学の課程を修め、次の知識・技能、資質・能力及び態度を

身につけた者に対して博士（外国語教育学）の学位を授与します。  

1  外国語教育学の分野において、自立した研究者・高度専門職業人として必要とされる

学際的知識・技能を深く掘り下げ、これらを統合的に活用することができる。 

2  高度な外国語運用能力と異文化理解力を身につけ、学問分野での卓越した知見を活用

しながら「考動力」を発揮し、研究成果を国内外に広く発信して、社会に貢献できる。 

3  研究者・高度専門職業人として関わる未解決の問題を主体的に観察・分析して、デー

タに基づいた解決策を、高い職業倫理観をもって提案・実行することができる。 

この方針のほか、本研究科では、所定の単位を修め、上述の能力を備えていると証明で

きる業績（博士論文執筆の条件）を所持し、独立した研究者たるにふさわしい博士論文を

提出し、すべての審査に合格した者に対し、博士（外国語教育学）を授与する。また、上

記の方針に則り、学位論文審査の基準を以下のように定める。  
博士の学位の授与に関しては、論文審査委員会が、学位申請者の提出した博士論文を最

終試験（口頭試問）により審査し、「博士論文審査報告書」を外国語教育学研究科・研究科

委員会に提出し、それに基づき同委員会が学位授与の可否を決定する。  
博士論文の審査項目を以下に定める。それぞれの項目において、一定以上の水準を有す

ると判断される論文を合格とする。  

ア 研究目的の明確性（研究の意義や必要性がはっきりしているか）  
イ 研究結果の独創性（未知の事象・事物の発見や新たな見解を提供しているか）  
ウ 結論の妥当性（結論の妥当性が十分に検討されているか）  
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エ 研究の積み上げ度合い（単発の研究になっておらず、対象となる研究領域における他

の論文との関連性・位置づけが明確になっているか）  
オ 先行文献の渉猟度合い（研究テーマに関わる主要な先行研究を、目的に従って十分に

渉猟しているか）  
カ 研究の実証性（データが適切かつ十分に収集されており、正しく分析されているか） 
キ 研究の国際性（国内だけでなく、海外でも評価される可能性があるか）  
ク 示唆の明確性（教育あるいは研究に対する示唆が明確にあるか）  
ケ 学術論文としての体裁（APA など所定のフォーマットに従い作成されているか、論

理的に一貫した構成となっているか）  
コ 研究者倫理の遵守（個人情報などを適切に守っているか、引用方法が適切か、関西大

学研究倫理基準を遵守しているか）  

論文博士の場合は、課程博士の審査基準に準ずるが、特にイ、エに重点を置く。  

 
4 学位授与までの主な流れ 

5 スケジュール 

博士課程研究基礎力試験申請手続 秋学期 春学期 

① 博士課程研究基礎力試験実施申請の提出 ～１０月３１日まで ～４月３０日まで 

② 
博士課程研究基礎力試験の実施（合否判定有） 

「審査用研究計画書」の提出 
１月中 ７月中 

    

博士論文提出に関する手続等 ３月期授与 ９月期授与 

① 
「聴聞会開催申請書」の提出 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 
～４月３０日まで ～１０月３１日まで 

② 聴聞会の開催（合否判定有） 
研究科が定めた 

所定の日時 

研究科が定めた 

所定の日時 

③ 

「博士論文計画書」・「提出要件申請書」の提出 

（博士論文提出の３カ月前まで） 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

～６月３０日まで ～１２月２０日まで 

④ 

「博士論文提出書」・「博士論文」・ 

「論文要旨」・「研究業績一覧表」の提出 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

～９月３０日まで ４月１０日まで 

⑤ 最終試験（口頭試問）日時の通知 １０月下旬 ５月上旬 

博士課程研究 
基礎力試験 

実施申請の提出 

 

合格 

 
博士課程研究基礎力試験及

び審査用研究計画書の提出 

 
聴聞会開催 

申請書の提出 

最終試験 
（口頭試問） 

 

合格 学位授与 

 

学位申請書・ 

博士論文の提出 

インターネットによる 

学位論文の公表 

口頭発表会（任意） 

 

合格 

博士論文計画書・ 

提出要件申請書の 

提出 

聴聞会の 

開催 

提出要件 

認定 
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⑥ 最終試験（口頭試問）の実施（合否判定有） １１月下旬～１２月下旬 ５月下旬～７月上旬 

⑦ 学位記授与 ３月３１日 ９月２０日 

※上記の日程は、あくまでも最終の期日です。実際は任意に設定した博士論文提出予定日から逆算した

日がそれぞれの期日となります。本研究科では、休学中に聴聞会を開催することはできませんので、

博士論文提出に関する手続き期間中は、在学していなければなりません。 

 

6 博士論文提出要件 

博士の学位論文は、学位規程第 19 条に基づき、博士課程後期課程に在学し、所定の単位

を修得または修得見込の者が、博士課程研究基礎力試験に合格したのち、聴聞会の合格を

経た上で、あらかじめ論文計画について承認を得なければ、提出することができません。 

また、上記に加えて、外国語学力確認（１カ国語）に合格しなければなりません。ただ

し、入学試験での受験外国語または口頭試問をもって、外国語の学力確認を行ったものと

して、これを免除します。 
 

7 博士課程研究基礎力試験について 

博士課程研究基礎力試験には、筆記試験と口頭試問があり、加えてこの試験を受験する

際に、審査用研究計画書を提出しなければなりません。口頭試問の際にその研究計画書に

ついても審査があり、合否は、筆記試験と口頭試問に分けて判定されます。所定単位を修

得（見込を含む）したうえ、入学後８学期（不在学期間を含む）以内にこの博士課程研究

基礎力試験を必ず１度は受験しなければなりません。不合格の場合、1 回に限り再受験が

可能ですが、入学後 10 学期目（不在学期間を含む）までに試験に合格しなければ、博士課

程の学位を取得することはできません。なお、所定単位を取得見込で受験したにもかかわ

らず、単位が取得できなかった場合には、その回の博士課程研究基礎力試験は不合格とな

ります。 
 

8 聴聞会について 

聴聞会についても合否判定があり、不合格の場合、1 回に限り再申請が可能です。また、

在学学期 11 学期までに合格しなければ、博士課程の学位を取得することはできません。 

聴聞会で合格した場合、論文提出までのスケジュールは以下のいずれかです。 

①聴聞会合格と同学期に、博士論文計画書提出・博士論文提出要件審査に合格し、次学

期に博士論文を提出 

②聴聞会合格の次学期に、博士論文計画書提出・博士論文提出要件審査に合格し、その

次学期に博士論文を提出 
 

9 博士論文計画書及び博士論文提出要件 

博士論文提出のための要件は下記(1)のとおりです。博士論文を提出しようとする者は、

事前に外国語教育学研究科委員会において提出要件を満たしていることの認定を受ける必

要があるので、「博士論文計画書」と一緒に「博士論文提出要件申請書」を提出してくださ

い。 

(1) 提出要件 

次の(Ⅰ)～(Ⅲ)の要件を「博士論文計画書」の提出時までに全て満たしていること。 

（Ⅰ）修了に必要な単位がすでに取得されているか、取得見込であること。  

（Ⅱ）博士論文のテーマと関連する学術論文を、本研究科に入学後３編以上公刊している 

こと。*1,2,3 

（Ⅲ）博士論文のテーマと関連する学会発表を、本研究科に入学後２回以上していること。

*4,5 

※博士課程基礎力試験及び聴聞会に合格した上で、上記の博士論文提出要件を満たし 

たと認められたものは、「博士候補（Ph.D.Candidate）」となる。 
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注 

*1 少なくとも１編は査読のある学会誌(全国レベル)あるいは国際誌に掲載されている 

こと。 

*2 共著の場合は論文執筆者が必ず第１著者であること。 

*3 出版予定の場合は、出版(受理)証明書と最終原稿を提出すること。なお、出版後速や

かに現物も提出すること。 

*4 発表は全国大会レベルのものとし、国際学会での発表を含むことが望ましい。 

*5 発表予定の場合は、学会発表受理通知を添付し、発表後速やかにプログラムを提出す

ること。なお発表予定日は博士号の授与される予定の日付以前であること。 

   当研究科では、博士論文の構想を固めたうえで、その一部となる研究を随時、論文とし

て発表していくのが望ましく、これらの在学中に発表された論文を博士論文の一部とす

ることを推奨しています。 
 

(2) 提出書類及び提出期日 

博士論文を提出しようとする者は、聴聞会を開催した後に、次の書類を博士論文提

出の少なくとも３カ月前に指導教員の承認を得たうえで提出してください。 

 ・博士論文計画書 １部 

 ・博士論文提出要件申請書 １部 

※いずれの書類も教務センター（第２学舎１号館１階西側）にて配布。 

 

(3) 博士論文の提出期日 

博士論文の提出期日は、学位授与の時期により異なりますのでご注意ください。指

導教員と相談し提出の時期を決定の上、上記「5 スケジュール」にもとづき計画を

たててください。 

 ・３月授与：９月 30 日（休業日の場合は、翌日） 

 ・９月授与：４月 10 日（休業日の場合は、翌日）  
 

10 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨

及び論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表し

ます。 

 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内に

インターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

また、任意ですが、外国語教育学研究科では口頭での発表会開催を推奨しています。 
 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 
 

学位規程 第 38 条、第 39 条 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出する

とともに、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士

の学位の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用に

より公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの

利用により公表したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、

研究科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも

のを公表することができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供

するものとする。 
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科目番号 授業科目 単位数
M401 前期課程演習1a（外国語教育学） 2
M402 前期課程演習1b（外国語教育学） 2
M403 前期課程演習1a（異文化コミュニケーション学） 2
M404 前期課程演習1b（異文化コミュニケーション学） 2
M405 前期課程演習1a（通訳翻訳学） 2
M406 前期課程演習1b（通訳翻訳学） 2
M407 前期課程演習2a（外国語教育学） 2
M408 前期課程演習2b（外国語教育学） 2
M409 前期課程演習2a（異文化コミュニケーション学） 2
M410 前期課程演習2b（異文化コミュニケーション学） 2
M411 前期課程演習2a（通訳翻訳学） 2
M412 前期課程演習2b（通訳翻訳学） 2
M300 外国語教授方法論1（英語） 2
M301 外国語教授方法論1（中国語） 2

M302-1 外国語教授方法論2（中国語） 2
M302-2 外国語教授方法論2（各言語） 2
M303 外国語授業実践論1 2
M304 外国語授業実践論2 2
M310 外国語教育教材論1（英語） 2
M311 外国語教育教材論1（中国語） 2
M312 外国語教育教材論2（各言語） 2
M313 外国語教材開発1 2
M314 外国語教材開発2 2
M320 外国語教育メディア論 2
M321 外国語学習者論 2
M322 外国語能力測定・評価論 2
M323 外国語音声教育論（英語） 2
M324 外国語音声教育論（中国語） 2
M325 外国語音声教育論（各言語） 2
M326 ESP教育論 2
M327 小学校英語教育論 2
M328 第二言語習得論1（心理・認知的アプローチ） 2
M329 第二言語習得論2（社会文化的アプローチ） 2
M330 第二言語習得論3（トピックスタディ） 2
M331 言語心理学1 2
M332 言語心理学2 2
M335 外国語教育論1（リーディング） 2
M336 外国語教育論2（ライティング） 2
M337 外国語教育論3（オーラル・コミュニケーション） 2
M338 外国語教育論4（ボキャブラリ） 2
M339 外国語教育論5（文法）（英語） 2
M340 外国語教育論5（文法）（中国語） 2
M341 外国語教育論5（文法）（各言語） 2
M347 外国語授業観察 2
M348 日本語教育特別実習 2
M350 外国語分析論 1（英語） 2
M351 外国語分析論 1（中国語） 2
M352 外国語分析論 1（各言語） 2
M353 外国語分析論 2 2
M354 比較語彙論（日中比較） 2
M355 比較語彙論（各言語） 2
M356 比較文法論（日中比較） 2
M357 言語コーパス論 2
M358 言語政策論 2
M360 コミュニケーション論 2
M361 コミュニケーション研究（質的研究法） 2
M362 コミュニケーション研究（トピックスタディ） 2
M363 異文化コミュニケーション論（教育・心理） 2
M364 異文化コミュニケーション論（比較文化） 2
M365 異文化コミュニケーション論（言語と社会） 2
M366 異文化コミュニケーション研究 2
M367 文化交渉論1（中国） 2
M368 文化交渉論2（中国） 2
M369 文化交渉論3（英国） 2
M370 日本文化特論 2
M371 地域言語文化論1（英米） 2
M372 地域言語文化論1（各地域） 2
M373 地域言語文化論2（各地域） 2
M374 地域言語文化論3（中国） 2
M375 異文化理解と言語教育 2

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
領
域

選
択
必
修
科
目

授業科目一覧表

必
修
科
目

外国語教育学専攻　博士課程前期課程
類別

外
国
語
教
育
学
領
域
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科目番号 授業科目 単位数
M382 通訳翻訳教育方法論1 2
M383 通訳翻訳教育方法論2 2
M384 通訳翻訳研究1 2
M385 通訳翻訳研究2 2
M386 通訳翻訳研究3 2
M387 通訳翻訳研究4 2
M388 通訳実践研究1 2
M389 通訳実践研究2 2
M390 翻訳実践研究1 2
M391 翻訳実践研究1（日中） 2
M392 翻訳実践研究2 2
M393 翻訳実践研究3 2
M394 通訳翻訳特殊研究1 2
M395 通訳翻訳特殊研究2 2
M100 基礎研究法１ 2
M101 基礎研究法２ 2
M102 基礎研究法３ 2
M103 基礎研究法４ 2
M104 アカデミックライティング1（英語） 2
M105 アカデミックライティング1（中国語） 2
M106 アカデミックライティング1（各言語） 2
M107 アカデミックライティング2（英語） 2
M108 アカデミックライティング2（各言語） 2
M109 アカデミックプレゼンテーション（英語） 2
M110 アカデミックプレゼンテーション（各言語） 2

通
訳
翻
訳
学
領
域

支
援
科
目

選
択
必
修
科
目

選
択
科
目

類別

M200 特殊講義（各テーマ） 2

M150 インディペンデントスタディ（教材開発論） 2
M151 インディペンデントスタディ（学習者論） 2
M152 インディペンデントスタディ（英語スキル論） 2
M153 インディペンデントスタディ（テスティング・評価論） 2
M154 インディペンデントスタディ（音声言語教育論） 2
M155 インディペンデントスタディ（英語文法論） 2
M156 インディペンデントスタディ（教授方法論） 2

外国語教育学専攻　博士課程後期課程
科目番号 授業科目 単位数
D401 後期課程演習1a 2
D402 後期課程演習1b 2
D403 後期課程演習2a 2
D404 後期課程演習2b 2
D301 特殊講義（日本語教育内容論） 2
D304 特殊講義（教授・学習方略論） 2
D305 特殊講義（言語コーパス研究） 2
D306 特殊講義（言語哲学特論） 2
D307 特殊講義（日中比較語彙論） 2
D308 特殊講義（社会言語論） 2
D309 特殊講義（音声コミュニケーション論） 2
D310 特殊講義（中国語歴史研究） 2
D312 特殊講義（朝鮮語意味論） 2
D313 特殊講義（第二言語習得論） 2
D314 特殊講義（第二言語教育研究） 2
D315 特殊講義（中国語教育設計研究） 2
D316 特殊講義（翻訳テクノロジー論） 2
D317 特殊講義（日本語教育方法論） 2
D318 特殊講義（通訳研究） 2
D319 特殊講義（異文化間・比較文化コミュニケーション論） 2
D101 応用研究法1（コーパス論） 2
D102 応用研究法2（量的研究法） 2
D103 応用研究法3（質的研究法） 2
D104 応用研究法4（トピックスタディ） 2

共通科目

選
択
必
修
科
目

選
択

科
目

必
修

科
目

類別

１
年
制
コ
ー
ス

配
当
科
目
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［科目番号について］ 
外国語教育学研究科では、科目の課程・類別を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 
科目番号は、課程を示すアルファベット１桁、類別を示す数字３桁で構成されています。 
 

例） 

M ４ ０ １ 
課程コード 類別コード 

 
課程コード M：前期課程配当 
 D：後期課程配当 
 
類別コード ４ ：必修科目 
 ３ ：選択必修科目 
 １ ：前期課程…選択科目（支援科目）、後期課程…選択科目 
 ２ ：選択科目（共通科目） 
 １５：１年制コース配当科目 
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心理学研究科 
 

Ⅰ 教育に関する三つの方針   

 

心理学専攻 博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

心理学研究科心理学専攻は、所定の単位を30単位以上修得し、修士論文の審査及び試験に合格して

本課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を身に

つけた者に対して「修士（心理学）」の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

研究者として活動するために必要とされる認知・生理心理学、社会・産業心理学、発達・教育

心理学、健康・人格心理学、計量・方法心理学に関する高度な知識・技能を修得し、それらを地

域社会・家庭・学校教育・企業組織・公的サービス等の現場に還元して総合的に活用することが

できる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、高度

な「考動力」を発揮し、実際的な問題解決を通して社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、未解決の課題に主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

心理学研究科心理学専攻は、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能

力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、認知・生理心理学、社会・産業心理学、発達・

教育心理学、健康・人格心理学、計量・方法心理学の 5 領域に関する高度な知識・技能を効率

的に修得させることを目指す。 

(2) 演習・研究指導科目や領域科目等を通して、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受

けるとともに、心理学全体に目配りしつつ最先端の研究動向にすばやく対応できる高度な研究

能力を獲得することができる体制を整える。 

(3) リサーチスキル科目等を通して、研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、修士論文の審査、各種の学修行動調査と到達度の結果を組み

合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 
 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

心理学研究科心理学専攻では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受け

ることのできる者として、心理学を学んだ者を中心に、学外からの入学者、異領域からの入学者、社

会人、留学生等多様な入学者を対象とする様々な入試を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知識・技能を修得している。 

２ 学士課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミ

ュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 
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心理臨床学専攻 博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

心理学研究科心理臨床学専攻は、所定の単位を30単位以上修得し、修士論文の審査及び試験に合格し

て本課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を身に

つけた者に対して「修士（心理学）」の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

心理臨床領域における実践的な専門技能や職業倫理観・法的知識、及び研究・開発に関わる高

度な知識的・技能的水準を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

広い視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、高度な「考動

力」を発揮し、実際的な問題解決を通して社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、未解決の課題に主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

心理学研究科心理臨床学専攻は、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等

の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義、演習、実習等を体系的に組み合わせて、心理臨床領域に関する高度な知識・技能を学

理と実務の両面から効率的に修得させることを目指す。 

(2) 職業倫理観や自己成長を促す科目及び心理臨床の専門知識・技能及びリサーチスキルなど研

究・開発・分析力を育む科目を配置し、心理臨床総合力を養う。 

(3) 少人数の演習・実習科目等において、学生一人ひとりがきめ細かい指導を受けることで、高

度な研究能力及び心理臨床領域における専門知識や技能を獲得することができる体制を整える。 

２ 学習成果の評価 

(1) 心理臨床領域に関する高度な知識・技能の修得ならびに思考力・判断力・表現力等の能力の

評価に関しては、各授業科目の成績評価、指導教員による個別評価、修士論文の審査等を組み

合わせて総合的に評価する。 

(2) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、研究指導教員及び実習指導教員による指導と評価

によって把握する。 

(3) 心理実践実習Ⅰ～Ⅴは、担当の専任教員が各学生の実習指導者と到達目標の達成度について

意見交換をするとともに、学生自身の到達目標の達成度に関する自己評価を確認し、一次的に

評価を行った後、最終的には実習担当の専任教員全員の合議により成績評価を決定する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

心理学研究科心理臨床学専攻では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を

受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的

な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程で専攻した心理学関係の広範な専門的知識を修得している。 

２ 心理職、並びに同領域の教育・研究者を目指す目的意識を有している。 

３ 心の問題を有する人々への適切な支援を行うことができる心理職として、また教育・研究者と

しての適性を有している。 
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博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

心理学研究科は、所定の単位を12単位以上修得し、必要な研究指導を受けて博士論文の審査に合格

し、本課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を

身につけた者に対して「博士（心理学）」の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

研究者として活動するために必要とされる認知・発達・社会・応用・臨床の心理学に関する卓

越した知識・技能を修得し、それらを地域社会・家庭・学校教育・企業組織・公的サービス等の

現場に還元して総合的に活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、卓越

した「考動力」を発揮し、新たな研究力の開拓を通して、社会に貢献することができる。 

３（主体的な態度） 

自らの学びに責任を持ち、高い職業的倫理観のもと、未解決の課題に主体的に取り組むことが

できる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

心理学研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主

体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 認知・発達・社会・応用・臨床の心理学分野すべてに担当教員ごとの演習科目を置くことに

よって、卓越した知識・技能を効率的に修得させることを目指す。 

(2) 演習科目等において、学生一人ひとりが指導教員から入念な指導を受け、細分化された専門

領域の徹底した深い研究を行うことを通して、卓越した研究力を獲得することができる体制を

整える。 

(3) 研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供する。 

２ 学習成果の評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、博士論文の審査、各種の学修行動調査と到達度の結果を組み

合わせて把握する。 

(2) 「考動力」に集約される思考力・判断力・表現力等の能力の評価に関しては、関西大学コン

ピテンシー調査の集計等によって行う。 

(3) 主体的に学びに取り組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

心理学研究科では、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づく教育を受けることので

きる者として、博士課程前期課程修了者及び専門職学位課程の心理臨床学専攻修了者だけではなく、

他大学大学院修士課程（博士課程前期課程）修了者、さまざまな企業や機関において研究業務に携わ

った経験のある社会人、海外からの留学生特にアジアの各地域や国からの留学生を対象とする様々な

入試を通じて、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた

入学者を広く受け入れます。 

１ 学士課程及び博士課程前期課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知識・技能を修得し

ている。 

２ 学士課程及び博士課程前期課程における学習を通じて、グローバルな視野に立って自ら考え、

周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３ 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1 心理学研究科の課程 

(1) 心理学専攻 博士課程前期課程 

(2) 心理臨床学専攻 博士課程前期課程 

(3) 心理学専攻 博士課程後期課程 

 
2 授業科目の構成 

心理学研究科で履修･修得できる授業科目は、次のとおり大別されます。なお、各授業科目の

詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 

   【心理学専攻 博士課程前期課程】 

課程 種別 概要 

前期課程 

必修科目群 演習・研究指導科目 演習・研究指導科目が設置されています。 

選択科目群 

演習・研究指導科目 演習・研究指導科目が設置されています。 

領域科目 各専門領域の科目が設置されています。 

総合科目 共通領域の科目が設置されています。 

リサーチスキル科目 
リサーチスキル、アカデミックスキル科目が設置
されています。 

 

   【心理臨床学専攻 博士課程前期課程】 

課程 種別 概要 

前期

課程 

必修科

目群 
研究・開

発科目群 

研究・開発科目系 研究・開発科目が設置されています。 

選択科

目群 

リサーチスキル科目系 リサーチスキル科目が設置されています。 

臨床心理

専門科目

群 

公認心理師科目系 公認心理師科目が設置されています。 

応用・発展科目系 応用・発展科目が設置されています。 

倫理・自

己成長科

目群 

倫理科目系 倫理科目が設置されています。 

自己成長科目系 自己成長科目が設置されています。 

 

   【心理学専攻 博士課程後期課程】 

課程 種別 概要 

後期課程 ― 演習科目が設置されています。 

 

3 研究指導体制（専修科目及び指導教員） 

博士課程前期課程においては、心理学専攻では心理学セミナーの研究分野を、心理臨床学専攻

では心理臨床学研究演習の研究分野を専修科目とし、当該科目の担任者を指導教員とします。 

博士課程後期課程においては、演習科目の研究分野のうち一つの研究分野を選択し、それを専

修科目とし、当該科目の担任者を指導教員とします。 

 

4 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、30単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者には、修士(心理学)の学位
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が与えられます。なお、心理学専攻における在学期間については、3年コースの場合、3年<6学

期>以上4年<8学期>以内とします。 
 

【修了所要単位の内訳】 

心理学専攻 

 心理学専攻においては以下の単位を含め30単位以上を修得しなければなりません。 

ア 必修科目群の4科目8単位（指導教員の担当する心理学セミナー） 

イ 選択科目群から以下の単位を含め22単位以上 

(ア) 演習・研究指導科目から2単位以上 

(イ) 現代心理学の学際的問題Ａ、現代心理学の学際的問題Ｂのうち2単位以上 

(ウ) 領域科目から2単位以上 

(エ) リサーチスキル科目から１単位以上 

（修了所要単位一覧） 

専攻名 科目区分 修了所要単位数 

心理学専攻 

必修科目群 演習・研究指導科目 8単位 

30単位以上 
選択科目群 

演習・研究指導科目 2単位以上 

領域科目 2単位以上 

総合科目 2単位以上 

リサーチスキル科目 1単位以上 

 

心理臨床学専攻 

 心理臨床学専攻においては以下の単位を含め30単位以上を修得しなければなりません。 

ア 必修科目群の4科目8単位（指導教員の担当する心理臨床学研究演習） 

イ 選択科目群から以下の単位を含め22単位以上 

(ア) 研究開発科目群リサーチスキル科目系から４単位以上 

(イ) 倫理・自己成長科目群から２単位以上 

（修了所要単位一覧） 

専攻名 科目区分 修了所要単位数 

心理臨床学 

専攻 

必修科

目群 研究・開発

科目群 

研究・開発科

目系 
8単位 

30単位以上 
選択科

目群 

リサーチスキ

ル科目系 
4単位以上 

倫理・自己

成長科目群 

倫理科目系 

2単位以上 自己成長科目

系 
 

(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、12単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士(心理学)の

学位が与えられます。 
 

【修了所要単位の内訳】 

 博士課程後期課程においては専修科目（演習）12単位を修得しなければなりません。 
 

（修了所要単位一覧） 

専攻名 科目区分 修了所要単位数 

心理学専攻 選択必修科目群 12単位 ※ 

※指導教員の担当する「専修科目」の演習を12単位修得しなければなりません。 
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Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます(詳細はインフォメーショ

ンシステムでお知らせします)。 

 

(2) 履修制限単位数 

心理学専攻において1学年度に履修できる単位は28単位までです。ただし、修了所要単位を全

て修得することとなる春学期については14単位までとします。また、3年コース選択者について

は、1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位までとします。 

心理臨床学専攻において１学年度に履修できる単位は34単位までです。ただし、修了所要単

位を全て修得することとなる春学期については16単位までとします。 

 

(3) 先修条件【心理臨床学専攻】 

心理実践実習Ⅰを修得していなければ心理実践実習Ⅱを履修することはできません。また、

心理実践実習Ⅰ及びⅡを修得していなければ心理実践実習Ⅲ、Ⅳ、Ⅴを履修することはできま

せん。 

 

(4) 演習科目の履修について 

【博士課程前期課程】 

 心理学専攻においては心理学セミナー(1)Ａ及び(1)Ｂ並びに(2)Ａ及び(2)Ｂを修得しなけれ

ばなりません。なお、心理学セミナー(1)Ａ及び(1)Ｂを修得していなければ心理学セミナー(2)

Ａ及び(2)Ｂを履修することはできません。また、3年コースの場合は、2年次に心理学セミナー

(2)Ａ及び(2)Ｂを履修することはできません。 

 心理臨床学専攻においては心理臨床学研究演習1及び2並びに3及び4を修得しなければなりま

せん。なお、心理臨床学研究演習1及び2を修得していなければ心理臨床学研究演習3及び4を履修

することはできません。 

 

【博士課程後期課程】 

 博士課程後期課程においては心理学セミナー(3)Ａ及び(3)Ｂ、(4)Ａ及び(4)Ｂ並びに(5)Ａ及

び(5)Ｂを修得しなければなりません。 

 また、専修科目以外の演習を履修することはできません。 

 

(5) 実習科目について【心理臨床学専攻】 

学外施設等での心理実践実習を安全に行うために、水痘、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹などの

感染症抗体検査の受検と予防接種を強く推奨します。また母子手帳の提示等を求めることがあり

ます。詳細は、入学時にお知らせします。 
 
(6) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は修得しても修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共通科

目の履修は在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位とし、履修制限単位には含めません。 
 
(7) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究
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上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目と

して履修することができます。追加科目の履修については、在学期間を通じて20単位までとし、

下記(8)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。 

なお、事情により履修できない場合もあります。 
 

(8) 追加科目の充当【博士課程前期課程】 

博士課程前期課程において、追加科目として修得した単位のうち博士課程前期課程の科目につ

いては、指導教員の承認を得たうえで、10 単位まで選択科目群の修了に要する単位数に算入す

ることができます。 

なお、追加科目を修了所要単位に充当するとして履修する場合は履修制限単位数に含みます。 
 

(9) 学部科目の履修について 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場

合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めま

す。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、

①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、

3年コースの場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。③の学部科目の履修は、

(7)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができます。 

なお、事情により、履修できない場合があります。 
 

(10) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分

確認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は別掲の「修士論文審査体制・

方法、修士論文審査基準及び修士の学位申請に関する手続きについて」または「博士論文審

査体制・方法、博士論文審査基準及び博士の学位申請に関する手続きについて」を参照してくだ

さい。 
 

3 コース変更【心理学専攻 博士課程前期課程】 

3年コースから2年コースへの変更を希望する場合は、1年次に20単位以上修得しなければな

りません。コース変更の希望届出は、1月に行います。なお、2年コースから3年コースへの変

更はできません。 
 

4 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む）については、10 単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生と

して学修した科目（演習科目を除く）も、上記10単位のうち6単位を限度に単位認定すること

があります。詳細は、入学時にお知らせします。 
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2024年度 授業科目一覧表 

心理学専攻 博士課程前期課程 

区分 科目番号 授業科目 単位数 
配当 

年次 

必
修
科
目
群 

演
習
・
研
究 

指
導
科
目 

PSY5001 心理学セミナー（1）Ａ 2 
1 

PSY5002 心理学セミナー（1）Ｂ 2 

PSY6001 心理学セミナー（2）Ａ 2 
2 

PSY6002 心理学セミナー（2）Ｂ 2 

選
択
科
目
群 

演
習
・
研
究 

指
導
科
目 

PSY5003 副指導セミナー（1）Ａ 2 
1 

PSY5004 副指導セミナー（1）Ｂ 2 

PSY6003 副指導セミナー（2）Ａ 2 
2 

PSY6004 副指導セミナー（2）Ｂ 2 

領
域
科
目 

PSY5005 認知･生理心理学特殊講義 2 

1 

PSY5006 社会･産業心理学特殊講義 2 

PSY5007 発達･教育心理学特殊講義 2 

PSY5008 健康･人格心理学特殊講義 2 

PSY5009 計量･方法心理学特殊講義 2 

PSY6005 発達障害論 2 
2 

PSY6006 キャリア心理学 2 

総
合 

科
目 

PSY5010 現代心理学の学際的問題Ａ 2 
1 

PSY5011 現代心理学の学際的問題Ｂ 2 

リ
サ
ー
チ
ス
キ
ル
科
目 

PSY5012 英語論文の書き方 2 

1 

PSY5013 心理学論文の読み方と書き方 2 

PSY5014 心理統計法 2 

PSY5015 心理学研究法 2 

PSY5016 上級心理学実習 1 

PSY5017 コミュニケーションと自他理解 2 

PSY5018 ダイバーシティと共同創造 2 
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心理臨床学専攻 博士課程前期課程 

区分 科目番号 授業科目 単位数 
配当 

年次 

公認 

心理師 

必
修
科
目
群 

研
究
・
開
発
科
目
群 

研
究
・
開
発 

科
目
系 

CPY5001 心理臨床学研究演習１ 2 
1 

 

CPY5002 心理臨床学研究演習２ 2 

CPY6001 心理臨床学研究演習３ 2 
2 

 

CPY6002 心理臨床学研究演習４ 2 

選
択
科
目
群 

リ
サ
ー
チ
ス
キ
ル 

科
目
系 

CPY5003 臨床心理学研究法 2 

1 

 

CPY5004 臨床心理学データ解析演習 2  

CPY5005 英語論文講読演習 2  

CPY5006 コミュニケーションと自他理解 2  

CPY5007 ダイバーシティと共同創造 2  

臨
床
心
理
専
門
科
目
群 

公
認
心
理
師
科
目
系 

CPY5008 保健医療分野に関する理論と支援の展開 2 

1 

● 

CPY5009 福祉分野に関する理論と支援の展開 2 ● 

CPY5010 教育分野に関する理論と支援の展開 2 ● 

CPY5011 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 2 ● 

CPY5012 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 2 ● 

CPY5013 心理的アセスメントに関する理論と実践 2 ● 

CPY5014 心理支援に関する理論と実践 2 ● 

CPY5015 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 2 ● 

CPY5016 心の健康教育に関する理論と実践 2 ● 

CPY5017 心理実践実習Ⅰ 1 ● 

CPY5018 心理実践実習Ⅱ 1 ● 

CPY5019 心理実践実習Ａ 2 ● 

CPY6003 心理実践実習Ⅲ 1 

2 

● 

CPY6004 心理実践実習Ⅳ 1 ● 

CPY6005 心理実践実習Ｂ 2 ● 

CPY6006 心理実践実習Ⅴ 2 ● 

応
用
・
発
展
科
目
系 

CPY6007 パーソン・センタード・セラピー演習1 2 

2 

 

CPY6008 パーソン・センタード・セラピー演習2 2 

CPY6009 心理アセスメント演習1 2 

CPY6010 心理アセスメント演習2 2 

CPY5020 認知行動療法演習 2 1  

CPY6011 地域支援臨床心理学演習 2 2  

CPY5021 発達障害臨床特論 2 1  

CPY6012 精神医学 2 
2 

 

CPY6013 心身医学 2 

倫
理
・
自
己
成
長 

科
目
群 

倫
理 

科
目
系 

CPY5022 心理臨床学と関連倫理 2 
1 

 

CPY5023 心理臨床実践関連法規・行政論 2 

自
己
成
長

科
目
系 

CPY5024 セルフディベロップメント演習 2 1  

注）公認心理師の受験資格を得るためには、本研究科心理臨床学専攻に入学するまでに、４年制大学等

において公認心理師に必要な省令で定める科目を修得したうえで、本頁の授業科目一覧表に示す公認心

理師科目系の科目すべてを修得しなければなりません。 
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心理学専攻 博士課程後期課程 

種別 科目番号 授業科目 
単位

数 

配当 

年次 

選
択
必
修
科
目
群 

PSY7001 心理学セミナー(3)A 2 
1 

PSY7002 心理学セミナー(3)B 2 

PSY8001 心理学セミナー(4)A 2 
2 

PSY8002 心理学セミナー(4)B 2 

PSY9001 心理学セミナー(5)A 2 
3 

PSY9002 心理学セミナー(5)B 2 

 

 

［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、専攻を示すアルファベット３桁、配当年次を示す１桁と連番の数字３桁で構成されてい

ます。 

例） 

P S Y ５ ０ ０ １ 

専攻 配当年次ｺｰﾄﾞ 連番 

 

専攻       PSY：心理学 

 CPY：心理臨床学 

 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 
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Ⅳ 博士課程前期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ（研究指導計画） 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、2 年間にわたる指導を受けます。研

究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを受け、各大学院生が提出する研究計画及

び指導教員が作成する研究指導計画に基づき、個別相談を受けたうえ

で、研究科長に対して、「1年次研究計画・研究指導計画書」を提出す

る。また、指導教員が担当する演習科目「心理学セミナー」または「心

理臨床学研究演習」を履修するとともに、各自の研究テーマに沿った

授業科目を指導教員の助言を受けて決定し、履修する。 

5～7 月 

(10～12 月) 
2年次生が実施する「中間発表会」にオブザーバーとして参加する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員・副指導教員の確認を受け、必要に応じて研究科長に対して「1

年次研究計画・研究指導計画書」を再度、提出する。 

1～2 月 

(9～10 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指導を受

け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」を提出す

る。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する演習科目「心理学セミナー」ま

たは「心理臨床学研究演習」を履修し(3年コースについては翌年度に

履修)、指導教員・副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、

研究科長に対して「2年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

5～7 月 

(10～12 月) 

修士論文計画や研究の進捗に基づき、「中間発表会」を実施し、指導教

員・副指導教員から指導を受ける。 

10 月 

(4 月) 
修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出する。 

1 月 

(7 月) 
修士論文の提出 

2 月 

(7～9 月) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験の実

施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月期学位授与を示す。 

※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 

 

 

Ⅴ 修士論文審査体制・方法、審査基準及び修士の学位申請に関する手続きについて  

 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題

についての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修

士の学位が授与されます。 
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2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、

副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすること

があります。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をも

って、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭

によりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文審査基準 

学位論文（修士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 問題意識が明確で、課題設定が適切であること 

(2) 先行研究を適切に検討、吟味していること 

(3) 研究目的に照らして研究・分析の方法が適切であること 

(4) 論文構成が的確で、論理展開に整合性、一貫性があること 

(5) 全体を通して社会的・学術的な意義が認められること 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 

修士論文の提出に際しては、指導教員とよく相談のうえ手続きを行ってください。 

 
5 スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 
    日程の詳細については、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

 

6 修士論文の提出要件 

修士論文は博士課程前期課程に１年以上在学し、修了所要単位のうち 20 単位以上を修得

した後、論文計画書を提出し、かつ、外国語の学力に関する認定に合格しなければ、提出

することができません。外国語の学力に関する認定は、次の方法で行います。 

   【心理学専攻】 

(1) 入学試験の際に受験した外国語をもって、外国語の学力に関する認定に合格した

ものとする。 

 
提出期日・日程 

3 月期学位授与 9 月期学位授与 

論文計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

計 画 書 
提   出 論文の提出 

最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

口頭試問 
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(2) 学内進学試験及び社会人・留学生入学試験の合格者は、入学試験の口頭試問におけ

る外国語の学力確認又は指導教員による研究指導をもって外国語の学力に関する

認定に合格したものとする。 

   【心理臨床学専攻】 

(1) 入学試験の際に受験した外国語をもって、外国語の学力に関する認定に合格した

ものとする。 

(2) 学内進学試験の合格者は、入学試験の面接試験における外国語の学力確認又は指

導教員による研究指導をもって外国語の学力に関する認定に合格したものとする。 

 

7 修士論文計画書の提出 

(1) 一度提出した論文計画の変更は認めません｡ただし、論文提出以前においては、指

導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出すれば変更することができます。 

(2) 修士論文計画書を提出したにもかかわらず修士論文を提出しない場合は、事前に

教務センターにて手続きを行ってください。 

 

8 修士論文・論文要旨の提出要領 

提出期の修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・

アンケート」に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 

 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出

されている提出要領を確認してください。 

(2) 枚数制限 【修士論文】 枚数制限はなし 

【論文要旨】 1,000 字から 2,000 字程度 

 

(3) 用紙規格 

ア 自筆で横書きの場合はＡ４判 400 字詰原稿用紙（市販のもの） 

イ 自筆で縦書きの場合はＢ５判 200 字詰原稿用紙（市販のもの） 

ウ ワープロ等を使用して横書きの場合はＡ４判の用紙(感熱紙は不可) 

エ ワープロ等を使用して縦書きの場合はＢ５判の用紙（感熱紙は不可） 

（注）ワープロ等の書式設定は次のとおりとする。 

    【横書き】 (A4 判) ３５字×３０行      【縦書き】 (B5 判) ５０字×２０行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

 

(4）装丁要領 

ア 市販のフラットファイルを用いて装丁すること｡ 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・学籍番号・氏名を

日本語で記入すること｡ 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表紙を作成すること｡

ただし、論題については論文計画書で届け出たもの（外国文でも可）を正確に記

入すること｡ 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること｡ 

 

○ 

 

○ 
右側に余白を 

 25mm 以上とる 

－227－



 

 

  

  論 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

                  

 

                内表紙  

                の様式  

 

   論   題 

 ○ 

 

    研究科・専攻 

 ○  

   学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

論 

文 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 

 

(5）注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（装丁要領ア・イ）

に準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込む

こと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 
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Ⅵ 博士課程後期課程における研究指導について  
 
1 研究指導の流れ（研究指導計画） 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

指導教員によるガイダンスを受け、各大学院生が提出する研究計画及び

指導教員が作成する研究指導計画に基づき、個別相談を受けたうえで、

研究科長に対して、「1年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。ま

た、指導教員が担当する演習科目「心理学セミナー」を履修するととも

に、各自の研究テーマに沿った授業科目を指導教員の助言を受けて決定

し、履修する。 

9～10月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員・副指導教員の確認を受け、必要に応じて研究科長に対して「1 年

次研究計画・研究指導計画書」を再度、提出する。 

10～12 月 

(4～6 月) 

博士論文計画や研究の進捗に基づき、「中間発表会」を実施し、指導教

員・副指導教員から指導を受ける。 

1～2 月 

(9～10月)

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指導を受

け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する演習科目「心理学セミナー」を

履修し、指導教員・副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、

研究科長に対して、「2年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

9～10月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員・副指導教員の確認を受け、必要に応じて研究科長に対して「2 年

次研究計画・研究指導計画書」を再度、提出する。 

10～12 月 

(4～6 月) 

博士論文計画や研究の進捗に基づき、「中間発表会」を実施し、指導教

員・副指導教員から指導を受ける。 

1～2 月 

(9～10 月)

3年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指導を受

け、研究科長に対して、「2年次研究成果・指導結果報告書」を提出する。 

3 年次 

4 月 

(9 月) 

2年次に引き続き、指導教員が担当する演習科目「心理学セミナー」を

履修し、指導教員・副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、

研究科長に対して、「3年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

4～7 月 

(10～1 月)
博士論文提出基準の確認 

5～7 月 

(10～12 月)

博士論文計画や研究の進捗に基づき、「聴聞会」を実施し、指導教員・

副指導教員から指導を受ける。 

8 月末 

(2 月末) 
｢博士論文計画書｣の提出 

11 月末 

(5 月末) 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

12～1月 

(6～7 月) 
公開口頭試問の実施 

2 月 

(7 月) 
最終試験の結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月期学位授与を示す。 

※2  3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受ける。 
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Ⅶ 博士論文審査体制・方法、論文審査基準及び博士の学位（博士課程）申請に関する手続きについて  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたのち、

博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、博士の学位が

授与されます。 

 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を

2 名以上とします。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

学位論文（博士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 問題意識が明確で、課題設定が適切であること 

(2) 国内外の先行研究を適切に検討、吟味していること 

(3) 研究目的に照らして研究・分析の方法が適切であること 

(4) 論文構成が的確で、論理展開に整合性、一貫性、説得性があること 

(5) 全体を通して学術的な独創性が認められること 

(6) 国内外の学会や社会に対して貢献が認められること 

 

4 学位授与までの主な流れ 

 

博士論文の提出に際しては、事前に論文の提出時期等を指導教員とよく相談のうえ、手続

きを行ってください。なお、「博士論文計画書」、「学位申請書」等の手続き書類については、

教務センターにて配布します。 

 

論文 

提出 

最終 

試験 

学位 

授与 
合格 審査 

計画書 

提 出 

提出基準 

の確認 

学位論文の 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

 

 
 

公開口頭試問 
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5 スケジュール 

学位（博士）授与までの手続き ９月期授与 ３月期授与 

博士論文提出基準の確認 10 月 1 日～1 月 10 日 4 月 1 日～7 月 10 日 

聴聞会 10 月～12 月 5 月～7 月 

「博士論文計画書」の提出 ※ 2 月末まで 8 月末まで 

「学位申請書」・学位論文（博士論文）等の書類一式の提出 5 月末まで 11 月末まで 

公開口頭試問 6 月～7 月 12 月～1 月 

学位記授与式 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 

※「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論文を提

出することはできません。 
 

6 博士論文提出要件 

博士の学位論文は、博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得または修得見込の者

が、あらかじめ論文計画について承認を得、かつ、研究科委員会の定める下記の要件を満

たした後でなければ、提出することができません。 

 (1) 研究業績について、次のいずれかの要件を満たしていること。 

  ア 研究書（単著）が 1 冊以上あること 

  イ 査読のある「学術雑誌」に掲載された論文が 2 篇（共著の場合は第 1 著者であるこ

と）以上あること 

  ウ 査読のある「学術雑誌」に掲載された論文が 1 篇（共著の場合は第 1 著者であるこ

と）及び本研究科が研究論文と認める論文が 3 篇以上あること 

 (2) 外国語の学力に関する認定に合格していること。外国語の学力に関する認定は、次の

方法で行います。 

  ア 入学試験の際に受験した外国語をもって、外国語の学力に関する認定に合格したも

のとする。 

  イ 社会人入学試験及び外国人留学生入学試験の合格者は、入学試験の口頭試問におけ

る語学の確認又は演習担当教員の研究指導により、外国語の学力に関する認定に合格

したものとする。 
 

7 博士論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

  ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 
 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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社会安全研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

社会安全研究科では、所定の教育課程を修めたうえで、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力

等の能力及び主体的な態度を身につけた者に対して修士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

安全・安心な社会を創造するために現状を複眼的に分析するとともに、既存の理論を継承・発

展させて新しい理論を創造するために必要な高度な専門的知識を活用することができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

災害や事故のリスクを理工学的な視点から定量的に評価するだけでなく、社会科学的な視点か

らの定性的な評価を加えることによってリスクをより総合的に評価できる手法を開発するととも

に、高度な「考動力」を発揮して安全・安心な社会を実現するための政策を提言・立案できる実

践的かつ専門的な能力を有する。 

３（主体的な態度） 

社会安全分野に関する様々な情報に目を配り、課題を発見するとともに、課題解決に向けて主

体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

社会安全研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の点を踏まえて、必要な科目を体

系的に教育課程として編成します。 

１ 教育内容 

(1) 科目を人間システム系、社会システム系、理工システム系の 3 つに体系化し、自分の専門分

野はもとより、社会安全分野における幅広い知識を習得させる。 

(2) 演習科目等において、学生一人ひとりが指導教員から専門分野に関する指導を受けるととも

に、選択科目等を通じて多様な講義（lecture）と助言（suggestion）を受けることにより、高

度な研究能力を獲得させる。 

(3) 指導教員等による演習等を通じて、日本語及び一つ以上の外国語を的確に理解し、記述し、

表現することができるスキルを修得させる。 

(4) 主担当教員1名以外に、異分野の副担当教員2名を定め、学際的な研究指導を行う。 

２ 教育評価 

(1) 研究の進捗状況を確認し、その質を確保するために、毎年、修士論文テーマについて全

専任教員の前で口頭発表させる「修士論文中間発表会」を行う。 

(2) 修士論文を主査 1 名と副査 2 名の 3 名により精査し、それぞれの指導内容を反映したものを

最終版として提出させる。 

(3) 口頭試問及び「修士論文発表会」を行い、本研究科の評価基準を満たしたものを合格とする。 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

社会安全研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カリキ

ュラム・ポリシー）に定める教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、思考力・

判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた入学者を受入れます。 

１ 社会安全に関する課題に強い関心を持ち、社会安全分野における基礎的な知識・技能を修得し

ている。 

２ 社会安全に関する課題をグローバルな視野に立って自ら考え、法学・政治学、経済・経営学、

社会学、心理学、理学、情報学、工学、労働・社会医学などの多角的な視点から問題に切り込み

つつ、強いリーダーシップを発揮して社会に貢献できる。 

３ 社会安全に関する課題解決に向け、主体的に取り組む強い意欲を持っている。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

社会安全研究科では、所定の教育課程を修めたうえで、次の知識・技能、資質・能力及び態度を身

につけた者に対して博士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

  安全・安心な社会を創造するために、現状を複眼的に分析するとともに、既存の理論を継承・

発展させて新しい理論を創造するために必要な卓越した専門的知識を有する。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

  社会安全分野において自立した研究遂行能力を備え、卓越した「考動力」を発揮して理論創造

と政策提言を行うことができる。 

３（主体的な態度） 

  社会安全分野に関する様々な情報に目を配り、課題を発見するとともに、高い職業的倫理観の

もと、課題解決に向けて主体的に取り組むことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

社会安全研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能、資質・能力

及び態度を修得できるように、以下の点を踏まえて、必要な科目を体系的に教育課程として編成しま

す。 

１ 教育内容 

(1) 科目を人間システム系、社会システム系、理工システム系の 3 つに体系化し、社会安全分野

の専門研究者及び高度専門職業人の育成という視点を強く意識したカリキュラム編成とする。 

(2) 演習科目等において学生一人ひとりが指導教員から専門分野に関する指導を受けるとともに、

選択科目等を通じて多様な講義（lecture）と助言（suggestion）を受けることで、卓越した研

究能力を獲得させる。 

(3) 指導教員等による演習等を通じ、日本語及び一つ以上の外国語について、的確に理解し、記

述し、表現するとともに、コミュニケーション・プレゼンテーションを行うことができるスキ

ルを修得させる。 

２ 教育評価 

(1) 研究の進捗状況を確認し、その質を確保するために、全学生に、課程在籍中 2 回、全専任教

員の前で博士論文テーマについて口頭発表させる博士論文中間発表会を行う。 

(2) 博士論文を主査 1 名と副査 2 名の 3 名により精査し、それぞれの指導内容を反映したものを

最終版として提出させる。 
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(3) 口頭試問を行い、本研究科の評価基準を満たしたものを合格とする。 

(4) 学位の授与が認められた者は、博士論文公聴会を行う。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

社会安全研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カリキ

ュラム・ポリシー）に定める教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、資質・能

力及び態度を備えた入学者を受け入れます。 

１ 社会安全に関する諸問題に強い関心を持ち、社会安全分野における専門的知識・技能を修得し

ている。 

２ 社会安全に関する諸課題をグローバルな視野に立って自ら考え、法学・政治学、経済・経営学、

社会学、心理学、理学、情報学、工学、労働・社会医学などの多角的な視点から問題に切り込み

つつ、社会安全研究領域を創設するとともに、防災・減災の実現のための理論創造と政策提言に

寄与できる。 

３ 社会安全に関する課題解決に向け、主体的に取り組む強い意欲を持っている。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1 研究科の構成 

社会安全研究科には、次の課程があります。 

(1) 防災・減災専攻 博士課程前期課程 

(2) 防災・減災専攻 博士課程後期課程 

   ※博士課程後期課程には「Ph.D. of Disaster Management Program」（以下「PDM」という。）

があります。PDMについては、別に定める「Graduate School of Societal Safety Sciences 

(PDM)」を確認してください。 
 

2 授業科目の構成 

社会安全研究科で履修･修得できる授業科目は、必修科目群(必ず修得しなければならない科目)と選

択科目群(一定の選択の余地がある科目)に大別されます。また、その他に自由科目群（修了所要単位に

含めない科目）があります。 

なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
 

3 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程において、2年<4学期>以上(4年<8学期>以内)在学し、30単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者には、「修士(学術)」

の学位が与えられます。 

【修了所要単位30単位の内訳】 

種 別 最低修得単位数 

必修科目群 12単位 
合計 

30単位以上 選択科目群 
18単位以上 

(共通科目から1科目2単位、各システム系から 

それぞれ2科目4単位以上を含む) 

 

(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程において、3年<6学期>以上(6年<12学期>以内)在学し、14単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格した者には、「博士(学術)」

の学位が与えられます。なお、PDM履修者においては「Doctor of Philosophy」の学位が与えら

れます。 

【修了所要単位14単位の内訳】 

種 別 最低修得単位数 

必修科目群 8単位 
合計 

14単位以上 
選択科目群 

6単位以上 
(各システム系から1科目2単位以上を含む) 

 
 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録 

その年度に履修しようとする授業科目については、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照

のうえ、必ず指導教員の承認を得て、所定の登録期間に登録をしてください。 

また、一部の授業科目については英語での開講となる場合がありますので、履修にあたっては

必ずシラバスの内容をよく確認してください。 

なお、原則として、登録期間終了後の変更は認められません。 
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(2) 履修制限単位【博士課程前期課程のみ】 

1学年度に履修できるのは、30単位までです。 

ただし、規定により在学期間の短縮又は延長を許可された場合は、この限りではありません。 

なお、アドバンストインターンシップ（各機関）については、履修制限単位に含めません。 
 

(3) 演習・研究指導科目の履修 

ア  博士課程前期課程 

「専攻演習ⅡＡ(各テーマ)・ⅡＢ(各テーマ)」、「副指導演習ⅡＡ・ⅡＢ」を履修す

るには、「専攻演習ⅠＡ(各テーマ)・ⅠＢ(各テーマ)」、「副指導演習ⅠＡ・ⅠＢ」を

修得していなければなりません。 

ただし、研究科委員会の議を経て許可したときは、この限りではありません。 
 

イ  博士課程後期課程 

「専攻演習ⅣＡ(各テーマ)・ⅣＢ(各テーマ)」を履修するには、「専攻演習ⅢＡ(各

テーマ)・ⅢＢ(各テーマ)」を修得していなければなりません。 

ただし、研究科委員会の議を経て許可したときは、この限りではありません。 
 

(4) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究

上、特に必要と認めたときは、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目として履修

することができます。なお、追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までとし、下記(5)の場

合を除き、履修制限単位数には含まれません。また、事情により履修できない場合もあります。 
 

(5) 追加科目の充当【博士課程前期課程のみ】 

博士課程前期課程において、追加科目として修得した単位のうち博士課程前期課程の科目につ

いては、事前に指導教員の承認を得たうえで、15単位まで修了所要単位に充当することができま

す。ただし、その場合、履修制限単位数に含みます。また、5 入学前既修得単位の認定単位数と

合わせて20単位を超えないものとします。 
 

(6) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場

合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めま

す。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、

①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。③の学部科

目の履修は、(4)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することがで

きます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 
 

(7) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立命

館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細については、

25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生」の要項を参照してください。 
 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確認

し研究計画を立てたうえで、履修登録を行ってください。詳細は後掲の「Ⅴ 修士の学位申請に関す

る手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について」又は「Ⅶ 博士の学位申請に関する手続

き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について」を参照してください。 
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3 配当年次 

(1) 博士課程前期課程 

「専攻演習ⅠＡ(各テーマ)・ⅠＢ(各テーマ)、副指導演習ⅠＡ・ⅠＢ」は1年次配当、「専攻

演習ⅡＡ(各テーマ)・ⅡＢ(各テーマ)、副指導演習ⅡＡ・ⅡＢ」は2年次配当とします。 
 

(2) 博士課程後期課程 

「専攻演習ⅢＡ(各テーマ)・ⅢＢ(各テーマ)」は1年次配当、「専攻演習ⅣＡ(各テーマ)・Ⅳ

Ｂ(各テーマ)」は2年次配当とします。 
 
4 先修条件【博士課程前期課程のみ】 

1年次配当の必修科目6単位以上を含む20単位以上を修得できなかった場合は、2年次配当科

目の履修を認めません。 
 
5 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生

として学修した科目も、上記15単位のうち6単位を限度に単位認定することがあります。詳細

は、入学時にお知らせします。 
 

授業科目一覧表 
 

防災・減災専攻 博士課程前期課程 

種 別 授 業 科 目 単位数 配当年次 科目番号 

必
修
科
目
群 

専攻演習ⅠＡ(各テーマ) 2 1 DPR5 

専攻演習ⅠＢ(各テーマ) 2 1 DPR5 

副指導演習ⅠＡ 1 1 DPR5 

副指導演習ⅠＢ 1 1 DPR5 

専攻演習ⅡＡ(各テーマ) 2 2 DPR6 

専攻演習ⅡＢ(各テーマ) 2 2 DPR6 

副指導演習ⅡＡ 1 2 DPR6 

副指導演習ⅡＢ 1 2 DPR6 

選   

択   

科   

目   

群 

共通科目 
アカデミックライティング 2 1 DPR5 

Academic Writing & Presentation in English 2 1 DPR5 

人
間
シ
ス
テ
ム
系 

安全の思想/Idea of ANZEN (=Japanese Notion of Safety) 2 1 DPR5 

災害心理学特論/Disaster Psychology 2 1 DPR5 

災害復旧・復興特論 

/Theory of Disaster Recovery and Revitalization 
2 1 DPR5 

災害情報特論/Advanced Disaster Information 2 1 DPR5 

安全教育特論/Advanced Disaster and Safety Education 2 1 DPR5 

ヒューマンエラー特論/Theory of Human Errors 2 1 DPR5 

リスクコミュニケーション特論/Risk Communication 2 1 DPR5 

労働安全衛生特論 

/Advanced Occupational Safety and Health 
2 1 DRR5 

社
会
シ
ス
テ
ム
系 

行政法特論/Administrative Law 2 1 DPR5 

消防防災行政特論 

/Theory for Administration of Fire Services and Disaster 
2 1 DPR5 

公衆衛生学特論/Public Health Policy and Management 2 1 DPR5 

災害経済学特論/Economics of Disasters 2 1 DPR5 

リスクマネジメント特論/Theory of Risk Management 2 1 DPR5 

損害保険特論 

/Advanced Property and Casualty Insurance 
2 1 DPR5 

安全と法システム特論 

/Theory of Legal Systems for Social Safety 
2 1 DPR5 

消費者安全法特論 

/Advanced Law Related to Consumer Safety 
2 1 DPR5 

交通システム安全特論/Transportation Safety 2 1 DPR5 
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選   

択   

科   

目   

群 

理
工
シ
ス
テ
ム
系 

水災害特論/Theory of Hydrospheric Disaster 2 1 DPR5 

地震減災特論 
/Damage Reduction in an Earthquake Disaster 

2 1 DPR5 

耐震工学特論/Seismic Engineering 2 1 DPR5 

地盤災害特論/Advanced Geodisaster 2 1 DPR5 

都市安全計画特論 
/Urban Planning for Disaster Mitigation 

2 1 DPR5 

社会減災政策論 
/Disaster Reduction Policy for Resilient Society 

2 1 DPR5 

工学的安全システム特論 
/Engineering Safety Systems 

2 1 DPR5 

安全設計特論/Safety Design 2 1 DPR5 

工学システム解析/Engineering System Analysis 2 1 DPR5 

情報セキュリティ特論/Advanced Information Security 2 1 DPR5 

応用データサイエンス特論 

/Data Science and Mathematics for Epidemiology 

2 1 
DPR5 

自由科目群 アドバンストインターンシップ（各機関） 2 1 DPR5 

 

防災・減災専攻 博士課程後期課程 

種 別 授 業 科 目 単位数 配当年次 科目番号 

必
修
科
目
群 

専攻演習ⅢＡ(各テーマ) 2 1 DPR7 

専攻演習ⅢＢ(各テーマ) 2 1 DPR7 

専攻演習ⅣＡ(各テーマ) 2 2 DPR8 

専攻演習ⅣＢ(各テーマ) 2 2 DPR8 

選 

択 

科 

目 

群 

人
間
シ
ス
テ
ム
系 

リスクコミュニケーション研究 2 1 DPR7 

ヒューマンエラー研究 2 1 DPR7 

災害復旧・復興研究 2 1 DPR7 

災害心理研究 2 1 DPR7 

社会安全思想研究 2 1 DPR7 

災害情報研究 2 1 DPR7 

労働安全衛生研究 2 1 DPR7 

社
会
シ
ス
テ
ム
系 

リスクマネジメント研究 2 1 DPR7 

損害保険研究 2 1 DPR7 

企業関係法・ＣＳＲ研究 2 1 DPR7 

行政法・政策法務研究 2 1 DPR7 

安全関連法研究 2 1 DPR7 

消防防災行政研究 2 1 DPR7 

公衆衛生研究 2 1 DPR7 

災害経済研究 2 1 DPR7 

公益事業と安全システム研究 2 1 DPR7 

理
工
シ
ス
テ
ム
系 

社会減災政策研究 2 1 DPR7 

工学安全システム研究 2 1 DPR7 

水防災研究 2 1 DPR7 

地震減災研究 2 1 DPR7 

耐震工学研究 2 1 DPR7 

地盤防災研究 2 1 DPR7 

都市防災研究 2 1 DPR7 

工学システム解析研究 2 1 DPR7 

安全設計研究 2 1 DPR7 

情報セキュリティ研究 2 1 DPR7 

応用データサイエンス研究 2 1 DPR7 

自由科目群 アドバンストインターンシップ（各機関） 2 1 DPR7 
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［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、研究科を示すアルファベット 3 桁、配当年次を示す 1 桁の数字で構成されています。 

例） 

DPR 5 

研究科 配当年次ｺｰﾄﾞ 

 

配当年次コード 5：前期課程 1 年次配当 

 6：前期課程 2 年次配当 

 7：後期課程 1 年次配当 

 8：後期課程 2 年次配当 

 9：後期課程 3 年次配当 

 

 

Ⅳ 博士課程前期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員による 2 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 
 
 (※1.2) 

4 月 

指導教員によるガイダンスを受ける。 

指導教員の面接指導を受け、「研究計画書」を作成し、提出する。

また、指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の

研究テーマに沿った授業科目を指導教員の助言を受けて決定し、

履修する。 

9～10 月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について、指導教員へ

報告し確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、「研

究成果報告書」を作成し、提出する。 

2 年次 
 
(※3.4) 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導

教員の面接指導を受け、「研究計画書」を作成し、提出する。 

1～2年次生及び全専任教員が一堂に会して中間発表会を実施す

る。2年次生はこれまでの研究成果及び今後の研究計画を報告す

る。 

10 月 修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を提出する。 

1 月 修士論文（査読用）を提出する。 

2 月 修士論文を提出する。 

2 月 
審査委員(主査1名、副査2名)による最終試験（口頭試問）を実施

する。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 学位が授与される。 

      ※は、在学するセメスターを指す。 
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Ⅴ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位(大学院学則第24条、第26条に基づく) 

修士課程又は博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文の審査及び試験に合格した者

は、その課程を修了した者とされ、修士の学位が授与されます。 
 

2 学位授与までの流れ 

 

 

 

 

3 スケジュール 

詳細（各種様式・日程等）は、インフォメーションシステムや関大LMSでお知らせします。 

修士論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 

事項 3 月期授与の場合 9 月期授与の場合 

「修士論文計画書」の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

修士論文の提出 2 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験（口頭試問） 2 月中旬～下旬 7 月下旬～9 月上旬 

学位授与 3 月下旬 9 月中旬 

 

4 修士論文提出要件(学位規程第9条に基づく) 

修士論文は、修士課程又は博士課程前期課程に1年以上在学し、所定の授業科目のうち、

20単位以上を修得した後、学位取得計画を提出し、かつ、研究科の定める所定の要件を満た

さなければ、これを提出することができません。 
 

※社会安全研究科の定める所定の要件 

指導教員による英語の文献を用いた研究指導を受けていること。 

 

5 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制(学位規程第 11 条に基づく） 

修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副

査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることがあ

ります。 

なお、審査委員には、本研究科委員会以外の者を含めることがあります。 

審査委員は、審査の結果を研究科委員会に報告するものとします。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験(学位規程第 12 条に基づく） 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をもっ

て、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭に

よりますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

なお、最終試験の日時は、研究科委員会において決定します。 

② 審査期間(学位規程第 13 条に基づく) 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了しま

す。 

③ 審査結果(学位規程第 15 条に基づく) 

修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得なければならない

ものとします。 

計 画 書 
提   出 

論文の提出 
最 終 
試 験 

合 格 
学 位 
授 与 

 

（口頭試問） 

（修士論文発表会） 
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なお、研究科委員会の議事は、委員の 3 分の 2 以上が出席し、その過半数の同意を

もって決定するものとします。 
 

6 修士論文審査基準 

学位論文（修士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、社会的意義が意識されているか 

(2) テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点が加えられてい

るか 
 

 

Ⅵ 博士課程後期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による3年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 
 
 (※1.2) 

4 月 

指導教員によるガイダンスを受ける。 

指導教員の面談指導を受け、「研究計画書」を作成し、提出する。

また、指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の

研究テーマに沿った授業科目を指導教員の助言を受けて決定し、

履修する。 

9～10月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について、指導教員へ

報告し確認を受ける。 

1～2 月 
2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、「研

究成果報告書」を作成し、提出する。 

2 年次 
 
 (※3.4) 

4 月 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教

員の面接指導を受け、「研究計画書」を作成し、提出する。1～3年

次生及び全専任教員が一堂に会して中間発表会を実施する。2年次

生はこれまでの研究成果及び今後の研究計画を報告する。 

9～10月 
個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 
3年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、「研

究成果報告書」を作成し、提出する。 

3 年次 
 
 (※5.6) 

4 月 

指導教員の面接指導を受け、「研究計画書」を作成し、提出する。

1～3年次生及び全専任教員が一堂に会して中間発表会を実施する。

3年次生はこれまでの研究成果及び今後の研究計画を報告する。 

8 月 ｢博士論文計画書｣を提出する。 

12 月 学位論文等の書類一式を提出する。 

1 月 審査委員(主査1名、副査2名)による最終試験(口頭試問)を実施する。 

2 月 最終試験の結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 公聴会を実施する。 

3 月 学位が授与される。 
    ※は、在学するセメスターを指す。  
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Ⅶ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位(大学院学則第25条、第28条に基づく) 

博士課程後期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とさ

れ、博士の学位が授与されます。 

 

2 学位授与までの主な流れ 

 

 

3 スケジュール 

詳細（各種様式・日程等）は、インフォメーションシステムや関大LMSでお知らせします。 

事項 3月期授与の場合 9月期授与の場合 

「博士論文計画書」の提出 8月末まで 2月下旬まで 

学位論文等の書類一式の提出 12月中旬まで 6月中旬まで 

最終試験(口頭試問) 1月下旬 7月上旬 

審査報告書の提出 2月上旬まで 7月中旬まで 

公聴会 3月中旬 9月中旬 

学位授与※ 3月下旬 9月中旬 

 ※最終試験に合格し、学位が授与される場合は、学位記授与式の通知を行います。 

 

4 学位論文提出要件 

（1）博士論文提出期限までに、レフェリー制のある学術雑誌に掲載された論文（未公刊で

あってもアクセプトされたものは含む。）が 2 篇以上あること。ただし、研究科委員会

がそれと同等と認める論文を含めることができる。 

（2）指導教員による英語の文献を用いた研究指導を受けていること。 

 

5 博士論文審査体制・方法 
(1)  審査体制 (学位規程第 21 条に基づく） 

 博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 
 審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査 

を 2 名以上とします。審査委員には、当該研究科委員会以外の者を含めることがあり 
ます。 
 審査委員は、論文の審査及び評価に関する意見を記載した審査要旨を、研究科委員 

会に報告するものとします。 
(2)  審査方法 

① 最終試験(学位規程第 22 条に基づく） 
博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、 

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により行
いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

なお、最終試験の日時は、主査委員の意見を聴いて、研究科委員会において決定 
します。 

② 審査期間(学位規程第 23 条に基づく) 
博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果（学位規程第 25 条・26 条に基づく) 

論文 

提出 

 

審査 
 

合格 
学位論文の 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 

授与 
計画書 

提 出 

 

公聴会 
最終 

試験 

（口頭試問） 

１
年
以
内 
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博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得なければならない
ものとします。 

なお、研究科委員会の議事は、委員の 3 分の 2 以上が出席し、その 3 分の 2 以上の
同意をもって決定します。 

 

6 博士論文審査基準 

学位論文（博士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、社会的意義が認められるか 

(2) テーマに基づいて、適切な問題を設定し、一貫した論理展開がされているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析手法が用いられ、資料やデータの解釈は適切かつ厳密か 

(4) 先行研究や関連した研究を十分に調査し、的確に考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な成果があるか 

 

7 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第38条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第39条に基づき、学位を授与されてから1年以内にインタ

ーネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステム等でお知らせします。 
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東アジア文化研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、東アジアにおける諸文化の形成と展開及び相互関係を把握し、豊かな専

門的学識と高度な研究能力を備えた研究者及び高度専門職業人の養成を目的としています。この目的

を具現化した人材として、以下の能力を身につけた者に対して修士（文化交渉学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

東アジア文化に関する高度で専門的な知識を有し、それを活用して人類の知的営みに貢献する

ことができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

「考動力」を発揮して、東アジア文化に関する総合的・学際的視野から、自ら設定した課題を

考察し解決することができる。 

３（主体的な態度） 

東アジア文化に関する深い理解と高度で専門的な知を的確に伝え発信し、知識基盤社会を支え

ることに寄与しようとする態度を示すことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、

主体的な態度の修得を実現するために、以下の方針にしたがって、教育課程を体系的に編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義・演習等を適切に組み合わせ、東アジア文化に関する高度な専門的知識・技能を修得で

きるように体系的に科目を配置する。 

(2) 演習科目においては、指導教員から個別に研究指導を受け、東アジア諸文化の専門家として

の研究能力を養成する。 

(3) 現代の東アジア文化研究全体のなかで自己の研究課題を位置づけるために、多様な共通科目

群を設置する。 

(4) 学術成果のグローバルな発信力を養成するための科目群を設置する。 

２ 教育評価 

(1) 教育内容の修得度は、学位論文の審査及び到達度調査等の結果を組み合わせて評価する。 

(2) 研究成果は、学内・学外の学会発表あるいは学術誌への投稿・掲載等によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）に基づく教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、

思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 東アジア文化に関して、学士課程修了相当の基礎的な知識を有し、口頭発表や論文執筆によっ

て発信するための基本的能力を有している。 

２ 東アジア文化研究の研究方法に立脚して、自らの研究課題を設定することができる。 

３ 東アジア文化に対する深い関心を持ち、自らの専門的知識によって知識基盤社会の発展に寄与

する意欲を持っている。 
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博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、東アジアにおける諸文化の形成と展開及び相互関係を把握し、豊かな専

門的学識と卓越した高度な研究能力、高い職業倫理観を備えた研究者及び高度専門職業人の養成を目

的としています。この目的を具現化した人材として、以下の能力を身につけた者に対して博士（文化

交渉学）の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

東アジア文化に関する高度で専門的な知識を有し、新たな知を創造する能力を有している。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

「考動力」を発揮して、東アジア文化に関する総合的・学際的視野から、自ら設定した課題を

展開し、高い学術的価値を有する成果に結実させることができる。 

３（主体的な態度） 

東アジア文化に関する深い理解と洞察に基づき、高い水準と独創性を備えた知的発信を行い、

知識基盤社会を先導する専門家としての自覚を示すことができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、学位授与の方針に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、

主体的な態度の修得を実現するために、以下の方針にしたがって、教育課程を体系的に編成します。 

１ 教育内容 

(1) 講義・演習等を適切に組み合わせ、東アジア文化に関する最先端の高度な専門的知識・技能

を修得できるように体系的に科目を配置する。 

(2) 演習科目においては、指導教員からの個別に入念な研究指導を受け、自立した研究者として

の高度な研究能力を完成する。 

(3) 現代の東アジア文化研究全般を俯瞰し、その担い手として自己の研究課題を開拓し意義づけ

る姿勢を養成するために、多様な共通科目群を設置する。 

(4) 学術成果の高度でグローバルな発信力を養成するための科目群を設置する。 

２ 教育評価 

(1) 教育内容の修得度は、学位論文の審査及び到達度調査等の結果を組み合わせて評価する。 

(2) 研究成果は、学内・学外の学会発表あるいは学術誌への投稿・掲載、及び各年次の研究成果

報告書によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

東アジア文化研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）に基づく教育を受けることのできる者として、次に掲げる知識・技能、

思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を求めます。 

１ 東アジア文化の専門的な研究内容及び方法について、博士課程前期課程（修士課程）修了相当

の知識を有し、自らの研究成果を口頭発表や論文執筆によって的確に、かつ国際的に発信するた

めの専門的能力を有している。 

２ 東アジア文化研究の研究方法に立脚して、自らの研究課題を設定し展開することができる。 

３ 東アジア文化の高度な研究に対する深い関心と自立した研究者としての自覚を持ち、専門的知

識の継承と創造を通じて、知識基盤社会の発展を先導する意欲を持っている。 
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Ⅱ 教育課程について  

 

1   研究科の構成 

東アジア文化研究科は、次の課程があります。 

(1)文化交渉学専攻 博士課程前期課程 

(2)文化交渉学専攻 博士課程後期課程 
 

2   授業科目の構成 

東アジア文化研究科で履修・修得できる授業科目は、次のとおり大別されます。科目選

択に際しては、学期初めの履修ガイダンス等を通じて、指導教員と十分に打ち合わせてく

ださい。 
 

種別 履修方法 

必修科目 演習を伴う一授業科目を選定し、必ず修得しなければなりません。 

領域選択科目 必修科目の領域と関連して、一定の科目選択の余地のある科目です。 

共通科目 東アジア文化研究科共通の選択科目です。 

 

3   修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

博士課程前期課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、32単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び試験に合格した者には、「修士(文化交渉学)」の

学位が与えられます。 
 

【修了所要単位32単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

文化交渉学 

専攻 

指導教員の担当する必修科目（演習） 8単位 

合計 

32単位以上 

領域選択科目Ａ群 2単位以上 

領域選択科目Ｂ群 2単位以上 

指導教員以外が担当する演習(1)Ａ・ (1)Ｂ 

共通科目Ａ・Ｂ・Ｃ群 

任意の単位数 

(※1) 

（※1）大学院共通科目については、4単位を限度に修了所要単位に算入することができます。 
 

(2) 博士課程後期課程 

博士課程後期課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、16単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、「博士(文化交渉

学)」の学位が与えられます。 
 

【修了所要単位16単位の内訳】 

専攻名 科目区分･科目名 最低修得単位数 

文化交渉学 

専攻 

指導教員の担当する必修科目（演習） 12単位 

合計 

16単位以上 

指導教員以外が担当する演習(1)Ａ・ (1)Ｂ 

領域選択科目 

共通科目 

任意の単位数 

 

4   指導教員・副指導教員について 

指導教員は専修科目の演習を担当する教員で、学生は指導教員から研究指導及び授業科

目の選択等研究一般に関する指導を受けなければなりません。副指導教員は、指導教員に

よる学生の指導を補助的に支える教員です。副指導教員は、入学後に決定します。 
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5   研究指導について 

大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（研究指導）によ

って行われます。 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録（履修変更） 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。 

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます(詳細はインフォメーシ

ョンシステムでお知らせします)。 
 

(2) 履修制限単位 

博士課程前期課程の在学者が1学年度に履修できるのは30単位までです。ただし、秋学期入学

生の入学初年度及び所定の単位を修得することとなる春学期については16単位までとします。 

また、長期履修学生制度（3年コース）を選択した者の履修制限単位は、1学年度につ

き20単位までです。秋学期入学生の入学初年度及び所定の単位を修得することとなる春

学期については10単位までとします。ただし、長期履修学生制度（3年コース）の選択

者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20単位を修得し、所定の手続きを経

て2年コースに変更する場合は、2年次の履修制限単位は30単位とします。 

なお、ＫＵ・ＥＵワークショップは履修制限単位には含みません。 
 

(3) 配当年次 

ア 博士課程前期課程 

演習(1)Ａ及び(1)Ｂは1年次配当、演習(2)Ａ及び(2)Ｂは2年次配当とします。ただし、長

期履修学生制度（3年コース）の場合は、2年次に演習(2)Ａ及び(2)Ｂは履修できません。 
 

イ 博士課程後期課程 

演習(1)Ａ及び(1)Ｂは1年次配当、演習(2)Ａ及び(2)Ｂは2年次配当、演習(3)Ａ及び(3)Ｂ

は3年次配当とします。 
 

(4) 先修条件(博士課程前期課程) 

演習(1)Ａ及び(1)Ｂを修得していなければ、演習(2)Ａ及び(2)Ｂは履修できません。 
 

(5) 演習・研究指導科目の履修 

指導教員の担当する演習以外の演習については、演習(1)Ａ及び(1)Ｂについてのみ履修する

ことができます。 
 

(6) 大学院共通科目の履修について（博士課程前期課程） 

大学院共通科目の概要については、24ページ「大学院共通科目の履修について」を参照して

ください。別表に定める科目を履修した場合、4単位を限度に修了所要単位に算入することがで

きます。 
 

(7) 追加科目 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研

究上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科

目として履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(8)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 
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(8) 追加科目の充当（博士課程前期課程） 

博士課程前期課程において、追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承認を

得たうえで、15単位まで修了所要単位に充当することができます。(※)ただし、指導教員の担

当する必修科目（演習）の所要単位に含めることはできません。また、充当科目の単位数は履

修制限単位数に含まれます。 

 

(9) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る

場合、③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認

めます。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。

なお、①及び②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。た

だし、長期履修学生制度（3年コース）の場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位ま

でです。③の学部科目の履修は、(7)の追加科目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度とし

て履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 

 

(10) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 

 

2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分

確認し研究計画を立てたうえ履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関す

る手続き及び修士論文審査基準について」又は「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審

査基準について」を参照してください。 

 

3 入学前既修得単位の認定について 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む）については、15単位を限度に単位認定することがあります。(※)また、本学外国人研究生

として学修した科目は、演習科目を除いて、上記15単位のうち6単位を限度に単位認定することが

あります。詳細は、入学時にお知らせします。 

 

(※)1-(8)により充当する単位数と、3により認定する単位数は合わせて20単位を超えないものとします。 

 

 

Ⅳ その他  

 

1 長期履修学生制度について(博士課程前期課程) 

(1) 長期履修学生制度とは 

        標準修業年限を3年とする制度です（通常の標準修業年限は2年です）。以下の説明では、標準

修業年限が2年の場合を「2年コース」、長期履修学生制度による標準修業年限が3年の場合を「3

年コース」としています。 

 

(2) コースの途中変更 

3年コースから2年コースへの変更を行うためには、1年次に20単位以上修得しなければなり

ません。コース変更の希望届の受付は、春学期入学生は12月～1月中旬、秋学期入学生は6月に

行います。手続きについては、別途インフォメーションシステム等でお知らせします。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 
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Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員による 2 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

学生は、指導教員からの研究指導にしたがって、年次ごとに「研究計画書」及び「研究成

果報告書」を研究科長に提出します。ただし、学位論文を提出した場合は、当該年度の「研

究成果報告書」を提出する必要はありません。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月末まで 

(10 月末まで) 

指導教員によるガイダンスにおいて、今後の研究計画について指導

を受け、研究科長に対して「1年次研究計画書」を提出する。また、

指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、適切な授業科目

を指導教員の助言を受けて決定する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1 月末まで 

(7 月末まで) 

2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究科

長に対して「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月末まで 

(10 月末まで) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し(長期履修

学生制度（3年コース）については翌年度に履修)、指導教員から研

究計画について指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計画書」

を提出する。 

9 月下旬 

(4 月中旬) 

修士論文構想発表会における発表及び「修士論文構想発表報告書」

の提出 

10 月中旬 

(4 月中旬) 
修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出する。 

1 月中旬 

(7 月中旬) 
修士論文の提出 

2 月中旬 

(7 月下旬) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験の

実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 

※2 長期履修学生制度（3年コース）については、別途、インフォメーションシステム等でお知

らせします。 

 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位 

修士課程又は博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題につい

ての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の学位

が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 
 

2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副

査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることがあ

ります。 
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(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文の提出者の研究成果を確認する目的をもっ

て、審査委員が修士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭によ

りますが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 修士論文審査基準 

学位の授与（修士）に関わる論文の審査にあたっては、以下の審査項目を踏まえ、総合的

に評価します。 

(1) 研究目的が明確であること。 

(2) 専門分野に関する十分な知識を有し、先行研究を的確に検討していること。 

(3) 研究資料の収集が適切であり、分析や考察が的確であること。 

(4) 論理や叙述の一貫性を有し、形式や表記が適切であること。 

(5) 新しい知見や独自の観点があること。 

 

4 学位授与までの流れ(2 年次) 
 

 

 

 

 

 

5 スケジュール(2 年次) 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

年次研究計画書の提出 4月末まで 10月末まで 

修士論文構想発表会 9 月下旬 4 月中旬 

修士論文構想発表報告書の提出 9 月下旬 4 月中旬 

修士論文計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬 

修士論文の提出 1 月中旬 7 月中旬 

最終試験（口頭試問） 2 月中旬 7 月下旬 

 

6 修士論文提出要件 

博士課程前期課程に 1 年以上在学し、所定の授業科目のうち 20 単位以上を修得した後、

学位取得計画を提出しなければ、修士論文を提出することはできません。 

 

7 修士論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 修士論文計画書の提出前に東アジア文化研究科の主催する「修士論文構想発表会」に

おいて論文計画を発表し、研究科委員会において可とされなければ、修士論文計画書を

提出することはできません。 

(3) 修士論文計画書には指導教員の承認印もしくは署名を受けてください。 

年次研究 

計画書 

提出 

修士論文 

計画書 

提出 

修士論文 

提出 

最終 

試験 

 

合格 

 

学位 

授与 

修士論文 

構想発表会 

 

口頭試問 

修士論文 

構想発表報告書 

提出 
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(4) 既に提出した論文計画の変更は認められません。ただし、論文提出以前においては、

指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出し、研究科委員会に可否を諮

ることができます。 

(5) 計画書を提出したが、修士論文を提出しない場合は、必ず事前に教務センターにその

旨を報告してください。 

 

8 修士論文・論文要旨の提出要領 

提出期の修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・ア

ンケート」に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 

 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出

されている提出要領を確認してください。 

(2) 枚数制限 【修士論文】 枚数制限はなし 

【論文要旨】 論文の概要を 1,000 字から 2,000 字程度にまとめる 

(3) 用紙規格  以下の規格に従うこと。 

ア ワープロ等を使用の場合は、原則として横書きはＡ４判、縦書きはＢ５

判の用紙を使用 

イ 自筆の場合は、横書きはＡ４判の 400 字詰原稿用紙、縦書きはＢ５判

の 200 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用 

（注）ワープロ等の書式設定は原則的には以下のようにすること。 

     【横書き】(A4 判) ４０字×３６行    【縦書き】（Ｂ５判） ５０字×２０行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

(4）装丁要領 

ア 市販のフラットファイルを用いて装丁すること。 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記

入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表紙を作成すること。

ただし、論題は論文計画書で届け出たもの（外国文でも可）を正確に記入すること。 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること。 
 

  

  論 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

 

 

                内表紙  

                の様式  

 

   論   題 

 ○ 

 

 

 ○ 研究科・専攻 

   学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

論 

文 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 

 

(5）注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（装丁要領ア・イ）

右側に余白を 

25mm 以上とる 

   ○ 

 

   ○ 
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に準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込む

こと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

 
 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員による 3 年間にわたる指導

を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 

学生は、指導教員からの研究指導にしたがって、年次ごとに「研究計画書」及び「研究成

果報告書」を研究科長に提出します。ただし、学位論文を提出した場合は、当該年度の「研

究成果報告書」を提出する必要はありません。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月末まで 

(10 月末まで) 

指導教員によるガイダンスにおいて、今後の研究計画について指導

を受け、研究科長に対して「1年次研究計画書」を提出する。また、

指導教員が担当する「演習」を履修するとともに、適切な授業科目

を指導教員の助言を受けて決定する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教

員の確認を受ける。 

1 月末まで 

(7 月末まで) 

2年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究科

長に対して「1年次研究成果報告書」を提出する。 

2 年次 

4 月末まで 

(10 月末まで) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員

から研究計画について指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計

画書」を提出する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導教

員の確認を受ける。 

1 月末まで 

(7 月まで) 

3年次に向けての研究について、指導教員の面接指導を受け、研究科

長に対して「2年次研究成果報告書」を提出する。 

3 年次 

4 月中旬 

(9 月下旬) 

博士論文構想発表会における発表及び「博士論文構想発表報告書」

の提出 

4 月末まで 

(10 月末まで) 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導教員

から研究計画について指導を受け、研究科長に対して「3年次研究計

画書」を提出する。〔注１〕 

5 月末まで 

(11 月末まで) 
｢博士論文計画書｣の提出 

11 月末まで 

(5 月末まで) 
｢博士論文提出書｣・学位論文等の書類一式の提出 

1 月下旬 

(6 月下旬) 
最終試験(公聴会)の実施 

2 月下旬 

(7 月下旬) 
その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 

※2 3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

注１「博士論文構想発表報告書」を提出した場合は不要です。 
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Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程後期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研

究指導を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者

とされ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
 

2 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2

名以上とします。 
 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、審

査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により行い

ますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 

3 博士論文審査基準 

学位の授与（博士）に関わる論文の審査にあたっては、以下の審査項目を踏まえ、総合的

に評価します。 

(1) 研究目的が明確であること。 

(2) 専門分野に関する十分な知識を有し、先行研究を的確に検討していること。 

(3) 研究資料の収集が適切であり、分析や考察が的確であること。 

(4) 論理や叙述の一貫性を有し、形式や表記が適切であること。 

(5) 新しい知見や独自の観点があり、学術的に高い価値を有すること 
 

4 学位授与までの流れ (3 年次) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

注１「博士論文構想発表報告書」を提出した場合は不要です。 
 

5 スケジュール (3 年次) 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

９月期授与 ３月期授与 ９月期授与 ３月期授与 

博士論文構想発表会 9 月下旬 4 月中旬 ― ― 

博士論文構想発表報告書の提出 
9 月下旬 4 月中旬 ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

博士論文 

計画書提出 

博士論文 

提出 
審査 

最終

試験 
合格 

学位 

授与 

学位論文の 

インターネット公表 

博士論文構想発表報告書提出 

年次研究計画書提出〔注１〕 

博士論文 

構想発表会 

 

公聴会 

 

＜1 年以内＞ 
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3 年次研究計画書の提出〔注１〕 
10 月末まで 4 月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

「博士論文計画書」の提出 
11 月末まで※ 5 月末まで※ ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

「学位申請書」・学位論文等の書類一式の

提出 5 月末まで 11 月末まで 5 月末まで 11 月末まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

最終試験（公聴会） 6月下旬 1月下旬 6月下旬 1月下旬 

＊ 3 年次研究成果報告書の提出 
7 月末まで 1 月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学位記授与式 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 9 月 18 日頃 3 月 23 日頃 

※「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論

文を提出することはできません。 

＊学位論文を提出しない場合は、「3 年次研究成果報告書」を提出しなければなりません。 

注１「博士論文構想発表報告書」を提出した場合は不要です。 

 

6 学位論文提出要件 

学位論文を提出しようとする者は、東アジア文化研究科主催の「博士論文構想発表会」に

おいて論文構想を発表し、研究科委員会において可とされなければ、博士論文計画書を提出

することはできません。かつ、学位論文提出時までに、次のいずれかの要件を満たしている

ことが必要です。 

(1) 全国学会あるいはレフェリー制の学会において口頭発表（ポスターセッションを含む）

を 1 回以上行うとともに、学術誌（レフェリー制が望ましい）に論文 1 篇以上が掲載（あ

るいは掲載決定）されていること。 

(2) 国際学会誌に論文 1 篇以上が掲載（あるいは掲載決定）されていること。 

(3) 国際学会での口頭発表を 1 回以上行うとともに、他の公開性のある出版物（学会誌・

学術雑誌・紀要・公的資金による研究報告書など）に論文１篇以上が掲載（あるいは掲載

決定）されていること。 

なお、博士論文は、日本語の場合 12 万字（400 字詰原稿用紙に換算して 300 枚）以上で

あることを目安とします。他の言語による場合は、別途定めます。 
 

7 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネット（関西大学学術リポジトリ）の利用により公表しなければなりません。 

   ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 
 

学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しな

ければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表した

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表す

ることができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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Ⅸ 日本語教師養成講座<大学院コース>について  

 

1 概要 

東アジア文化研究科では、広く人文学研究に携わる本研究科の学生が、自らの専門性を生

かせる場を広げるために、日本語教育の基礎的な知識・技能・実践経験を得ることのできる

プログラムとして日本語教師養成講座<大学院コース>を設置しています。 

 

2 受講対象者 

日本語教師養成講座<大学院コース>の受講対象者は、東アジア文化研究科の全学生です。

また、他研究科の学生、外国人研究生、科目等履修生、聴講生等は、本講座講義科目の履修

は出来ますが、実習を伴う科目「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」の履修は認めません（日

本語教師養成講座<大学院コース>の修了認定も行いません）。 

 

3 修了要件 

日本語教師養成講座<大学院コース>を修了するためには、下記の各要件を満たさなければ

なりません。 
 

(1) 6 で示す表のとおり、26 単位以上を修得しなければなりません。 
 

(2) 東アジア文化研究科（博士課程前期課程もしくは博士課程後期課程）に所定の年限在

学し、修了所要単位（博士課程前期課程 32 単位 / 博士課程後期課程 16 単位）を修

得しなければなりません。 
 

(3) 博士課程前期課程の学生は、修士号の取得を本講座の修了要件とします。なお、博士

課程後期課程の学生は、博士号の取得を本講座の修了要件としません。 

 

4 修了認定 

日本語教師養成講座<大学院コース>修了見込者は、所定の期日までに、日本語教師養成講

座<大学院コース>修了認定申請書を提出することによって、在籍課程修了時に、日本語教師

養成講座<大学院コース>修了証が発行されます。 

 

5 関西大学文学部卒業者の履修 

(1) 関西大学文学部において日本語教師養成講座の科目を修得した者（講座修了者及び一

部の科目の単位を既修得の者）が、日本語教師養成講座〈大学院コース>を受講する場

合、6 の表に記載された学部開講科目の単位は既修得単位として認定し、未修得の科

目の修得により、本講座の修了認定を行います。 
 

(2) 関西大学文学部 4 年次に大学院文学研究科授業科目履修制度を利用して大学院開講科

目を修得した者が、日本語教師養成講座<大学院コース>を受講する場合、学部生時に

修得した大学院科目の単位は入学前既修得単位認定の対象外であるため、大学院文学

研究科に進学後、大学院開講科目を修得しなければなりません。 
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6 日本語教師養成講座<大学院コース>科目一覧 

領域 区分 必要単位数 開講（※1） 科目名 必修 単位 

1. 社会･文

化 ･地域に

関わる領域 

1) 社会･文化･地域 必修2単位を

含む4単位以

上 

学部 日本語教育概論 ☆ 2 

2) 言語と社会 大学院 領域選択科目Ａ群 

領域選択科目Ｂ群 

共通科目Ａ群 

共通科目Ｃ群        （※2） 

 
1～2 

2. 教 育 に

関わる領域 

3) 言語と心理 4 単位以上 学部 教育と文化の社会学 
 

2 

学部 教育人類学 
 

2 

学部 子どもの発達多様性 
 

2 

学部 人間発達と教育の心理学 
 

2 

学部 第二言語習得論 
 

2 

学部 教育心理学 
 

2 

大学院 Ｍ 日本語教育研究 講義  2 

4) 言語と教育 必修 10単位 学部 日本語教授法 ☆ 2 

学部 日本語教育方法論 ☆ 2 

学部 日本語教育授業分析 ☆ 2 

大学院 Ｍ 日本語教育実践研究Ａ（※3） ☆ 2 

大学院 Ｍ 日本語教育実践研究Ｂ（※3） ☆ 2 

3. 言 語 に

関わる領域 

5) 言語 8 単位以上 学部 国語学概論ａ 
 

2 

学部 国語学概論ｂ 
 

2 

学部 言語学研究 
 

2 

学部 日本語学Ⅰａ 
 

2 

学部 日本語学Ⅰｂ 
 

2 

学部 日本語学Ⅱａ 
 

2 

学部 日本語学Ⅱｂ 
 

2 

大学院 東アジア文化資料研究（言語と表象）

Ａ 講義 

 2 

大学院 東アジア文化資料研究（言語と表象）

Ｂ 講義 

 2 

大学院 文化交渉学領域研究（東アジアの言語

と表象）Ａ 講義 

 2 

大学院 文化交渉学領域研究（東アジアの言語

と表象）Ｂ 講義 

 2 

大学院 Ｍ 国語学研究Ａ 講義 
 

2 

大学院 Ｍ 国語学研究Ｂ 講義 
 

2 

大学院 Ｍ 中国語学及語学史Ａ 講義 
 

2 

大学院 Ｍ 中国語学及語学史Ｂ 講義 
 

2 

（※1） 学部開講科目の修得単位は、在籍課程の修了所要単位には含みません。また、東アジア文
化研究科博士課程後期課程在籍者が博士課程前期課程の開講科目を履修する場合、博士課
程後期課程の修了所要単位には含みません。 
関西大学大学院東アジア文化研究科博士課程前期課程を修了した博士課程後期課程在籍
者は、大学院開講科目の修得単位として、博士課程前期課程と博士課程後期課程のそれぞ
れで取得した単位を合算して申請することも可能です。 

（※2） 以下の科目は「1. 社会･文化･地域に関わる領域」の科目には含みません。 
・「大学院英語」 
・「Ｍ 日本語教育研究 講義」「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」（「2. 教育に関わる領

域」の選択・必修科目として取り扱います） 
・「東アジア文化資料研究（言語と表象）Ａ・Ｂ 講義」「文化交渉学領域研究（東アジア

の言語と表象）Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ国語学研究Ａ・Ｂ 講義」「Ｍ中国語学及語学史Ａ・
Ｂ 講義」（「3. 言語に関わる領域」の選択科目として取り扱います） 

（※3） 「Ｍ 日本語教育実践研究Ａ・Ｂ」を履修する際、「日本語教育概論」「日本語教授法」「日
本語教育方法論」「日本語教育授業分析」のうち 2 科目以上を履修していることが求めら
れます。なお、担当教員の判断により、これらの科目を未履修の場合でも、当該科目の受
講を認める場合があります（すでに日本語教育の実践経験を持つ場合など）。 
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文化交渉学専攻　博士課程前期課程
配当 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

必修科目 GEC5011 国語学研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC5001 文化交渉学（東アジアの言語と表象）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC5012 国語学研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC5002 文化交渉学（東アジアの言語と表象）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC5013 日本古典籍研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC6001 文化交渉学（東アジアの言語と表象）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC5014 日本古典籍研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC6002 文化交渉学（東アジアの言語と表象）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC5015 日本文学文献研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC5003 文化交渉学（東アジアの思想と構造）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC5016 日本文学文献研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC5004 文化交渉学（東アジアの思想と構造）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC5017 日本近代文学文献研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC6003 文化交渉学（東アジアの思想と構造）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC5018 日本近代文学文献研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC6004 文化交渉学（東アジアの思想と構造）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC5019 日本地域文学研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC5005 文化交渉学（東アジアの歴史と動態）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC5020 日本地域文学研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC5006 文化交渉学（東アジアの歴史と動態）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC5021 日本語教育研究　講義 1 2 選択
EAC6005 文化交渉学（東アジアの歴史と動態）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC5022 古代国語史研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC6006 文化交渉学（東アジアの歴史と動態）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC5023 古代国語史研究Ｂ　講義 1 2 選択

領域選択科目Ａ群 GEC5024 近代国語史研究Ａ　講義 1 2 選択
FSA5001 東アジア文化資料研究（言語と表象）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5025 近代国語史研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSA5002 東アジア文化資料研究（言語と表象）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5026 日本文学史研究Ａ　講義 1 2 選択
FSA5003 東アジア文化資料研究（思想と構造）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5027 日本文学史研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSA5004 東アジア文化資料研究（思想と構造）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5028 宗教学研究Ａ　講義 1 2 選択
FSA5005 東アジア文化資料研究（歴史と動態）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5029 宗教学研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSA5006 東アジア文化資料研究（歴史と動態）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5030 日本思想研究Ａ　講義 1 2 選択

領域選択科目Ｂ群 GEC5031 日本思想研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSB5001 文化交渉学領域研究（東アジアの言語と表象）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5032 インド哲学・仏教学研究Ａ　講義 1 2 選択
FSB5002 文化交渉学領域研究（東アジアの言語と表象）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5033 インド哲学・仏教学研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSB5003 文化交渉学領域研究（東アジアの思想と構造）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5034 宗教文化研究Ａ　講義 1 2 選択
FSB5004 文化交渉学領域研究（東アジアの思想と構造）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5035 宗教文化研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSB5005 文化交渉学領域研究（東アジアの歴史と動態）Ａ　講義 1 2 選択 GEC5036 宗教人類学研究Ａ　講義 1 2 選択
FSB5006 文化交渉学領域研究（東アジアの歴史と動態）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5037 宗教人類学研究Ｂ　講義 1 2 選択

共通科目Ａ群 GEC5038 東洋美術史研究Ａ　講義 1 2 選択
GEA5001 文化交渉学概論Ａ　講義 1 2 選択 GEC5039 東洋美術史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEA5002 文化交渉学概論Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5040 日本美術史研究Ａ　講義 1 2 選択
GEA5003 文化交渉学資料調査論　講義 1 2 選択 GEC5041 日本美術史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEA5004 文化交渉学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5042 歴史学研究Ａ　講義 1 2 選択
GEA5005 文化交渉学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5043 歴史学研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEA5006 デジタル・ヒューマニティーズ基礎Ａ　講義 1 2 選択 GEC5044 日本古代中世史研究Ａ　講義 1 2 選択

GEA5007 デジタル・ヒューマニティーズ基礎Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5045 日本古代中世史研究Ｂ　講義 1 2 選択

共通科目Ｂ群 GEC5046 日本近世近代史研究Ａ　講義 1 2 選択

GEZ5001 アカデミック外国語（中国語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC5047 日本近世近代史研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEE5001 アカデミック外国語（英語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC5048 日本現代史研究Ａ　講義 1 2 選択

GEK5001 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC5049 日本現代史研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEJ5001 アカデミック外国語（日本語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC5050 考古学研究Ａ　講義 1 2 選択

GEZ5002 アカデミック外国語（中国語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC5051 考古学研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEE5002 アカデミック外国語（英語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC5052 民俗学研究Ａ　講義 1 2 選択

GEK5002 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC5053 民俗学研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEJ5002 アカデミック外国語（日本語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC5054 文化遺産学研究Ａ　講義 1 2 選択

GEZ5003 アカデミック外国語（中国語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC5055 文化遺産学研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEE5003 アカデミック外国語（英語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC5056 伝統文化学研究Ａ　講義 1 2 選択

GEK5003 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC5057 伝統文化学研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEJ5003 アカデミック外国語（日本語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC5058 東アジア史研究Ａ　講義 1 2 選択

GEZ5004 アカデミック外国語（中国語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC5059 東アジア史研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEE5004 アカデミック外国語（英語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC5060 西アジア史研究Ａ　講義 1 2 選択
GEK5004 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC5061 西アジア史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEJ5004 アカデミック外国語（日本語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC5062 日中交渉史研究Ａ　講義 1 2 選択

共通科目Ｃ群 GEC5063 日中交渉史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5001 日本上代文学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5064 東西交渉史研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5002 日本上代文学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5065 東西交渉史研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5003 日本中古文学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5066 文化人類学研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5004 日本中古文学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5067 文化人類学研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5005 日本中世文学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5068 世界史学史料研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5006 日本中世文学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5069 世界史学史料研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5007 日本近世文学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5070 中国文学及文学史Ａ　講義 1 2 選択
GEC5008 日本近世文学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5071 中国文学及文学史Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5009 日本近代文学研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC5072 中国哲学及哲学史Ａ　講義 1 2 選択
GEC5010 日本近代文学研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC5073 中国哲学及哲学史Ｂ　講義 1 2 選択

2024年度　東アジア文化研究科　授業科目一覧表
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配当 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

GEC5074 中国語学及語学史Ａ　講義 1 2 選択
GEC5075 中国語学及語学史Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5076 中国学研究(1)Ａ　講義 1 2 選択
GEC5077 中国学研究(1)Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5078 中国学研究(2)Ａ　講義 1 2 選択
GEC5079 中国学研究(2)Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5080 中国文献学Ａ　講義 1 2 選択
GEC5081 中国文献学Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5082 人文地理学研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5083 人文地理学研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5084 歴史地理学研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5085 歴史地理学研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5086 地誌学・地理教育研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5087 地誌学・地理教育研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5088 文化地理学研究Ａ　講義 1 2 選択
GEC5089 文化地理学研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEC5090 日本学フィールドワーク（1） 1 2 選択
GEC5091 日本学フィールドワーク（2） 1 2 選択
GEC5092 ＥＵ-日本学講義（1） 1 2 選択
GEC5093 ＥＵ-日本学講義（2） 1 2 選択
GEC5094 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(1) 1 2 選択
GEC5095 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(2) 1 2 選択
GEC5096 ＫＵワークショップ（1） 1 1 選択
GEC5097 ＫＵワークショップ（2） 1 1 選択
GEC5098 ＥＵワークショップ（1） 1 1 選択
GEC5099 ＥＵワークショップ（2） 1 1 選択
GEC5100 大学院英語（1） 1 2 選択
GEC5101 大学院英語（2） 1 2 選択
GEC5102 寄附講座（各テーマ）　講義 1 2 選択

日本語教師養成講座 <大学院コース>

GET5001 日本語教育実践研究Ａ 1 2 選択
GET5002 日本語教育実践研究Ｂ 1 2 選択
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文化交渉学専攻　博士課程後期課程
配当 単位 履修上 配当 履修上

年次 の区分 年次 の区分

必修科目 GEC7004 中古文学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC7001 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC7005 中世文学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC7002 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC7006 中世文学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC8001 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC7007 近世文学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC8002 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC7008 近世文学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC9001 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(3)Ａ 3 2 必修 GEC7009 近代文学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC9002 文化交渉学研究（東アジアの言語と表象）  演習(3)Ｂ 3 2 必修 GEC7010 近代文学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC7003 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC7011 比較宗教学研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC7004 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC7012 比較宗教学研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC8003 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC7013 美学・美術史研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC8004 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC7014 美学・美術史研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC9003 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(3)Ａ 3 2 必修 GEC7015 比較宗教学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC9004 文化交渉学研究（東アジアの思想と構造）  演習(3)Ｂ 3 2 必修 GEC7016 比較宗教学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC7005 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(1)Ａ 1 2 必修 GEC7017 美学・美術史特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
EAC7006 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(1)Ｂ 1 2 必修 GEC7018 美学・美術史特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
EAC8005 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(2)Ａ 2 2 必修 GEC7019 日本古代中世史Ａ　講義 1 2 選択
EAC8006 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(2)Ｂ 2 2 必修 GEC7020 日本古代中世史Ｂ　講義 1 2 選択
EAC9005 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(3)Ａ 3 2 必修 GEC7021 日本近世近代史Ａ　講義 1 2 選択
EAC9006 文化交渉学研究（東アジアの歴史と動態）  演習(3)Ｂ 3 2 必修 GEC7022 日本近世近代史Ｂ　講義 1 2 選択

領域選択科目Ａ群 GEC7023 考古学Ａ　講義 1 2 選択
FSA7001 東アジア文化資料研究（言語と表象）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7024 考古学Ｂ　講義 1 2 選択
FSA7002 東アジア文化資料研究（言語と表象）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7025 民俗学Ａ　講義 1 2 選択
FSA7003 東アジア文化資料研究（思想と構造）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7026 民俗学Ｂ　講義 1 2 選択
FSA7004 東アジア文化資料研究（思想と構造）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7027 東洋史Ａ　講義 1 2 選択
FSA7005 東アジア文化資料研究（歴史と動態）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7028 東洋史Ｂ　講義 1 2 選択
FSA7006 東アジア文化資料研究（歴史と動態）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7029 日本史特殊研究(1)Ａ　講義 1 2 選択

領域選択科目Ｂ群 GEC7030 日本史特殊研究(1)Ｂ　講義 1 2 選択
FSB7001 文化交渉学領域研究（東アジアの言語と表象）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7031 日本史特殊研究(2)Ａ　講義 1 2 選択
FSB7002 文化交渉学領域研究（東アジアの言語と表象）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7032 日本史特殊研究(2)Ｂ　講義 1 2 選択
FSB7003 文化交渉学領域研究（東アジアの思想と構造）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7033 東洋史特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
FSB7004 文化交渉学領域研究（東アジアの思想と構造）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7034 東洋史特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
FSB7005 文化交渉学領域研究（東アジアの歴史と動態）Ａ　講義 1 2 選択 GEC7035 考古学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
FSB7006 文化交渉学領域研究（東アジアの歴史と動態）Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7036 考古学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択

共通科目Ａ群 GEC7037 民俗学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択
GEA7001 文化交渉学概論Ａ　講義 1 2 選択 GEC7038 民俗学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択
GEA7002 文化交渉学概論Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7039 中国文学特殊講義(1)Ａ　講義 1 2 選択
GEA7003 文化交渉学資料調査論　講義 1 2 選択 GEC7040 中国文学特殊講義(1)Ｂ　講義 1 2 選択
GEA7004 文化交渉学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC7041 中国文学特殊講義(2)Ａ　講義 1 2 選択
GEA7005 文化交渉学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7042 中国文学特殊講義(2)Ｂ　講義 1 2 選択
GEA7006 デジタル・ヒューマニティーズ基礎Ａ　講義 1 2 選択 GEC7043 中国哲学特殊講義(1)Ａ　講義 1 2 選択
GEA7007 デジタル・ヒューマニティーズ基礎Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7044 中国哲学特殊講義(1)Ｂ　講義 1 2 選択

共通科目Ｂ群 GEC7045 中国哲学特殊講義(2)Ａ　講義 1 2 選択

GEZ7001 アカデミック外国語（中国語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC7046 中国哲学特殊講義(2)Ｂ　講義 1 2 選択

GEE7001 アカデミック外国語（英語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC7047 中国語学特殊講義(1)Ａ　講義 1 2 選択

GEK7001 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC7048 中国語学特殊講義(1)Ｂ　講義 1 2 選択

GEJ7001 アカデミック外国語（日本語）(1)Ａ 1 2 選択 GEC7049 中国語学特殊講義(2)Ａ　講義 1 2 選択

GEZ7002 アカデミック外国語（中国語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC7050 中国語学特殊講義(2)Ｂ　講義 1 2 選択

GEE7002 アカデミック外国語（英語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC7051 歴史地誌学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択

GEK7002 アカデミック外国語（朝鮮語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC7052 歴史地誌学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEJ7002 アカデミック外国語（日本語）(1)Ｂ 1 2 選択 GEC7053 文化地理学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択

GEZ7003 アカデミック外国語（中国語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC7054 文化地理学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択

GEE7003 アカデミック外国語（英語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC7055 日本学フィールドワーク（3） 1 2 選択

GEK7003 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC7056 日本学フィールドワーク（4） 1 2 選択

GEJ7003 アカデミック外国語（日本語）(2)Ａ 1 2 選択 GEC7057 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(3) 1 2 選択

GEZ7004 アカデミック外国語（中国語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC7058 日本学学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(4) 1 2 選択

GEE7004 アカデミック外国語（英語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC7059 ＫＵワークショップ（3） 1 1 選択

GEK7004 アカデミック外国語（朝鮮語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC7060 ＫＵワークショップ（4） 1 1 選択

GEJ7004 アカデミック外国語（日本語）(2)Ｂ 1 2 選択 GEC7061 ＥＵワークショップ（3） 1 1 選択
共通科目Ｃ群 GEC7062 ＥＵワークショップ（4） 1 1 選択

GEC7001 上代文学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC7063 大学院英語（3） 1 2 選択
GEC7002 上代文学特殊研究Ｂ　講義 1 2 選択 GEC7064 大学院英語（4） 1 2 選択
GEC7003 中古文学特殊研究Ａ　講義 1 2 選択 GEC7065 寄附講座（各テーマ）　講義 1 2 選択
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<科目番号について＞

科目の特性、配当年次を示すため、7桁の科目番号を付与しています。
科目の特性を示すアルファベット3桁、配当年次を示す数字1桁及び連番3桁で構成されています。

例

①種別・科目群

研究科 専攻 課程 種別 科目群

M1

M2

Ａ群

Ｂ群

Ａ群

中国語 GEZ5___

英語 GEE5___

朝鮮語 GEK5___

日本語 GEJ5___

Ｃ群
日本語教師養成講座

D1

D2

D3

Ａ群

Ｂ群

Ａ群

中国語 GEZ7___

英語 GEE7___

朝鮮語 GEK7___

日本語 GEJ7___

Ｃ群

②配当年次

5

6

7

8

9

EAC 5 001
種別・科目群  配当年次　 　連番

コード

東アジア
文化 文化交渉学

前期課程

必修科目
EAC5___

EAC6___

領域選択科目

GEA7___

FSA5___

FSB5___

共通科目

GEA5___

Ｂ群

GEC5___

GET5___

博士課程後期課程３年次の学修内容に相当

Ｂ群

GEC7___

博士課程前期課程又は専門職大学院１年次の学修内容に相当、前期課程 領域選択・共通科目

博士課程前期課程又は専門職大学院２年次の学修内容に相当

博士課程後期課程１年次の学修内容に相当、後期課程　領域選択・共通科目

博士課程後期課程２年次の学修内容に相当

後期課程

必修科目

EAC7___

EAC8___

EAC9___

領域選択科目
FSA7___

FSB7___

共通科目
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ガバナンス研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

ガバナンス研究科博士課程前期課程は高度公共人材の育成を目的として、国際社会において総合

的・学際的な教育研究を行い、高い倫理性を持ち、国際水準でも通用するような課題を発見する能力、

政策を立案する能力、政策を評価する能力を有した上で、自らが創り出した政策を実行に移していく

ことができる高度専門職業人及び研究者を養成し、次の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能

力及び主体的な態度を身に付けたものに対して修士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

高度専門職業人として高い倫理性を持ち、国際社会・高度情報化社会が抱える諸問題にガバナ

ンス学の高い専門性を用いて、自らが創り出した政策を実行に移すことができる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

実践的なコミュニケーション能力を軸とする「考動力」を基盤とし、国際水準でも通用するグ

ローバルあるいはローカルなレベルにおける課題の発見、それに対する政策の立案、そしてその

政策を適切に評価する力を身に付けている。さらに政策分析の知識、研究の遂行に必要な基本的

能力、国際的な視野も身に付けることができる。 

３（主体的な態度） 

学士課程で培った密なコミュニケーションを基盤とし、解のない現代社会の諸問題に高い専門

性を持って意欲的に取り組み、強いリーダーシップをもって新しい価値を主体的に生み出すこと

ができる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

ガバナンス研究科（以下、「本研究科」という）では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に

掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び主体的な態度を修得できるように、以下の

点を踏まえて博士課程前期課程を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 学士課程で修得した知識・技能をさらに活用に向けて実践するために、講義、演習を体系的

に組み合せている。具体的には法学・政治学・行政学及び経済学・経営学を主たる柱としつつ、

相互の有機的な連関を保つ。 

(2) 社会科学各分野を網羅しつつ厳選されたかたちで配置されている講義科目群は、政策分析の

基礎と手法を身に付けながら、学生の関心に応じて、地域における公共的な課題の解決、ある

いは国際レベルにおける公共的な課題の解決に対して必要とされる学際的なアプローチをとる

にあたって必要となる知識を獲得できるようにデザインされている。 

(3) 特に問題を多角的に考察する能力を身に付けることを目標に、演習科目を設置している。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、修士論文や学会発表等の研究成果を、外部評価を含めて審査

し、通常の授業評価と組み合わせて把握する。 

(2) 本研究科において身に付ける思考力・判断力・表現力等の能力と、主体的に学びに取り組む

態度に関しては、指導教員による指導と評価によって把握する。 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

ガバナンス研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カリ

キュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・

表現力等の能力及び主体的な態度を備えた人を博士課程前期課程に求めます。 

１（知識・技能） 

国際社会・高度情報化社会が抱える諸問題の根源にある背景を知識として有している。また政

策研究は学際的であり、研究対象・方法の多様性という特徴を持つため、法学、政治学、行政学、

経済学、経営学などの社会諸科学あるいは都市工学、環境学、統計学などの自然諸科学のうちの

いずれかの分野について、学部レベルでの基礎知識を修得している。 

２（思考・判断・表現） 

実践的なコミュニケーション能力を軸とする「考動力」の基盤を有し、課題の発見やそれに対

する政策の立案、そしてその政策を適切に評価する力の基礎を身に付けている。また、論理的思

考及び表現の基本を身に付けている。 

３（態度） 

基本的なコミュニケーション能力を有し、グローバルあるいはローカルなレベルの諸問題解決

に強い意欲を有している。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

ガバナンス研究科博士課程後期課程は高度公共人材及び高度専門職業人の育成を目的とするだけで

なく、自律した研究者としてその知識・能力を最大限に発揮して、またその考動力を高いレベルで活

かして、内外の社会へ貢献できる人材を養成し、次の知識・技能、資質・能力及び態度を身に付けた

ものに対して博士の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

高度専門職業人としての高い倫理性を持ち、国際水準でも通用する高度な課題発見の能力、政

策を立案する高度な能力、政策を評価する高度な能力を有するとともに、グローバルあるいはロ

ーカルなレベルにおいて、自らが創り出した政策を実行に移していくことができる。 

２（思考・判断・表現） 

実践的なコミュニケーション能力を軸とする「考動力」を基盤とし、国際水準でも通用するグ

ローバルあるいはローカルなレベルにおける課題の発見、それに対する政策の立案、そしてその

政策を適切に評価する力を身に付けている。さらに政策分析の知識や国際動向、研究の遂行に必

要な高度な能力、国際的な視野も身に付けることができる。 

３（主体的な態度） 

博士課程前期課程で培った密なコミュニケーションを基盤とし、解のない現代社会の諸問題に

高い専門性を持って意欲的に取り組み、強いリーダーシップをもって新しい価値を主体的に生み

出すことに加えて、国際的ネットワークを通じて積極的に価値創出の枠組みを形づくることがで

きる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

ガバナンス研究科（以下、「本研究科」という）では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に

掲げる知識・技能、資質・能力及び態度を修得できるように、以下の点を踏まえて博士課程後期課程

を編成します。 

１ 教育内容 

(1) 博士課程前期課程で修得した知識・技能をさらに活用に向けて実践するために、講義、演習

を体系的に組み合せている。具体的には法学・政治学・行政学及び経済学・経営学を主たる柱

としつつ、相互の有機的な連関を保つ。 
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(2) 社会科学各分野を網羅しつつ厳選されたかたちで配置されている講義科目群は、政策分析の

基礎と手法を身に付けながら、学生の関心に応じて、地域における公共的な課題の解決、ある

いは国際レベルにおける公共的な課題の解決に対して必要とされる学際的なアプローチをとる

にあたって必要となる知識を獲得できるようにデザインされている。 

(3) 特に問題を多角的に考察する能力を身に付けることを目標に、演習科目を設置している。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、博士論文や学会発表等の研究成果を、外部評価を含めて審査

し、通常の授業評価と組み合わせて把握する。 

(2) 本研究科において身に付ける資質・能力と、主体的に学びに取り組む態度に関しては、指導

教員による指導と評価によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

ガバナンス研究科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成の方針（カリ

キュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、資質・能力及び

態度を備えた人を博士課程後期課程に求めます。 

１（知識・技能） 

国際社会・高度情報化社会が抱える諸問題の根源にある背景を知識として有している。また政

策研究は学際的であり、研究対象・方法の多様性という特徴を持つため、法学、政治学、行政学、

経済学、経営学などの社会諸科学あるいは都市工学、環境学、統計学などの自然諸科学のうちの

いずれかの分野について、大学院レベルでの基礎知識を修得している。 

２（思考・判断・表現） 

実践的なコミュニケーション能力を軸とする「考動力」の基盤を有し、課題の発見やそれに対

する政策の立案、そしてその政策を適切に評価する高度な能力を身に付けている。また、論理的

思考及び表現の高度な能力を身に付けている。 

３（態度） 

高度なコミュニケーション能力を有し、グローバルあるいはローカルなレベルの諸問題解決に

強い意欲を有している。 
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Ⅱ 教育課程について  
 
1 研究科の構成 

ガバナンス研究科には、次の課程があります。 

・ ガバナンス専攻 博士課程前期課程 

・ ガバナンス専攻 博士課程後期課程 
 
2 授業科目の構成 

ガバナンス研究科で履修･修得できる授業科目は、講義科目、演習科目に大別されます。演習科

目は、研究発表や課題作成を通じて研究指導を行う科目です。 

なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
 
3 修了所要単位 

(1) 博士課程前期課程 

本課程に2年<4学期>以上4年<8学期>以内在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたうえ、修士論文もしくは特定の課題の審査及び試験に合格した者には、修士(政策学)

の学位が与えられます。 

【修了所要単位30単位の内訳】 

科目区分 最低修得単位数 

講義科目 ―――― 

合計 

30単位以上 演習科目 

「ガバナンス演習Ⅲ」「ガバナンス演習Ⅳ」を含む4単位 

※演習Ⅰ及びⅡを修得していなければ、演習Ⅲ及びⅣは履

修できません。ただし、研究科委員会の議を経て許可した

ときは、この限りではありません。 

※大学院共通科目は、修得しても修了所要単位に算入することはできません。なお、大学院共

通科目の履修は在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、履修制限単位には

含めません。 
 

(2) 博士課程後期課程 

本課程に3年<6学期>以上6年<12学期>以内在学し、16単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格した者には、博士(政策学)の学位が与えられます。 

科目区分 最低修得単位数 

講義科目 4単位 合計 

16単位以上 演習科目 「ガバナンス特別演習１～６」の12単位 

 

Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  
 

1 授業科目の履修について 

(1) 履修登録（履修変更） 

その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修届締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。 

ただし、所定の期間においては一定の条件の下、履修変更を認めます(詳細はインフォメーシ

ョンシステムでお知らせします)。 
 

(2) 履修制限単位 

【博士課程前期課程】 

1学年度に履修できるのは28単位までです（社会人1年制コース入学試験により入学した者に

ついては、この限りではありません）。ただし、修了所要単位を全て修得することとなる春学期

については14単位までとします。 

また、3年コース選択者の履修制限単位は、1年次20単位、2年次20単位、3年次16単位です。 

ただし、3年コースを選択した者が、1年次終了時点で修士論文の提出要件である20単位を修得

し、所定の手続きを経て2年コースへ変更する場合は、2年次の履修制限単位は28単位とします。 
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 【博士課程後期課程】 

1学年度に履修できるのは28単位までです。 
 

(3) 配当年次 

【博士課程前期課程】 

演習はⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの各2単位に分け、演習Ⅰ及びⅡは1年次配当、演習Ⅲ及びⅣは2年次

配当とします（社会人1年制コース入学試験により入学した者については、この限りではありま

せん）。ただし、3年コースの場合は、2年次に演習Ⅲ及びⅣは履修できません。 

【博士課程後期課程】 

演習は１～６の各2単位に分け、演習１及び２は1年次配当、演習３及び４は2年次配当、演

習５及び６は3年次配当とします。 
 

(4) 演習の履修 

【博士課程前期課程】 

指導教員の担当する演習以外の演習の履修については認めません。また、演習Ⅰ及びⅡを修

得していなければ、演習Ⅲ及びⅣは履修できません。ただし、研究科委員会の議を経て許可し

たときは、この限りではありません。 

【博士課程後期課程】 

指導教員の担当する演習以外の演習の履修については認めません。 
 

(5) 大学院共通科目の履修 

大学院共通科目は、修了所要単位に算入することはできません。 

なお、大学院共通科目の履修は、在学期間を通じて追加科目と合わせて20単位を限度とし、

履修制限単位には含めません。 
 

(6) 追加科目 

【博士課程前期課程】 

自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研

究上、特に必要と認めたときは、他専攻、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科

目として履修することができます。追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 

なお、下記(7)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。ただし、事情により履修で

きない場合もあります。 

【博士課程後期課程】 

追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位までです。 
 

(7) 追加科目の充当 

【博士課程前期課程】 

追加科目のうち博士課程前期課程の科目は、指導教員の承認を得たうえで、10単位まで修了所

要単位に充当することができます。なお、充当した場合は履修制限単位数に含みます。 

【博士課程後期課程】 

追加科目は、原則として修了所要単位に含めることはできません。 
 

(8) 学部科目の履修 

①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②各種資格等の所要資格若しくは修了要件を得る場合、

③指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた場合には、学部の授業科目の履修を認めます。履

修する場合は、必ず指導教員の承認を得たうえで、必要な科目を履修してください。なお、①及び

②の学部科目の履修は、1学年度において32単位まで履修することができます。ただし、3年コース

の場合は、1年次は24単位まで、2年次以降は20単位までです。③の学部科目の履修は、(6)の追加科

目として扱い、在学期間を通じて20単位を限度として履修することができます。 

なお、学部科目については、当該学部の事情により、登録できない場合があります。 
 

(9) 四大学大学院単位互換 

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
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2 学位論文提出要件 

学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分

に確認し、研究計画を立てたうえで履修登録を行ってください。詳細は、後掲の「修士の学位申請

に関する手続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士

論文審査基準について」を参照してください。 
 

3 入学前既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む）については、10単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生として学

修した科目は、演習科目を除いて、上記10単位のうち6単位を限度に単位認定することがあります。

詳細は、入学時にお知らせします。 
 
 

Ⅳ その他  
 

1 博士課程前期課程 コース変更 

3年コースから2年コースへの変更は、1年次に20単位以上修得しなければなりません。コース

変更の希望届出は、1月に行います。 

なお、2年コースから3年コースへの変更はできません。 
 

2024年度 ガバナンス研究科 授業科目一覧表 
ガバナンス専攻 博士課程前期課程 

科目番号 科目群 授業科目 
配当 

年次 

単

位 

履修上 

の区分 

GOV5001 

講義科目 

調査方法論研究 1 2 選択 

GOV5002 公共政策学研究 1 2 選択 

GOV5003 政策規範研究 1 2 選択 

GOV5004 政策過程研究 1 2 選択 

GOV5005 現代行政学研究 1 2 選択 

GOV5006 現代日本政治論研究 1 2 選択 

GOV5007 自治体政策研究 1 2 選択 

GOV5008 数理経済分析研究 1 2 選択 

GOV5009 財政政策研究 1 2 選択 

GOV5010 金融政策研究 1 2 選択 

GOV5011 地域経済論研究 1 2 選択 

GOV5012 地域産業論研究 1 2 選択 

GOV5013 現代物流政策研究 1 2 選択 

GOV5014 福祉政策研究 1 2 選択 

GOV5015 現代地域福祉論研究 1 2 選択 

GOV5016 リスク・ガバナンス研究 1 2 選択 

GOV5017 比較憲法研究 1 2 選択 

GOV5018 現代行政法研究 1 2 選択 

GOV5019 法政策研究 1 2 選択 

GOV5020 比較刑事法研究 1 2 選択 

GOV5021 比較民事法研究 1 2 選択 

GOV5022 国際アジア法政策研究 1 2 選択 

GOV5023 国際公共政策研究 1 2 選択 

GOV5024 国際関係論研究 1 2 選択 

GOV5025 安全保障論研究 1 2 選択 

GOV5026 貿易政策研究 1 2 選択 

GOV5027 国際経済政策研究 1 2 選択 

GOV5028 空間社会論研究 1 2 選択 

GOV5029 ガバナンス研究特殊講義（各テーマ） 1 2 選択 

GOV5030 

演習科目 

ガバナンス演習Ⅰ 1 2 選択 

GOV5031 ガバナンス演習Ⅱ 1 2 選択 

GOV6001 ガバナンス演習Ⅲ 2 2 必修 

GOV6002 ガバナンス演習Ⅳ 2 2 必修 
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ガバナンス専攻 博士課程後期課程 

科目番号 科目群 授業科目 
配当 

年次 

単

位 

履修上 

の区分 

GOV7001 

講義科目 

公共政策特別研究１（政策学） 1 2 選択 

GOV7002 公共政策特別研究２（公共経営論） 1 2 選択 

GOV7003 公共政策特別研究３（政策過程論） 1 2 選択 

GOV7004 公共政策特別研究４（現代日本政治論） 1 2 選択 

GOV7005 公共政策特別研究５（財政政策論） 1 2 選択 

GOV7006 公共政策特別研究６（金融政策論） 1 2 選択 

GOV7007 公共政策特別研究７（地域産業論） 1 2 選択 

GOV7008 公共政策特別研究８（現代物流政策論）  1 2 選択 

GOV7009 公共政策特別研究９（福祉政策論） 1 2 選択 

GOV7010 公共政策特別研究 10（リスク・ガバナンス論） 1 2 選択 

GOV7011 公共政策特別研究 11（比較憲法論） 1 2 選択 

GOV7012 公共政策特別研究 12（比較民事法） 1 2 選択 

GOV7013 公共政策特別研究 13（国際アジア法政策論） 1 2 選択 

GOV7014 公共政策特別研究 14（国際関係論） 1 2 選択 

GOV7015 公共政策特別研究 15（貿易政策論） 1 2 選択 

GOV7016 公共政策特別研究 16（国際経済政策論） 1 2 選択 

GOV7017 

演習科目 

ガバナンス特別演習１ 1 2 必修 

GOV7018 ガバナンス特別演習２ 1 2 必修 

GOV8001 ガバナンス特別演習３ 2 2 必修 

GOV8002 ガバナンス特別演習４ 2 2 必修 

GOV9001 ガバナンス特別演習５ 3 2 必修 

GOV9002 ガバナンス特別演習６ 3 2 必修 

 

 

［科目番号について］ 

関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 

科目番号は、研究科を示すアルファベット３桁と配当年次を示す１桁、連番の数字３桁で構成され

ています。 

例） 

G O V ５ ０ ０ １ 

研究科 配当年次ｺｰﾄﾞ 連番 

 

配当年次コード ５：前期課程１年次配当 

 ６：前期課程２年次配当 

 ７：後期課程１年次配当 

 ８：後期課程２年次配当 

 ９：後期課程３年次配当 
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Ⅴ 博士課程前期課程における研究指導について  

 

1 研究指導の流れ 

博士課程前期課程では、修士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員による 2 年間

にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。ただし、入学手段によっては

この限りではありません。詳細は、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

(9 月) 

指導教員・副指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提

出する研究計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員・

副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対

して、「1年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。また、指

導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テー

マに沿った授業科目を指導教員・副指導教員の助言を受けて決定

し、履修する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

(7 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指

導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」

を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し(3年コ

ースについては翌年度に履修)、指導教員・副指導教員から研究

指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対して「2年次研究計

画・研究指導計画書」を提出する。 

10 月 

(4 月) 

修士論文の題目を決定し、「修士論文計画書」を研究科長に提出

する。 

1 月 

(7 月) 
修士論文の提出 

2 月 

(7～9 月) 

審査委員(主査1名、副査2名以上)による口頭試問を含む最終試験

の実施。その結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定する。 

3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 
※2 3年コースについては、別途、インフォメーションシステム等でお知らせします。 
※3 社会人1年制コース入学試験により入学した者については、この限りではありません。 
※4 上記は学位取得スケジュールの一例です。 

 
 

Ⅵ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 修士の学位 

修士課程または博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題に

ついての研究の成果の審査及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の

学位が授与されます（大学院学則第 24 条、第 26 条）。 

 

2 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査は、研究科委員会の定める審査

委員によって行います。 

審査委員は、当該修士論文または特定の課題についての研究成果に関連ある研究領域

の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2 名以上とします。ただし、特別の事情があ

る場合には副査を 1 名とすることがあります。 
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(2)  審査方法 

① 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、修士論文または特定の課題についての研究成果の

提出者の研究成果を確認する目的をもって、審査委員が修士論文または特定の課題に

ついての研究成果を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭によりま

すが、筆答試問を併せ行うことがあります。 

② 審査期間 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験は、当該修士論文

または特定の課題についての研究成果の提出期限後 3 カ月以内に終了します。 

③ 審査結果 

修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験の結果は、研究科

委員会の承認を得て決定します。 
 

3 修士論文審査基準 

学位論文（修士）を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、社会的意義あるいは学術的意義が意識されているか 

(2) 論文構成において、一貫した論理展開がなされ、明確な結論が導かれているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析方法が用いられ、資料やデータの収集、分析、解釈は適切か 

(4) 先行研究や関連した研究が十分に調査され、考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容において、独自の知見など独創的な観点が加えられているか 

特定の課題についての研究成果を評価する際には、次の点を考慮し審査を行います。 

(1) 特定の課題が明確であり、問題関心が認められるか 

(2) 特定の課題についての研究成果の構成において、一貫した論理展開がなされ、明確な

結論が導かれているか 

(3) 研究目的にふさわしい分析方法が用いられ、資料やデータの収集、分析、解釈は適切か 

(4) 先行研究や関連した研究が十分に調査され、考察されているか 

(5) 特定の課題の分析内容において、独自の知見など独創的な観点が加えられているか 
 

4 学位授与までの主な流れ 

 

 

 
 

5 スケジュール 

詳細な日程は、インフォメーションシステム等でお知らせします。 

期  限（期 日） 

事項 3 月期学位授与 9 月期学位授与 

計画書の提出 10 月中旬 4 月中旬～下旬 

論文の提出 1 月中旬 7 月中旬～下旬 

最終試験 2 月中旬 7 月下旬～9 月上旬 

※ 修士論文の提出については、指導教員とよく相談してください。 
 

6 修士論文提出要件 

修士論文または特定の課題についての研究成果は、学位規程第 9 条に基づき、修士課程

に 1 年以上在学し、所定の授業科目のうち、20 単位以上を修得後に学位取得計画書を提出

した後でなければ提出することができません。 
 

7 修士論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 修士論文計画書提出に際しては、指導教員の承認を得てください。 

(3) 既に提出した論文計画の変更は、認められません｡ただし、論文提出以前においては、

計 画 書 

提   出 
論文の提出 

最 終 

試 験 
合 格 

学 位 

授 与 

 

口頭試問 
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指導教員の承認を得て変更届（教務センター備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、修士論文を提出しない場合は、必ず､事前に教務センターにその

旨を報告してください。 

 

8 修士論文・論文要旨の提出要領 

提出期の修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムの「申請・ア

ンケート」に掲出しますので、各自で必ず確認してください。 
 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムの「申請・アンケート」に掲出

されている提出要領を確認してください。 
 

(2) 枚数制限 【修士論文】 原則として、20,000字以上 

        【特定の課題についての研究成果報告書】 原則として、20,000字以上 

        【論文要旨】 論文の概要を 1,000 字から 2,000 字程度にまとめる 
 

(3) 用紙規格  以下の規格に従うこと。 

ア 自筆で横書きの場合はＡ４判 400 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用 

イ 自筆で縦書きの場合はＢ５判 200 字詰原稿用紙（市販のもの）を使用 

ウ ワープロ等を使用して横書きの場合はＡ４判の用紙(感熱紙は不可)を使用 

エ ワープロ等を使用して縦書きの場合はＢ５判の用紙（感熱紙は不可）を使用 

（注）ワープロ等の書式設定は原則的には以下のようにすること。 

 

    【横書き】 (A4 判) ３５字×３０行     【縦書き】 (B5 判) ５０字×２０行 

  

 ○ 

  

 ○ 

  

  

 

 

 

 

 

                       

           左側に余白を 

           25mm 以上とる 

 

 

 

 

(4）装丁要領 （※以下ア～エは正本・副本とも共通） 

ア 市販のフラットファイル（例 A4 判：コクヨ フ-10、B5 判：コクヨ フ-11）を用いて

装丁すること。 

イ フラットファイルの表紙及び背表紙に横書きで研究科・専攻・学籍番号・氏名を日

本語で記入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名を日本語で記入した内表紙を作成すること。

ただし、論題は論文計画書で届け出たもの（外国文でも可）を正確に記入すること。 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること。 
 

  

  論 

文 

 

 

 

 

 

 目 

次 

 

 

 

 

 

                  

 

                内表紙  

                の様式  

 

   論   題 

 ○ 

 

    研究科・専攻   

 ○ 学籍番号・氏名 

 

 

 

 

 

 

        内 

 ○      表 

        紙 

 

 ○ 

 

要 

旨 

 

 

 

 

  縦書きの 

  場合も同 

  様に作成 

  すること 

 

 

○ 

 

○ 

右側に余白を 

 25mm 以上とる 
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(5）注意事項 

ア 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

イ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、論文の装丁要領（装丁要領ア・イ）

に準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

ウ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込む

こと。 

エ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること。 

 

Ⅶ 博士課程後期課程における研究指導について  
 

1 研究指導の流れ 

博士課程後期課程では、博士論文の完成を目指して、指導教員・副指導教員による 3 年間

にわたる指導を受けます。研究指導の流れは次のとおりです。 
 

年次 時期 内容 

1 年次 

4 月 

(9 月) 

指導教員・副指導教員によるガイダンスを行い、各大学院生が提

出する研究計画に基づき、個別相談を行ったうえで、指導教員・

副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科長に対

して、「1年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。また、指

導教員が担当する「演習」を履修するとともに、各自の研究テー

マに沿った授業科目を指導教員・副指導教員の助言を受けて決定

し、履修する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

(7 月) 

2年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指

導を受け、研究科長に対して、「1年次研究成果・指導結果報告書」

を提出する。 

2 年次 

4 月 

(9 月) 

1年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導

教員・副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科

長に対して、「2年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

9～10 月 

(3～4 月) 

個別の研究テーマに基づく研究の進捗状況について報告し、指導 

教員の確認を受ける。 

1～2 月 

(7 月) 

3年次に向けての研究について、指導教員・副指導教員の面接指

導を受け、研究科長に対して、「2年次研究成果・指導結果報告書」

を提出する。 

3 年次 

4 月 

(9 月) 

2年次に引き続き、指導教員が担当する「演習」を履修し、指導

教員・副指導教員から研究指導計画に基づき指導を受け、研究科

長に対して、「3年次研究計画・研究指導計画書」を提出する。 

7 月 

(1 月) 
｢博士論文計画書｣の提出 

10 月 

(4 月) 
｢学位申請書｣・学位論文等の書類一式の提出 

12～1 月 

(6 月) 
最終試験(公聴会)の実施。 

2 月 

(7 月) 

最終試験(公聴会)の結果に基づいて、研究科委員会が合否を決定

する。 
3 月 

(9 月) 
学位の授与 

※1 時期の(  )は9月入学を示す。 
※2 3年次以降については、3年次のスケジュールに沿って研究指導を受けます。 

※3 上記は学位取得スケジュールの一例です。 
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Ⅷ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

1 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とさ

れ、博士の学位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 

 

2  博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

・博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

・審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を

2 名以上とします。 

 

(2)  審査方法 

① 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、

審査委員が博士論文を中心とし、試問の方法によって行います。試問は、口頭により

行いますが、筆答試問を併せ行うこともあります。 

② 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後 1 年以内に終了します。 

③ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 

3 博士論文審査基準 

学位論文（博士）を評価する際には、次の点を考慮し、審査を行います。 

(1) 研究テーマが明確であり、社会的意義あるいは学術的意義が意識されているか 

(2) 論文構成において、一貫した論理展開がなされ、明確かつ独自の結論が導かれている 

   か 

(3) 研究目的にふさわしい分析方法が用いられ、資料やデータの収集、分析、解釈は適切か 

(4) 内外の先行研究や関連した研究が十分に調査され、考察されているか 

(5) 研究テーマの分析内容において、独自の知見など独創的な観点が加味され、高度な考察 

が加えられているか 

(6) 該当する研究領域の学問的発展に寄与しているか 

 

4 学位授与までの主な流れ 

             公聴会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画書 

提 出 

論文 

提出 

 

審査 
最終 

試験 

 

合格 
学位論文の 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表 

学位 
授与 
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5 スケジュール 

学位（博士）授与までの手続き 
【課程博士】 【論文博士】 

９月期授与 ３月期授与 ９月期授与 ３月期授与 

「博士論文計画書」の提出 ※1 
1月末まで 7月末まで ― ― 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

博士論文・「学位申請書」等の書類一式の提出※2 
4月末まで 10月末まで 2月中旬まで 7月末まで 

＜教務センター教務事務グループへ＞ 

学力確認・博士論文の試問 ― ― 7月～8月 12月～1月 

最終試験（公聴会）※3 6月末まで 12月～1月 ― ― 

審査報告書の提出 
＜教務センター教務事務グループへ＞ 

7月上旬 2月上旬 7月上旬 2月上旬 

学位記授与式 9月中旬 3月下旬 9月中旬 3月下旬 

※1 博士論文提出の少なくとも１年前に指導教員の承認を得て提出。ただし、研究科委員会が認めたときは、これを３カ

月前とすることができます。 

   また、「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論文を提

出することはできません。 

※2 提出期日については、指導教員とよく相談してください。 

※3 公聴会は、上記日程に実施します（日曜・祝日を除く10時～18時）。ただし、やむを得ない場合には日程を変更す

る場合もありえます。 

 

6 学位論文提出要件 

博士の学位論文は、学位規程第 19 条に基づき、博士課程後期課程に在学し、所定の単位

を修得または修得見込の者が、あらかじめ論文計画について承認を得なければ、提出する

ことができません。 

また、上記に加えて、既発表論文が査読付論文集に 2 編以上掲載、もしくは採択される

ことが必要です。ただし分野によって適切な論文集がない場合は、特例として査読付論文

集と同等と判断される論文集に 2 編以上掲載されていることで要件を満たすものとします。 

 

7 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネットの利用（関西大学学術リポジトリ）により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネットの利用（関西大学学術リポジトリ）により公表しなければなりません。 

  ※ 公表用手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 

関西大学学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するととも

に、その論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位

の授与に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表し

なければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表

したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究

科委員会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。 
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人間健康研究科 

 

Ⅰ 教育に関する三つの方針  

 

博士課程前期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

人間健康研究科の博士課程前期課程では、高度専門職業人としての健康運動指導者や体育・スポー

ツの指導者の育成と、学際的かつ実践的な視野を持って人間の健康（health）と健幸（well-being）

を推進する研究者の基礎教育を行っています。そのため、所定の教育課程を修めるとともに、次の

知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を身につけた者に対して「修士

（健康学）」の学位を授与します。 

１（知識・技能） 

人間の健康と健幸に関わる研究者、もしくは高度専門職業人として活動するために必要とさ

れる高度な知識・技能を修得し、それらを総合的かつ実践的に活用できる。 

２（思考力・判断力・表現力等の能力） 

グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人々と円滑なコミュニケーションをとりつつ、

関西大学が推奨する判断力と行動力を融合した「考動力」を発揮して社会に貢献できる。 

３（主体的な態度） 

時代の要請を常に意識し、高い倫理観を持って、未解決の課題に対して主体的に取り組む意

志と能力を発揮できる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

人間健康研究科（以下、「本研究科」という）では、高度専門職業人としての健康運動指導者や体

育・スポーツの指導者の育成と、学際的かつ実践的な視野を持って人間の健康（health）と健幸（well-

being）を推進する研究者の基礎教育を行っています。その学位に相応しい知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力および主体的な態度を修得できるよう、以下の点を踏まえて教育課程を編成

します。 

１ 教育内容 

(1) 「人間健康研究」と「健康調査研究法」からなる「基礎科目」で、研究に必要な基本技能

を学ぶとともに、研究遂行に求められる倫理観を育む機会を提供している。 

(2) 「演習科目」等において、学生一人ひとりが指導教員から個別に入念な指導を受け、論理

的かつ批判的な思考力と、高度な研究遂行能力を獲得することができる体制を整えている。

また、その「演習科目」と連動する形で「専門科目」を履修することで、関連領域の研究者

として基礎的な素養の習得が可能となるようにしている。 

(3) 「実習科目」では、学外の施設や行政と連携し、地域とともに教育研究活動を行うことで、

習得した知識を実践的な課題に応用し、社会に貢献できる能力を養成する。 

(4) 実務家教員を招いて講義科目を設け、関連領域の高度専門職業人の育成を支援している。

また、中学校・高等学校教諭の専修免許状（保健体育）取得に必要な科目を揃えている。 

２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、修士論文や学会発表等の研究成果を、外部評価を含めて審

査し、通常の授業評価と組み合わせて把握する。 

(2) 本研究科において身につける思考力・判断力・表現力等の能力と、主体的に学びに取り組

む態度に関しては、指導教員による指導と評価によって把握する。 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

人間健康研究科では、高度専門職業人としての健康運動指導者や体育・スポーツの指導者の育成

と、学際的かつ実践的な視野を持って人間の健康（health）と健幸（well-being）を推進する研究

者の基礎教育を行っています。その目的を達成するため、様々な入試制度を通じて、次に掲げる知

識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を備えた入学者を広く受け入れます。 

１ 関西大学人間健康学部の出身者については、学士課程で専攻した専門分野を中心とする専門

的な知識・技能を修得している。それ以外の出身者については、健康と健幸の推進に必要な基

礎知識を有している。 

２ 学士課程における学習、もしくはそれに相当する社会経験を通じて、グローバルな視野に立っ

て自ら考え、周囲の人々と円滑なコミュニケーションをとりつつ、関西大学が推奨する判断力

と行動力を融合した「考動力」を発揮して社会に貢献する意欲を有している。 

３ 時代の要請を常に意識し、高い倫理観を持って、健康と健幸に関わる学問領域を主体的に学

んでいく意欲と資質を有している。 

 

博士課程後期課程 

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

人間健康研究科の博士課程後期課程では、体育学、健康科学、教育学、社会学、社会福祉学、文

化人類学等、関連する各専門分野で研究者として自律した研究活動を行ううえで必要な高度の研究

能力と、研究成果を人間の健康（health）と健幸（well-being）の推進に生かせる課題分析力と解

決力を持った人材を育てます。そのため、所定の教育課程を修めるとともに、次の知識・技能、思

考力・判断力・表現力等の能力および主体的な態度を身につけた者に対して「博士（健康学）」の学

位を授与します。 

１ 健康と健幸を推進する研究者、もしくは高度専門職業人として自立して活動するために必要

とされる卓越した知識・技能を修得し、それらを実践的に活用できる。 

２ グローバルな視野に立って自ら考え、周囲の人々と円滑なコミュニケーションをとりつつ、

地域の課題を具体的に把握し、関西大学が推奨する判断力と行動力を融合した「考動力」を高

いレベルで発揮して社会に貢献できる。 

３ 時代の要請を常に意識し、高い職業的倫理観を持って、未解決の課題に主体的に取り組む意

志と能力を発揮できる。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

人間健康研究科（以下、「本研究科」という）では、体育学、健康科学、教育学、社会学、社会福

祉学、文化人類学等、関連する各専門分野で研究者として自律した研究活動を行ううえで必要な高

度の研究能力と、研究成果を人間の健康（health）と健幸（well-being）の推進に生かせる課題分

析力と解決力を持った人材を育てます。その学位に相応しい知識・技能、思考力・判断力・表現力

等の能力および主体的な態度を修得できるよう、以下の点を踏まえて教育課程を編成しています。 

１ 教育内容 

(1) 学際的に広い視野を確保すると同時に、個別の学問分野でも専門家として通用する人材を

育成するため、指導教員は多面的な視点からの指導を行うとともに、場合によっては一人の

学生に複数の指導教員を配置する。その手厚い指導体制のなかで、「演習科目」等を通じて

研究遂行に求められる思考力や批判力と、倫理観を育む機会を提供している。 

(2) 「講義科目」では、複数の教員がその専門分野の垣根を越えて一つの社会課題に取り組む

科目を履修することで、研究成果を社会に還元する道筋を具体的に学べるようにしている。 

(3) 博士号を有する高度専門職業人を目指す学生に対しては、「課題解決プロジェクト（各テー

マ）」を用意しており、長期間にわたって学生の研究関心に合った現場で実際の課題に取り

組み、社会に貢献する経験を積むことができる。 
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２ 教育評価 

(1) 知識・技能の修得に関しては、博士論文やその準備段階で提出される学術論文、および学

会発表等の研究成果を、外部評価を含めて審査し、通常の授業評価と組み合わせて把握する。 

(2) 本研究科において身につける思考力・判断力・表現力等の能力と、主体的に学びに取り組

む態度に関しては、指導教員による指導と評価によって把握する。 

 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

人間健康研究科（以下、「本研究科」という）では、「人間にとって真に必要な健康のあり方」と

いう観点から人間の健康（health）と健幸（well-being）を推進できる研究者の養成や、ヘルスプ

ロモーションやスポーツプロモーションの実現に寄与できる高度専門職業人の養成を目指していま

す。そのため、一般入試に加えて社会人入試制度を用意して、次に掲げる知識・技能、思考力・判

断力・表現力等の能力および主体的な態度を備えた入学者を受け入れます。 

１ 本研究科出身者については、博士課程前期課程で専攻した専門分野を中心とする専門的な知

識・技能を修得している。それ以外の出身者については、健康と健幸の推進に必要な知識を、

修士の学位取得者と同等レベルで有している。 

２ 博士前期課程における学習、もしくはそれに相当する社会経験を通じて、グローバルな視野

に立って自ら考え、周囲の人々と円滑なコミュニケーションをとりつつ、地域の課題を具体的

に把握し、関西大学が推奨する判断力と行動力を融合した「考動力」を発揮して社会に貢献す

る意欲を有している。 

３ 時代の要請を常に意識し、高い職業的倫理観を持って、健康と健幸の推進に関わる学問領域

を主体的に学んでいく強い意欲と資質を有している。 
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Ⅱ 教育課程について  

 
 １ 研究科の構成 

   人間健康研究科には、次の課程があります。 
・人間健康専攻 博士課程前期課程 
・人間健康専攻 博士課程後期課程 

 
 ２ 授業科目の構成 

(1) 博士課程前期課程 
     博士課程前期課程で履修・修得できる授業科目は、基礎科目、専門科目、実習科目、演習科

目に大別されます。 
     なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
  (2) 博士課程後期課程 

     博士課程後期課程で履修・修得できる授業科目は、講義科目、演習科目、実習科目に大別さ

れます。 
     なお、各授業科目の詳細は、授業科目一覧表のとおりです。 
 
 ３ 修了所要単位 

  (1) 博士課程前期課程 
     本課程に 2 年〈4 学期〉以上 4 年〈8 学期〉以内在学し、31 単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者には、修士（健康学）の学位

が与えられます。 
   【修了所要単位 31 単位の内訳】 

種別 最低修得単位数 
基礎科目 「人間健康研究」を含む 4単位必修 

合計 

31 単位 

以上 

専門科目  

実習科目  

演習科目 
8 単位必修 

※「人間健康演習（１）Ａ、Ｂ」を修得していなければ、

「人間健康演習（２）Ａ、Ｂ」は履修できません。 

 
  (2) 博士課程後期課程 
     本課程に 3年〈6 学期〉以上 6 年〈12 学期〉以内在学し、14 単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、博士（健康学）の

学位が与えられます。 
   【修了所要単位 14 単位の内訳】 

種別 最低修得単位数 

講義科目 2単位以上 
合計 

14単位以上 
演習科目 12単位必修 

実習科目  
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Ⅲ 履修・修得について特に注意すべき事項  

 
 １ 授業科目の履修について 

(1) 履修登録（履修変更） 
その年度に履修しようとする授業科目については、必ず指導教員の指導を受け、承認を得た

うえで、大学院要覧、シラバス、時間割表等を参照のうえ、所定の登録期間に登録をしてくだ

さい。なお、原則として履修登録締切後の授業科目の変更・追加等については認められません。 
ただし、秋学期授業開始時においては、一定の条件の下に履修変更を認めます（詳細はイン

フォメーションシステムにてお知らせします）。 
 
  (2) 履修制限単位 

1 学年度に履修できる単位数は 30 単位までです。 

また、3 年コースを選択した者の履修制限単位は、1年次 20 単位、2年次 20 単位、3 年次 20

単位です。ただし、3 年コースを選択した者が、1 年次終了時点で修士論文の提出要件である

20 単位を修得し、所定の手続きを経て 2 年コースへ変更する場合は、2 年次の履修制限単位は

30 単位とします。 
 

  (3) 配当年次 

    ア 博士課程前期課程 

      「人間健康演習（２）Ａ、Ｂ」は 2年次配当とします。その他の科目はすべて 1年次配当

とします。ただし、3 年コースの場合は、「人間健康演習（２）Ａ、Ｂ」は 3 年次配当とし

ます。 
    イ 博士課程後期課程 
      講義科目はすべて１年次配当です。演習科目については「人間健康特殊演習Ⅰ、Ⅱ」は１

年次配当、「人間健康特殊演習Ⅲ、Ⅳ」は 2 年次配当、「人間健康特殊演習Ⅴ、Ⅵ」は 3年次

配当とします。また、実習科目は 2年次配当とします。 
 
  (4) 演習科目の履修 
    ア 博士課程前期課程 

  「人間健康演習（１）Ａ、Ｂ」「人間健康演習（２）Ａ、Ｂ」については、指導教員が担

当するクラス以外の履修は認めません。また、「人間健康演習（１）Ａ、Ｂ」を修得してい

なければ、「人間健康演習（２）Ａ、Ｂ」は履修できません。 
イ 博士課程後期課程 
  研究科委員会が認めた場合には、指導教員以外の教員が担当する演習科目を履修すること

ができます。 
 

(5) コース変更(博士課程前期課程) 

3 年コースから 2 年コースへの変更は、1 年次に 20 単位修得しなければなりません。コー

ス変更の希望届出期間については、別途お知らせいたします。 

なお、2 年コースから 3 年コースへの変更はできません。 
 

  (6) 追加科目 
人間健康研究科で開設する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究上、特に必要と認め

たときは、他研究科若しくは学部又は他大学院の科目を追加科目として履修することができま

す。追加科目の履修は、在学期間を通じて 20 単位までです。 

なお、下記(7)の場合を除き、履修制限単位数には含まれません。また、他研究科の事情等に

より履修できない場合もあります。 
 
  (7) 追加科目の充当 

博士課程前期課程において、追加科目として修得した単位のうち博士課程前期課程の科目に

ついては、指導教員の承認を得たうえで、15単位まで修了所要単位に充当することができます。

ただし、単位認定の上限がありますので注意してください（「４ 単位認定の上限について」

参照）。なお、この場合には、履修制限単位数に含みます。 
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  (8) 学部科目の履修 
①教員免許状授与の所要資格を得る場合、②指導教員が当該学生の研究上特に必要と認めた

場合には、学部の授業科目の履修を認めます。履修する場合は、必ず指導教員の承認を得たう

えで、必要な科目を履修してください。なお、①の学部科目の履修は、1 学年度において 32 単

位まで履修することができます。ただし、3年コースの場合は、1年次は 24 単位まで、2年次

以降は 20 単位までです。②の学部科目の履修は、(6)の追加科目として扱い、在学期間を通じ

て 20 単位を限度として履修することができます。 

①及び②の場合以外での学部科目の履修は原則認められません。また、学部科目については、

当該学部の事情等により、履修できない場合があります。 
 

  (9) 四大学大学院単位互換 
「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定」により、関西学院大学・同志社大学・立

命館大学の各大学大学院の授業科目を追加科目として履修することができます。詳細について

は、25 ページ「関西四大学大学院単位互換履修生について」を参照してください。 
 
  (10) 大学院共通科目 

本大学院では学部教育から大学院教育へのスムーズな接続を図るとともに、大学院生に共通

して求められる知識・能力等を獲得させることを目的に大学院共通科目を設置しています。詳

細は前掲の「大学院共通科目の履修について」を参照してください。 
人間健康研究科においては、大学院共通科目は履修制限単位には含めますが、修得しても修

了所要単位に算入することはできません。 
 
 ２ 学位論文提出要件 

   学位論文を提出するにあたっては、単位修得状況等の提出要件が設けられていますので、十分確

認し、研究計画を立てたうえで履修登録を行ってください。詳細は後掲の「修士の学位申請に関す

る手続き及び修士論文審査基準について」または「博士の学位申請に関する手続き及び博士論文審

査基準について」を参照してください。 
 
 ３ 入学前既修得単位の認定 

   本研究科に入学する前に、大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む）については、15 単位を限度に単位認定することがあります。また、本学外国人研究生として

学修した科目は、演習科目を除いて、上記 15 単位のうち 4 単位を限度に単位認定することがあ

ります。ただし、単位認定の上限がありますので注意してください（「４ 単位認定の上限につい

て」参照）。詳細は、入学時にお知らせします。 

 

 ４ 単位認定の上限について 

   「１(7) 追加科目の充当をした単位」及び「３入学前既修得単位」として認定できる単位の合計

は、20 単位を超えて修了所要単位に算入することはできません。 
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2024 年度 人間健康研究科 授業科目一覧表 
 

人間健康専攻 博士課程前期課程    

種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 履修上の区分 

基礎科目 

HWB5001 人間健康研究 1 2 必修 

HWB5002 健康調査研究法Ⅰ 1 2 いずれか 

1 科目必修 HWB5003 健康調査研究法Ⅱ 1 2 

専門科目 

HWB5004 健康福祉研究 1 2 

選択 

HWB5005 健康運動生理学研究 1 2 

HWB5006 健康行動学研究 1 2 

HWB5007 健康トレーニング研究 1 2 

HWB5008 健康心理学研究 1 2 

HWB5009 健康マネジメント研究 1 2 
 HWB5010 運動環境生理学研究 1 2 

選択 

 HWB5011 スポーツ教育学研究 1 2 
 HWB5012 スポーツ社会学研究 1 2 
 HWB5013 身体運動学研究 1 2 
 HWB5014 身体文化研究 1 2 
 HWB5026 健康人間学研究 1 2 
 HWB5027 野外教育研究 1 2 
 HWB5028 武道学研究 1 2 

 HWB5029 子ども家庭福祉研究 1 2 

 HWB5030 社会福祉政策研究 1 2 

 HWB5031 身体表現研究 1 2 

 HWB5032 家族福祉研究 1 2 

 HWB5033 高齢者福祉研究 1 2 

 HWB5034 福祉社会学研究 1 2 
 HWB5035 生涯スポーツ教育研究 1 2 
 HWB5036 運動の理論と実践研究 1 2 
 HWB5037 地域保健活動研究 1 2 

実習科目 
HWB5038 地域連携課題実習Ａ 1 1 

HWB5039 地域連携課題実習Ｂ 1 1 

演習科目 

HWB5040 人間健康演習（１）Ａ 1 2 

必修 
HWB5041 人間健康演習（１）Ｂ 1 2 

HWB6001 人間健康演習（２）Ａ 2 2 

HWB6002 人間健康演習（２）Ｂ 2 2 
      
人間健康専攻 博士課程後期課程    

種別 科目番号 授業科目 配当年次 単位数 履修上の区分 

講義科目 

HWB7001 学社連携スポーツ教育論特殊講義 1 2 
いずれか 

1 科目必修 
HWB7002 アダプテッドスポーツ指導論特殊講義 1 2 

HWB7003 コミュニティ健康福祉論特殊講義 1 2 

演習科目 

HWB7004 人間健康特殊演習Ⅰ（各テーマ） 1 2 

必修 

HWB7005 人間健康特殊演習Ⅱ（各テーマ） 1 2 

HWB8001 人間健康特殊演習Ⅲ（各テーマ） 2 2 

HWB8002 人間健康特殊演習Ⅳ（各テーマ） 2 2 

HWB9001 人間健康特殊演習Ⅴ（各テーマ） 3 2 

HWB9002 人間健康特殊演習Ⅵ（各テーマ） 3 2 

実習科目 HWB8003 課題解決プロジェクト（各テーマ） 2 2 選択 
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［科目番号について］ 
関西大学では、科目の特性・配当年次を示すため、各科目に科目番号を付与しています。 
科目番号は、研究科を示すアルファベット３桁と配当年次を示す１桁、連番の数字３桁で構成されています。 
例） 

H W B ５ ０ ０ １ 

研究科 配当年次ｺｰﾄﾞ 連番 

 
配当年次コード ５：前期課程１年次配当 
 ６：前期課程２年次配当 
 ７：後期課程１年次配当 
 ８：後期課程２年次配当 
 ９：後期課程３年次配当 
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Ⅳ 修士の学位申請に関する手続き、修士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

１ 修士の学位 
博士課程前期課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けたのち、当該課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研究成果の審査

及び試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、修士の学位が授与されます（大学院学

則第 24 条、第 26 条）。 
 

２ 修士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

修士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

審査委員は、当該修士論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1名、副査を

2 名以上とします。ただし、特別の事情がある場合には副査を 1 名とすることがあります。 
 

(2)  審査方法 

ア 最終試験 

修士の学位に関する最終試験は、審査委員が主に修士論文に示された研究成果を確認する

目的をもって、公聴会形式で行います。 

イ 審査期間 

修士論文の審査及び最終試験は、当該修士論文の提出期限後 3カ月以内に終了します。 

ウ 審査結果 

修士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 

 
３ 修士論文審査基準  

(1)  修士論文は、広い視野に立った精深な学識と専攻分野における研究能力を示すに足るもの

をもって合格とします。 

(2)  修士論文の審査にあたっては、以下の審査項目をふまえて、総合的に評価します。 

ア 研究テーマが明確であり、独自の知見と学術的価値が認められること。 

イ 研究テーマに基づいて適切に問題が設定され、一貫した論理展開によって妥当な結論が

導かれていること。 

ウ 研究目的にふさわしい研究手法がとられ、資料やデータの利用と解釈が適切に行われて

いること。 

エ 先行研究や関連した研究が十分に調査され、的確な考察がなされていること。 

 
４ 入学から修了までの研究指導スケジュール 

年次 時期 項目 内容等 

1 年次 

4 月 

入学時オリエンテーション
の実施 

入学式後に人間健康研究科の教育課程及び
研究指導方針等について説明する。 

指導教員の決定 

学生が希望する研究課題を調査した上で、
人間健康研究科委員会にて研究課題に適し
た主担当指導教員と副担当指導教員を決定
する。 

履修計画の作成 
上記で決定した主担当指導教員との面談を
通じて、2年間の履修計画の作成を行う。 

5 月 研究計画書の提出 

学生自身が修士論文作成までの道筋を立て
るとともに、修士論文の論題を確定させた
うえで、研究計画書として提出し、人間健
康研究科委員会において報告される。 

2 月 修士論文構想発表会の実施 
研究課題への取り組み等、進捗状況の確認
を行う。 

3 月 研究成果報告書の提出 

1 年次に行った研究について、主担当指導
教員・副担当指導教員の指導を受け、2 年
次につなげる評価を行い、研究成果報告書
を提出する。 
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2 年次 

5 月 研究計画書の提出 
1 年次に引き続き、主担当指導教員・副担
当指導教員から指導を受け、研究計画書を
提出する。 

10 月 
修士論文計画書（テーマ報
告書）の提出 

修士論文の研究テーマ（論題）を報告す
る。 

12 月 予備審査書類の提出 
提出予定修士論文・論文要旨について予備
審査を受ける。併せて iThenticate（論文
点検ツール）のチェックを受ける。 

1 月 修士論文の提出 修士論文・論文要旨を提出する。 

2 月 
修士の学位に関する 
最終試験 

最終試験は公聴会形式の方法によって行う。
主査及び副査 2 名の合計 3 名以上の審査委
員により審査を行う。 

3 月 

修士論文の審査及び修士の
学位に関する最終試験に関
する合否判定 

人間健康研究科委員会にて審議を行い、学
位の授与について合否を判定する。 

修了者への学位（修士） 
授与 

上記合否判定で合格した者に対して、学位
（修士）を授与する。  

※1 上記の表は、3 月期学位授与の研究指導の流れを記載しています。 
※2 長期履修学生制度（3 年コース）については、別途インフォメーションシステム等でお知ら
せします。 

 

５ 修士論文提出要件 

修士論文は、学位規程第 9 条に基づき、博士課程前期課程に 1 年以上在学し、所定の授業科

目のうち、20 単位以上を修得後に学位取得計画書を提出した後でなければ提出することができ

ません。 
 

６ 修士論文計画書の提出について 

(1) 提出期限は厳守すること。提出期限後はいかなる理由があっても受理しません。 

(2) 修士論文計画書提出に際しては、主担当指導教員の承認を得てください。 

(3) 既に提出した論文計画の変更は、認められません｡ただし、論文提出以前においては、主担

当指導教員の承認を得て変更届（堺キャンパス事務室備付）を提出することができます。 

(4) 計画書を提出したが、修士論文を提出しない場合は、必ず､事前に堺キャンパス事務室にそ

の旨を報告してください。 
 

７ 提出予定修士論文・論文要旨の予備審査 

予備審査書類の提出要領はインフォメーションシステムに掲出しますので、各自で必ず確認し

てください。 

 
８ 修士論文・論文要旨の提出要領 

修士論文計画書（様式）、提出要領はインフォメーションシステムに掲出しますので、各自で

必ず確認してください。 

(1) 提出部数 詳細についてはインフォメーションシステムに掲出されている提出要領を確認

してください。 
(2) 字数制限 【修士論文】 字数制限なし。ただし、主担当指導教員に確認すること。 

【論文要旨】 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名及び主担当指導教員名を日

本語で記入すること。論文の概要については 1,000 字から 2,000 字

程度にまとめること。 

(3) 用紙規格 以下の規格に従うこと。 
A4 判の用紙（感熱紙は不可）に、パソコンのワープロソフト（Microsoft Word 2007 以

降）を使用して、横書きで提出すること。文字のフォントは「MS 明朝」10.5 ポイントを基

本とする。（論文提出の際には、紙媒体だけでなく、PDF ファイルに変換したデータも併せ

て提出すること。） 
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1 枚の用紙には、40 字×30 行で文字を掲載し、余白は（Word の基本設定通り）上を 35mm、

左右と下を 30mm とし、片面印刷にすること。 

なお、修士論文を英語で書く場合は、上記とは異なる規格になるため、主担当指導教員に

確認すること。 
(4) 論文・論文要旨（紙媒体）の装丁要領 （※以下ア～エは正本・副本とも共通） 

ア 市販のフラットファイル（「コクヨ フ-V10B」など）を用いて装丁すること。 

イ フラットファイルの表紙は「人間健康研究科修士論文表紙、論文要旨及び目次作成要

領」に基づき主題（ある場合は副題）、学籍番号、氏名及び主担当指導教員名を日本語で

記入すること。また、背表紙には縦書きで学籍番号及び氏名を日本語で記入すること。 

ウ 論題・研究科・専攻・学籍番号・氏名及び主担当指導教員名（主担当指導教員の署名

または承認印をうけること）を日本語で記入した内表紙を作成すること。ただし、論題

は日本語だけでなく英文タイトルを併記すること。 

エ 内表紙、論文要旨、目次、論文の順に綴じること。 

  
        内表紙の様式           論文要旨の様式  論 

文 
 
 
 
 
 

 目 
次 

 
 
 
 
 

        
 

 
    論   題   

○ 
 
 
  
○  研究科・専攻  

      学籍番号・氏名 
    主担当指導教員名 

（署名または承認印）

 
 
 
 
 

 
    論   題 
 

○   研究科・専攻 
   学籍番号・氏名 
主担当指導教員名 

 
○ 要旨本文・・・ 

 ・・・・・・・～   
 

 

 

 

 

 

 
          内 
 ○        表 
          紙 
 
  
 ○ 

論 
文 
要 
旨 

 
 
 

 
  
  
  
  

(5) 注意事項 
ア 執筆にあたっては、「関西大学大学院 人間健康研究科 論文執筆要項」を熟読すること。 

イ 表紙及び目次については、「人間健康研究科修士論文表紙、論文要旨及び目次作成要領」に

基づき作成すること。 

ウ 論文・論文要旨の文字色は原則として「黒」とすること。 

エ 添付資料が多量にあって別冊にする場合は、「(4)論文・論文要旨（紙媒体）の装丁要領」

ア・イに準じて作成し、表紙に「資料」と明記すること。 

オ 論文に綴じ込む資料が所定のサイズより大きい時は、サイズにあわせて折り込むこと。 

カ 図、表、写真などは必要に応じ貼付すること（できればデータに変換して Word ファイル

に貼付した後、印刷することを推奨する）。 

 
Ⅴ 博士の学位申請に関する手続き、博士論文審査体制・方法及び審査基準について  

 

１ 課程修了による博士の学位 

博士課程に所定の期間在学し、当該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

たのち、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、その課程を修了した者とされ、博士の学

位が授与されます（大学院学則第 25 条、第 28 条）。 
 

２ 博士論文審査体制・方法 

(1)  審査体制 

博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員によってこれを行います。 

審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員 3 名以上とし、主査を 1 名、副査を 2名

以上とします。 
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(2)  審査方法 

ア 最終試験 

博士の学位に関する最終試験は、審査委員が博士論文に示された研究成果を確認する目的

をもって、公聴会形式で行います。 

イ 審査期間 

博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後1年以内に終了します。 

ウ 審査結果 

博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得て決定します。 
 

３ 博士論文審査基準 

(1)  博士論文は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究

能力とその基礎となる豊かな学識を示すに足るものをもって合格とします。 

(2)  学位論文（博士）の審査にあたっては、以下の審査項目をふまえて、総合的に評価します。 

    ア 研究テーマが明確であり、社会的意義あるいは学術的意義が意識されているか。 

    イ 論文構成において、一貫した論理展開がなされ、明確な結論が導かれているか。 

    ウ 研究目的にふさわしい研究方法が用いられ、資料やデータの収集、分析、解釈は適切か。 

     エ 先行研究や関連した研究が十分に調査され、考察されているか。 

       オ 研究テーマの分析内容、結論において、独自の知見など独創的な観点が加えられている

か。 
 

４ 入学から修了までの研究指導スケジュール 

年次 時期 項目 内容等 

1 年次 

4 月 

入学時オリエンテーションの

実施 

履修計画及び研究課題について個別相談

を行い、学生の研究課題及び希望を確認の

上、研究課題に適した主担当指導教員と副

担当指導教員を決定する。 
指導教員の確定 

5 月 研究計画書の提出 

学生自身が博士論文作成までの道筋を立

てるとともに、博士論文の論題を確定させ

たうえで、研究計画書として提出し、人間

健康研究科委員会において報告される。 

1 月～ 

3 月 

研究計画の進捗状況の確認 

研究報告会の実施 

研究成果報告書の提出 

研究課題への取り組み、学会発表、論文投

稿の進捗状況の確認及び報告を行い、2年

次に向けて研究成果報告書を提出する。 

2 年次 

5 月 研究計画書の提出 
1 年次の研究計画の進捗状況を受けて「研

究計画書」の更新を行う。 

5 月～ 

1 月 

課題解決プロジェクト型 

インターンシップの実施 

高度専門職業人を志す学生は 3 カ月×3

クールの実践的なインターンシップを企

画、実行する。 

1 月～ 

3 月 

研究計画の進捗状況の確認 

研究報告会の実施 

研究成果報告書の提出 

研究課題への取り組み、学会発表、論文投

稿の進捗状況の報告及び確認を行い、3年

次に向けて研究成果報告書を提出する。 

3 年次 

5 月 研究計画書の提出 
2 年次の研究計画の進捗状況を受けて「研

究計画書」の更新を行う。 

7 月 
博士論文計画書（テーマ報告

書）の提出 
博士論文の論題及び論文要旨を提出する。 

8 月～ 

9 月 
予備審査書類の提出 

合格基準に達する論文提出が可能かどうか

審査を受ける。 

11 月末 博士論文の提出 

博士論文を提出する。 

※学術誌に 2本以上、査読付き論文（単著

または本人がファーストオーサーのもの）

が掲載されているか掲載が決定しているこ

とを要件とする。 
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1 月 
博士論文の審査 

最終試験（公聴会） 

最終試験は公聴会形式の方式によって行

う。審査委員（主査 1名、副査 2 名以上）

が博士論文の審査を行う。 

2 月下旬 最終試験に関する合否判定 
人間健康研究科委員会にて審議を行い、学

位の授与について合否を判定する。 

3 月 
修了者への学位（博士） 

授与 

上記合否判定で合格した者に対して、学位

（博士）を授与する。 

※ 上記の表は、3 月期学位授与の研究指導の流れを記載しています。なお、各項目の実施日程等
は変更される場合があります。スケジュールの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知ら
せします。 
※ 「博士論文計画書」は休学中であっても提出できるものとします。ただし、休学中に博士論文
を提出することはできません。 

 
５ 学位論文提出要件 

博士の学位論文は、学位規程第 19 条に基づき、博士課程後期課程に在学し、所定の単位を修

得または修得見込の者が、あらかじめ論文計画について承認を得、かつ、単著または本人がファー

ストオーサーの査読付き論文 2 本以上を学術誌に投稿し、掲載されているか、掲載が決定して

いなければ提出することができません。 

 
６ 学位論文の公表 

(1) 論文審査の公表 

博士の学位が授与された場合は、学位規程第 38 条に基づき、その学位論文の要旨及び

論文審査要旨をインターネットの利用（関西大学学術リポジトリ）により公表します。 

(2) 学位論文の公表 

博士の学位論文は、学位規程第 39 条に基づき、学位を授与されてから 1 年以内にイン

ターネットの利用（関西大学学術リポジトリ）により公表しなければなりません。 

    ※公表の手続きの詳細は、別途インフォメーションシステムでお知らせします。 

 
関西大学学位規程 第 38 条、第 39 条 

 
（審査要旨の公表） 

第 38 条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するとともに、そ

の論文の要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

（論文の公表） 

第 39 条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位の授与

に係る論文の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネットの利用により公表しなければならな

い。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表したときは、この限りで

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由がある場合に限り、研究科委員

会の議を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができ

る。この場合において、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するものとする。  
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教育職員免許状について 
 
 

1 中学校及び高等学校教諭の専修免許状取得の課程について 

中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状取得資格を得た方が、当該教科の中学校

または高等学校教諭専修免許状授与の課程認定のある大学院（博士課程前期課程）に入学、同

課程を修了（基礎資格の取得）し、所定の「大学が独自に設定する科目」（24単位）を修得すれ

ば、中学校または高等学校教諭の専修免許状取得資格を得ることができます。 

専修免許状取得に要する「大学が独自に設定する科目」は、各免許状別に定められている科

目から24単位以上を修得することが必要です。詳細は、教職支援センターWebサイトから自身の

入学年度の『教職課程履修の手引き』を参照してください。 

また、大学院に入学し、中学校あるいは高等学校教諭一種免許状取得のために、不足してい

る学部配当の教職課程関係科目を履修する方は、指導教員の許可を得てから履修してください。 

 

2 本学で取得できる専修免許状について 

研究科 専攻 

免 許 状 の 種 類 

中 学 校 教 諭 

専修免許状教科 

高 等 学 校 教 諭 

専修免許状教科 

法学 法学・政治学 社 会 公 民 

文学 総合人文学 国 語 国 語 

社 会 地 理 歴 史 

公 民 

英 語 英 語 

フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 語 

ド イ ツ 語 ド イ ツ 語 

経済学 経済学 社 会 地 理 歴 史 

公 民 

商学 商学  商 業 

社会学 社会学 社 会 公 民 

社会ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ 社 会 公 民 

メディア 社 会 公 民 

総合情報学 社会情報学  情 報 

知識情報学  情 報 

理工学 ｼｽﾃﾑ理工学 数 学 数 学 

理 科 理 科 

 工 業 

環境都市工学  工 業 

化学生命工学 理 科 理 科 

 工 業 
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外国語教育学 外国語教育学 英 語 英 語 

中 国 語 中 国 語 

社会安全 防災・減災 社 会 公 民 

東アジア文化 文化交渉学 社 会 地 理 歴 史 

ガバナンス ガバナンス 社 会 公 民 

人間健康 人間健康 保 健 体 育 保 健 体 育 

（注）所属する分野等により、取得できる免許状の種類（教科）が異なります。 
取得を希望する免許状の種類（教科）によっては、在学期間中に免許状の取得に必要となるすべて
の科目を修得できない場合がありますので、質問があれば、教職支援センターで相談してください。 

 
3 教職支援センターについて 

(1) 概要 

教職支援センターは、教員養成段階から、卒業後の教職生活までを一つの過程とし

て捉え、教員として必要な資質能力の開発や実践的指導力の養成、教員採用試験対策

等の就業支援を行う教員養成の拠点として開設されています。センターでは、学校現

場の現状や課題に熟知し、実務経験豊富な専門のアドバイザーが教職を目指すみなさ

んの相談に応じています。「教師になりたい」というみなさんの熱い思いを精一杯支

援していきますので、積極的に利用してください。 

 

(2) 主な支援内容 

・  教職を志望する方のためのキャリア相談、アドバイス（随時） 

・  小・中・高等学校の教科書及び教職関係資料の閲覧、貸出 

・  教育委員会による教員採用試験説明会 

・  教員採用試験対策講座 

・  教員採用試験エントリーシート添削や小論文作成等の指導 

・  教員採用試験面接対策セミナー 

 

(3) 場所・開室時間 

キャンパス 場所 開室時間 

千 里 山 キ ャ ン パ ス 第2学舎1号館1階 教職支援センター 月～金 10：00～17：00 

高 槻 キ ャ ン パ ス 

教職相談の日時・場所については、インフォメーションシステム

及び教職支援センターWebサイトで確認してください。 
高槻ミューズキャンパス 

堺 キ ャ ン パ ス 

 ※開室時間やアドバイザーの在室時間は、業務の都合により変更になることがありますので、インフォ

メーションシステム及び教職支援センターWeb サイトで確認してください。 

 

(4) 教職支援センターWeb サイトについて 

教職課程の履修の方法『教職課程履修の手引き』や教員採用試験に関する情報等、

教職に関する様々な情報を発信していますので、活用してください。 

URL : www.kansai-u.ac.jp/kyoshoku/ 
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学生相談について 
 

大学学生相談室 

対人関係、家庭、経済などの大学生活において困難が生じたり、性格、思想、異性に関する悩みや

問題、また、将来のことが気になるなど、誰かになんとなく話を聞いてもらいたい時、悩みがあるけ

れど誰に相談してよいかわからないという時は、気軽に「大学学生相談室」の窓口である学生センタ

ー（総合学生会館凜風館1階）を訪ねてください。 

 

学生相談・支援センター 

本学では、学生生活におけるさまざまな問題について、みなさんが相談できる環境を整備していま

す。「どこに相談に行けばいいのかわからない」といった場合は、学生相談・支援センター（新関西大

学会館北棟１階）を訪ねてください。相談内容に応じた専門部局をご案内します。 

また、学生相談・支援センターでは、障がいのある学生に対する修学支援に関する相談にも応じて

います。 

 

心理相談室 

心理相談室では、学生やその家族、教職員あるいは卒業生を対象に心理相談を受け付けています。

例えば、気力がわかない、不安になる、友達が出来ない、自分について考えてみたいなど、日々の生

活を送るなかで直面する様々な悩みについて、カウンセラー（公認心理師・臨床心理士など）がお話

をうかがいます。ご予約や詳細については各キャンパスの心理相談室にお問い合わせください。 

 

ハラスメント相談室 

大学は教育研究活動を中心とする機関であり、すべての学生・教職員にとって、個人の尊厳と人格

の尊重、相互の信頼関係の形成は、教育研究活動の基礎となるものです。学生のみなさんには、快適

な学習環境のもとで、勉学や課外活動などに励み、充実した学生生活を送る権利があります。 

ハラスメントはこうした学生・教職員の権利を侵害し、学生・教職員の信頼関係を損なわせ、大学

における教育研究活動を阻害するものです。ハラスメントを防止し、平穏で安心できる学習環境、教

育研究環境、就業環境等を維持することは、大学の責任です。したがって、ハラスメントが発生した

場合には、不当に人格を侵害された個人の権利を回復し、失われた信頼関係を再構築するために必要

なあらゆる措置を大学は責任をもって講じます。 

本学では、2023年10月現在、教職員21名と学外からの専門家2名からなる、ハラスメント相談窓口を

設けています。ハラスメントを受けたと感じたら、ひとりで悩まないで相談窓口を訪ねてください。

匿名での相談や、友人が被害を受けて困っているという第三者からの相談も受け付けています。相談

窓口では、あなたのプライバシーを厳守します。相談したり、証言することで、あなたが不利益を受

けることは決してありません。また、ハラスメント防止推進室のWebサイトでは、相談方法をはじめ、

相談窓口の受付時間や相談員の氏名、所属、連絡用電話番号、Ｅメールアドレスなども公表しており、

メールでの相談もできます。 
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～学生相談窓口一覧～ 

千里山キャンパス 高槻キャンパス 高槻ミューズキャンパス 堺キャンパス 

相談内容 学生生活全般の悩みや問題の相談に応じています。 

○学生センター 

○大学学生相談室 

（総合学生会館凜風館 1 階） 

○高槻キャンパスオフィス 

（A 棟（管理・研究棟）1 階） 

○ミューズオフィス 

（西館 2 階） 

○堺キャンパス事務室 

（A 棟 1 階） 

相談内容 健康上のこと、心理的なことなどの悩みや問題の相談に応じています。 

○保健管理センター 

○心理相談室 

（新関西大学会館北棟 4 階） 

○高槻キャンパス保健室 

○高槻キャンパス心理相談室 

（K 棟（情報演習棟）1 階） 

○ミューズ保健センター 

○ミューズ心理相談室 

（西館 9 階） 

○堺保健室 

○堺キャンパス心理相談室 

（A 棟 1 階） 

相談内容 ハラスメントの悩みや問題の相談に応じています。 
    ＊匿名での相談、友人などの第三者からの相談も受け付けています。 

○ハラスメント相談室 

（100 周年記念会館 2 階） 

○高槻キャンパスオフィス 

○総合情報学部オフィス 

（A 棟（管理・研究棟）1 階） 

○ミューズオフィス 

（西館 2 階） 

○堺キャンパス事務室 

（A 棟 1 階） 

相談内容 障がいのある学生の修学支援についての相談に応じています。 

○学生相談・支援センター 

（新関西大学会館北棟 1 階） 

○高槻キャンパスオフィス 

○総合情報学部オフィス 

（A 棟（管理・研究棟）1 階） 

○ミューズオフィス 

（西館 2 階） 

○堺キャンパス事務室 

（A 棟 1 階） 

 

※「どこに相談に行けばいいのかわからない」といった場合は、学生相談・支援センター（千里山キャンパス 

新関西大学会館北棟1階）を訪ねてください。 

 

学生相談窓口の Web サイトは、以下のとおりです。 

【www.kansai-u.ac.jp/ja/support/consultation/】 
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奨学金案内 

※2024 年度現行の内容を記載しています。 

 年度により募集方法、時期等が変更されることがあります。 

 

1 給付奨学金 

本学では、学術研究、科学技術の進展に対応した高度な専門的知識・能力の育成、創造性豊かな研究者を養成し、

有為な人材を社会に送り出すことを目的として、次の給付奨学金制度を設けています。 

 

関西大学大学院特別給付奨学金 

受給資格 

○2024年度博士課程前期課程及び博士課程後期課程入学者 

○本奨学金は、大学院入学試験成績優秀者に対する給付奨学金であり、給付対象者には原則合格

通知発送日以降（大学院入学まで）に採用決定通知を送付します。 

（注）出願制ではありません。 

給付対象者 

○高度の研究能力及び豊かな学識を有する研究者として活躍することが期待できる者で、かつ、

大学院入学試験の成績が特に優秀な大学院学生 

給付額 

○296 ページの給付額一覧表を参照 

（注）春学期入学生は 5 月（新規採用者は 7 月）及び 10 月に分割して給付します。 

   秋学期入学生は 10 月（新規採用者は 12 月）及び 5 月に分割して給付します。 

給付期間 

○2024年度から標準修業年限の終期まで 

ただし、規程に定める給付期間の短縮及び給付の停止事由に該当する場合は、給付を打ち切り

ます。 

併採用 

関西大学大学院給付奨学金、関西大学大学院入学前予約採用型給付奨学金、関西大学社会人大学

院学生給付奨学金、教育助成基金給付奨学金及び国際交流助成基金による規程に定める奨学金と

の併用は認められません。ただし、交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログラム奨学金並び

に短期派遣奨学金については、この限りではありません。 

 

関西大学大学院給付奨学金 

出願資格 
○博士課程前期課程及び博士課程後期課程に在学する者 

○学業成績が特に優秀でかつ本学が定める家計基準を満たしている者 

給付対象者 

○高度の研究能力及び豊かな学識を有する研究者として活躍することが期待できる者で、学業成

績が優秀で、かつ、経済的理由により修学が困難な者 

給付額 

○296 ページの給付額一覧表を参照 

（注）春学期入学生は 7 月及び 12 月に分割して給付します。 

   秋学期入学生は 12 月及び 7 月に分割して給付します。 

給付期間 

○1 年間 

ただし、規程に定める給付の停止事由に該当する場合は、給付を停止します。 

併採用 

関西大学大学院特別給付奨学金、関西大学大学院入学前予約採用型給付奨学金、関西大学社会人

大学院学生給付奨学金、教育助成基金給付奨学金及び国際交流助成基金による規程に定める奨学

金との併用は認められません。ただし、交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログラム奨学金

並びに短期派遣奨学金については、この限りではありません。 
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教育助成基金給付奨学金 

出願資格 
○博士課程前期課程及び博士課程後期課程に在学する者 

○学業成績が特に優秀でかつ本学が定める家計基準を満たしている者 

給付対象者 ○学業優秀で研究能力が特に優れ、かつ、経済的理由により修学が困難な者 

給付額 

○下部の給付額一覧表を参照 

（注）春学期入学生は 7 月及び 12 月に分割して給付します。 

   秋学期入学生は 12 月及び 7 月に分割して給付します。 

給付期間 

○1 年間 

ただし、規程に定める事由に該当する場合は、給付を停止します。 

併採用 

関西大学大学院特別給付奨学金、関西大学大学院給付奨学金、関西大学大学院入学前予約採用型

給付奨学金、関西大学社会人大学院学生給付奨学金及び国際交流助成基金による規程に定める奨

学金との併用は認められません。ただし、交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログラム奨学

金並びに短期派遣奨学金については、この限りではありません。 

 

関西大学社会人大学院学生給付奨学金 

出願資格 

○本学大学院に在学する社会人大学院学生（専門職大学院を除く）であること。 

○関西大学大学院給付奨学金の家計基準を超える収入の社会人大学院学生で、成績が優秀である

ことに加えて各研究科で定める優秀な社会人業績を修めている者 

給付対象者 
○高度の研究能力及び豊かな学識を有する研究者として活躍することが期待できる者で、かつ、

優秀な社会人大学院学生 

給付額 

○下部の給付額一覧表を参照 

（注）春学期入学生は 7 月及び 12 月に分割して給付します。 

   秋学期入学生は 12 月及び 7 月に分割して給付します。 

給付期間 
○1 年間 

ただし、規程に定める給付の停止事由に該当する場合は、給付を停止します。 

併採用 

関西大学大学院特別給付奨学金、関西大学大学院給付奨学金、関西大学大学院入学前予約採用型

給付奨学金、教育助成基金給付奨学金及び国際交流助成基金による規程に定める奨学金との併用

は認められません。ただし、交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログラム奨学金並びに短期

派遣奨学金については、この限りではありません。 

 

【給付額一覧表】 

課 程 研 究 科 
関西大学大学院特別給付奨学金 

関西大学大学院給付奨学金 

教育助成基金給付奨学金 

関西大学社会人大学院学生給付奨学金 

給付額（年額） 給付額（年額） 

前 期 

法学、文学、経済学、 

商学、社会学、心理学（心

理学専攻）、東アジア文

化、ガバナンス、人間健康 

500,000 円 250,000 円 

外国語教育学 550,000 円 275,000 円 

総合情報学、社会安全 600,000 円 300,000 円 

心理学（心理臨床学専攻） 650,000 円 325,000 円 

理工学 750,000 円 375,000 円 

後 期 全研究科 500,000 円 250,000 円 

※博士課程前期課程において、3 年コース、1 年コースの学生については、給付額が異なります。 

別途、お問い合わせください。 
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関西大学家計急変者給付奨学金 

出願資格 
○家計支持者の死亡や失業、廃業などの事由で家計が急変（入学以降、出願日から1年以内に発

生した事由に限る）したことにより修学が困難となった者 

給付額 ○（年額）240,000 円 

給付期間 ○1 年間（在学中 1 回限り） 

備 考 

給付事由は本学在学中に生じたものに限る。また、給付事由が発生した日から 1 年を超えない 

期間内に出願しなければならない。 

 

 

関西大学災害時支援給付奨学金 

出願資格 

①災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生または学費支弁者の居住す

る家屋が損壊、滅失または流失し、家計が急変した者 

②災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生の学費支弁者が、死亡また

は所定の長期療養者となり、家計が急変した者 

給付額 ○授業料相当額を上限とする 

給付期間 ○1 年間 

備 考 給付事由が発生した日から 1 年を超えない期間内に出願しなければならない。 

 

 

2 貸与奨学金 

名 称 
日本学生支援機構 

大学院第一種奨学金 

日本学生支援機構 

大学院第二種奨学金 

出願資格 

○博士課程前期課程に在学する者 

○博士課程後期課程に在学する者 

○博士課程前期課程に在学する者 

○博士課程後期課程に在学する者 

貸与 

対象者 

○博士課程前期課程 

人物、学業ともに特に優れ経済的理由により著

しく修学に困難があると認められ、将来、教

育・研究者として活動する能力があると認めら

れる者 

○博士課程後期課程 

人物、学業ともに特に優れ経済的理由により著

しく修学に困難があると認められ、将来、教

育・研究者、高度の専門性を要する職業人とし

て活動する能力があると認められる者 

○博士課程前期課程 

人物、学業ともに優れ経済的理由により著しく

修学に困難があると認められ、将来、教育・研

究者として活動する能力があると認められる者 

○博士課程後期課程 

人物、学業ともに優れ経済的理由により著しく

修学に困難があると認められ、将来、教育・研

究者、高度の専門性を要する職業人として活動

する能力があると認められる者 

 

貸与額 

（2024 年度現行） 

○博士課程前期課程 

  （月額）50,000 円・88,000 円から選択  

○博士課程後期課程 

  （月額）80,000 円・122,000 円から選択 

（2024 年度現行） 

○博士課程前期課程及び後期課程 

  （月額）50,000 円・ 80,000 円 

      100,000 円・130,000 円・150,000 円 

            から選択 

貸与期間 ○当該課程の標準修業年限の終期まで ○当該課程の標準修業年限の終期まで 

－297－



 

名 称 
日本学生支援機構 

大学院第一種奨学金 

日本学生支援機構 

大学院第二種奨学金 

併採用 日本学生支援機構大学院第一種奨学金と第二種奨学金との併用を希望することができます。 

返 還 

 奨学金は無利子貸与であり、貸与終了後は規定

に従って必ず返還しなければなりません。貸与 

終了月の翌月から数えて 7 カ月目から、所定の期

間内に月賦または月賦・半年賦併用のいずれかの割

賦方法で、ゆうちょ銀行又はその他の金融機関の

口座振替によって返還します（定額返還方式）。 

 なお、2017 年度新規採用者から、原則として前

年度の所得に応じた返還額で返還する「所得連動

返還方式」を選択することが可能となりました

（選択には一定の条件があります）。 

 また、貸与終了者のうち、在学中に特に優れた

業績を挙げた者として日本学生支援機構が認定し

た者について、返還免除制度が適用されます。 

 奨学金は有利子貸与であり、貸与終了後は規定

に従って必ず返還しなければなりません。貸与 

終了月の翌月から数えて 7 カ月目から、所定の期

間内に月賦または月賦・半年賦併用のいずれかの割

賦方法で、ゆうちょ銀行又はその他の金融機関の

口座振替によって返還します（定額返還方式）。 

 なお、在学中は無利息ですが、貸与終了の翌月

から年 3.0％を上限とする利息がつきます。利率

固定方式と利率見直し方式があり、推薦決定時に

いずれかを選択する必要があります。 

 

 

 

 

日本学生支援機構奨学金の返還例 

 第一種（無利子） 

 

 

 

課 程 貸与月額 貸与月数 貸与総額 返還回数 返還月額  

 

 博士課程前期課程 
50,000 円 24 カ月 1,200,000 円 144 回 8,333 円 

88,000 円 24 カ月 2,112,000 円 168 回 12,571 円 

博士課程後期課程 
80,000 円 36 カ月 2,880,000 円 192 回 15,000 円 

122,000 円 36 カ月 4,392,000 円 240 回 18,300 円 

 第二種（有利子） 

 

 

 

 

 

課 程 貸与月額 貸与月数 貸与総額 返還回数 返還月額  

 

 

 

 博士課程前期課程 

50,000 円 

24 カ月 

1,200,000 円 144 回 10,055 円 

80,000 円 1,920,000 円 156 回 15,059 円 

100,000 円 2,400,000 円 180 回 16,769 円 

130,000 円 3,120,000 円 216 回 18,923 円 

150,000 円 3,600,000 円 240 回 20,185 円 

博士課程後期課程 

50,000 円 

36 カ月 

1,800,000 円 156 回 14,117 円 

80,000 円 2,880,000 円 192 回 19,125 円 

100,000 円 3,600,000 円 240 回 20,185 円 

130,000 円 4,680,000 円 240 回 26,242 円 

 150,000 円 5,400,000 円 240 回 30,279 円  

（注 1）返還例は 2023 年度新規入学者に標準修業年限貸与した場合のものです。 

（注 2）年利率 3.0％（上限）で貸与されたものとして計算しています。 

（注 3）年利率 3.0％未満で貸与された場合は、その金利が適用されます。 

（注 4）返還回数に返還月額を乗じても、端数調整の関係で返還総額にはなりません。 

（注 5）奨学金貸与中及び在学猶予中・返還期限猶予中は無利息です。 

（注 6）第一種奨学金は、定額返還方式を選択したものとして例示しています。 

 

－298－



 

緊急・応急貸与奨学金 

「主たる家計支持者の死亡・失職」等の事情によって家計が急変し、修学が困難になった場合には、「日本学

生支援機構緊急・応急採用奨学金」及び「関西大学応急貸与奨学金」がありますので、事由が発生した際にはす

みやかにご相談ください。 

 

 

3 短期貸付金 

関西大学短期貸付金 

 本学大学院では家庭からの仕送りの遅延や急病等、真にやむを得ない事由により一時的あるいは緊急に生活資

金が必要になったときに備えて、短期貸付金制度を設けています。 

(1) 資格・条件 

本学大学院に在学する者で、次の事由に該当し、一時的または緊急に生活資金の援助を必要とする者。 

ア 自宅外からの通学者で仕送りが遅延しているとき。 

イ 本人の急病、傷害等により緊急に生活資金が必要となったとき。 

ウ 家計支持者の死亡、失職等により、一時的に生活資金が必要となったとき。 

エ 両親若しくは祖父母の病気若しくは死亡又は本人の病気療養のため、緊急に帰省する必要が生じたと

き。 

オ その他やむを得ない事情があると認められたとき。 

(2) 貸付金 

原則 30,000 円まで（1,000 円単位）。 

(3) 申込方法 

学生証と印鑑を学生センター奨学支援グループ、高槻キャンパスオフィス、ミューズオフィスまたは堺キ

ャンパス事務室へ持参して「関西大学短期貸付金貸付願」を記入のうえ提出してください。 

その際、事情等について面談のうえ、適当と認めた場合、原則として当日に貸付けます。 

(4) 返済期間 

貸与を受けた翌日から３カ月以内に一括または分割で返済。ただし、修了予定者で最終返済日が修了期を

越える場合は修了式前日を最終返済日とします。また、退学あるいは除籍になったときは、直ちに貸付残額

を返済しなければなりません。 

 

 

4 提携教育ローン 

学費の納入が困難な場合、奨学金制度以外に教育ローン制度があります。詳しくは、学生センター奨学支援グ

ループ、高槻キャンパスオフィス、ミューズオフィスまたは堺キャンパス事務室でご相談ください。 
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大学院生への補助について 

（コピーカード、製本表紙、学会補助） 
 

本学では、皆さんの研究支援として、一定の範囲内で補助を行っています。 

 

コピーカードについて 

授業で発表する際のレジュメや研究用資料の複写のために、年度始めに１人につき１枚のコピーカード

を配付します。博士課程前期課程の学生は、年間1,500枚（秋学期入学生は750枚）、博士課程後期課程の

学生は年間2,000枚（秋学期入学生は1,000枚）複写可能です。 

なお、カラー印刷が可能なコピー機でカラー印刷した場合、1枚あたり5ポイントが消費されます。 

次年度への繰越しはできません。 

紛失等によるコピーカードの再発行はできませんので、裏面の書き込み可能部分（四角の枠内）に学籍

番号・氏名を必ず油性ペンで記入してください。 

なお、カード裏面の書き込み可能部分以外への書き込みや、他の磁気カードや携帯電話等、磁気を帯び

たものに近付けると磁気が破損することがありますので、注意してください。 

 

製本表紙について 

製本用の表紙を１人年間15枚まで使用できます。尚文館３階資料室、総合情報学部オフィス、ミューズ

オフィスまたは堺キャンパス事務室で所定の手続を行ってください。 

 

学会での研究発表及び出席に対する補助について 

学会での研究発表及び学会(研究発表会)への出席に係る費用を補助します。補助限度額は、研究発

表の場合は１回につき２万円、学会出席の場合は１回につき１万円です。年間の１人あたりの補助限

度額は研究発表・学会出席を合わせて２万円です。 

ただし、一定の制限があります。詳細については申請要領を熟読のうえ、所属キャンパスの所管部

署窓口にて手続きを行ってください。 

 

外国の学会での研究発表に対する補助について 

外国の学会での研究発表に係る費用について、当該年度中１回に限り、往復航空運賃の半額を補助しま

す。なお、限度額は10万円です。 

事前に『外国の学会発表計画書』、発表後に『外国の学会発表補助費申請書』を提出する必要がありま

す。詳細については、申請要領を熟読のうえ、学会に出発する１週間前までに所属キャンパスの所管部署

窓口にて必ず手続きを行ってください。 

 

補助費の支払いについては、銀行振込により行いますので、所属キャンパスの所管部署窓口に備え付け

の「銀行口座振込依頼書」(新入生配布書類にも同封)で手続きを行ってください。 

また、各補助費の申請要領及び申請書については、インフォメーションシステムの「申請・アンケー

ト」に掲出しますので、各自でダウンロードしてください。 

不明な点については、所属キャンパスの所管部署窓口へお問合せください。 

 

※所管部署の各窓口：教務センター(第2学舎1号館1階)、総合情報学部オフィス、ミューズオフィス、 

堺キャンパス事務室 
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通学定期券・学割など 

定期券の購入方法 

通学定期券は、現住所の最寄駅から所属研究科が設置されているキャンパスの最寄駅までの

『通学を目的』とする『最短経路』『最安経路』など、著しく迂回とならない経路で購入するこ

とができます。 

最短経路、最安経路の判断が難しい場合や、その他の不明点については、各交通機関にお問い

合わせください。 

1 通学定期乗車券を購入するときは、定期券発売所に備えてある申込用紙に必要事項を記入し、

学生証と在籍確認票を提示して購入してください。なお、在籍確認票は１年間（4月1日～3月

31日）有効で、毎年3月下旬に次の窓口で配付します。 

また、交通機関によっては、学生証と在籍確認票のほかに別途通学証明書が必要な場合が

あります。通学証明書の発行は次の窓口で行います。 

研 究 科 窓 口 

法学、文学、経済学、商学、社会学、理工学、外国語教育学、

心理学、東アジア文化、ガバナンス 
教務センター 

総合情報学 総合情報学部オフィス 

社会安全 ミューズオフィス 

人間健康 堺キャンパス事務室 

 

2 各交通機関の連絡定期乗車券やＩＣカード乗車券など、交通機関によりサービスが異なりま

す。詳細については直接、定期券発売所等で確認してください。 

通学経路を変更する場合は、異動届(窓口備付)に必要事項を記入のうえ、学生証と在籍確認票を

添えて上記窓口に届け出てください。 
 

学割証の利用方法 

学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）は、証明書自動発行機で発行します。発行機の設置場

所・取扱時間は、「証明書・学割証自動発行サービスについて」(2ページ)で確認してください。 

交付枚数は年度ごとに1人20枚に限られ、1回の発行枚数は原則として1週間に3枚以内です。学

割証の使用については、学割証裏面の注意事項を厳守することはもちろん、次の事項に注意して

ください。 

1 学割証は、本人に限って使用できます（他人に渡して使わせたり、他人からもらったりして

使うことはできません）。ただし、学生証を携帯しない場合は購入及び使用できません。 

2 学割証を不正使用した場合、使用者は3倍の運賃を追徴され、学割証の交付が停止されます。 

なお、そればかりでなく大学は、割引制度の特典を喪失し、大学に保管されている学割証

をすべて回収されますので、不正行為は絶対に行わないでください。 

3 学割証は、片道101km以上の区間を乗車・乗船する場合に使用できます。 

割引率は、普通運賃の2割引で、有効期間は発行日から3カ月です。 
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団体旅行証明書とは 

ＪＲでは、合宿・遠征等の課外活動やゼミ旅行等で、学生8名以上が教職員に引率されて同じ

経路により旅行する場合、普通運賃について学生団体割引の制度（割引率5割）があります。 

大学所定の団体旅行証明願に必要事項を記入し、ＪＲ窓口又は旅行業者の所定用紙を添えて、

下記窓口へ提出し、証明を受けてください。 

団体旅行の手続きは、乗車日の9カ月前から14日前まで行っていますので、指定席・寝台等を

利用する場合、早めに手続きをしてください。 

なお、お座敷列車などの団体専用の場合は、乗車日の9カ月前から2カ月前までとなりますので

ご注意ください。 

 

研 究 科 窓 口 

法学、文学、経済学、商学、社会学、理工学、外国語教育学、

心理学、東アジア文化、ガバナンス 
教職支援センター 

総合情報学 総合情報学部オフィス 

社会安全 ミューズオフィス 

人間健康 堺キャンパス事務室 

その他課外活動等 

学生センター 

学生生活支援グループ 

スポーツ振興グループ 
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キャリアセンターの就職・進路選択に関するサポート 

 
キャリアセンターは、皆さんのキャリアデザインをサポートするため、就職や進路選択に関する様々

な取り組みを行っています。また、就職や進路選択に関するどのようなことでも、相談を受け付けて

いますので、遠慮せずキャリアセンターを訪ねてください。 
① 進路・就職に関する相談 

・履歴書・エントリーシートの書き方、面接相談、内定重複に関すること 
・インターンシップやキャリアプランニングに関すること 
・Ｕ・Ｉターン就職支援、障がいのある方への就職支援、外国人留学生への就職支援 
・企業・団体情報、公務員情報、就職差別やハラスメントに関すること 他 

② 就職支援行事の開催 
年間を通じ、タイムリーに様々な就職支援行事を開催しており、行事に参加することで就職活動

の流れに乗ることができます。 
③ 求人情報や会社情報の提供 

本学に届いた求人情報は、下記のＫＩＣＳＳで調べることができます。 
特に、ＫＩＣＳＳの活用は、就職活動を効率的に進めるうえで必須です。 
 

ＫＩＣＳＳ【キックス】（関西大学インターネットキャリア支援システム） 

ＫＩＣＳＳは、キャリアセンターが提供するキャリア形成・就職活動支援 
のための Web サイトです。ここからキャリアセンターが発信するすべての情 
報を入手することができます。 
インフォメーションシステムの「ＫＩＣＳＳキャリア支援」またはキャリア 

センターWeb サイトからアクセスが可能です。上記の就職支援行事開催や求人情報、企業情報などが

検索できますので、必ず定期的にＫＩＣＳＳを確認してください。 
 
「就職・進路内定決定届」の提出 

本学学生は「関西大学職業紹介に関する取扱規程」に基づき、大学院修了時までに修了後の進路を

キャリアセンターに届け出なければなりません。ここでいう修了後の進路とは、就職に限らず、起業

や進学・留学・資格試験の受験等で就職しない場合や、修了後も継続して就職活動を行う場合も含まれ

ます。「就職・進路内定決定届」は、必ずキャリアセンターに提出してください。 
※「就職・進路内定決定届」は、ＫＩＣＳＳから登録することができます。 
 
場所・問い合わせ先 

キャリアセンターは、千里山キャンパスの他、高槻・高槻ミューズ・堺の各キャンパスに分室があ

ります。また、理工系大学院生の窓口として、千里山キャンパスにはキャリアセンター理工系事務室

があります。 
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さらに、各キャンパスのキャリアセンターでは、新聞やビジネス系雑誌、公務員対策本など就職や

進路に関する図書を置いており、閲覧や貸し出しが可能です。 
〈学内・各キャンパス〉窓 口 場 所 

キャリアセンター 新関西大学会館北棟 3 階 
キャリアセンター 理工系事務室 第 4 学舎 1 号館 2 階 
キャリアセンター 高槻キャンパス分室 高槻キャンパスＫ棟（情報演習棟）1 階 
キャリアセンター 高槻ミューズキャンパス分室 高槻ミューズキャンパス西館 3 階 
キャリアセンター 堺キャンパス分室 堺キャンパスＡ棟 2 階 

 
【キャリアセンター梅田オフィス（梅田キャンパス）】 

千里山キャンパスのキャリアセンター、高槻・高槻ミューズ・堺の各キャンパスのキャリアセンター

分室とは別に、梅田キャンパス 5 階にキャリアセンター梅田オフィスを設けています。各キャンパス

のキャリアセンターで行っている就職相談、企業・団体情報の提供、面接対策の相談といった支援は

もちろんのこと、就職活動中の休憩、各種証明書や学割証の発行等もできます。関西圏のビジネスの

中心地である梅田での就職活動の拠点として有効に活用してください。 
 
東京センター 

首都圏での就職活動の拠点として、東京センターをご利用いただけます。就職活動中の休憩や着替

え、修了（卒業）見込証明書や成績証明書等の入手、情報収集等の場として有効活用してください。 
 

各キャンパス・梅田オフィス・東京センター開室時間 
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図書館利用案内 

 

図書館を利用するにあたって、大学院学生に関連する事項を中心に説明します。 

利用の詳細については、図書館 Web サイトや図書館発行の冊子『図書館利用案内』などを参照

してください。 
 

開館時間 

総合図書館（千里山キャンパス）       高槻ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館･ﾐｭｰｽﾞ大学図書館･堺ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館 

開館日 
学部の授業・試験を

行っている期間 

学部の授業・試験を 

行っていない期間 

 

開館日 
学部の授業・試験を

行っている期間 

学部の授業・試験を 

行っていない期間 

月～金曜日 
9:00～22:00 

10:00～20:00 月～金曜日 9:00～20:00 10:00～17:00 

土曜日 10:00～18:00 土曜日 9:00～17:00 10:00～17:00(注1）

日曜・祝日 10:00～18:00 休 館 日曜・祝日 休 館 休 館 

 

 

 

休館日など、詳しくは図書館で配布する名刺版の「図書館開館カレンダー」もしくは図書館 Web

サイトを参照してください。なお、自身の所属に関わらず、すべてのキャンパス図書館の利用が

できます。 
 

貸出冊数・期間 

貸出できる資料 貸出冊数上限 合計貸出冊数 貸出期間 

研究用図書（赤色の資料 ID ラベル） ２０冊 

２０冊 

３カ月以内 

総合図書館、ミューズ大学図書館、 

堺キャンパス図書館の 

学習用図書（青色の資料 ID ラベル） 

１０冊 ２週間以内 

高槻キャンパス図書館の 

学習用図書（青色の資料 ID ラベル） 
１０冊 １カ月以内 

製本雑誌 ２０冊 ３日以内 

※合計貸出冊数は 20 冊で、内数として貸出冊数上限欄の冊数の貸出ができます。 

 上記の種類であっても禁帯出のものは館内閲覧のみとなります。 

※学習用図書は、学部学生の試験期間中、貸出期間が制限されます。 

 

総合図書館での入庫検索 

総合図書館地下書庫に入庫することができます。以下の手続を守ってください。 

(1)  入庫 

ア 書庫内に持ち込めるものは、原則としてノート・筆記具・財布などの貴重品・パソコ

ン・携帯電話のみです。その他の携帯品はロッカーに入れてください。なお、携帯電

話はマナーモードか電源ＯＦＦにしてください。書庫内での通話・資料の撮影はでき

ません。 

イ ロッカーの使用は書庫への入庫時のみ可能です。書庫へ入庫しない場合はロッカーの

使用はできません。傘はロッカー室の傘立てに置いてください。 

ウ メインカウンターの入庫受付で学生証を提示し、「入庫カード」を受け取ってください。

「入庫カード」は出庫時まで保管願います。 

エ 書庫内へ図書を持ちこむ場合は、係員に申し出てください。その他の持込物も入庫前

に確認します。 

※夜間及び日・祝日開館日、休業期間中の土曜日 

は、レファレンスカウンターのサービス内容を限 

定しています。 

 (注 1)夏季休業期間中は休館 
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(2) 退出 

ア 入庫受付で「入庫カード」を係員に渡してください。 

イ 持ち込んだ図書がある場合は、持込図書の確認を受けてください。 

ウ 書庫図書の貸出手続は、退出時に行ってください。 

(3) 書庫利用上の注意点 

ア 入退出には、入庫者用エレベーターを利用してください。 

イ 図書の配列を乱さないように利用してください。 

ウ 利用した資料は、必ず最寄りの返却台に戻してください。 

 

総合図書館の研究個室の利用 

総合図書館地下書庫の北側にある研究個室（B1：５室、B2：10 室）が利用できます。 

(1) メインカウンターの入庫受付で申し込んでください。1 週間前から使用前日まで予約でき

ます。 

(2) 利用の際は、学生証と引き換えに、鍵を受け取ってください。 

※学内の有線・無線ＬＡＮを通して、インターネットの利用ができます。ただし、ノート

パソコン等は各自で用意してください。 

 

複写 

教務センター、総合情報学部オフィス、ミューズオフィス及び堺キャンパス事務室から年度始

めに配付されるコピーカードにより、コピー機が利用できます。複写の際は、備付けの「文献複

写申込用紙」に記入のうえ、回収箱に入れてください。 

※必ずコピーカードの裏面に油性ペンで学籍番号、名前を記入しておいてください。 

(1) コピー機設置場所 

ア 総合図書館 B1･B2 書庫 各 2台、1階メインカウンター・レファレンスカウンター前 2台、 

2 階開架閲覧室 人文社会系フロア 1 台 

イ 高槻キャンパス図書館 カウンター横 1 台 

ウ ミューズ大学図書館 カウンター横 1 台 

エ 堺キャンパス図書館 1 台 

(2) カラー複写、マイクロ資料複写及び DVD 等検索結果の印刷には、配付されるコピーカード

は利用できません。私費で利用してください。 

 

オンデマンド印刷（関大 My プリント） 

インターネット検索用端末検索結果出力については、ＩＴセンターが提供するサービス（関大

My プリント）で、総合図書館 1 階レファレンスカウンター前及びラーニング・コモンズに設置さ

れたプリンターを利用して印刷できます。なお、関大 My プリントでコピーカードを使用すること

はできません。 
印刷の枚数管理のしくみについては、310 ページのＩＴセンターの利用案内における関大 My プ

リントの説明を参照してください。 

 

購入希望図書の申込み 

図書館への備え付けを希望する図書を申し込むことができます。原則として図書館に未所蔵の

ものを、予算の枠内で購入します。 

(1) 申込みに際しては、指導教員の許可が必要です。 

(2) 総合図書館レファレンスカウンター、高槻キャンパス図書館、ミューズ大学図書館及び堺

キャンパス図書館で、受付と回答を行います。また、オンラインサービスでも申し込むこと

ができます。 

(3) 図書館への備え付けを希望された図書の納品・整理が済めば、メールで予約資料到着のお

知らせをします。また、オンラインサービスで予約情報が確認できます。 
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相互利用 

求める資料が図書館に所蔵されていない場合は、他の所蔵機関から図書館に取り寄せたり、直

接訪問して利用することができます。相互利用サービスを利用する際は、総合図書館レファレン

スカウンター、高槻キャンパス図書館、ミューズ大学図書館、堺キャンパス図書館で申し込んで

ください。 

(1) 学内相互利用 

ア 学内の研究所や資料室所蔵の資料を最寄りの図書館へ取り寄せて利用できます。 

(2) 学外相互利用 

ア 直接訪問して利用するとき→学外機関への紹介状を発行します。 

イ 複写物の取寄せ→学外機関より必要文献の複写物を取り寄せます。 

ウ 図書借用→学外機関から図書を借用して利用することができます(館内閲覧のみ)。 

※イ、ウを申し込む場合、複写料、郵送料などの実費は利用者負担となります。 

 

図書資料以外の利用 

(1) 電子書籍 

図書館 Web サイトの【電子リソースポータル】では、本学で利用できる電子書籍を一括し

て調べることができます（蔵書検索システム（KOALA）でも電子書籍の検索が可能です）。検

索結果に表示されるリンクをクリックすると、同時アクセス制限数に空きがある限り、パソ

コンやスマートフォンで利用できます。 

(2) 電子ジャーナル 

図書館 Web サイトの【電子リソースポータル】では、本学で利用できる電子ジャーナルを、

一部のオープンアクセスのものも含めて一括して調べることができます（蔵書検索システム

（KOALA）でも電子ジャーナルを検索できます）。 

学内のネットワークに接続されたパソコンであれば、オープンアクセス以外の電子ジャー

ナルでも契約の範囲で本文までアクセスすることが可能です。 

(3) データベース 

図書館 Web サイトの【データベースポータル】では、図書館が契約している Web 版データ

ベースのほか、学習・研究の情報収集に役立つサイトを多数紹介しています。また、ネット

ワークで利用する資料以外にも、カウンターで手続きを行って利用する DVD 等を所蔵してい

ます。 

(4) マイクロ資料 

総合図書館では国内外の新聞をはじめとする多数のマイクロ資料を所蔵しています。これ

らのマイクロ資料を利用する場合は、図書館 Web サイトの【マイクロ資料一覧】で調べたう

え、レファレンスカウンターで申し込んでください。ミューズ大学図書館、堺キャンパス図

書館で利用される場合は、資料を取り寄せ（予約）てご利用ください。 

 

オンラインサービス 

図書館の各種申込サービス（予約・学外相互利用・購入希望）やその状況確認（貸出・予約・

学外相互利用・購入希望）を、インターネットを利用して行うことができます。また、所蔵調査

や事項調査などのレファレンスサービスをオンラインで申し込むことができます。図書館 Web サ

イト、インフォメーションシステムからアクセス可能です。詳しくは図書館 Web サイトの利用案

内のページを参照してください。 

 

小学生以下の子ども等の同伴入館 

本学構成員の方で、図書館利用券を所持されている方は、小学生以下の子ども等の保護対象者

を同伴して入館することができます。ただし、同伴者の方への資料・複写物提供や同伴者の預か

りはできないなど、諸条件があります。詳細は図書館各カウンターにお尋ねください。 
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ライティングラボ利用案内 

 

概要 

 ライティングラボは、考える力、伝える力、組み立てる力を養うために、対話による文章作成のサポ

ートをしています。修士論文をはじめ授業の課題レポート、ゼミ・研究室での発表資料など、日本語の

アカデミック・ライティング（学術的文章の作成）をサポートしています。対面でのサポートに加え、

インターネットを介したオンラインでのアドバイスも受けられます。 

 

予約方法 

 授業期間中の月曜日から金曜日まで（休日を除く）サポートしています。 

 オンライン予約をお願いします。まだ文章を作成していない段階から完成後まで、文章作成のあら

ゆる段階でアドバイスを受けることができます。書きかけの文章があれば予約時にファイルを添付し

てください。よりスムーズにアドバイスを受けられます。 

 予約方法の詳細は学内で配布しているパンフレット「ライティングラボ利用案内」もしくは、ライテ

ィングラボの Web サイトをご確認ください。 

 

利用者について 

 本学の学生（博士課程前期課程生）であれば誰でも利用できます。 

 

利用方法 

 訓練を受けた大学院生等のライティング・チューターから、文章作成のアドバイスを受けることが

できます（1回のセッションは 40 分です）。チューターとの質問や対話をとおして、みなさんの文章を

さらに良いものにしていきます。添削や書き直しの指導を受けるのではなく、チューターと一緒に文

章上の問題点を発見し、どのように改善すれば良いかを考えます。 

 

対面でのサポート場所 

 千里山キャンパス、堺キャンパス、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパスそれぞれで対面でのサ

ポートを受けることができます。ただし変更の可能性があるため、最新情報をライティングラボの Web

サイトで確認してください。 

・千里山キャンパス：総合図書館 1 階ラーニング・コモンズ内ライティング・エリア、第 1 学舎 1 号

館 5 階、第 4学舎 1 号館 1階協同学習室 

・堺キャンパス：A 棟 3階ラーニング・コモンズ 

・高槻キャンパス：F棟 2階リサーチ・コモンズ（コモンエリア） 

・高槻ミューズキャンパス：西館 2階ミューズカフェ 

＊オンラインでのサポートは学内外を問わず、どこからでも質問・相談することができます。 

 

Web サイト 

www.kansai-u.ac.jp/ctl/labo/  
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インフォメーションテクノロジーセンター 
(IT センター)利用案内 

 

IT センターは千里山キャンパスにある全学共同利用の施設です。IT センターのサービスとそ

の関連施設等の利用に関しては、IT センターWeb サイト（www.itc.kansai-u.ac.jp）などを参照

してください。 
 
利用者 ID とパスワード 

大学院入学と同時に利用者 ID とパスワードが付与されます。 
利用者 ID は、学生証と同時に配付される在籍確認票の“IT センター利用者 ID”欄に記載され

ています。初期パスワードは、入学時に配付される「パスワード通知書」でお知らせします（内

部進学の方は学部在籍時の利用者 ID とパスワードを引き続き利用できます）。 
関大 Web メール（Outlook）や学内無線 LAN（KU Wi-Fi）など各種サービス利用時に必要な

アカウント情報となります。 
セキュリティー確保のため、パスワードは他人に推測されにくいものに変更し、厳重に管理し

てください。変更は IT センターWeb サイトからできます。 
 
関大 Web メール 
関西大学のメールシステムは Outlook（Web メール）です。インターネットに接続できる環境

であれば学内外や国内外を問わず、パソコンやモバイル端末からいつでも送受信できます。メー

ルアドレスは、“利用者 ID@ kansai-u.ac.jp”です。 
 

Dropbox Kansai University 
論文や課題レポートなどのデータを、クラウドストレージに保存できます。複数名でのデータ

共有も可能で、インターネットに接続することでパソコンや携帯端末などデバイスを問わず、い

つでもどこでも利用できます。 

 

VPN(Virtual Private Network)接続 
商用プロバイダなど、学外のネットワークに接続されているパソコンから関西大学へのセキュ

リティーを確保した通信が可能となります。学内限定 Web ページの閲覧やサービス利用など、学

内 LAN に接続しているコンピュータとほぼ同等のネットワーク環境が利用できます。 
 
大学包括ライセンスソフトウェアの利用 
在籍中は個人で購入した機器（パソコン等）に本学がライセンス契約しているウイルス対策ソフ

トや Microsoft 365 などを無料でインストールし、利用することができます。 
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無線 LAN（KU  Wi－Fi） 
学内各所にて持参したパソコンや携帯情報端末（タブレット・スマートフォンなど）を無線で

学内ネットワークに接続して利用できます。 
 

関大ファイル便 
メールの容量制限で送受信できないファイルの受け渡しや、パスワードなどの設定で安心・安

全な受け渡しができます。容量は利用者毎に合計１GB です。 

 

関大 My プリント 
自分のノートパソコンを無線 LAN（KU Wi-Fi）などで学内ネットワークに接続し、IT センタ

ー等に設置されたオンデマンドプリンタで印刷できます。印刷はポイント制を導入しており、モ

ノクロ印刷１面で１ポイント、カラー印刷１面で５ポイント消費します。ポイントを使い切った

場合は、１ポイント 10 円で加算申請すると引き続き利用できます。付与ポイント及び加算申請方

法は IT センターWeb サイトで確認してください。 

 

マルチメディア施設 

IT センターでは、利用者のデジタルコンテンツ（動画・写真・ポスター等）制作をサポートす

るオープンスペースとして、動画や写真を撮影するための設備と、編集するための環境を提供し、

機材の貸出も行っています。 
 

パソコン相談コーナー 

個人で購入した機器（パソコン等）を大学生活で活用するためのサポートを行っています。機

器のトラブルや本学が包括契約している各種ソフトウェアのインストール、無線 LAN（KU Wi-Fi）
の設定などの相談を受けています。千里山キャンパスは IT センター１階、高槻キャンパスはＣ

棟３階学生サービスステーション内、高槻ミューズキャンパスは４階 IT ステーション内、堺キ

ャンパスはＡ棟３階 PC ルーム受付内に窓口があります。 
 
IT センター施設利用時間 
開室日、利用時間の詳細ならびに変更は、IT センターWeb サイトで確認してください。 
※ 原則、日曜日・祝祭日など、学則により指定された休業日のほか、入学試験期間中は、閉

室します。 
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保健管理（健康管理と診療） 

 充実した大学院生活を送るには、まず健康であることが第一です。 

 大学院における研究活動が成し遂げられるように、平素から自分の健康管理には十分

に気をつけましょう。 

 保健管理センターは、健康の保持、増進を目的として、保健管理に関する専門的業務

を行い、みなさんが健康な生活が送れるように、健康支援を行っています。 

 千里山キャンパスには、保健管理センター及び第一診療所があり、他キャンパスにも

同様に保健室・保健センターがあります。 

 病気や健康に関する疑問、悩みごと、心配ごとなどがあれば遠慮なくお越しください。 

 

健康診断 

毎年４月に全学生を対象に定期健康診断を実施しています。日程については、インフ

ォメーションシステム等でお知らせしますので、必ず指定の日に受診してください。 

また、健康診断証明書は、定期健康診断の結果に基づき作成しますので、受診してい

ないと発行することができませんので注意してください。 

本学所定の健康診断証明書は、「証明書自動発行機」から即時発行となります。特別

な検査を必要とする証明書、提出先指定形式の証明書については、発行までに日数がか

かりますので余裕を持って保健管理センター事務室・保健室・保健センターに申し込ん

でください。ただし、証明書の内容によっては、対応することができない場合もありま

すので、ご相談ください。詳細については、保健管理センター事務室・保健室・保健セ

ンターまで問い合わせてください。 

 

健康管理 

定期健康診断において、病気もしくはその疑いが見つかった場合、本人宛に通知し、

再検査や精密検査を実施した結果に基づいて、保健指導や病院紹介等を行います。 

 

診  療 

千里山キャンパスの第一診療所では、風邪をひいた、胃腸の調子が悪い、ケガなどの

日常おこりうる病気に対する診療を行っています。 

なお、第一診療所は保険医療機関として保険診療を行っていますので、受診の際には

健康保険証を提示のうえ受診してください。 

 

◎健康保険証について 

「遠隔地被保険者証」（学生用被保険者証）について 

保険診療を受ける際には健康保険証が必要です。下宿や寮生活をしている学生には、

各個人の保険証（カード）または「遠隔地被保険者証」が発行されます。 

詳細につきましては、関係先の健康保険組合または市町村の役所・役場にお問合せく

ださい。 
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千里山キャンパス開室時間 

 受付時間 

保健管理センター事務室 

月～金  9:00～19:00 

土    9:00～17:00 

日・祝日 閉室 

第一診療所 

月～金    午前  9:30～12:00 

月～金    午後 13:30～15:30 

土・日・祝日 休診 

(注) ・保健管理センターの夏季・冬季・春季の各休業期間中の受付時間（月～金）

は、17:00 まで、学期試験期間中は 18：00 までとなります。 
 

環境衛生 

大学の学舎、諸施設などの衛生管理（主として防疫・衛生害虫の駆除・殺菌消毒）及

び食品衛生（保健所の指導により食中毒・感染症の予防）などの問題について、その場

に応じた指導あるいは助言を行っています。 

 

健康相談 

健康上の悩みなどで自己解決が困難な場合は、医師・看護師が相談に応じています。 

 

高槻キャンパス保健室 

(1) 開室時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

(2) 応急処置 開室時間中、応急処置を行っています。 

(3) 健康相談 開室時間中、相談に応じます。 

 

ミューズ保健センター 

(1) 開室時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

(2) 応急処置 開室時間中、応急処置を行っています。 

(3) 健康相談 開室時間中、相談に応じます。 

 

堺キャンパス保健室 

(1) 開室時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

(2) 応急処置 開室時間中、応急処置を行っています。 

(3) 健康相談 開室時間中、相談に応じます。 
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「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合について 

学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染

症」が定められています。医療機関において、以下の感染症の診断を受けた場合は、感

染拡大を防ぐため、同法に準じ、登校せず療養するよう周知しています。 

また、大学が感染状況を把握するために、「学校において予防すべき感染症」と診断

された場合には、保健管理センターWeb サイトを確認のうえ、速やかに連絡してくださ

い。なお、連絡報告による情報については、第三者への開示をいたしません。 

 

 【学校において予防すべき感染症】  

 病   名 

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血

熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリ

オ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、特定鳥イン

フルエンザ(H5N1及びH7N9型)、中東呼吸器症候群（MERS）、新

型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 

第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻し

ん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日ば

しか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄

膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 

第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パ

ラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染

症 

※ 詳 細 に つ い て は 、 関 西 大 学 Web サ イ ト の メ ニ ュ ー /学 生 生 活 ・ キ ャ リ ア ・ 資 格

/健 康 管 理 （ 保 健 管 理 セ ン タ ー ） を 参 照 し て く だ さ い 。  
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関西大学大学院学則 

制定 昭和35年４月１日 

   第１章 総 則 

 （目 的） 

第１条 関西大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学

術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、人類文

化の進展に寄与することを目的とする。 
（自己点検及び評価） 

第１条の２ 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の

目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点

検及び評価を行い、その結果を公表する。 
２ 前項の点検項目及び実施体制に関する規定は、別に定める。 
３ 本大学院は、第１項の点検及び評価の結果並びに認証評価

の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行

う。 
（教育研究活動等の状況の公表） 

第１条の３ 本大学院は、教育研究活動等の状況について、刊

行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によ

って公表する。 
（修士課程、博士課程及び専門職学位課程） 

第２条 本大学院に、修士課程、博士課程及び専門職学位課程

を置く。 

２ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分

野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必

要な高度の能力を養うものとする。 

３ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研

究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる

豊かな学識を養うものとする。 

４ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担う

ための深い学識及び卓越した能力を養うものとする。 

 （研究科） 

第３条 本大学院に、法学研究科、文学研究科、経済学研究科、

商学研究科、社会学研究科、総合情報学研究科、理工学研究

科、外国語教育学研究科、心理学研究科、社会安全研究科、

東アジア文化研究科、ガバナンス研究科、人間健康研究科、

法務研究科及び会計研究科を置く。 

２ 前項の研究科のうち、法務研究科及び会計研究科に関する

学則は、別に定める。 

 （研究科の教育研究上の目的） 

第３条の２ 法学研究科博士課程前期課程は、法学及び政治学

分野における学術の理論を教授研究し、豊かな専門的学識と

高度な研究能力を備えた人材を養成することを目的とする。 

  法学研究科博士課程後期課程は、法学及び政治学分野にお

ける学術の理論及び応用を教授研究し、豊かな専門的学識と

今日的課題に対応できる卓越した研究能力を備えた人材を

養成することを目的とする。 

２ 文学研究科博士課程前期課程は、人文科学の分野において、

総合的・学際的な教育研究を行い、人文科学の探究と発展に

資するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究

者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。 

  文学研究科博士課程後期課程は、人文科学の分野において、

総合的・学際的な教育研究を行い、人文科学の探究と発展に

資するとともに、豊かな学識と卓越した研究能力、高い職業

倫理観を備えた研究者及び高度専門職業人を養成すること

を目的とする。 

３ 経済学研究科博士課程前期課程は、経済学の専門分野を系

統的に学ぶことで当該研究の発展に資するとともに、国際的

な視野をもち、豊かな専門的学識と高度な研究能力を備えた

人材を養成することを目的とする。 

  経済学研究科博士課程後期課程は、経済学の専門分野での

研究を深化させ当該研究の発展に資するとともに、国際的な

視野をもち、豊かで深い専門的学識と極めて高度な研究能力

を備えた人材を養成することを目的とする。 

４ 商学研究科博士課程前期課程は、商学諸分野の理論及び実

践の教育研究を行い、豊かな学識と高度な研究能力を有する

研究者及び現代社会の要請する諸課題に高度な専門知識を

もって対処しうる高度専門職業人を養成することを目的と

する。 

  商学研究科博士課程後期課程は、商学諸分野の理論及び実

践の教育研究を行い、豊かな学識と卓越した研究能力、高い

職業倫理観を備え、商学研究を牽引する研究者を養成するこ

とを目的とする。 

５ 社会学研究科博士課程前期課程は、社会科学及び人間科学

並びにそれらの学際的領域に関する理論的・実証的研究を行

うとともに、高度な専門的知識と研究能力を備えた人材及び

専門性を有する職業人を育成することを目的とする。 

  社会学研究科博士課程後期課程は、社会科学及び人間科学

並びにそれらの学際的領域に関する理論的・実証的研究を行

うとともに、高度な専門的知識・見識を備え自立して研究活

動を行える研究者および高度の専門性を有する職業人を育

成することを目的とする。 

６ 総合情報学研究科博士課程前期課程は、情報学の理論及び

応用を教育研究し、その成果をもって情報社会の進展に寄与

するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究者

及び高度専門職業人を養成することを目的とする。 

  総合情報学研究科博士課程後期課程は、情報学の理論及び

応用を教育研究し、その成果をもって情報社会の進展に寄与

するとともに、豊かな学識と卓越した研究能力、高い職業倫

理観を備えた研究者及び高度専門職業人を養成することを

目的とする。 

７ 理工学研究科博士課程前期課程は、理工学の分野において

総合的・学際的な教育研究を行い、高度専門職業人養成とい

う社会的要請に応えるなど創造性豊かな高等技術者と研究

者養成を実践しつつ、科学技術の急速な発展に対応できる人

材を育成することを目的とする。 

  理工学研究科博士課程後期課程は、理工学の分野において

総合的・学際的な教育研究を行い、先端科学技術の急速な発

展に対応できる人材を育成するという社会的要請に応える

よう、高度な学識と卓越した研究能力並びに高い倫理観を有

する研究者及び高度専門職業人養成を目的とする。 

８ 外国語教育学研究科博士課程前期課程は、外国語教育学の

分野において、理論・実践両面の教育研究を行い、当該分野

の探求と発展に資するとともに、深い学識と高度な専門知識

を兼ね備えた高度職業人を養成することを目的とする。 

  外国語教育学研究科博士課程後期課程は、外国語教育学の

分野において、理論・実践両面の教育研究を行い、当該分野

の探求と発展に資するとともに、深い学識と高度な専門知識、

卓越した研究力を兼ね備えた研究者・指導者を養成すること

を目的とする。 

９ 心理学研究科博士課程前期課程は、あらゆる人間行動の基

盤である心理について総合的・学際的な教育研究を行い、複

雑・多様化する社会の中で起こる心の諸問題の研究とそのケ
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アを担いうる、豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究者

及び高度専門職業人を育成することを目的とする。 

  心理学研究科博士課程後期課程は、あらゆる人間行動の基

盤である心理について総合的・学際的な教育研究を行い、複

雑・多様化する社会の中で起こる心の諸問題の研究とそのケ

アを担いうる、豊かな学識と卓越した研究能力、高い職業倫

理観を備えた研究者及び高度専門職業人を育成することを

目的とする。 

10 社会安全研究科博士課程前期課程は、時代とともに変化す

る自然災害や社会災害から安全な社会を実現するために、複

数の関連分野の学際融合研究を通して、社会安全研究領域を

創設するとともに、防災・減災に寄与できる人材を育成する

ことを目的とする。 

  社会安全研究科博士課程後期課程は、時代とともに変化す

る自然災害や社会災害から安全な社会を実現するために、複

数の関連分野の学際融合研究を通して、社会安全研究領域を

創設するとともに、防災・減災に卓越した貢献ができる人材

を育成することを目的とする。 

11 東アジア文化研究科博士課程前期課程は、東アジアにおけ

る諸文化の形成と展開及び相互関係を把握するための総合

的・学際的教育研究を行い、豊かな専門的学識と高度な研究

能力を備えた研究者及び高度専門職業人を養成することを

目的とする。 

  東アジア文化研究科博士課程後期課程は、東アジアにおけ

る諸文化の形成と展開及び相互関係を把握するための総合

的・学際的教育研究を行い、豊かな専門的学識と卓越した研

究能力、高い職業倫理観を備えた研究者及び高度専門職業人

を養成することを目的とする。 

12 ガバナンス研究科博士課程前期課程は、社会科学分野にお

いて総合的・学際的な教育研究を行い、高い倫理性を持ち、

国際社会でも通用する課題を発見する能力、政策を立案する

能力、政策を評価する能力を有した上で、自らが創り出した

政策を実行に移していくことができる高度専門職業人及び

研究者を養成することを目的とする。 

  ガバナンス研究科博士課程後期課程は、社会科学分野にお

いて総合的・学際的な教育研究を行い、高い倫理性を持ち、

国際社会でも通用する豊かな学識と卓越した課題発見、政策

立案・評価そして政策実行などの研究能力を有する高度専門

職業人及び学術的発展にも寄与する自律した研究者を養成

することを目的とする。 

13 人間健康研究科博士課程前期課程は、人間の健康に関わる

諸問題について、人文科学・社会科学・自然科学からの学際

的アプローチによる理論研究と実習・実践を重視した教育研

究を行い、豊かな学識と高度な研究能力を備えた研究者及び

高度専門職業人を育成することを目的とする。 

  人間健康研究科博士課程後期課程は、人間の健康に関わる

諸問題について、人文科学・社会科学・自然科学からの学際

的アプローチによる理論研究と実習・実践を重視した教育研

究を行い、豊かな学識と卓越した研究能力、高い職業倫理観

を備えた研究者及び高度専門職業人を育成することを目的

とする。 

 （方針） 
第３条の３ 本大学院は、前条の教育研究上の目的を踏まえて、

本大学院、研究科ごとに次の方針を定める。 

(１) 修了認定・学位授与の方針 

(２) 教育課程編成・実施の方針 

(３) 入学者受入れの方針 

２ 前項各号の方針については、別に定める。 

３ 第１項第２号を定めるに当たっては、同項第１号との一貫

性の確保に努めるものとする。 

４ 本大学院は、第１項第１号及び第２号に基づき、必要な授

業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導

の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

５ 入学者の選抜は、第１項第３号に基づき、公正かつ妥当な

方法により、適切な体制を整えて行うものとする。 

 （修業年限） 

第４条 本大学院修士課程の修業年限は、２年とする。ただし、

教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専

攻又は学生の履修上の区分に応じ、その修業年限は、２年を

超えるものとすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、主として実務の経験を有する者

に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、

かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において

授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障

を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に

応じ、修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。 

３ 博士課程の修業年限は５年とし、これを前期２年、後期３

年の課程に分け、前期２年の課程は修士課程として取り扱う。 

 （専攻） 

第５条 法学研究科に、法学・政治学専攻を置き、博士課程と

する。 

第６条 文学研究科に、総合人文学専攻を置き、博士課程とする。 

第７条 経済学研究科に、経済学専攻を置き、博士課程とする。 

第８条 商学研究科に、商学専攻を置き、博士課程とする。 

第９条 社会学研究科に、次の専攻を置く。 

  社会学専攻、社会システムデザイン専攻及びメディア専攻 

２ 社会学研究科は、博士課程とする。 

第９条の２ 総合情報学研究科に、次の専攻を置く。 

  博士課程前期課程 

   社会情報学専攻及び知識情報学専攻 

  博士課程後期課程 

   総合情報学専攻 

２ 総合情報学研究科は、博士課程とする。 

第10条 理工学研究科に、次の専攻を置く。 

  博士課程前期課程 

   システム理工学専攻、環境都市工学専攻及び化学生命工

学専攻 

  博士課程後期課程 

   総合理工学専攻 

２ 理工学研究科は、博士課程とする。 

第10条の２ 外国語教育学研究科に、外国語教育学専攻を置き、

博士課程とする。 

第10条の３ 心理学研究科に、次の専攻を置く。 

  博士課程前期課程 

   心理学専攻及び心理臨床学専攻 

  博士課程後期課程 

   心理学専攻 

２ 心理学研究科は、博士課程とする。 

第10条の４ 社会安全研究科に、防災・減災専攻を置き、博士

課程とする。 

第10条の５ 東アジア文化研究科に、文化交渉学専攻を置き、

博士課程とする。 

第10条の６ ガバナンス研究科に、ガバナンス専攻を置き、博

士課程とする。 

第10条の７ 人間健康研究科に、人間健康専攻を置き、博士課

程とする。 
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 （学生定員）  

第11条 本大学院の収容定員は、次のとおりとする。 

 

研 究 科 専     攻 
博士課程前期課程 博士課程後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 
法 学 研 究 科 法学・政治学専攻 30 60 8 24 

文 学 研 究 科 総合人文学専攻 92 184 19 57 

経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 35 70 5 15 

商 学 研 究 科 商 学 専 攻 35 70 5 15 

社 会 学 研 究 科 

社 会 学 専 攻 10 20 3 9 

社会システムデザイン専攻  10 20 3 9 

メ デ ィ ア 専 攻 10 20 3 9 

総合情報学研究科 

社会情報学専攻 15 30 
 

知識情報学専攻 35 70 

総合情報学専攻   8 24 

理 工 学 研 究 科 

システム理工学専攻 142 284 

 環境都市工学専攻 86 172 

化学生命工学専攻 108 216 

総合理工学専攻   47 141 

外国語教育学研究科 外国語教育学専攻 25 50 8 24 

心 理 学 研 究 科 
心 理 学 専 攻 12 24 6 18 

心理臨床学専攻  15 30   

社会安全研究科 防災・減災専攻  15 30 5 15 

東 ｱｼﾞｱ文化研究科 文化交渉学専攻  18 36 12 36 

ガバナンス研究科 ガバナンス専攻  12 24 3 9 

人間健康研究科 人 間 健 康 専 攻 10 20 4 12 

 

   第２章 教育課程 

 （研究指導） 

第12条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作

成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行

うものとする。 

２ 当該研究科が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学

院又は研究所等において、必要な研究指導を受けることがで

きる。ただし、修士課程又は博士課程前期課程の学生につい

て認める場合には、当該研究指導を受ける期間は１年を超え

ないものとする。 

 （授業科目） 

第13条 各研究科の専攻及び課程に応じ、教育上必要な授業科

目を開設する。 

２ 前項に定める授業科目のほか、本大学院修士課程又は博士

課程前期課程の学生を対象とした共通の授業科目（以下「大

学院共通科目」という。）を開設する。 

３ 授業科目の名称、分類、単位数及び履修方法は、別表のと

おりとする。 

４ 研究科委員会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別

に定めるところにより、授業を多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることが

できる。 

 （単位数計算） 

第14条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学

修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業

の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要

な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲

で各研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。 

 （授業期間） 

第14条の２ １年間の授業を行う期間は、35週にわたることを

原則とする。 

２ 各授業科目の授業は、15週その他の研究科が定める適切な

期間を単位として行う。 

 （専修科目） 

第15条 各研究科（商学研究科博士課程前期課程、社会学研究

科博士課程後期課程及び総合情報学研究科を除く。）の開設

する授業科目のうち、演習を伴う一授業科目を選定し、これ

をその学生の専修科目とする。ただし、法学研究科法学・政

治学専攻博士課程前期課程高度専門職業人養成コース及び

国際協働コース、経済学研究科、社会学研究科博士課程前期

課程、理工学研究科、外国語教育学研究科、社会安全研究科、

東アジア文化研究科、ガバナンス研究科並びに人間健康研究

科においては、この限りでない。 
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２ 商学研究科博士課程前期課程研究者養成・後期課程進学コ

ースにおいては、演習を伴う授業科目（Ⅰ及びⅡ）を一つ選

定し、これをその学生の専修科目とする。また、同研究科博

士課程前期課程高度専門職養成コースにおいては、系に属す

る講義科目Ⅰを一つ及びその講義科目Ⅰを担当する教員の

講義科目Ⅱ又は合同演習を選定し、これをその学生の専修科

目とする。 

３ 社会学研究科博士課程後期課程においては、論文指導の各

研究テーマから一つ選定し、これをその学生の専修科目とする。 

４ 総合情報学研究科博士課程前期課程においては、課題研究

科目を一つ選定し、これをその学生の専修科目とする。また、

博士課程後期課程においては、研究領域を一つ選定し、これ

をその学生の専修科目とする。 

 （単位の修得） 

第16条 学生は、専修科目を含む所定の授業科目を履修し、そ

の単位を修得しなければならない。 

２ 法学研究科法学・政治学専攻博士課程前期課程高度専門職

業人養成コース及び国際協働コースについては、指導教員の

担当する演習科目を含む所定の授業科目を履修し、その単位

を修得しなければならない。 

３ 経済学研究科においては、指導教員の担当する演習及び論

文指導を含む所定の授業科目を履修し、その単位を修得しな

ければならない。 

４ 社会学研究科社会学専攻専門研究コース博士課程前期課

程、社会システムデザイン専攻博士課程前期課程及びメディ

ア専攻博士課程前期課程においては、指導教員の担当する論

文指導 A（各研究テーマ）及び B（各研究テーマ）並びに演

習 A（各研究テーマ）及び B（各研究テーマ）又はプロジェ

クト演習 A（各研究テーマ）及び B（各研究テーマ）を含む

所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならな

い。社会学専攻課題研究コース博士課程前期課程においては、

指導教員の担当する課題研究 A（各研究テーマ）及び B（各

研究テーマ）並びに演習 A（各研究テーマ）及び B（各研究

テーマ）又はプロジェクト演習A（各研究テーマ）及びB（各

研究テーマ）を含む所定の授業科目を履修し、その単位を修

得しなければならない。社会学研究科博士課程後期課程にお

いては、指導教員の担当する論文指導を履修し、修得しなけ

ればならない。 

５ 総合情報学研究科博士課程後期課程においては、所属する

研究領域で開設する授業科目のうち、指導教員の担当する演

習を含む所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなけれ

ばならない。 

６ 理工学研究科博士課程前期課程においては、所属する研究

領域のゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣを含む所定の授業科目を

履修し、それぞれその単位を修得しなければならない。同研

究科博士課程後期課程においては、所属する研究領域のゼミ

ナールⅤ、Ⅵ、Ⅶ及びⅧを含む所定の授業科目を履修し、そ

れぞれその単位を修得しなければならない。 

７ 外国語教育学研究科博士課程前期課程においては、指導教

員の担当する演習及び外国語教育学科目を含む所定の授業

科目を履修し、その単位を修得しなければならない。同研究

科博士課程後期課程においては、指導教員の担当する演習及

び外国語教育学特殊講義を含む所定の授業科目を履修し、そ

の単位を修得しなければならない。 

８ 社会安全研究科博士課程前期課程においては、指導教員の

担当する専攻演習ⅠA（各テーマ）、ⅠB（各テーマ）、ⅡA（各

テーマ）及びⅡB（各テーマ）並びに副指導演習ⅠA、ⅠB、

ⅡA 及びⅡB を含む所定の授業科目を履修し、その単位を修

得しなければならない。同研究科博士課程後期課程において

は、指導教員の担当する専攻演習ⅢA（各テーマ）、ⅢB（各

テーマ）、ⅣA（各テーマ）及びⅣB（各テーマ）を含む所定

の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。

なお、Ph.D. of Disaster Management Program 履修者にお

いては、指導教員の担当するSeminar ⅢA（各テーマ）、ⅢB

（各テーマ）、ⅣA（各テーマ）及びⅣB（各テーマ）を含む

所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならな

い。 

９ 東アジア文化研究科においては、指導教員の担当する演習

を含む所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければ

ならない。 

10 ガバナンス研究科においては、指導教員の担当する演習を

含む所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければな

らない。 

11 人間健康研究科においては、指導教員の担当する演習を含

む所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければなら

ない。 

 （単位認定） 

第16条の２ 当該研究科が教育上有益と認めるときは、学生が

本大学院修士課程又は博士課程前期課程に入学する前に本

大学院又は他の大学院において履修した授業科目について

修得した単位（科目等履修生として修得した単位並びに特別

の課程（履修資格を有する者が、大学院に入学することがで

きる者であるものに限る。）を履修する者が修得した単位及

び同課程における学修を含む。）を本大学院に入学した後の

本大学院における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単

位数は、15単位を超えないものとする。 

３ 前項に規定する単位数は、第18条第２項に規定する単位数

と合わせて20単位を超えないものとする。 
 （指導教員） 

第17条 専修科目の演習を担当する教員を当該学生の指導教

員とする。 

２ 法学研究科法学・政治学専攻博士課程前期課程高度専門職

業人養成コース及び国際協働コースにおいては、当該研究科

委員会の指定する教員又は学生の選択する演習科目を担当

する教員を当該学生の指導教員とする。 

３ 経済学研究科においては、学生の選択する演習及び論文指

導を担当する教員を当該学生の指導教員とする。 

４ 商学研究科博士課程前期課程高度専門職養成コースにお

いては、専修科目及び課題研究指導を担当する教員を当該学

生の指導教員とする。 

５ 社会学研究科博士課程前期課程においては、専任教員のう

ち１名を当該学生の指導教員とする。社会学研究科博士課程

後期課程においては、論文指導を担当する教員を当該学生の

指導教員とする。 
６ 総合情報学研究科博士課程前期課程においては、専修科目

の論文指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、博士
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課程後期課程においては、所属する研究領域の演習を担当す

る教員を当該学生の指導教員とする。 

７ 理工学研究科においては、所属する研究領域の研究指導を

担当する教員を当該学生の指導教員とする。 

８ 外国語教育学研究科においては、学生の選択する演習を担

当する教員を当該学生の指導教員とする。 

９ 社会安全研究科においては、研究指導を担当する教員を当

該学生の指導教員とする。 

10 東アジア文化研究科においては、学生の選択する演習を担

当する教員を当該学生の指導教員とする。 

11 ガバナンス研究科においては、学生の選択する演習を担当

する教員を当該学生の指導教員とする。 

12 人間健康研究科博士課程前期課程においては、学生の選択

する演習を担当する教員を当該学生の指導教員とし、博士課

程後期課程においては、専任教員のうち１名を当該学生の指

導教員とする。 

13 学生は、指導教員の研究指導及び授業科目の選択等研究一

般に関する指導を受けなければならない。 

 （追加科目の履修） 

第18条 学生は、自己の所属する研究科の専攻及び課程に開設

する授業科目のほか、指導教員が当該学生の研究上特に必要

と認めたときは、追加科目として他の専攻、研究科若しくは

学部又は他の大学院の教育課程の授業科目について履修す

ることができる。 

２ 前項の規定により、他の専攻、研究科又は他の大学院で履

修した授業科目について単位を修得した場合、修士課程又は

博士課程前期課程においては、当該研究科が教育上有益と認

めるときは、15単位を超えない範囲で当該研究科において修

得したものとみなすことができる。 

 （履修科目の届出） 

第19条 学生は、毎学年度の始めに、その年度に履修しようと

する授業科目を指定期間内に所属研究科長に届け出なけれ

ばならない。ただし、第45条ただし書の規定による入学等、

研究科委員会が認めた場合に限り、秋学期開始前の指定期間

に当該学期に履修しようとする授業科目を届け出ることが

できる。 

 

   第３章 単位の授与及び課程の修了 

 （単位の授与） 

第20条 授業科目については、試験その他の研究科が定める適

切な方法により学修の成果を評価して、合格した者には所定

の単位を与える。 

２ 前項の単位の授与は、春学期末又は秋学期末に行う。 

 （成績評価） 

第21条 授業科目の成績は100点をもって満点とし、60点未満

を不合格とする。その評点、評語及び合否は、次のとおり定

める。 
 

評点 評語 合否 
100点～80点 優 合格 
79点～70点 良 
69点～60点 可 
59点以下 不可 不合格 

 

２ 前項の規定にかかわらず、成績を段階表示することになじ

まない科目については、合格を合と表示する。 

 （在学年限） 

第22条 本大学院における在学年限は、次のとおりとする。 

(1) 修士課程においては、４年とする。ただし、第４条

第２項の規定により修業年限を短縮した者については、

２年とする。なお、特別の理由がある者に対しては、研

究科委員会の議を経て１年延長することができる。 

(2) 博士課程前期課程においては、前号と同様とする。 

(3) 博士課程後期課程においては、６年とする。 

第23条 削除 

 （修士課程修了者） 

第24条 修士課程又は博士課程前期課程に２年以上在学し、当

該研究科所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題につ

いての研究の成果の審査及び試験に合格した者をもって、そ

の課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた業績を上げた者については、大学院に１年以上在学す

れば足りるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第16条の２の規定に基づき、入

学前に本大学院又は他の大学院において修得した単位（第46

条に規定する入学資格を有した後、修得したものに限る。）

を当該研究科において修得したものとみなす場合であって、

当該単位の修得により、修士課程又は博士課程前期課程の教

育課程の一部を履修したと認めるときは、単位数、その修得

に要した期間、その他を勘案して、１年を超えない範囲で当

該研究科が定める期間、在学したものとみなすことができる。

この場合においても、当該研究科に少なくとも１年以上在学

するものとする。 

 （博士課程修了者） 

第25条 博士課程に５年（修士課程（第４条第２項の規定によ

り標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を除く。

以下この項において同じ。）に２年以上在学し、当該課程を

修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を

含む。）以上在学して、当該研究科所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた後、博士論文の審査及び最終試

験に合格した者をもって、その課程を修了したものとする。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に

限り、大学院に３年（修士課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 第４条第２項の規定により修業年限を１年以上２年未満と

した修士課程を修了した者及び前条ただし書の規定による在

学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件

については、前項中「５年（修士課程（第４条第２項の規定

により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を除

く。以下この項において同じ。）に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）」とあるのは、「修士課程における在学期間に３年を

加えた期間」と、「３年（修士課程に２年以上在学し、当該課

程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期

間を含む。）」とあるのは、「３年（第４条第２項の規定により

標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を修了した

者にあっては、当該１年以上２年未満の期間を、前条ただし
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書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあ

っては、当該課程における在学期間（２年を限度とする。）を

含む。）」と読み替えて前項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学

位を有する者又は第47条第１項第２号から第６号までに規

定する者が、博士課程後期課程に編入学した場合の博士課程

の修了要件は、大学院に３年（専門職学位課程の法科大学院

の課程を修了した者にあっては、２年）以上在学し、当該研

究科博士課程後期課程所定の単位を修得し、かつ、必要な研

究指導を受けた後、博士論文の審査及び最終試験に合格した

者をもって、その課程を修了したものとする。ただし、在学

期間に関しては、優れた研究業績をあげた者に限り、大学院

に１年（第４条第２項の規定により標準修業年限を１年以上

２年未満とした修士課程を修了した者又は標準修業年限が

１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあって

は、３年から当該１年以上２年未満の期限を減じた期間とし、

前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修

了した者にあっては、３年から当該課程における在学期間

（２年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学すれ

ば足りるものとする。 

 

   第４章 修士及び博士の学位並びにこれら学位の授与 

 （修士の学位） 

第26条 修士の学位は、修士課程又は博士課程前期課程を修了

した者に授与する。 

第27条 修士の学位は、その修了した研究科に応じて次のとお

りとする。 

法 学 研 究 科    修士（法 学） 

文 学 研 究 科    修士（文 学） 

経 済 学 研 究 科    修士（経済学） 

商 学 研 究 科    修士（商 学） 

社 会 学 研 究 科    修士（社会学） 

総 合 情 報 学 研 究 科    修士（情報学） 

理 工 学 研 究 科    修士（理 学） 

修士（工 学） 

外 国 語 教 育 学 研 究 科    修士（外国語教育学） 

心 理 学 研 究 科    修士（心理学） 

社 会 安 全 研 究 科    修士（学 術） 

東 ア ジ ア 文 化 研 究 科    修士（文化交渉学） 

ガ バ ナ ン ス 研 究 科    修士（政策学） 

人 間 健 康 研 究 科    修士（健康学） 

 （博士の学位） 

第28条 博士の学位は、博士課程を修了した者に授与する。 

第29条 博士の学位は、その修了した研究科に応じて次のとお

りとする。 

法 学 研 究 科    博士（法 学） 

文 学 研 究 科    博士（文 学） 

経 済 学 研 究 科    博士（経済学） 

商 学 研 究 科    博士（商 学） 

社 会 学 研 究 科    博士（社会学） 

総 合 情 報 学 研 究 科    博士（情報学） 

理 工 学 研 究 科    博士（理 学） 

博士（工 学） 

外 国 語 教 育 学 研 究 科    博士（外国語教育学） 

心 理 学 研 究 科    博士（心理学） 

社 会 安 全 研 究 科    博士（学 術） 

東 ア ジ ア 文 化 研 究 科    博士（文化交渉学） 

ガ バ ナ ン ス 研 究 科    博士（政策学） 

人 間 健 康 研 究 科    博士（健康学） 

第30条 第28条に定めるほか、本大学院の博士課程の課程を経

ないで博士の学位を得ようとする者に対しては、本大学院の

行う博士論文の審査に合格し、かつ、本大学院の博士課程を

修了した者と同等以上の学力を有することを確認したとき、

博士の学位を授与する。 

２ 前項の規定により博士の学位を得ようとするときの手続

は、関西大学学位規程の定めるところによる。 

 （学位の授与） 

第31条 修士及び博士の学位並びにこれら学位の授与につい

ては、この章に規定するほか、関西大学学位規程の定めると

ころによる。 

 

   第５章 教職課程 

 （教職課程） 

第32条 各研究科の専攻に応じて、修士課程又は博士課程前期

課程に高等学校教諭専修免許状及び中学校教諭専修免許状

授与の所要資格を取得するための課程を置く。 

２ 前項の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法

（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭

和29年文部省令第26号）に定める科目及び単位を各研究科配

当の関係科目のうちから、修得しなければならない。 

３ 免許状の種類は、次のとおりとする。 

 

 

課程を置く研究科・専攻 免許状の種類 

研 究 科 専     攻 高 等 学 校 教 諭         

専修免許状の教科 

中 学 校 教 諭         

専修免許状の教科 

法 学 研 究 科 法 学 ・ 政 治 学 専 攻 公 民 社 会 

文 学 研 究 科 総 合 人 文 学 専 攻 

国 語 
地理歴史・公民 

英 語 

フ ラ ン ス 語 

ド イ ツ 語 

国 語 

社 会 

英 語 

フ ラ ン ス 語 

ド イ ツ 語 

経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 地理歴史・公民 社 会 

商 学 研 究 科 商 学 専 攻 商 業  
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社 会 学 研 究 科 

社 会 学 専 攻 公 民 社 会 

社会システムデザイン専攻 公 民 社 会 

メ デ ィ ア 専 攻 公 民 社 会 

総合情報学研究科 
社 会 情 報 学 専 攻 情 報  

知 識 情 報 学 専 攻 情 報  

理 工 学 研 究 科 

シ ス テ ム 理 工 学 専 攻 数学・理科・工業 数 学 ・ 理 科 

環 境 都 市 工 学 専 攻 工 業  

化 学 生 命 工 学 専 攻 理 科 ・ 工 業 理 科 

外国語教育学究科 外 国 語 教 育 学 専 攻 英 語 

中 国 語 

英 語 

中 国 語 

社会安全研究科 防 災 ・ 減 災 専 攻 公 民 社 会 

東アジア文化研究科 文 化 交 渉 学 専 攻 地 理 歴 史 社 会 

ガバナンス研究科 ガ バ ナ ン ス 専 攻 公 民 社 会 

人間健康研究科 人 間 健 康 専 攻 保 健 体 育 保 健 体 育 

 

   第６章 教育研究実施組織 

 （職員） 

第33条 本大学院に教育職員、事務職員及びその他の職員を置く。 

２ 本大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、教育

職員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制する

ものとする。 
 （担当教員） 

第33条の２ 本大学院における授業及び研究指導を担当する

教員は、大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）に規定

する資格に該当する者とする。 

 

   第７章 運営組織 

 （運営組織） 

第34条 学長は、大学院の運営を統括する。 

２ 本大学院に研究科長会議を置く。 

３ 各研究科（法務研究科及び会計研究科を除く。）に研究科

委員会を置く。 

４ 法務研究科及び会計研究科に教授会を置く。 

 （研究科長会議） 

第35条 研究科長会議は、学長、副学長及び各研究科長をもっ

て組織する。 

２ 学長は、研究科長会議を招集し、その議長となる。 

第36条 削除 

 （研究科長会議の審議事項等） 

第37条 研究科長会議の審議事項は、次のとおりとする。 

(1) 各研究科間の連絡調整に関する事項 

(2) 大学院学則及び規程の改廃に関する事項 

(3) 研究科の増設又は変更に関する事項 

(4) 大学院の教務上必要な施設に関する事項 

(5) 学長の諮問する事項 

(6) その他大学院の教務上必要とする事項 

２ 研究科長会議の承認事項は、次のとおりとする。 

(1) 課程、専攻及び授業科目の増設又は変更に関する事項 

(2) 学生の賞罰に関する事項 

３ 議事は、構成員の３分の２以上の同意をもって決する。 

 （研究科委員会） 

第38条 研究科委員会は、当該研究科の演習又は講義担当の専

任教育職員をもって組織する。ただし、総合情報学研究科に

おいては、論文指導又は講義担当の専任教育職員をもって組

織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、学部長及び副学部長は、当該研

究科委員会の構成員となることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、演習、論文指導又は講義担当

の特別契約教授は、当該研究科委員会の構成員となることが

できる。 

 （研究科長） 

第39条 研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長の選出に関する規定は、別に定める。 

３ 研究科長は、当該研究科委員会又は教授会（以下「教授会

等」という。）を招集し、その議長となる。 

４ 研究科長（心理学研究科、東アジア文化研究科、法務研究

科及び会計研究科を除く。）に事故があるときは、当該の副

学部長がその任務を代行する。 

 （副研究科長） 

第39条の２ 心理学研究科、東アジア文化研究科、法務研究科

及び会計研究科にそれぞれ副研究科長を置く。 

２ 心理学研究科長、東アジア文化研究科長、法務研究科長及

び会計研究科長は、それぞれ副研究科長を教授会等の構成員

のうちから教授会等に推薦し、教授会等の承認を得るものと

する。 

３ 心理学研究科、東アジア文化研究科、法務研究科及び会計

研究科において、研究科長に事故があるときは、当該の副研

究科長がその任務を代行する。 

 （研究科委員会の審議事項） 

第40条 研究科委員会の審議事項は、次のとおりとする。 

(1) 学位論文の審査及び学位の授与又は取消しに関する

事項 

(2) 課程、専攻及び授業科目の増設又は変更に関する事項 

(3) 授業科目担任に関する事項 

(4) 学生の学籍及び課程修了の認定に関する事項 
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(5) 試験に関する事項 

(6) 学生の補導に関する事項 

(7) 学生の賞罰に関する事項 

(8) 自己点検・評価に関する事項 

(9) その他教育及び研究に関する事項 

２ 議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意を

もって決する。ただし、別に定める場合は、この限りでない。 

第41条 削除 

 （議事録） 

第42条 研究科長会議及び研究科委員会においては、議事録を

作成し、議長及び出席した教授１名がこれに署名する。 

 

   第８章 学年、学期及び休業日 

 （学 年） 

第43条 本大学院の学年は、毎年４月１日に始まり、翌年３月

31日に終わる。 

２ 学年を２学期に分け、４月１日から９月20日までを春学期、

９月21日から翌年３月31日までを秋学期とする。 

 （休業日） 

第44条 本大学院における休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日 

(3) 本大学記念日 昇格記念日 ６月５日 

          創立記念日 11月４日 

(4) 夏季休業 ８月上旬から９月20日まで 

(5) 冬季休業 12月下旬から翌年１月上旬まで 

(6) 春季休業 ２月下旬から３月31日まで 

２ 必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更し、

又は臨時の休業日を定めることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、休

業日に授業を行うことがある。 

 

   第９章 入学、休学及び退学 

 （入学時期） 

第45条 入学時期は、毎年４月とする。ただし、外国人留学生

その他研究科委員会が認めた者を秋学期から入学させるこ

とができる。 

 （入学資格） 

第46条 修士課程又は博士課程前期課程に入学することので

きる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限る。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学

士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了

した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当

該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科

学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動

等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機

関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれ

に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するもの

に限る。）において、修業年限が３年以上である課程を

修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における

授業科目を我が国において履修することにより当該課

程を修了すること及び当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって前号の指定を受け

たものにおいて課程を修了することを含む。）により学

士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であるこ

とその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学

大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 大学院に飛び入学した者であって、本大学院におけ

る教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大

学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

22歳に達したもの 

(11) 大学に３年以上在学した者（これに準ずる者として

文部科学大臣が定める者を含む。）であって、本大学院

の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

２ 前項第９号及び第10号に規定する学力認定は、本大学院の

学力認定委員会において行う。 

第47条 博士課程後期課程に編入学することのできる者は、次

の各号のいずれかに該当する者に限る。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する

学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当す

る学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当

する学位を授与された者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修

士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力

を有すると認めた者で、24歳に達したもの 

(7) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当す

る学位を授与された者 

２ 前項第６号に規定する学力認定は、本大学院の学力認定委

員会において行う。 

 （入学試験） 

第48条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。 

２ 前項の考査方法は、研究科委員会が定める。 

 （提出書類） 

第49条 入学を志願する者は、所定の書類に入学検定料を添え、

受付期間中に提出しなければならない。

－324－



 

 （学費納入義務） 

第50条 入学試験に合格した者は、所定の期間中に、入学金、

授業料その他の学費を納入し、かつ、所定の在学保証書を提

出しなければならない。 

２ 前項の手続を完了しない者は、入学を許可しない。 

 （休学） 

第51条 病気その他やむを得ない事由によって休学を希望す

る学生は、所定の用紙に保証人連署の上、願い出て許可を得

なければならない。 

２ 健康上就学することが不適当と認めた学生に対しては、休

学を命ずることができる。 

 （休学期間） 

第52条 休学期間は、休学を許可された日からその学期の末日

までとする。 

２ 次学期も引き続き休学するときは、前条第１項の手続を改

めて経なければならない。 

３ 休学できる期間は、次のとおりとする。 

(1) 修士課程又は博士課程前期課程 

通算して４学期以内とする。ただし、在学年数に算

入されない学期が、通算して４学期を超えるときは休

学を許可しない。 

(2) 博士課程後期課程 

通算して６学期以内とする。ただし、在学年数に算

入されない学期が、通算して６学期を超えるときは休

学を許可しない。 

(3) 前２号の規定にかかわらず、研究科委員会が相当と認

める特段の事情があるときは、在学年数に算入されない

学期が修士課程又は博士課程前期課程については、通算

して６学期を超えない範囲で、博士課程後期課程につい

ては、通算して８学期を超えない範囲で、休学を許可す

ることができる。 

４ 休学期間を含む学期は、在学年数に算入しない。 

 （復 学） 

第53条 休学者が、復学を希望するときは、所定の用紙に保証

人連署の上、願い出て許可を得なければならない。 

２ 復学の時期は、学期の始めとする。 

 （退 学） 

第54条 退学しようとする学生は、所定の用紙に保証人連署の

上、退学願を提出しなければならない。 

 （学位論文提出のための在学） 

第55条 本大学院修士課程、博士課程前期課程又は博士課程後

期課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得した者

が、学位論文提出のため引き続き在学しようとするときは、

在学しようとする学期の前学期の８月28日から９月10日ま

で又は３月１日から３月14日までの間に所定の手続を経な

ければならない。 

２ 前項の手続をしなかった者は、学期末をもって退学した者

として取り扱う。 

 （再入学） 

第56条 退学した者が、再入学を希望するときは、所定の用紙

に保証人連署の上、願い出て許可を得なければならない。た

だし、在学年数に算入されない学期が通算して４学期を超え

るときは、再入学を許可しない。 

２ 再入学の時期は、学期の始めとする。 

第57条 削除 

 （編入学試験及び進学試験） 

第58条 博士課程後期課程に編入学を志願する者に対しては、

編入学試験を行う。 

２ 本大学院修士課程又は博士課程前期課程修了者が、博士課

程後期課程に進学を志願するときは、進学試験を行う。 

３ 第48条から第50条までの規定は、編入学試験及び進学試験

の場合について準用する。 

 （転入学生の扱い） 

第59条 他の大学院の学生が、所属大学院の研究科長の承認書

を付し、学期の開始日までに、本大学院に転入学を志願した

ときは、選考の上、許可することができる。 

 （転学の許可） 

第60条 本大学院から他の大学院に転学しようとする学生は、

理由を付して、保証人連署の上、願い出て許可を得なければ

ならない。 

 （転科等） 

第61条 本大学院において、他の研究科に転科し、又は同一研

究科内において、その専攻を変更することは、許可しない。

ただし、特別の事情がある者に限り、研究科委員会及び研究

科長会議の議を経て許可したときは、この限りでない。 

 

   第10章 大学院外国人留学生及び外国人研究生 

 （外国人留学生） 

第62条 外国人で本大学院に入学しようとする者に対しては、

選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 外国人留学生として入学を志願することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者に限る。 

修士課程又は博士課程前期課程 

(1) 外国において通常の課程による16年の学校教育を修

了した者 

(2) 第46条第１項第６号に規定する者 

(3) 日本において外国人留学生として大学を卒業した者 

(4) 本大学院において前３号に掲げる者と同等以上の学

力を有すると認めた者。ただし、日本において通常の課

程による学校教育を受けたと認定した外国人を除く。 

博士課程後期課程 

(1) 外国の大学院において修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を得た者 

(2) 日本の大学院において外国人留学生として修士の学

位又は専門職学位を得た者 

３ 第46条第２項の規定は、前項の修士課程又は博士課程前期

課程第３号に規定する学力認定の場合について準用する。 

 （外国人研究生） 

第62条の２ 本大学院に、外国人研究生を置く。 

２ 外国人研究生に関しては、関西大学大学院外国人研究生規

程の定めるところによる。 

３ 学費等は、学校法人関西大学学費規程（以下「学費規程」

という。）の定めるところによる。 

 

   第11章 入学検定料、入学金及び授業料等 

 （学 費） 

第63条 第49条及び第50条の規定による入学検定料、入学金及

び授業料その他の学費に関しては、学費規程の定めるところ
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による。 

２ 既に納めた学費等は、返還しない。 

３ 入学許可を得た者で、入学日の前日（４月入学のときは３

月31日、９月入学のときは９月20日）までに入学手続の取消

しを願い出たものについては、入学金を除く学費を返還する

ことがある。 

 （休学期間の学費） 

第64条 休学期間中は、学費規程に定める所定の学費を納入し

なければならない。 

２ 前項における所定の学費は、次のとおりとする。 

(1) 春学期の休学を希望し、５月31日までに休学願を提

出したときは、休学在籍料 

(2) 秋学期の休学を希望し、10月31日までに休学願を提

出したときは、休学在籍料 

(3) 前２号に当てはまらないときは、当該学期の学費 

 （学費滞納者の扱い） 

第65条 学費を所定の納入期日に納入しなかった者は、指定さ

れた納入猶予期間内に滞納学費を納入しない限り除籍する。 

２ 前項の規定により除籍された者が復籍を希望するときは、

所定の用紙に保証人連署の上、願い出て許可を得なければな

らない。 

３ 復籍の時期は、学期の始めとする。ただし、在学年数に算

入されない学期が通算して４学期を超えるときは、復籍を許

可しない。 

 （再入学金及び復籍料） 

第66条 退学した者が、再入学を許可されたときは、再入学金

を納めなければならない。 

２ 除籍された者が、復籍を許可されたときは、復籍料を納め

なければならない。 

３ 再入学金及び復籍料は、学費規程の定めるところによる。 

 

   第12章 研修生、委託学生、聴講生、科目等履修生、学

部生、交流研究生及び特別聴講学生等 

 （研修生） 

第67条 第55条第２項の規定による博士課程後期課程の退学

者が、研究の継続を希望するときは、正規の学生の研究に妨

げのない限り、選考の上、研修生として許可することができ

る。 

２ 研修生を志願する者は、学期の開始日までに、研究計画を

付して願い出なければならない。 

 （特定科目の聴講） 

第68条 研修生は、研究上、研究科委員会において定められた

教員の指示を受け、研究施設を利用し、特定科目を聴講する

ことができる。 

 （研修期間） 

第69条 研修生の研修期間は、１学期とする。ただし、必要と

認めたときは、これを更新することができる。 

 （研修料） 

第70条 研修生は、所定の研修料を納めなければならない。 

２ 研修料は、学費規程の定めるところによる。 

 （委託学生） 

第71条 公共団体又はその他の機関から本大学院の特定科目

の研究指導を委託された者があるときは、正規の学生の研究

に妨げのない限り、選考の上、委託学生として許可すること

ができる。 

第72条 委託学生は、履修した授業科目について試験を受けな

ければならない。 

２ 試験に合格した者には、証明書を交付する。 

 （聴講生） 

第73条 本大学院の特定の授業科目について聴講を希望する

者があるときは、正規の学生の研究に妨げのない限り、選考

の上、聴講生として許可することができる。 

２ 聴講できる授業科目は、１学期につき３科目以内とする。 

３ 前項に定めるほか、聴講生に関する規定は、別に定める。 

 （科目等履修生） 

第73条の２ 本大学院の１又は複数の授業科目を履修し、単位

の修得を希望する者があるときは、正規の学生の研究に妨げ

のない限り、選考の上、科目等履修生として許可することが

できる。 

２ 履修できる授業科目は、１学期につき３科目以内とする。 

３ 前項に定めるほか、科目等履修生に関する規定は、別に定

める。 

 （学部生） 

第73条の３ 本大学に３年以上在学し、本大学院において、所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められた

者は、研究科委員会の定めるところにより、本大学院の授業

科目を履修することができる。 

 （交流研究生） 

第74条 他の大学院の学生で、当該大学の許可を受けて本大学

院の特定の授業科目について聴講を希望する者があるとき

は、正規の学生の研究に妨げのない限り、選考の上、交流研

究生として許可することができる。 

２ 聴講できる授業科目は、１学期につき３科目以内とする。 

３ 交流研究生は、聴講した授業科目につき試験を受けること

ができる。 

４ 試験に合格した者には、願い出により証明書を交付する。

（特別聴講学生） 

第75条 他の大学院の学生で、本大学院において授業科目を履

修することを志願する者があるときは、当該大学との協定に

基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

 （聴講料） 

第76条 委託学生、聴講生及び交流研究生は、１科目につき所

定の聴講料を納めなければならない。 

２ 聴講料は、学費規程の定めるところによる。 

 （規定の準用） 

第77条 研修生、委託学生、聴講生、科目等履修生、学部生、

交流研究生及び特別聴講学生については、この章に規定する

ほか、正規の学生に関する規定を準用する。 

 （履修証明プログラム） 

第77条の２ 学長は、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規

定する特別の課程として本大学院の学生以外の者を対象と

した履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に対し、

修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要

な事項は、別に定める。 

 

   第13章 特別研究生 

 （特別研究生） 
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第78条 本大学院に、特別研究生を置く。 

２ 特別研究生に関しては、関西大学特別研究生規程（就）の

定めるところによる。 

 

   第14章 奨学制度 

 （奨 学） 

第79条 本大学院の学生で、経済的理由によって修学が困難な

者及び特に学力が優れている者に対しては、奨学の方法を講

じることができる。 

２ 奨学の方法については、別に定めるところによる。 

 

   第15章 留学及び在外研究生 

 （留学生） 

第80条 本大学院は、本大学の協定又は認定する外国の大学若

しくは大学院へ留学を希望しようとする者を留学させるこ

とができる。 

２ 前項の留学期間のうち１年は、第４条に定める修業年限に

算入する。 

３ 留学に関しては、関西大学大学院学生留学規程の定めると

ころによる。 

 （在外研究生） 

第80条の２ 本大学院博士課程後期課程に在学中の学生で、人

物、学業とも優秀であり、特に外国における研究を必要とす

る者に対しては、学費を貸与して、在外研究をさせることが

できる。 

２ 在外研究生に関しては、在外研究生規程の定めるところに

よる。 

 

   第16章 研究指導施設 

 （図書室） 

第81条 本大学院に図書室を設け、教職員及び学生の閲覧に供

する。 

 （学生研究室） 

第82条 本大学院に学生研究室を設ける。 

２ 各学部及び研究所の施設は、必要に応じ、大学院学生の研

究及び指導のために用いることができる。 

 

 

   第17章 厚生保健施設 

 （厚生保健施設の利用） 

第83条 厚生保健施設及びその利用に関しては、別に定めると

ころによる。 

 

   第18章 賞 罰 

 （表 彰） 

第84条 人物、学業ともに優秀な者は、表彰する。 

 （懲 戒） 

第85条 本大学院の学則又は規則に違反し、その他学生の本分

に反する行為をした者は、懲戒処分に付する。 

２ 懲戒は、譴責、停学及び退学の３種とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者について

行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

(3) 大学の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反し

た者 

４ 懲戒処分に関する手続は、関西大学学生懲戒処分規程に定

める。 

 

   第19章 補 則 

 （補 則） 

第86条 本学則に定めるもののほか、必要な事項については、

関西大学大学院規則の定めるところによる。 

 

   第20章 雑 則 

 （大阪教育大学大学院連合教職実践研究科の教育研究の実施） 

第87条 大阪教育大学大学院連合教職実践研究科高度教職開

発専攻の教育研究の実施に当たっては、協定書に記載の大学

等とともに協力するものとする。 

   附 則 

 本学則は、昭和35年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

   附 則 

 本学則は、2024年４月１日から施行する。 

別表（第13条関係）＜省略＞ 

関西大学学位規程 

制定 昭和35年４月１日 

   第１章 総則 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学学則第26条第４項、関西大学大

学院学則第31条、関西大学大学院法務研究科（法科大学院）

学則第19条第３項及び関西大学大学院会計研究科（専門職大

学院）学則第19条第３項の規定に基づき、関西大学（以下「本

大学」という。）における学位及びその授与に関する必要な

事項を定めるものとする。 

 （学位の種類） 

第２条 本大学において授与する学位は、学士、修士、博士及

び専門職学位とする。 

 （学士の授与要件） 

第２条の２ 学士の学位は、関西大学学則第26条第１項の規定

に基づき、本大学の教育課程を修了した者に対し、教授会の

議を経て、本大学が授与する。 

 （学士の表記） 

第２条の３ 学士の学位は、関西大学学則第26条第２項の規定

に基づき、その卒業した学部に応じて、次のとおりとする。 

  ただし、英語表記については、別表第１のとおりとする。 

法学部       学士（法学） 

文学部       学士（文学） 

経済学部      学士（経済学） 

商学部       学士（商学） 

社会学部      学士（社会学） 

政策創造学部    学士（政策学） 

外国語学部     学士（外国語学） 
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人間健康学部    学士（健康学） 

総合情報学部    学士（情報学） 

社会安全学部    学士（学術） 

システム理工学部  学士（工学又は理学） 

環境都市工学部   学士（工学） 

化学生命工学部   学士（工学） 

２ 前項の規定にかかわらず、関西大学学則第26条第３項の規

定に基づき、ウェブスター大学との協定に基づき特別編入学

生として文学部に所属し、特別編入プログラム所定の課程を

修了した者には、学士（教養）の学位を授与する。 

 （修士の授与要件） 

第３条 修士の学位は、関西大学大学院学則第26条の規定に基

づき、関西大学大学院（以下「本大学院」という。）の修士

課程又は博士課程前期課程を修了した者に対し、研究科委員

会の議を経て、本大学が授与する。 

 （修士の表記） 

第４条 修士の学位は、関西大学大学院学則第27条の規定に基

づき、その修了した研究科又は専攻に応じて、次のとおりと

する。 

  ただし、英語表記については、別表第２のとおりとする。 

法学研究科     修士（法学） 

文学研究科     修士（文学） 

経済学研究科    修士（経済学） 

商学研究科     修士（商学） 

社会学研究科    修士（社会学） 

総合情報学研究科  修士（情報学） 

理工学研究科    修士（理学） 

修士（工学） 

外国語教育学研究科 修士（外国語教育学） 

心理学研究科    修士（心理学） 

社会安全研究科   修士（学術） 

東アジア文化研究科 修士（文化交渉学） 

ガバナンス研究科  修士（政策学） 

人間健康研究科   修士（健康学） 

 （博士の授与要件） 

第５条 博士の学位は、関西大学大学院学則第28条の規定に基

づき、本大学院の博士課程を修了した者に対し、研究科委員

会の議を経て、本大学が授与する。 

 （博士の表記） 

第６条 博士の学位は、関西大学大学院学則第29条の規定に基

づき、その修了した研究科に応じて、次のとおりとする。 

  ただし、英語表記については、別表第３のとおりとする。 

法学研究科     博士（法学） 

文学研究科     博士（文学） 

経済学研究科    博士（経済学） 

商学研究科     博士（商学） 

社会学研究科    博士（社会学） 

総合情報学研究科  博士（情報学） 

理工学研究科    博士（理学） 

博士（工学） 

外国語教育学研究科 博士（外国語教育学） 

心理学研究科    博士（心理学） 

社会安全研究科   博士（学術） 

東アジア文化研究科 博士（文化交渉学） 

ガバナンス研究科  博士（政策学） 

人間健康研究科   博士（健康学） 

 （論文博士） 

第７条 本大学院の博士課程の課程を経ないで博士の学位を

得ようとする者は、関西大学大学院学則第30条の規定に基づ

き、学位論文を提出して審査を請求することができる。 

２ 前項の場合において、博士論文の審査に合格し、かつ、本

大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有する

ことが確認された者に対しては、研究科委員会の議を経て、

本大学が博士の学位を授与する。 

 （専門職学位の授与要件） 

第７条の２ 専門職学位は、関西大学大学院法務研究科（法科

大学院）学則第19条第１項及び関西大学大学院会計研究科

（専門職大学院）学則第19条第１項の規定に基づき、本大学

院の専門職学位課程を修了した者に対し、研究科教授会の議

を経て、本大学が授与する。 

 （専門職学位の表記） 

第７条の３ 専門職学位は、関西大学大学院法務研究科（法科

大学院）学則第19条第２項及び関西大学大学院会計研究科

（専門職大学院）学則第19条第２項の規定に基づき、その修

了した研究科に応じて、次のとおりとする。 

  ただし、英語表記については、別表第４のとおりとする。 

法務研究科 法務博士（専門職） 

会計研究科 会計修士（専門職） 

 （名称使用） 

第８条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、

本大学名を付記するものとする。 

 

   第１章の２ 学士の学位 

 （学士の授与） 

第８条の２ 学長は、第２条の２に定める者に対し、学士の学

位を授与する。 

２ 学士の卒業証書・学位記の授与は、毎年３月及び９月とする。 

 （学士の様式） 

第８条の３ 学士の卒業証書・学位記の様式は、様式第１号に

定める。 

 

   第２章 修士の学位 

 （修士論文又は特定の課題についての研究の成果） 

第９条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果は、修

士課程又は博士課程前期課程に１年以上在学し、所定の授業

科目のうち、20単位以上（総合情報学研究科は16単位以上）

を修得した後、学位取得計画を提出し、かつ、研究科委員会

の定める所定の要件を満たした後でなければ、これを提出す

ることができない。ただし、在学年数及び修得単位数の要件

については、関西大学大学院学則第４条第２項又は第24条た

だし書の規定により、在学期間を短縮する場合は、この限り

でない。 

２ 学位取得計画は、修士論文又は特定の課題についての研究

の成果の提出期限の少なくとも３カ月前までに、指導教員の

承認を得て提出しなければならない。ただし、研究科委員会

が認めたときは、これを省略することができる。 

 （修士論文又は特定の課題についての研究の成果の提出） 

第10条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果は、研
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究科委員会に提出しなければならない。 

２ 提出の時期は、関西大学大学院学則第４条に定める修業年

限を満たすことになる学期が春学期の時は７月、秋学期の時

は１月（総合情報学研究科知識情報学専攻、社会安全研究科

及び理工学研究科は２月）、所定の修業年限を超えて在学し

ている者は毎年７月又は１月（総合情報学研究科知識情報学

専攻、社会安全研究科及び理工学研究科は２月）とし、あら

かじめ指定された日時までに提出しなければならない。 

 （修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査） 

第11条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審

査は、研究科委員会の定める審査委員によってこれを行う。 

２ 審査委員は、当該修士論文又は特定の課題についての研究

の成果に関連ある研究領域の教員３名以上とし、主査を１名、

副査を２名以上とする。ただし、特別の事情がある場合には、

副査を１名とすることができる。 

３ 前項に定める審査委員は、当該研究科委員会以外の者を含

めることができる。 

４ 審査委員は、審査の結果を研究科委員会に報告するものと

する。 

 （修士最終試験） 

第12条 修士の学位に関する最終試験は、修士論文又は特定の

課題についての研究の成果の提出者の研究成果を確認する

目的をもって、前条の審査委員が修士論文又は特定の課題に

ついての研究の成果を中心とし、試問の方法によって行う。 

２ 試問は、口頭による。ただし、筆答試問を併せ行うことが

できる。 

３ 最終試験の日時は、研究科委員会において決定する。 

 （審査等の期間） 

第13条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審

査及び最終試験は、当該修士論文又は特定の課題についての

研究の成果の提出期限後３カ月以内に終了するものとする。 

 （修士論文又は特定の課題についての研究の成果の合格要件） 

第14条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果は、広

い視野に立った精深な学識と専攻分野における研究能力又

は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を示す

に足るものをもって合格とする。 

 （修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査結果） 

第15条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審

査及び最終試験の結果は、研究科委員会の承認を得なければ

ならない。 

２ 前項の研究科委員会の議事は、委員の３分の２以上が出席

し、その過半数の同意をもって決する。 

 （審査結果等の報告） 

第16条 研究科長は、合格者の氏名、修士論文又は特定の課題

についての研究の成果の審査及び最終試験の結果を速やか

に学長に報告するものとする。ただし、不合格者については、

その氏名のみを報告するものとする。 

 （修士の授与） 

第17条 学長は、第３条に定める者に対し、修士の学位を授与

する。 

２ 修士の学位記の授与は、毎年３月及び９月とする。 

 （修士学位記の様式） 

第18条 修士の学位記の様式は、様式第２号に定める。 

 

   第３章 博士の学位 

    第１節 課程修了による学位 

 （博士論文） 

第19条 博士の学位論文（以下「博士論文」という。）は、博

士課程後期課程に在学し、所定の単位を修得又は修得見込の

者が、あらかじめ論文計画について承認を得、かつ、研究科

委員会の定める所定の要件を満たした後でなければ、これを

提出することができない。 

２ 論文計画については、博士論文提出の少なくとも１年前に

指導教員の承認を得た上、提出しなければならない。ただし、

研究科委員会が認めたときは、これを３カ月前とすることが

できる。 

 （博士論文の提出） 

第20条 博士論文は３部作成し、研究科委員会に提出しなけれ

ばならない。 

 （博士論文審査委員） 

第21条 博士論文の審査は、研究科委員会の定めた審査委員に

よってこれを行う。 

２ 審査委員は、当該論文に関連ある研究領域の教員３名以上

とし、主査を１名、副査を２名以上とする。 

３ 前項に定める審査委員は、当該研究科委員会以外の者を含

めることができる。 

４ 審査委員は、論文の審査及び評価に関する意見を記載した

審査要旨を、研究科委員会に報告するものとする。 

 （博士論文最終試験） 

第22条 博士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成

果を確認する目的をもって、前条の審査委員が博士論文を中

心とし、試問の方法によって行う。 

２ 試問は、口頭による。ただし、筆答試問を併せ行うことが

できる。 

３ 最終試験の日時は、主査委員の意見を徴し、研究科委員会

において決定する。 

 （博士論文審査期間） 

第23条 博士論文の審査及び最終試験は、当該論文受理後１年

以内に終了するものとする。 

 （博士論文合格要件） 

第24条 博士論文は、専攻分野について研究者として自立して

研究活動を行うに必要な高度の研究能力とその基礎となる

豊かな学識を示すに足るものをもって合格とする。 

 （博士論文審査結果） 

第25条 博士論文の審査及び最終試験の結果は、研究科委員会

の承認を得なければならない。 

 （委員会の議決） 

第26条 前条の研究科委員会の議事は、委員の３分の２以上が

出席し、その３分の２以上の同意をもって決する。 

 （審査結果の報告） 

第27条 研究科長は、博士論文の審査及び最終試験に合格した

者の氏名、審査要旨及び最終試験の結果の要旨を、速やかに

学長に報告するものとする。ただし、不合格者については、

その氏名のみを報告するものとする。 

 （博士の授与） 

第28条 学長は、第５条の規定に基づき、博士論文の審査及び

最終試験に合格した者に対しては、博士の学位を授与する。 

 （課程博士学位記の様式） 
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第29条 課程修了による博士の学位記の様式は、様式第３号に

定める。なお、国際共同指導協定による博士の学位記は、協

定に基づき、様式第３号に必要事項を追記し授与するものと

する。 

 

   第２節 論文提出による学位 

 （論文提出による学位） 

第30条 第７条の規定により学位を請求する者は、学位申請書

に、博士論文、論文要旨、履歴書、研究業績一覧表及び審査

手数料を添え、学長に提出しなければならない。 

２ 学位申請書には、第６条に規定する学位を指定するものと

する。 

３ 博士論文は、３部提出しなければならない。ただし、参考

論文をこれに添付することができる。 

４ 学位論文の受理は、研究科委員会において、３名以上の委

員を設け、その意見を聴いてこれを決定する。 

 （論文審査） 

第31条 前条の博士論文を受理したときは、当該申請者につい

て、その専攻分野に関する学力及び研究科委員会の定める事

項についての確認を行った後、これを審査する。 

２ 専攻分野に関する学力の確認は、博士課程所定の単位を修

得した者と同等以上の学力の有無を試問によって行う。 

３ 試問は、当該申請者が指定した学位に関する研究科の授業

科目及び関連する研究科の授業科目の中から、少なくとも３

科目以上について行うものとする。 

４ 前項の試問において合格しなかった授業科目については、

１年以内に更に１回限り試問を受けることができる。 

５ 試問は、筆答試問による。 

６ この条に規定する学力の確認は、研究科委員会の議を経て

他の方法によることができる。 

 （試問の免除） 

第32条 博士課程において所定の単位を修得したのち退学し

た者が、退学後８年以内に博士論文を提出して審査を請求す

るときは、前条の専攻分野に関する学力の確認のための試問

を免除することができる。 

 （審査及び試問の準用） 

第33条 第21条、第22条及び第24条から第26条までの規定は、

博士論文の審査、試問及び判定等の場合について準用する。

この場合、第22条及び第25条中の「最終試験」は、「試験」に

読み替えるものとする。 

２ この条に規定する試験は、研究科委員会の議を経て他の方

法をもってこれに代えることができる。 

 （審査試問期間） 

第34条 博士論文の審査試問は、専攻分野に関する学力及び研

究科委員会の定める事項についての確認を行った後、１年以

内に終了するものとする。ただし、研究科委員会の議を経て

期間を延長することができる。 

 （報告及び授与の準用） 

第35条 第27条及び第28条は、博士の学位の授与の場合につい

て準用する。 

 （論文博士学位記の様式） 

第36条 論文提出による博士の学位記の様式は、様式第４号に

定める。 

 

   第３節 審査手数料 

 （審査手数料） 

第37条 第30条の規定により学位を請求する者は、審査手数料

を納入しなければならない。ただし、博士課程において所定

の単位を修得して退学した者が、１年以内に博士論文を提出

する場合は、これを免除することができる。 

２ 審査手数料は、学校法人関西大学学費規程に定める。 

 

   第４節 審査要旨の公表等 

 （審査要旨の公表） 

第38条 学長は、学位を授与した日から３カ月以内に、学位授

与報告書を文部科学大臣に提出するとともに、その論文の

要旨及び論文審査の要旨をインターネットの利用により公

表するものとする。 

 （論文の公表） 

第39条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与

された日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文

の全文を「関西大学審査学位論文」と明記して、インターネ

ットの利用により公表しなければならない。ただし、当該博

士の学位を授与される前に既にインターネットの利用によ

り公表したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者が、

やむを得ない事由がある場合に限り、研究科委員会の議を経

て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内

容を要約したものを公表することができる。この場合におい

て、本大学は求めに応じてその論文の全文を閲覧に供するも

のとする。 

 

   第３章の２ 専門職学位 

 （専門職学位の授与） 

第39条の２ 学長は、第７条の２に定める者に対し、専門職学

位を授与する。 

２ 専門職学位の学位記の授与は、毎年３月及び９月とする。 

 （専門職学位の学位記の様式） 

第39条の３ 専門職学位の学位記の様式は、様式第７号及び様

式第８号に定める。 

 

   第４章 学位の取消し 

 （学位の取消し） 

第40条 本大学において学位を授与された者に、次の事実があ

ったときは、学士の学位については教授会、修士及び博士の

学位については研究科委員会、専門職学位については研究科

教授会の議を経て学位の授与を取り消し、学士、修士、博士

又は専門職学位の学位記を返付せしめ、かつ、その旨を公表

する。 

(１) 不正の方法によって学位の授与を受けた事実が判明

したとき。 

(２) 栄誉を汚辱する行為があったとき。 

２ 前項の研究科委員会等の議決については、第26条の規定を

準用する。 

 

   第５章 その他 

 （論文の保存） 

第41条 審査を終了した博士の学位論文は、本大学のデータベ
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ース上に電子ファイルで保存するものとする。 

 （大学院規則） 

第42条 この規程に定めるもののほか、大学院（法務研究科及

び会計研究科を除く。）に関する事項は、関西大学大学院規

則に定める。 

 （規程の改正） 

第43条 この規程の改正は、学士の学位については教授会、修

士及び博士の学位については研究科委員会及び研究科長会

議、専門職学位については研究科教授会の議を経て行うもの

とする。 

附 則 

この規程は、昭和35年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この規程（改正）は、2024年４月１日から施行する。 

 

別表第１～第４＜省略＞ 

様式第1号～様式第８号＜省略＞ 

 

関西大学大学院規則 

制定 昭和49年４月１日 

 第１章 博士課程前期課程の教育課程 

 （授業科目の年次配当） 

第１条 授業科目の年次配当のうち、演習、課題研究及び

実験については、次のとおりとする。ただし、関西大学

大学院学則（以下「学則」という。）第４条第２項又は第

24条ただし書の規定により、在学期間を短縮する場合は、

この限りでない。なお、学則第４条第１項ただし書の規

定により、在学期間を延長する場合は、別に定める。 

(1) 法学研究科法学・政治学専攻法政研究コース及び

国際協働コースの演習は、(１)A、(１)B、(２)A及

び(２)Bの各２単位に分け、演習(１)A及び(１)Bは

１年次配当、演習(２)A及び(２)Bは２年次配当とす

る。また、総合演習（各テーマ）は１年次配当とす

る。ただし、経済学研究科については、演習は１年

次配当、論文指導は２年次配当とする。 

(2) 法学研究科法学・政治学専攻高度専門職業人養成

コースにおいては、演習科目は２年次配当とする。

ただし、総合演習（各テーマ）は１年次配当とする。 

(3) 文学研究科においては、演習は(１)A、(１)B、

(２)A及び(２)Bの各２単位に分け、演習(１)A及び

(１)Bは１年次配当、演習(２)A及び(２)Bは２年次

配当とする。 

(4) 商学研究科においては、研究者養成・後期課程進

学コースの演習は１年次配当、論文指導は２年次配

当とし、高度専門職養成コースの課題研究指導Ⅰ及

びⅡは２年次配当とする。また、高度専門職養成コ

ースの租税法研究Ⅰ（演習）及びⅡ（演習）、租税

論研究Ⅰ（演習）及びⅡ（演習）並びに合同演習（各

テーマ）（演習）は１年次配当とする。 

(5) 社会学研究科においては、論文指導A（各研究テー

マ）及びB（各研究テーマ）、課題研究A（各研究テー

マ）及び課題研究B（各研究テーマ）、合同演習A及び

B並びに合同演習Ⅱa及びⅡbは２年次配当とする。 

(6) 総合情報学研究科においては、課題研究は１～２

年次配当、論文指導は２年次配当とする。 

(7) 理工学研究科においては、ゼミナールはⅠ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳの各２単位に分け、ゼミナールⅠ及びⅡは１

年次配当、ゼミナールⅢ及びⅣは２年次配当とする。 

(8) 外国語教育学研究科においては、指導教員の担当

する外国語教育学科目を修得していなければ、演習

は履修できない。 

(9)  心理学研究科においては、心理学専攻の演習は

心理学セミナー(１)A、(１)B、(２)A及び(２)Bの各

２単位に分け、心理学セミナー(１)A及び(１)Bは１

年次配当、心理学セミナー(２)A及び(２)Bは２年次

配当とする。また、心理臨床学専攻の演習は心理臨

床学研究演習１、２、３及び４の各２単位に分け、

演習１及び２は１年次配当、３及び４は２年次配当

とする。 

(10) 社会安全研究科においては、専攻演習ⅠA（各テ

ーマ）、ⅠB（各テーマ）及び副指導演習ⅠA、ⅠBを

１年次配当、専攻演習ⅡA（各テーマ）、ⅡB（各テ

ーマ）及び副指導演習ⅡA、ⅡBを２年次配当とし、

専攻演習ⅠA（各テーマ）、ⅠB（各テーマ）、ⅡA（各

テーマ）及びⅡB（各テーマ）は各２単位、副指導

演習ⅠA、ⅠB、ⅡA及びⅡBは各１単位とする。 

(11) 東アジア文化研究科においては、演習は(１)A、

(１)B、(２)A及び(２)Bの各２単位に分け、演習

(１)A及び(１)Bは１年次配当、演習(２)A及び(２)B

は２年次配当とする。 

(12) ガバナンス研究科においては、演習はⅠ、Ⅱ、Ⅲ

及びⅣの各２単位に分け、演習Ⅰ及びⅡは１年次配

当、Ⅲ及びⅣは２年次配当とする。 

(13) 人間健康研究科においては、演習は(１)A、(１)B、

(２)A及び(２)Bの各２単位に分け、演習(１)A及び

(１)Bは１年次配当、演習(２)A及び(２)Bは２年次

配当とする。 

 （演習、実験及び論文指導等の履修条件） 

第２条 演習又は実験の履修条件については、次のとおり

とする。ただし、学則第４条第２項又は第24条ただし書

の規定により、在学期間を短縮する場合は、この限りで

ない。 

(1) 演習(１)又は実験(１)を修得していなければ、そ

れぞれの(２)は履修できない。 

(2) 法学研究科及び文学研究科においては、演習

(１)A及び(１)Bを修得していなければ、演習(２)A

及び(２)Bは履修できない。 

(3) 社会学研究科においては、指導教員の担当する演

習A（各研究テーマ）及びB（各研究テーマ）又は指

導教員の担当するプロジェクト演習A（各研究テー

マ）及びB（各研究テーマ）のいずれか２科目を修

得していなければ、論文指導A（各研究テーマ）及

び論文指導B（各研究テーマ）並びに課題研究A（各

研究テーマ）及び課題研究B（各研究テーマ）は履

修できない。 
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(4) 経済学研究科においては、指導教員の担当する演

習２科目を修得していなければ、論文指導は履修で

きない。また、演習の履修は、在学期間を通じて、

指導教員の担当する演習２科目を含め４科目８単

位までとする。 

(5) 商学研究科研究者養成・後期課程進学コースにお

いては、指導教員の担当する演習２科目を修得して

いなければ、論文指導は履修できない。また、高度

専門職養成コースにおいては、専修科目を修得して

いなければ、課題研究指導Ⅰ及びⅡは履修できない。 

(6) 理工学研究科においては、ゼミナールⅠ及びⅡを

修得していなければ、ゼミナールⅢ及びⅣを履修で

きない。ただし、研究科委員会の議を経て許可した

ときは、この限りでない。 

(7) 心理学研究科心理学専攻においては、心理学セミ

ナー(１)A及び(１)Bを修得していなければ、心理学

セミナー(２)A及び(２)Bは履修できない。また、心

理臨床学専攻においては、心理臨床学研究演習１及

び２を修得していなければ、心理臨床学研究演習３

及び４を履修できない。 

(8) 社会安全研究科においては、専攻演習ⅡA（各テ

ーマ）、ⅡB（各テーマ）及び副指導演習ⅡA、ⅡBを

受講するには、専攻演習ⅠA（各テーマ）、ⅠB（各

テーマ）及び副指導演習ⅠA、ⅠBを修得していなけ

ればならない。ただし、研究科委員会の議を経て許

可したときは、この限りでない。 

(9) 東アジア文化研究科においては、演習(１)A及び

(１)Bを修得していなければ、演習(２)A及び(２)B

は履修できない。 

(10) ガバナンス研究科においては、演習はⅠ及びⅡを

修得していなければ、演習Ⅲ及びⅣは履修できない。

ただし、研究科委員会の議を経て許可したときは、

この限りでない。 

(11) 人間健康研究科においては、演習は(１)A及び

(１)Bを修得していなければ、演習(２)A及び(２)B

は履修できない。 

 （専修科目以外の演習及び論文指導等の履修条件） 

第３条 法学研究科法学・政治学専攻法政研究コース及び

心理学研究科においては、専修科目以外の演習の履修は

認めない。ただし、法学研究科及び文学研究科において

は、演習(１)A及び(１)Bについてのみ、これを認める。 

２ 社会学研究科においては、指導教員及び担任者が認め

た場合には、指導教員以外の担当する演習科目を履修す

ることができる。 

３ 経済学研究科においては、研究科委員会が認めた場合

には、指導教員以外の担当する演習を２科目に限り履修

することができる。 

４ 商学研究科においては、他のコースに配当される演習

及び論文指導あるいは課題研究指導の履修は認めない。

また、研究者養成・後期課程進学コースにおいては指導

教員以外の担当する論文指導の履修は認めない。高度専

門職養成コースにおいては、指導教員以外の担当する課

題研究指導の履修は認めない。 

５ 理工学研究科の各専攻・分野においては、所属する研

究領域のゼミナール以外のゼミナールの履修は認めない。 

６ 外国語教育学研究科においては、指導教員の担当する

演習以外の演習の履修は認めない。 

７ 東アジア文化研究科においては、指導教員の担当する

演習以外の演習の履修は、演習(１)A及び(１)Bについて

のみ、これを認める。 

８ ガバナンス研究科においては、指導教員の担当する演

習以外の演習の履修は認めない。 

９ 人間健康研究科においては、指導教員の担当する演習

以外の演習の履修は認めない。 

第４条 削除 

 （講義科目の履修条件） 

第４条の２ 講義科目の履修条件は、別に定める。 

 （履修制限単位） 

第５条 １学年度に認められる履修単位は、28単位以内と

する。ただし、文学、理工学、外国語教育学、社会安全、

東アジア文化及び人間健康の各研究科は30単位以内、心

理学研究科心理臨床学専攻は32単位以内とする。また、

学則第４条第２項又は学則第24条ただし書の規定により、

在学期間を短縮する場合は、この限りでない。なお、学

則第４条第１項ただし書の規定により、在学期間を延長

する場合は、別に定める。 

２ 学則第19条ただし書の規定により履修を届け出るとき

及び所定修了単位を修得することとなる春学期の履修を

届け出るときは、14単位以内とする。ただし、文学、理

工学、社会安全、東アジア文化及び人間健康の各研究科

並びに心理学研究科心理臨床学専攻は16単位以内とする。 

３ 総合情報学研究科の課題研究８単位は、１年次の履修

単位には含めない。また、アドバンストインターンシッ

プ（各機関）は、履修単位には含めない。 

４ 理工学研究科のアドバンストインターンシップⅠ、Ⅱ、

Ⅲ、海外実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び建築設計インターンシップ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単位は、履修単位には含めない。 

５ 社会安全研究科のアドバンストインターンシップ（各

機関）の単位は、履修単位には含めない。 

 （追加科目） 

第６条 追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位まで

とし、履修制限単位には含めない。 

 （追加科目の課程修了所要単位への充当） 

第７条 学則別表の規定に基づき、追加科目の単位を課程

修了所要単位に充当する場合は、指導教員の承認を得た

上、文学、経済学、商学、理工学、外国語教育学、心理

学、社会安全、東アジア文化及び人間健康の各研究科に

おいては15単位まで、社会学及びガバナンスの各研究科

においては10単位まで、法学研究科においては８単位ま

で、総合情報学研究科においては４単位まで認定するこ

とができる。ただし、専修科目の所要単位には算入しな

い。また、理工学研究科においてはゼミナールの単位に

は算入しない。 

 （他大学院の授業科目） 

第８条 他の大学院の授業科目を履修しようとする場合は、

指導教員の承認を得た上、研究科委員会に願い出て許可

を得なければならない。この場合においては、追加科目

の取扱いとする。 

 （教職関係科目等の履修） 

第９条 教員免許状授与の所要資格又は各種資格等の所要

資格若しくは修了要件を得るため、学部の授業科目を履

修しようとする場合は、指導教員の承認を得た上、履修
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することができる。ただし、１学年度に認められる履修

単位は、32単位以内とする。なお、学則第４条第１項た

だし書の規定により、在学期間を延長する場合は、１年

次は24単位以内、２年次以降は20単位以内とする。 

 （履修届） 

第10条 当該学年度に履修しようとする授業科目について

は、指導教員の承認を得た上、所定の期日に履修届を提

出しなければならない。 

２ 既に提出した履修届の変更は、特別な事情のない限り

認めない。 

 （修士課程の教育課程） 

第11条 この章の規定は、修士課程の教育課程の場合につ

いて準用する。 

 

   第２章 博士課程後期課程の教育課程 

 （授業科目の年次配当） 

第12条 授業科目の年次配当のうち、演習、実験及び実習に

ついては、次のとおりとする。ただし、学則第25条の規定

により、在学期間を短縮する場合は、この限りでない。 

(1) 各研究科の演習は(１)から(３)までの各４単位

に分け、演習(１)は１年次配当、演習(２)は２年次

配当及び演習(３)は３年次配当とする。ただし、次

号から第９号までに掲げる各研究科の演習につい

ては、この限りでない。 
(2) 法学研究科においては、専修科目の演習は(１)A、

(１)B、(２)A、(２)B、(３)A及び(３)Bの各２単位

に分け、演習(１)A及び(１)Bは１年次配当、演習

(２)A及び(２)Bは２年次配当、演習(３)A及び(３)B

は３年次配当とする。また、法学特別研究及び政治

学特別研究は、(１)A、(１)B、(２)A及び(２)Bの各

２単位に分け、演習(１)A及び(１)Bは２年次配当、

演習(２)A及び(２)Bは３年次配当とする。 

(3) 文学研究科においては、演習は(１)A、(１)B、(２)A、

(２)B、(３)A及び(３)Bの各２単位に分け、演習(１)A

及び(１)Bは１年次配当、演習(２)A及び(２)Bは２年

次配当、演習(３)A及び(３)Bは３年次配当とする。 

(4) 経済学研究科においては、指導教員の担当する演

習は１年次配当、論文指導Ⅰは２年次配当及び論文

指導Ⅱは３年次配当とする。 

(5) 社会学研究科においては、指導教員の担当する論

文指導Ⅰは１年次配当、論文指導Ⅱは２年次配当及

び論文指導Ⅲは３年次配当とする。 

(6) 総合情報学研究科においては、演習は１から３ま

での各４単位に分け、演習１は１年次配当、演習２

は２年次配当及び演習３は３年次配当とする。 

(7) 理工学研究科においては、ゼミナールはⅤ、Ⅵ、Ⅶ

及びⅧの各２単位に分け、ゼミナールⅤ及びⅥは１年

次配当、ゼミナールⅦ及びⅧは２年次配当とする。 

(8) 外国語教育学研究科においては、指導教員の担当す

る演習１は１年次配当、演習２は２年次配当とする。 

(9) 心理学研究科においては、心理学セミナーは

(３)A、(３)B、(４)A、(４)B、(５)A及び(５)Bの各

２単位に分け、心理学セミナー(３)A及び(３)Bは１

年次配当、心理学セミナー(４)A及び(４)Bは２年次

配当、心理学セミナー(５)A及び(５)Bは３年次配当

とする。 

(10) 社会安全研究科においては、演習は専攻演習ⅢA

（各テーマ）、ⅢB（各テーマ）、ⅣA（各テーマ）及

びⅣB（各テーマ）の各２単位に分け、専攻演習ⅢA

（各テーマ）及びⅢB（各テーマ）は１年次配当、

専攻演習ⅣA（各テーマ）及びⅣB（各テーマ）は２

年 次 配 当 と す る 。 ま た 、 Ph.D. of Disaster 

Management Program履修者においては、演習は

SeminarⅢA（各テーマ）、SeminarⅢB（各テーマ）、

SeminarⅣA（各テーマ）及びSeminarⅣB（各テーマ）

の各２単位に分け、SeminarⅢA（各テーマ）及びⅢ

B（各テーマ）は１年次配当、SeminarⅣA（各テー

マ）及びⅣB（各テーマ）は２年次配当とする。 

(11) 東アジア文化研究科においては、演習は(１)A、

(１)B、(２)A、(２)B、(３)A及び(３)Bの各２単位

に分け、演習(１)A及び(１)Bは１年次配当、演習

(２)A及び(２)Bは２年次配当、演習(３)A及び(３)B

は３年次配当とする。 

(12) ガバナンス研究科においては、ガバナンス特別演

習は１から６までの各２単位に分け、演習１、２は

１年次配当、演習３、４は２年次配当及び演習５、

６は３年次配当とする。 

(13) 人間健康研究科においては、人間健康特殊演習は

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ及びⅥの各２単位に分け、演習

Ⅰ及びⅡは１年次配当、演習Ⅲ及びⅣは２年次配当、

演習Ⅴ及びⅥは３年次配当とする。 

 （演習、実験及び実習の履修条件） 

第13条 専修科目以外の演習、実験及び実習を履修するこ

とはできない。ただし、法学研究科及び文学研究科の演

習(１)A及び(１)B並びに経済学研究科については、この

限りでない。 

２ 法学研究科においては、研究科委員会が認めた場合に

は、法学特別研究演習(１)A、(１)B、(２)A、(２)B及び

政治学特別研究演習(１)A、(１)B、(２)A、(２)Bを履修

することができる。 

３ 経済学研究科においては、演習の履修は、在学期間を

通じて、指導教員の担当する演習を含め４科目８単位ま

でとする。 

４ 社会学研究科においては、指導教員の担当する論文指

導以外の論文指導の履修は認めない。 

５ 理工学研究科においては、所属する研究領域のゼミナ

ール以外のゼミナールの履修は認めない。 

６ 外国語教育学研究科においては、指導教員の担当する

演習以外の演習の履修は認めない。 

７ 社会安全研究科においては、専攻演習ⅣA（各テーマ）

又はⅣB（各テーマ）を受講するには、専攻演習ⅢA（各テ

ーマ）及びⅢB（各テーマ）を修得していなければならな

い。また、Ph.D. of Disaster Management Program履修者

においては、SeminarⅣA（各テーマ）又はⅣB（各テーマ）

を受講するには、SeminarⅢA（各テーマ）及びⅢB（各テ

ーマ）を修得していなければならない。ただし、研究科委

員会の議を経て許可したときは、この限りでない。 

８ 東アジア文化研究科においては、指導教員の担当する

演習以外の演習の履修は、演習(１)A及び(１)Bについて

のみ、これを認める。 
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９ 人間健康研究科においては、研究科委員会が認めた場合

には、指導教員の担当する演習以外の演習の履修を認める。 

 （講義科目の履修条件） 

第13条の２ 講義科目の履修条件は、別に定める。 

 （追加科目） 

第14条 追加科目の履修は、在学期間を通じて20単位まで

とする。 

第15条 削除 

 （教職関係科目等の履修） 

第15条の２ 教員免許状授与の所要資格又は各種資格等の

所要資格若しくは修了要件を得るため、学部の授業科目

を履修しようとする場合は、指導教員の承認を得た上、

履修することができる。ただし、１学年度に認められる

履修単位は、32単位以内とする。 

 （履修届） 

第16条 当該学年度に履修しようとする授業科目について

は、指導教員の承認を得た上、所定の期日に履修届を提

出しなければならない。 

２ 既に提出した履修届の変更は、特別な事情のない限り

認めない。 

 

   第３章 削除 

第17条 削除 

第18条 削除 

 

   第４章 削除 

第19条から第23条まで 削除 

 

   第５章 学 籍 

 （学籍番号） 

第24条 学則に定める入学手続を完了した者には、入学許

可者として学籍番号を付与する。 

 （学生証） 

第25条 本大学院学生に対して、学生証を交付する。 

２ 学生証は、通学定期乗車券購入証明兼用の身分証明書

である。 

 （学生証の再交付） 

第26条 学生証を紛失又は汚損したときは、所定の手続を

経た上で再交付することができる。 

 （学生証の返還） 

第27条 学生証は、課程修了、退学及び除籍のとき、又は

その有効期間を経過したときは、直ちに返還しなければ

ならない。 

 （届出事項の変更届） 

第28条 入学手続書類をもって届け出た事項に異動があっ

たときは、当該事項について所定の変更届を提出しなけ

ればならない。 

 （健康上の理由による休学者の復学） 

第29条 健康上の理由による休学者が、復学を希望すると

きは、学則第53条に規定する手続のほか、関西大学保健

管理センターの診断書を提出しなければならない。 

 （休学願、復学願、再入学願及び復籍願の提出期日） 

第30条 学則第51条第１項の規定による休学願は、休学し

ようとする学期の５月31日又は10月31日までに提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該学期の学費を納入して

いる場合は、次の期日までに休学手続をとることができ

る。 

春学期に休学するとき ７月30日 

秋学期に休学するとき １月30日 

３ 学則第52条第２項、第53条第１項、第56条第１項及び

第65条第２項の規定による願い出は、それぞれ休学、復

学、再入学又は復籍しようとする学期の前学期の８月28

日から９月10日まで又は３月１日から３月14日までの間

にしなければならない。 

 （休学者の取扱い） 

第31条 休学者が、学則第52条第２項又は第53条第１項の

規定による手続をしなかったときは、その学期の末日を

もって退学した者として取り扱う。 

 （除 籍） 

第32条 学則第65条第１項の規定による除籍日は、次のと

おりとする。 

(1) 春学期  ７月31日 

(2) 秋学期  １月31日 

２ 除籍期間を含む学期は、在学年数に算入しない。 

 （退学と在学年数の関係） 

第32条の２ 退学となった学期は、在学年数に算入しない。 

 （修業年限を超えた者の学費） 

第33条 本大学院修士課程又は博士課程前期課程若しくは

博士課程後期課程において所定の期間在学し、所定の単

位を修得した後、学位論文提出のため引き続き在学しよ

うとする者は、学校法人関西大学学費規程第15条の規定

により学費を納入しなければならない。 

 

   第６章 修士論文又は特定の課題についての研究の

成果 

 （学位取得計画の提出） 

第34条 学位を得ようとする者は、修士論文又は特定の課

題についての研究の成果（以下「修士論文等」という。）

の論題、提出時期その他必要な事項を記載した学位取得

計画を所定の期日までに提出しなければならない。 

 （学位取得計画の変更） 

第35条 既に提出した学位取得計画の変更は、原則として

これを認めない。ただし、修士論文等の提出以前におい

ては、指導教員の承認を得て変更することができる。 

 （修士論文等の提出時期） 

第36条 関西大学学位規程（以下「学位規程」という。）第

10条に規定する修士論文等の提出の時期は、次のとおり

とする。 

(1) 法学、文学、経済学、商学、社会学、外国語教育

学、心理学、東アジア文化、ガバナンス及び人間健

康の各研究科 

   春学期修了の場合  ７月中旬 

   秋学期修了の場合  １月中旬 

(2) 総合情報学研究科、社会安全研究科及び理工学研

究科 別に定めるところによる。 

 （修士論文等の提出方法等） 

第37条 修士論文等の提出方法、様式、書式、部数等の詳細

は、各研究科が別に定める。 

 （修士論文等の保存） 

第38条 課程修了者の修士論文等は、大学院が電子ファイ

ルで永久保存する。 

 （保存修士論文等の取扱い） 

第39条 保存修士論文等は、作成者又は作成者の指導教員

が承認したときに限り、閲覧できる。 
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２ 前項の場合において、作成者の氏名は本人が承認した

ときに限り、開示するものとする。 

 

   第７章 課程博士の学位請求 

 （課程博士の学位請求） 

第40条 課程博士の学位請求については、学位規程の定め

るところによる。 
 

   第８章 論文博士の学位請求 

 （学位請求の手続） 

 

第41条 博士課程に所定の修業年限以上在学し、かつ、当

該研究科所定の単位を修得して退学した者が、再入学を

せず、学位請求の論文を提出するときは、学位規程第30

条の規定を準用する。 

附 則 

 この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規則（改正）は、2024年４月１日から施行する。 

 

非常変災その他急迫の事態が発生した 
場合の休講等の取扱規程 

制定 2019年４月25日 

 （目 的） 

第１条 この規程は、大規模な地震や新型インフルエンザ及

び新感染症の大流行等の非常変災その他急迫の事態が発生

した場合に備え、学校法人関西大学が設置する学校（以下

「本学」という。）における休講等の取扱いを定めること

により、学生等の安全確保を図ることを目的とする。 

 （定 義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号の定めるところによる。 

(１) 非常変災 地震、風水害、火山の噴火等に起因する

自然災害及び毒劇物や放射能による災害等の緊急事態

をいう。 

(２) 学生等 本学の学生、生徒、児童及び園児をいう。 

(３) 急迫の事態 新型インフルエンザ等の大流行、キャ

ンパス周辺における不発弾の発見、本学に対する爆破

予告、ストライキ等による交通機関の運休等をいう。 

(４) 休講等 授業（遠隔授業を含む。以下同じ。）の休

講、休校、休園、キャンパス内への入構禁止措置、授業時

間の短縮又は定期試験の延期措置をいう。 

(５) 併設校 学校法人関西大学が設置する高等学校、中

学校、小学校及び幼稚園をいう。 

 （休講等の判断） 

第３条 休講等の判断は、原則として次の者が行う。 

キャンパス 対 象 休講等の判断者 

 

千里山キャンパス 

学部・研究科 学長 

第一高等学校・第一中学校 校長 

幼稚園 園長 

高槻キャンパス 学部・研究科 総合情報学部長 

高槻ミューズ 
キャンパス 

学部・研究科 社会安全学部長 

高等部・中等部・初等部 校長 

堺キャンパス 学部・研究科 人間健康学部長 

北陽キャンパス 北陽高等学校・北陽中学校 校長 

 
 
梅田キャンパス 

学部・研究科 
キャリアセンター 

学長 

上記以外の事業 
梅田キャンパス 
管理執行責任者 

南千里国際プラザ 留学生別科 国際部長 

２ 千里山キャンパス以外の学部長及び国際部長は、休講等

の決定にあたり、事前に学長と協議を行う。ただし、緊急

事態の発生等、やむを得ないときに休講等の判断を行った

場合は、学長にその旨を速やかに報告する。 

３ 併設校の校長若しくは園長又は梅田キャンパス管理執行

責任者は、原則として、この規程に基づき休講等の判断を

行うが、生徒、児童及び園児又はキャンパス利用者の安全

確保の観点から、独自に判断を行えるものとする。 

４ 休講等の判断は、前日に行う場合がある。 

５ 授業時間中に非常変災その他急迫の事態が発生した場合

は、速やかに休講等の措置をとる。 

 （休講等の報告） 

第４条 校長、園長又は梅田キャンパス管理執行責任者が休

講等の判断を行った場合は、理事長にその旨を速やかに報

告する。 

 （休講等の種別） 

第５条 休講の種別は、別に定める。 

 （休講等の周知） 

第６条 休講等の周知及び授業再開の周知については、関西

大学ホームページ等を通じて速やかに行う。 

 （やむを得ない欠席への対応） 

第７条 学生等が、非常変災その他急迫の事態が発生したこ

とにより、やむを得ず授業を欠席した場合は、状況に応じ

て、次のとおり対応する。 

(１) 学生及び生徒は、非常変災時に休講等の措置が行わ

れない場合において、通学経路上の公共交通機関の運

休等又は居住地で非常変災が発生したことにより授業

に出席できないときは、当該交通機関発行の証明書を

添え、又は特別警報等が発表されたことを申し出るこ

とにより欠席届を提出することができる。 

(２) 本学は、前項の欠席届を提出した学生又は生徒に対

して、欠席による不利益が生じないよう、授業担当教

員（併設校においては、クラス担任等）へ配慮を依頼

するものとする。 

 （補 則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、休講等の取扱いに関

して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、2019年４月25日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この規程(改正)は、2021年４月１日から施行する。 
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関西大学大学院外国人研究生規程 

制定 平成６年９月22日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院学則第62条の２第２項

の規定に基づき、関西大学大学院外国人研究生（以下「外

国人研究生」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （外国人研究生） 

第２条 関西大学大学院（以下「本大学院」という。）の特

定の研究科で研究指導を受けることを希望する外国人があ

るときは、当該研究科は、研究科委員会の議を経て、外国

人研究生として入学を認めることができる。 

 （出願資格） 

第３条 外国人研究生として入学を志願することができる者

は、研究科が定める日本語能力を有しており、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

(１) 外国において通常の課程による16年の学校教育を

修了した者（修了見込みの者を含む。） 

(２) 関西大学大学院学則第46条第１項第６号に規定す

る者 

(３) 日本において外国人留学生として大学を卒業した

者（卒業見込みの者を含む。） 

(４) 当該研究科が前３号に掲げる者と同等以上の学力

を有すると認めた者（ただし、日本において通常の課

程による学校教育を受けたと認定した外国人を除く。） 

 （選 考） 

第４条 外国人研究生として入学を志願する者は、所定の書

類を提出し、選考を受けなければならない。 

２ 選考時期、方法等については、別に定める。 

３ 選考料は、学校法人関西大学学費規程（以下「学費規程」

という。）に定める。 

 （学費等） 

第５条 外国人研究生として入学を許可された者は、学費規

程に定める学費等を納入しなければならない。 

２ 納入した学費等は、返還しない。 

 （入学の時期） 

第６条 外国人研究生の入学時期は、学期の始めとする。 

 （在学期間） 

第７条 外国人研究生の在学期間は、１年間とする。ただし、 

研究科は、研究科委員会の議を経て、期間の延長を認めるこ

とができる。 

 （指導教員） 

第８条 研究科は、研究科委員会の議を経て、外国人研究生

の指導教員を定める。 

 （受講科目） 

第９条 外国人研究生は、学期毎に指導教員が担当する演習

科目又はこれに準ずる科目１科目(関係学部又は当該研究

科)を受講するとともに、次の科目を受講することができる。 

(１) 各研究科が定める学部が開講する日本語科目のう

ち２科目 

(２) 講義科目５科目まで(関係学部又は当該研究科) 

２ 前項の規定にかかわらず、指導教員が認めた場合、外国

人研究生は、前項第１号の日本語科目に代えて第２号の講

義科目を７科目まで受講することができる。 

３ 前２項の場合において、単位認定は行わない。ただし、

研究科が指定した科目を履修し、試験に合格し、本大学院

に入学した場合、原則として４単位、研究科により６単位

まで入学前既修得単位として認定することができる。 

第９条の２ 外国人研究生は、受講した授業科目につき試験

を受けることができる。 

 

２ 試験に合格した者には、願い出により証明書を交付する。 

 （図書閲覧等） 

第10条 外国人研究生は、図書閲覧等について、博士課程前

期課程の学生に準じた便宜を受けることができる。 

附 則 

 この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この規程(改正)は、2021年4月1日から施行し、2020年度以

前入学生にも適用する。 

 

 

関西大学大学院科目等履修生取扱規程 

制定 平成７年２月24日

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院学則第73条の２第３項、

関西大学大学院法務研究科（法科大学院）学則第42条第２

項及び関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則第

42条第２項の規定に基づき、科目等履修生に関する必要な

事項を定めるものとする。 

 （出願資格） 

第２条 科目等履修生として志願することのできる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) ４年制大学を卒業した者 

(２) 前号に規定する者と同等以上の学力があると志望

する研究科が認める者 

 （出願手続及び選考） 

第３条 科目等履修生として入学を志願する者は、学校法人

関西大学学費規程（以下「学費規程」という。）に定める

選考料を添えて、別に定める出願書類を所定の期日までに

志望する研究科の研究科長に提出しなければならない。 

２ 科目等履修生は、当該研究科において選考の上、許可す

る。 

３ 科目等履修生の選考方法は、原則として書類審査とする。

ただし、研究科によっては口頭試問を行うことができる。 

 （履修許可科目） 

第４条 科目等履修生として履修を許可する授業科目は、各

研究科の定めるところによる。 

 （就学手続） 

第５条 科目等履修生として許可された者は、所定の期日ま
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でに学費規程に定める登録料及び科目等履修料を納入しな

ければならない。 

 （就学取消し） 

第６条 所定の期日までに科目等履修料等を納入しない者は、

許可を取り消す。 

２ 既に納入した科目等履修料等は、返還しない。 

 （就学期間） 

第７条 科目等履修生の就学期間は、学期の始めから終わり

までとする。 

２ 引き続き科目等履修を希望する者は、改めて願い出なけ

ればならない。 

 （試験及び単位） 

第８条 科目等履修生は、履修した授業科目の試験を受ける

ことができる。 

 

２ 試験に合格した場合は単位を与え、願い出により単位修

得証明書を交付する。 

 （科目等履修生証） 

第９条 科目等履修生に、科目等履修生であることを証明す

る受講生証を交付する。 

附 則 

 この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2022年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

関西大学大学院聴講生取扱規程 

制定 2018年1月18日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院学則第73条第３項及び

関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則第41条の

２第２項の規定に基づき、聴講生に関する必要な事項を定

めるものとする。 

 （出願資格） 

第２条 聴講生として志願することのできる者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

(１) ４年制大学を卒業した者 

(２) 前号に規定する者と同等以上の学力があると志望

する研究科が認める者 

 （出願手続及び選考） 

第３条 聴講生として入学を志願する者は、学校法人関西大

学学費規程（以下「学費規程」という。）に定める選考料

を添えて、別に定める出願書類を所定の期日までに志望す

る研究科の研究科長に提出しなければならない。 

２ 聴講生は、当該研究科において選考の上、許可する。 

３ 聴講生の選考方法は、原則として書類審査とする。ただ

し、研究科によっては口頭試問を行うことができる。 

 （履修許可科目） 

第４条 聴講生として履修を許可する授業科目は、各研究科

の定めるところによる。 

 
 

 （就学手続） 

第５条 聴講生として許可された者は、所定の期日までに学

費規程に定める聴講料を納入しなければならない。 

 （就学取消し） 

第６条 所定の期日までに聴講料を納入しない者は、許可を

取り消す。 

２ 既に納入した聴講料その他は、返還しない。 

 （就学期間） 

第７条 聴講生の就学期間は、学期の始めから終わりまでと

する。 

２ 引き続き聴講生を希望する者は、改めて願い出なければ

ならない。 

 （試験及び単位） 

第８条 聴講生は、履修した授業科目の試験を受けることが

できる。 

２ 試験に合格した場合は、願い出により証明書を交付する。 

 （受講生証） 

第９条 聴講生に、聴講生であることを証明する受講生証を

交付する。 

附 則 

この規程は、2018年4月1日から施行する。 

附 則 

 この規程（改正）は、2019年10月１日から施行する。 

関西大学大学院学生留学規程 

制定 昭和62年３月27日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院学則第80条第３項の規

定により、関西大学（以下「本大学」という。）大学院学

生の外国留学について必要な事項を定めるものとする。 

 （留学の定義） 

第２条 この規程において「留学」とは、本大学との間に協

定を締結している外国の大学又は大学院（以下「協定大学」

という。）又は研究科委員会が認定した外国の大学又は大

学院等への留学をいう。 

 （外国の大学又は大学院） 

第３条 外国の大学又は大学院とは、外国における正規の高

等教育機関で学位授与権を有するもの又はこれに相当する

教育研究機関をいう。 

 （留学の出願資格） 

第４条 留学を希望する者は、留学する時点で本大学に１学

期以上在学し、前学期末までに当該研究科委員会が定める

単位を修得しておかなければならない。ただし、博士課程

後期課程に在学する者は、この限りでない。 

 （派遣留学の決定） 

第５条 本大学大学院が協定大学への留学を希望する者を選

考の上、留学させるときは、当該研究科委員会が決定する。

（以下「派遣留学」という。） 
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 （認定留学の許可） 

第６条 前条に定めるほか、留学を希望する者があるときは、

留学願により当該研究科委員会が許可する。（以下「認定

留学」という。） 

 （認定留学の種類） 

第７条 認定留学は、留学の目的及び対象により、次に定め

るとおりとする。 

(１) 外国の大学院において所属研究科に関係する専門

分野の学修をする（専門科目を複数科目履修する）こ

とを主たる目的とする留学 

(２) 大学附属の語学研究機関及び政府公認の語学学校

において外国語研修をすることを主たる目的とする留

学 

 （留学の期間） 

第８条 留学期間は、原則として１学期間又は２学期間とす

る。ただし、教育・研究上必要と認められる場合は、留学

期間を延長することができる。 

２ 留学期間の延長は、当該研究科委員会が許可する。ただ

し、延長する期間の留学は、認定留学とする。 

３ 留学期間の延長を希望する者は、留学期間終了の３カ月

前までに、所定の留学期間延長願を国際部を通じて当該研

究科長に提出しなければならない。 

４ 留学期間の始期は４月１日又は９月21日、終期は９月20

日又は３月31日とし、これらの日の前後に出国又は帰国す

る場合は、いずれかの日に読み替えることとする。 

５ 前項の留学期間の読替えは、当該研究科委員会が行う。 

 （履修届の特別措置） 

第９条 留学する学年度に提出した履修届は、その留学期間

終了後の学年度に継続させることができる。 

２ 前項の規定による継続を希望する者は、帰国後、所定の

期日までに履修継続願を指導教員の承認を得た上、当該研

究科長に提出し、当該研究科委員会の承認を得なければな

らない。 

３ 留学した学年度の春学期に履修した通年の授業科目が、

帰国した学年度において不開講その他の理由により前項の

継続ができない場合は、当該研究科委員会がその措置を決

定する。 

 （単位の認定） 

第10条 留学期間中に修得した授業科目の単位の認定は、単

位認定願により当該研究科委員会が行う。 

２ 当該研究科委員会は、単位の認定のため必要がある場合

は、単位認定願による審査のほか、面接試験又は学力試験

を行うことができる。 

 （留学の取消し又は期間短縮） 

第11条 留学中の者が次の各号のいずれかに該当すると認め

られる場合は、当該研究科委員会は留学を取り消し、又は

留学期間を短縮することができる。 

(１) 留学先において成業の見込みがない者 

(２) 本大学大学院の学費等の納入を怠った者 

(３) 留学生としてふさわしくない行為を行った者 

(４) 本人の事情により留学を継続できなくなった者 

 （留学に対する助成） 

第12条 留学に対する助成については、別に定める。 

附 則 

 この規程は、昭和62年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2019年10月１日から施行する。 

 

関西大学大学院学生留学規程施行細則 

制定 昭和62年３月27日 

 （派遣留学生の募集及び選考） 

第１条 派遣留学生の募集及び選考は、国際部が立案し、

実施する。 

２ 選考は、書類審査及び面接試験（外国語試験を含む。）

による。 

３ 国際部は、選考した派遣留学候補者を当該研究科委

員会に報告する。 

４ 当該研究科委員会は、派遣留学生を決定し、学長に

推薦する。 

５ 学長は、派遣留学生を派遣先に通知し、受入れの応

諾を得て派遣する。 

 （留学の手続） 

第２条 派遣留学を希望する者は、指導教員の承認を得

た上、留学願を国際部を通じて、当該研究科長に提出

しなければならない。 

２ 認定留学を希望する者は、留学願に原則として履修

する授業科目及び当該科目を開設する大学又は大学院

の概要に関する資料を添付し、指導教員の承認を得た

上、国際部を通じて、当該研究科長に提出しなければ

ならない。 

３ 派遣留学生及び認定留学生は、当該研究科委員会が

指定する留学の準備及び必要な手続を行わなければ

ならない。 

 （出国準備） 

第３条 派遣留学生は、国際部が行う留学の準備に関す

るオリエンテーションを受け、留学に必要な手続を行

わなければならない。 

 （学習状況報告書） 

第４条 派遣留学生及び認定留学生は、留学期間中、３

カ月ごとに所定の学習状況報告書を国際部を通じて、

当該研究科長に提出しなければならない。 

 （帰国届の提出） 

第５条 派遣留学生及び認定留学生は、定められた期間

内に帰国し、帰国後速やかに所定の帰国届及び単位認

定願を国際部を通じて、当該研究科長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 派遣留学生及び認定留学生は、定められた期間内に

帰国できないときは、あらかじめ帰国変更届を国際部

を通じて、当該研究科長に提出しなければならない。 

 （学費の取扱い） 

第６条 留学中の学費の取扱いは、次に定めるとおりと

する。 

(１) 派遣留学生に対しては、留学する大学又は大学

院に納入すべき学費等を本学が負担する。 
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(２) 認定留学生に対しては、学校法人関西大学学費

規程（以下「学費規程」という。）の定めにより派

遣学期の授業料、教育充実費及び実験実習料を全額

減免する。ただし、学期ごとに認定留学在籍料を本

学に納入するものとし、その額は学費規程に定める。 

附 則 

 この施行細則は、昭和62年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この施行細則（改正）は、2019年10月１日から施行する。 
 

学校法人関西大学学費規程（抜粋） 

制定 昭和47年３月24日 

   第１章  総 則 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、学校法人関西大学（以下「法人」

という。）が設置する各学校の学費（幼稚園においては

保育費）及びその他の納付金について必要な事項を定

めるものとする。 

 （学費及び保育費） 

第２条 大学における学費とは、入学金、授業料、休学

在籍料、認定留学在籍料、研修料、聴講料、科目等履

修料、外国人研究生研究料及び研修員研究料をいう。 

２ 高等学校、中学校及び小学校における学費とは、入

学金、授業料及び施設費をいう。 

３ 幼稚園における保育費とは、入園料及び保育料をいう。 

 （その他の納付金） 

第３条 大学におけるその他の納付金とは、手数料及び

法人が徴収の委託を受けた諸会費をいう。 

２ 高等学校、中学校及び小学校におけるその他の納付

金とは、手数料及び法人が徴収の委託を受けた諸会費

をいう。 

３ 幼稚園におけるその他の納付金とは、手数料及び法

人が徴収の委託を受けた諸会費をいう。 

 （学費等の返還） 

第４条 既に納入した学費及び手数料は、返還しない。 

２ 入学許可を得た者で、入学日の前日（4月入学のとき

は3月31日、9月入学のときは9月20日）までに入学手続

の取消しを願い出たものについては、入学金を除く学

費を返還することがある。 

   第２章  大 学 

 （学費等の金額） 

第５条 学費の金額は、別表第１、別表第２及び別表第

３に定め、別表第１の１、別表第２の１及び別表第３

の１に定める学費は１学期を単位とする。 

２ 編・転入学生の学費は、別表第１に基づき、編・転

入学する年度の編・転入学する相当年次の学費を適用

し、編・転入学後、４年次を超えて在籍する者は、４

年次の学費を適用する。ただし、入学金については、

編・転入学する年度の入学金を適用し、関西大学（以

下「本学」という。）在学生の転入学に係る入学金は、

徴収しない。 

３ 手数料の金額は、別表第６に定める。 

 （納入期日） 

第６条 別表第１の１、２又は３、別表第２の１、２又

は３及び別表第３の１又は２に定める学費は、該当学

期の学費を次の期日までに納入しなければならない。

ただし、別表第１の１、別表第２の１及び別表第３の

１に定める学費は、春学期分納入時に学費年額を一括

して納入することができる。 

春学期分  ５月31日 

秋学期分  10月31日 

２ 新入学生（編・転入学生を含む。）の入学時における

学費は、別に定める期日までに納入しなければならな

い。 

３ 手数料は、その都度納入しなければならない。 

 （延 納） 

第７条 前条第１項の期日までに学費の納入ができない

者は、所定の期日までに延納の手続をしなければなら

ない。ただし、別表第1の２又は３、別表第２の２又は

３及び別表第３の２に定める学費を納入する者は、延

納することができない。 

２ 延納の手続を行った者は、次の期日までに納入しな

ければならない。 

春学期分  ６月30日 

秋学期分  11月30日 

 

 （分 納） 

第８条 第６条第１項による学費の納入ができない者は、

所定の期日までに分納の手続をしなければならない。

ただし、第15条に規定する修業年限を超えた者並びに

別表第1の２又は３、別表第２の２又は３及び別表第３

の２に定める学費を納入する者は、分納することがで

きない。 

２ 分納の金額は、別に定める。 

３ 分納の手続を行った者は、次の期日までに納入しな

ければならない。 

 

春学期分 
第１回 第２回 

５月31日 ６月30日 

秋学期分 
第１回 第２回 

10月31日 11月30日 

 

４ 分納の手続を行った者が、前項に規定する期日まで

に納入しないときは、その翌日をもって分納の手続を

取り消す。 

 （学費を滞納した者） 

第９条 所定の期日までに別表第1の１、２又は３、別表

第２の１、２又は３及び別表第３の１又は２に定める

学費を納入しなかった者は、指定された納入期日まで

に、滞納学費を納入しなければならない。 

２ 前項の指定された納入期日とは、次のとおりとする。 

春学期分  ７月30日 

秋学期分  翌年１月30日 

３ 前項に規定する納入期日までに滞納学費を納入しな
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かった者は、関西大学学則第46条、関西大学大学院学

則第65条若しくは関西大学大学院法務研究科（法科大

学院）学則第34条若しくは関西大学大学院会計研究科

（専門職大学院）学則第34条又は関西大学留学生別科

規程第24条の規定により除籍となる。 

 （復籍者の学費等） 

第10条 復籍を許可された者は、許可された日から春学

期の場合は３月31日、秋学期の場合は９月20日までに

別表第６の２に定める復籍料を納入しなければならな

い。 

２ 復籍を許可された者は、復籍する学期の所定の学費

を納入しなければならない。 

 （復学者の学費） 

第11条 復学を許可された者は、復学する学期の所定の

学費を納入しなければならない。 

 （再入学者の学費等） 

第12条 再入学を許可された者は、許可された日から春

学期の場合は３月31日、秋学期の場合は９月20日まで

に別表第６の２に定める再入学金を納入しなければな

らない。 

２ 再入学を許可された者は、再入学する学期の所定の

学費を納入しなければならない。 

 （休学者の学費） 

第13条 次の期日までに休学願を提出し、休学を許可さ

れた者は、別表第1の２、別表第２の２又は別表第３の

２に定める学費を納入しなければならない。 

春学期  5月31日 

秋学期  10月31日 

２ 前項に規定する期日を過ぎて休学願を提出し、休学

を許可された者は、別表第１の１、別表第２の１又は

別表第３の１に定める当該学期の学費を納入しなけれ

ばならない。 

 （認定留学生の学費） 

第13条の２ 関西大学学部学生留学規程第８条及び関西

大学大学院学生留学規程第８条に規定する学期に派遣

する認定留学生の学費は、授業料、教育充実費及び実

験実習料を全額減免する。ただし、学期ごとに別表第1

の３又は別表第2の3に定める認定留学在籍料を納入し

なければならない。 

第14条 削 除 

 （修業年限を超えた者の学費） 

第15条 大学院において、所定の期間在学し、所定の単

位を修得した者が、学位論文提出のため在学するとき

の1学期の学費は、前期課程においては、修業年限の最

終学期に適用していた学費(ただし、修業年限が１年又

は３年である者については、修業年限が２年である者

に適用していた学費)の半額とし、後期課程においては、

修業年限の最終学期に適用していた学費の４分の１の

額とする。 

２ 前項に該当する者が、当該期間に交換派遣留学する

ときの1学期の学費は、同項の規定にかかわらず、修業

年限の最終学期に適用していた学費の額とする。 

第15条の２ 削 除 

 （在学期間を短縮して卒業又は修了する者の学費） 

第15条の３ 関西大学学則第26条の2又は関西大学大学

院学則第24条若しくは第25条に基づき、在学期間を短

縮して卒業又は修了する場合、卒業又は修了してから

修業年限までの短縮した期間の学費は徴収しない。 

 （委託生） 

第16条 委託生の資格検定料は、入学検定料の金額と同

額とし、学費は、授業料とする。 

２ 授業料の金額は、次条に規定する聴講料相当額とす

る。ただし、実験実習を伴う科目を履修するときの授

業料は、その都度定める。 

３ 授業料は、別に定める期日までに納入しなければな

らない。 

 （聴講生） 

第17条 聴講生の選考料の金額は別表第６の1に、聴講料

の金額は別表第1の４及び別表第2の４に定める。 

２ 春学期及び秋学期を通して開講する科目（以下「通

年科目」という。）の聴講料は、所定の金額の倍額とし、

通年科目を春学期又は秋学期に集中して開講するとき

の聴講料も同様とする。 

３ 聴講料は、別に定める期日までに納入しなければな

らない。 

 （科目等履修生） 

第17条の２ 科目等履修生の選考料の金額は別表第６の

1に、登録料の金額は別表第６の２に、科目等履修料の

金額は別表第1の５及び別表第2の５に定める。 

２ 通年科目の科目等履修料は、所定の金額の倍額とし、

通年科目を春学期又は秋学期に集中して開講するとき

の科目等履修料も同様とする。 

３ 科目等履修料は、別に定める期日までに納入しなけ

ればならない。 

４ １学年度に２種類以上の登録をした場合は、重複す

る登録料を免除する。 

 （私学研修員） 

第17条の3 私学研修員研究料の金額は、別表第1の６に

定める。 

 （大学院の研修生、委託学生及び交流研究生） 

第18条 大学院における研修生、委託学生及び交流研究

生の選考料の金額は、別表第6の1に、研修生の研修料

並びに委託学生及び交流研究生の聴講料の金額は、別

表第２の４に定める。 

２ 前項に規定する者が実験実習を伴う科目を履修又は

聴講するときは、別表第2の4に定める所定の金額を納

入しなければならない。 

３ 研修料及び聴講料は、別に定める期日までに納入し

なければならない。 

４ 研修生は、連続する２学期について、学期を改め継

続手続を行う場合（春学期から秋学期に移るときの秋

学期又は秋学期から春学期に移るときの春学期）に限

り選考料を免除する。 

 （外国人留学生） 

第19条 外国人留学生の学費は、第５条の規定を適用す

る。 

 （外国人研究生） 

第19条の２ 外国人研究生の選考料の金額は、別表第6の

1に、外国人研究生研究料の金額は、別表第２の４に定

める。 
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２ 通年科目の外国人研究生研究料は、所定の金額の倍

額とし、通年科目を春学期又は秋学期に集中して開講

するときの外国人研究生研究料も同様とする。 

３ 第１項に規定する者が実験実習を伴う科目を受講す

るときは、別表第2の4に定める所定の金額を納入しな

ければならない。 

４ 外国人研究生研究料は、別に定める期日までに納入

しなければならない。 

５ 関西大学大学院外国人研究生規程第７条に該当する

者は、選考料を免除する。 

   第３章  高等学校、中学校及び小学校＜省略＞ 

   第４章  幼稚園＜省略＞ 

   第５章  補 則 

 （学費の取扱特例） 

第27条 法人の設置する大学の学部を卒業して他学部又

は同学部他学科へ編入学する者は、入学金を半額とす

る。 

２ 法人の設置する大学の学部を卒業した者若しくは大

学院を修了した者又は本学学部学生であって関西大学

大学院学則第46条第１項第11号に規定する者が、大学

院（法務研究科及び会計研究科を除く。）へ進学する場

合は、入学金を徴収しない。 

３ 法人の設置する大学の学部を卒業した者若しくは大

学院を修了した者又は本学学部学生であって関西大学

大学院法務研究科（法科大学院）学則第26条第11号に

規定する者が、法務研究科へ進学する場合は、入学金

を半額とする。 

４ 法人の設置する大学の学部を卒業した者若しくは大

学院を修了した者又は本学学部学生であって関西大学

大学院会計研究科（専門職大学院）学則第26条第11号

に規定する者が、会計研究科へ進学する場合は、入学

金を半額とする。 

５ 法人の設置する大学の留学生別科を修了した者が学

部若しくは大学院へ進学する場合又は留学生別科に在

学する学生が修了を待たずに引き続き学部若しくは大

学院へ進学する場合は、入学金を半額とする。 

６ 法人の設置する幼稚園の教育課程を修了した者が、

関西大学初等部へ進学する場合は、入学金を200,000円

とする。 

第27条の２ システム理工学部、環境都市工学部及び化

学生命工学部において、修業年限を超えて在学すると

きの１学期の学費は、別表第１の１に定める。 

２ 法務研究科において、修業年限を超えて在学する場

合、修了に要する未修得単位が4単位以内であるときの

1学期の学費は、別表第2の1に定める。 

３ 会計研究科において、修業年限を超えて在学する場

合、修了に要する未修得単位が4単位以内であるときの

1学期の学費は、別表第2の1に定める。 

 （再入学金の取扱特例） 

第28条 本学の大学院において、所定の期間在学して所

定の単位を修得した者が退学し、学位論文提出のため

再入学するときは、再入学金を免除する。 

 （別に定める手数料等） 

第29条 この規程に定める以外の手数料等については、

別に定める。 

第30条 削 除 

 （高等学校における授業料及び施設費の減免措置） 

第31条 高等学校において、大阪府私立高校生等就学支

援推進校指定要綱に基づき、授業料及び施設費を減免

する場合の取扱いについては、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、昭和47年４月１日から施行する。 

２ 削 除 

３ この規程施行の日をもって、学費納入規程はこれを

廃止する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2024年４月1日から施行する。
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別表第１ 大学（学部）学費 ＜省略＞ 
 
別表第２ 大学（大学院）学費 
１ 入学金・授業料 （第５条、第６条、第９条、第13条、第27条、第27条の２関係） 

 
2024年度 

法務研究科・会計研究科 ＜省略＞ 
 

2024年度入学生 大学(大学院)学費                                       単位 円 

区分 

 

春学期 

入学 

 

 

秋学期 

入学 

 

研究科別    種 別 

前期課程 後期課程 

2024年度 2025年度以降 2024年度 2025年度以降 

入学初学期 秋学期 春学期 秋学期 入学初学期 秋学期 春学期 秋学期 

2024年度 2025年度 
2026年度

以降 
2024年度 2025年度 

2026年度
以降 

入学初学期 春学期 秋学期 
1 学期に
つき 

入学初学期 春学期 秋学期 
1 学期に
つき 

法 学・ 
文 学・ 
経済学・ 
商 学・ 
社会学・ 

東アジア文化・
ガバナンス 
研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 

外国語 

教育学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 404,500 404,500 404,500 404,500 364,500 364,500 364,500 364,500 

心理学 

研究科 

(心理学専攻) 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 374,500 374,500 374,500 374,500 374,500 374,500 374,500 374,500 

心理学 

研究科 

(心理臨床学専攻) 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― ― ― 

授業料 500,000 500,000 500,000 500,000 ― ― ― ― 

人間健康 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 384,500 384,500 384,500 384,500 364,500 364,500 364,500 364,500 

総 合 

情報学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 489,500 489,500 489,500 489,500 409,500 409,500 409,500 409,500 

社会安全 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 489,500 489,500 489,500 489,500 409,500 409,500 409,500 409,500 

理工学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― 130,000 ― ― ― 

授業料 569,500 569,500 569,500 569,500 409,500 409,500 409,500 409,500 

 

2024年度入学生 大学(大学院)学費(1年コース)               単位 円 

区分 

春学期入学 

 

秋学期入学 

 

研究科別    種 別 

前期課程 

2024年度 2025年度以降 

入学初学期 秋学期 1学期につき 

2024年度 2025年度以降 

入学初学期 春学期 秋学期 

文 学・ 

ガバナンス 

研究科 

入学金 130,000 ― ― 

授業料 480,500 480,500 480,500 

外国語 

教育学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― 

授業料 534,500 534,500 534,500 
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2024年度入学生 大学(大学院)学費(3年コース)                                単位 円 

区分 

 

春学期入学 

 

 

 

秋学期入学 

 

 

研究科別    種 別 

前期課程 

2024年度 2025年度 2026年度以降 

入学初学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

2024年度 2025年度 2026年度 
2027年度 

以降 

入学初学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 1学期につき 

法 学・ 

文 学・ 

経済学・ 

商 学・ 

東アジア文化・ 

ガバナンス 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― 

授業料 268,000 268,000 268,000 268,000 267,500 267,500 

外国語 

教育学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― 

授業料 296,500 296,500 296,000 296,000 296,000 296,000 

心理学 

研究科 

(心理学専攻) 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― 

授業料 278,000 278,000 278,000 278,000 277,500 277,500 

人 間 

健 康 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― 

授業料 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 

総 合 

情報学 

研究科 

入学金 130,000 ― ― ― ― ― 

授業料 371,500 371,500 371,000 371,000 371,000 371,000 

 

 

「2023年度」～「2012年度」 ＜省略＞ 

 

 

２ 休学在籍料 （第５条～第９条、第13条関係） 

大学（大学院）学費                             単位 円 

1学期につき                  60,000 

 

 

３ 認定留学在籍料 （第５条～第９条、第13条の２関係） 

大学（大学院）学費                単位 円 

1学期につき                  100,000 

備考 入学初学期は適用しない。 
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４ 研修料・聴講料・外国人研究生研究料（第５条、第17条、第18条、第19条の２） 

大学（大学院）学費                             単位 円 

研究科別 種別 金額 

法学・文学・経済学・

商学・社会学・ 

総合情報学・理工学・ 

外国語教育学・心理

学・社会安全・東アジ

ア文化・ガバナンス・

人間健康研究科・会計

研究科（専門職大学院） 

研修料 
後期課程の修業年限の最終学期に適用していた学費の金額

の4分の1相当額（千円未満切捨） 

聴講料 1期1科目につき               30,000 

外国人 

研究生 

研究料 

1期1科目につき             聴講料の額 

備考 

１ 1期１科目とは、春学期又は秋学期に開講する科目をいう。 

２ 会計研究科（専門職大学院）は、聴講料のみ適用する。 

３ 以下の研究科の研修生、委託学生、交流研究生及び外国人研究生が実験実習を伴う科目を履修又は聴講するときは、次の学費

を合わせて納入しなければならない。 

心理学研究科（心理学専攻）：1期につき 10,000円 

心理学研究科（心理臨床学専攻）：1期につき 35,000円 

総合情報学研究科・理工学研究科：1期につき 45,000円 

 

 

５ 科目等履修料 （第５条、第17条の２関係） 

大学（大学院）学費                             単位 円 

研究科別 金額 

法学・文学・経済学・商学・ 

社会学・心理学・ 

東アジア文化研究科 

1期1科目につき               30,000 

外国語教育学研究科 1期1科目につき               38,000 

ガバナンス研究科 1期1科目につき               34,000 

人間健康研究科 1期1科目につき               35,000 

総合情報学・社会安全研究科 1期1科目につき               37,000 

理工学研究科 1期1科目につき               42,000 

法務研究科（法科大学院） 1期1科目につき               54,000 

会計研究科（専門職大学院） 1期1科目につき               59,000 

備考 

１ １期１科目とは、春学期又は秋学期に開講する科目をいう。 

２ コースとして設定した科目等履修料は、開設する科目の科目等履修料総額の80％とする。 

３ 実験、実習及び製図を伴う科目等履修料は、別に定める。 

 

別表第３ ～ 別表第５ ＜省略＞ 
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別表第６ 大学手数料 

１ 入学検定料・選考料・各種証明書等 （第５条、第17条、第17条の２、第18条、第19条の２関係） 

大学手数料                                                    単位 円 

種別 金額 種別 

金額 

在学生・ 

在籍者 
左記以外 

入  学 

検定料 

学部 

一般入学試験・ 

多様な入学試験 

同一試験併願方式 50,000 
卒業（修了）証明書 100 300 

在籍証明書 ――- 300 

上記以外 35,000 学位取得証明書 ――- 300 

大学入学共通テ

スト利用入学試

験 

共通テスト利用方式 18,000 卒業見込証明書 100 ――- 

共通テスト併用方式 35,000 

 

在学証明書 100 ――- 

 成績証明書 100 300 

大学院 
法科大学院入学試験 10,000 成績優秀者証明書（法科大学院） 100 300 

上記以外 35,000 単位修得証明書 100 300 

留学生別科 20,000 単位修得証明書 

（社会教育主事資格用） 
300 300 

選考料 

（外国人研究生） 14,000 

（科目等履修生及び聴講生） 5,000 司書資格証明書 300 300 

（上記以外） 7,000 学芸員資格証明書 300 300 

学位論文審査手数料 120,000 各種資格取得見込証明書 100 300 

教員免許申請 500 各種試験受験資格証明書 100 300 

司書教諭免許申請 500 同（成績・単位記載のもの） 100 300 

調査書 300 各種外国文の証明書 300 300 

学生証・在籍確認票再交付 900 

健康診断証明書 

（本学指定のもの） 200 ――- 

（学生証） (700) （本学指定のもの以外） 500 ――- 

（在籍確認票）     (200) （外国文の証明書） 1,000 ――- 

 
診断書 

（学内提出用） 200 ――- 

（学外提出用） 500 ――- 

その他の証明書 300 300 

備考 

１ 推薦入学試験の入学検定料は、第１次選考が書類審査のみの場合、第２次選考時に35,000円を徴収する。 

２ AO（アドミッション・オフィス）方式による入学試験の入学検定料は、第１次選考時に15,000円、第２次選考時に20,000円を

徴収する。 

３ スポーツ・フロンティア入学試験の入学検定料は、第１次選考時に15,000円、第２次選考時に20,000円を徴収する。 

４ 選考料において、外国人留学生入試と外国人研究生の選考を同一試験により併願する場合は、外国人研究生選考料を免除する。 

５ 法務研究科（法科大学院）及び心理学研究科（心理臨床学専攻）入学試験の入学検定料は、２段階で選抜する場合においては、

第１次審査時に15,000円、第２次審査時に20,000円を徴収する。 

６ 「共通テスト併用方式」において学部間又は学科間を同一日に併願する場合の入学検定料、及び「共通テスト併用方式」と同一

日に実施される一般入学試験を併願する場合の入学検定料は、1受験目を35,000円とし、2受験目より15,000円とする。 

７ 一般入学試験の同一日に、英語外部試験を利用した入学試験によって併願する場合の入学検定料は、１受験目を35,000円とし、

２受験目より15,000円とする。ただし、「同一試験併願方式」による２受験併願の同一日に、英語外部試験を利用した入学試験に

よって併願する場合の入学検定料は、３受験目より15,000円とする。 

８ 法務研究科（法科大学院）の入学試験を同一年度に複数回受験する場合は、別に定める所定の要件により、２回目以降の入学検

定料を免除する。 
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２ 再入学金・復籍料・登録料 （第５条、第10条、第12条、第17条の２関係） 

大学手数料                                単位 円 

種別 区分 金額 

再入学金 学部入学生及び大学院入学生 130,000 

復籍料 
学部入学生及び大学院入学生並び

に留学生別科入学生 
65,000 

登録料 ――― 
科目等履修生が履修する学期又は年度の

学部入学金の25分の1相当額 

 

別表第７ ～ 別表第８ ＜省略＞ 
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独立行政法人日本学生支援機構大学院 
第一種奨学金返還免除候補者選考規程 

制定 平成17年１月27日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構（以下

「支援機構」という。）の大学院第一種奨学金（以下「奨

学金」という。）の貸与を受けた者のうち、独立行政法人

日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）第16条の規定

に基づき、在学中特に優れた業績を上げたと認められる者

の奨学金返還免除に係る候補者の選考に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （返還免除の願い出） 

第２条 奨学金の返還免除を希望する者は、所定の期日まで

に学長宛てに申請書類（業績を証明するものを添付）を提

出することにより、願い出るものとする。 

 （委員会の設置） 

第３条 支援機構に対し、返還免除を受ける候補者として推

薦すべき者（以下「候補者」という。）の選考に関する事

項を調査審議する機関として、学内選考委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会は、学長及び関西大学奨学金委員会規程第４

条に定める委員をもって構成する。 

２ 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

 （委員会の運営） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学生

センター所長をもって充て、副委員長は委員長の指名によ

る。 

２ 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行

する。 

４ 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立し、

出席委員の過半数の同意をもって議事を決する。 

（特定分野の確認） 
第６条 委員会は、次に掲げる修士課程及び専門職学位課程

における返還免除内定制度に係る特定分野について、各研

究科に該当の有無及び理由等を確認するものとする。 
(１) 科学技術イノベーション創出に寄与する分野（情

報・ＡＩ、量子、マテリアル等） 
(２) 大学の強みや地域の強み等を生かした分野 

 （業績評価） 

第７条 委員会は、次に掲げる活動について、支援機構の定

める基準に基づき関西大学が設定した評価項目により、総

合的に評価するものとする。 

(１) 大学院における教育研究活動等 

(２) 専攻に関連した学外における研究活動等 

２ 前項に規定する評価項目、評価方法等は、別に定める。 

 （推 薦） 

第８条 学長は、委員会の議に基づき、所定の書類を添付の

上、候補者を支援機構に推薦する。 

 （事 務） 

第９条 この規程に関する事務は、奨学支援グループが行う。 

 （補 則） 

第10条 奨学金の返還免除に関するその他必要な事項は、法

令に定めるもののほか、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第11条 この規程の改廃は、関西大学奨学金委員会の議を経

て行う。 

附 則 

 この規程は、平成17年１月27日から施行し、平成16年４月

１日から適用する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2022年11月25日から施行する。 

 

教育助成基金による助成規程 

制定 昭和61年７月18日 

 （目 的） 

第１条 この規程は、研究・教育振興に係る基金規程第４条

の規定に基づき、教育助成基金による助成について必要な

事項を定め、助成の効率的運用を図ることを目的とする。 

 （助成対象） 

第２条 教育助成基金による助成は、研究能力が特に優れ、

学業成績が優秀で、かつ、経済的理由により修学が困難な

大学院学生（専門職大学院学生を除く。以下同じ。）に対

する給付奨学金（以下「奨学金」という。）として行う。 

 （委員会） 

第３条 奨学金を受ける者（以下「給付奨学生」という。）

の募集、選考等については、関西大学奨学金委員会規程に

規定する関西大学奨学金委員会（以下「委員会」という。）

が審議する。 

２ 給付奨学生の決定は、委員会の議に基づき、学長が行う。

ただし、給付奨学生の人数は、予算の範囲内で別に定める。 

第４条 削除 

 （給付金額） 

第５条 本奨学金の給付金額は、別表に定める。 

 （給付期間） 

第６条 本奨学金の給付期間は、１年間とする。 

 （募集及び出願） 

第７条 給付奨学生の募集は、春学期入学生は４月、秋学期

入学生は９月とする。 

２ 給付奨学生を希望する者は、指定の期日までに、所定の

願書を学長に提出しなければならない。 

 （候補者の選考及び推薦） 

第８条 委員会は、研究科委員会の議を経て候補者を選考し、
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学長に推薦する。 

 （給付奨学生の決定及び通知） 

第９条 学長は、委員会の推薦に基づいて給付奨学生を決定

し、本人に通知する。 

 （奨学金の給付） 

第10条 奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものとし、

春学期入学生は７月及び12月に、秋学期入学生は12月及び

７月に分割して給付する。 

 （併給の禁止） 

第11条 本奨学金と関西大学給付奨学金規程第３条第５号か

ら第８号までに掲げる奨学金との併給は認めない。 

２ 本奨学金と国際交流助成基金による助成規程に定める奨

学金との併給は認めない。ただし、同規程第３条第１項第

１号に定める交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログ

ラム奨学金並びに同項第４号に定める短期派遣奨学金につ

いては、この限りでない。 

 （異 動） 

第12条 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、

直ちに委員会に届け出なければならない。 

(１) 奨学金を辞退するとき。 

(２) 休学又は退学するとき。 

(３) 認定留学するとき。 

 （給付の停止） 

第13条 給付奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合

は、委員会の議を経て奨学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 休学又は退学するとき。 

(４) 認定留学するとき。 

(５) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 委員会は、前項に係る審査の結果を委員長を経て学長に

報告する。 

３ 学長は、前項に規定する委員会の報告により給付の停止

を決定し、本人に通知する。 

４ 第１項第２号から第５号までのいずれかに該当する場合

において、奨学金を既に給付しているときは、当該学期分

の奨学金の返還を求める。 

 （助成の事務） 

第14条 教育助成基金による助成に関する事務は、奨学支援

グループにおいて行う。 

 （規程の改廃） 

第15条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、昭和61年９月１日から施行する。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年４月１日から施行し、2020年

度入学生から適用する。 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年３月５日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

【前期課程・修士課程】 

研究科 給付金額 

法学研究科 250,000円 

文学研究科 250,000円 

経済学研究科 250,000円 

商学研究科 250,000円 

社会学研究科 250,000円 

総合情報学研究科 300,000円 

理工学研究科 375,000円 

外国語教育学研究科 275,000円 

心理学研究科心理学専攻 250,000円 

心理臨床学専攻 325,000円 

社会安全研究科 300,000円 

東アジア文化研究科 250,000円 

ガバナンス研究科 250,000円 

人間健康研究科 250,000円 

 

【前期課程・修士課程】（１年コース） 

研究科 給付金額 

文学研究科 350,000円 

外国語教育学研究科 385,000円 

ガバナンス研究科 350,000円 

 

【前期課程・修士課程】（３年コース） 

研究科 給付金額 

法学研究科 166,500円 

文学研究科 166,500円 

総合情報学研究科 200,000円 

外国語教育学研究科 183,000円 

心理学研究科心理学専攻 166,500円 

東アジア文化研究科 166,500円 

ガバナンス研究科 166,500円 

人間健康研究科 166,500円 

 

【後期課程】 

研究科 給付金額 

全研究科 250,000円 

 

関西大学給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、奨学に係る基金規程第４条の規定に基

づき、関西大学（以下「本学」という。）の学部学生及び

大学院学生に対する助成に関して必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定 義） 

第２条 この規程において、助成としての給付金を奨学金と

いい、その奨学金を受ける学生を奨学生という。 
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 （奨学金の種別） 

第３条 この規程に定める奨学金は、次のとおりとする。 

(１) 関西大学新入生給付奨学金（以下「新入生給付奨学

金」という。） 

(２) 関西大学学部給付奨学金（以下「学部給付奨学金」

という。） 

(３) 関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金

（以下「学の実化給付奨学金」という。） 

(４) 関西大学「葦の葉」給付奨学金（以下「葦の葉給付

奨学金」という。） 

(５) 関西大学大学院特別給付奨学金（以下「大学院特別

給付奨学金」という。） 

(６) 関西大学大学院給付奨学金（以下「大学院給付奨学

金」という。） 

(７) 関西大学大学院入学前予約採用型給付奨学金（以下

「大学院入学前予約採用型給付奨学金」という。） 

(８) 関西大学社会人大学院学生給付奨学金（以下「社会

人大学院学生給付奨学金」という。） 

(９) 関西大学災害時支援給付奨学金（以下「災害時支援

給付奨学金」という。） 

(10) 関西大学家計急変者給付奨学金（以下「家計急変者

給付奨学金」という。） 

(11) 関西大学大学院法務研究科（法科大学院）給付奨学

金（以下「法科大学院給付奨学金」という。） 

(12) 関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）給

付奨学金（以下「会計専門職大学院給付奨学金」とい

う。） 

 （奨学金の目的及び対象） 

第４条 前条各号に掲げる奨学金の目的及び対象は、次のと

おりとする。 

(１) 新入生給付奨学金は、有為な人材の育成と経済支援

を目的に、学部新入生のうち入学試験の成績が特に優

秀な者に対して給付する。 

(２) 学部給付奨学金は、有為な人材の育成と経済支援を

目的に、学部学生のうち学業成績が特に優秀な者に対

して給付する。 

(３) 学の実化給付奨学金は、有為な人材の育成と経済支

援を目的に、本学への入学を強く希望し入学前に予約

採用を受けた者のうち一般入学試験又は大学入学共通

テスト利用入学試験により入学した学部学生に対して、

標準修業年限を原則とし継続して給付する。 

(４) 葦の葉給付奨学金は、「考動力」あふれる関大人の

育成と経済支援を目的に、学部学生のうち学業成績が

優秀な者に対して給付する。 

(５) 大学院特別給付奨学金は、高度の研究能力及び豊か

な学識を有する研究者の養成を目的に、大学院入学試

験の成績が特に優秀な大学院学生に対し、博士課程前

期課程・修士課程及び博士課程後期課程ごとに、標準

修業年限を原則として継続して給付する。 

(６) 大学院給付奨学金は、高度の研究能力及び豊かな学

識を有する研究者の養成と経済支援を目的に、大学院

学生のうち学業成績が特に優秀な者に対して給付する。 

(７) 大学院入学前予約採用型給付奨学金は、高度の研究

能力及び豊かな学識を有する研究者の養成と経済支援

を目的に、本学大学院博士課程前期課程・修士課程へ

の進学を強く希望し入学前に予約採用を受けた者のう

ち学内進学試験により入学した大学院学生に対して、

標準修業年限を原則とし継続して給付する。 

(８) 社会人大学院学生給付奨学金は、高度の研究能力及

び豊かな学識を有する研究者の養成を目的に、優秀な

社会人大学院学生に対して給付する。 

(９) 災害時支援給付奨学金は、修学支援を目的に、地震、

台風等の災害による被災又は学費支弁者の死亡により

家計が急変した学部学生及び大学院学生に対して給付

する。 

(10) 家計急変者給付奨学金は、修学支援を目的に、家計

支持者の死亡や失業、廃業などの著しい収入の減少に

より家計が急変した学部学生及び大学院学生に対して

給付する。 

(11) 法科大学院給付奨学金は、豊かな学識を有する法曹

を養成することを目的に、法科大学院学生のうち、学

業人物ともに優秀な者に対して給付する。 

(12) 会計専門職大学院給付奨学金は、高度な会計専門職

業人を養成することを目的に、会計専門職大学院学生

のうち、学業人物ともに優秀な者に対して給付する。 

２ 前項各号の奨学金に係る選考方法、給付手続等について

は、別に定める。 

 （大学院学生の適用範囲） 

第５条 前条第１項第５号から第８号までに規定する奨学金

は、専門職大学院を除く大学院学生に適用する。 

 （併給の禁止） 

第６条 第３条第３号に掲げる奨学金は、同条第１号、第２

号及び第４号に掲げる奨学金との併給を認めない。 

２ 第３条第５号から第８号までに掲げる奨学金は、そのい

ずれとも併給を認めない。 

 （給付金額の調整） 

第７条 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年

法律第８号）第８条の規定に基づき、授業料等減免対象と

して認定された者が、第３条第１号から第３号までに掲げ

る奨学金を受給する場合は、給付金額を調整する。 

２ 前項における給付金額の調整に関する必要な事項は別に

定める。 

 （奨学金の返還） 

第８条 奨学生には、奨学金返還の義務を課さない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項に規定する定め

に基づいて奨学金の返還を求められた場合は、受給した奨

学金を返還しなければならない。 

 （異 動） 

第９条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直

ちに関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金委

員会（以下「委員会」という。）に届け出なければならな

い。 

(１) 奨学金を辞退するとき。 

(２) 休学又は退学するとき。 

(３) 認定留学するとき。 

 （所 管） 

第10条 本奨学金に関する事務は、奨学支援グループの所管

とする。 

 （規程の改廃） 
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第11条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

   附 則 

１ この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度

入学生から適用する。ただし、第３条第４号、第９号から

第13号までに掲げる奨学金は、平成27年度以前入学生にも

適用する。 

２ 関西大学学部・大学院給付奨学金規程（平成18年２月14

日制定）、関西大学第１種（学部入学試験成績優秀者特別）

給付奨学金規程施行細則（平成19年１月25日制定）、関西

大学第２種（大学院入学試験成績優秀者特別）給付奨学金

規程施行細則（平成19年１月25日制定）、関西大学第３種

（学部成績優秀者）給付奨学金規程施行細則（平成19年１

月25日制定）、関西大学第４種（大学院成績優秀者）給付

奨学金規程施行細則（平成19年１月25日制定）、関西大学

第５種（家計急変者）給付奨学金規程施行細則（平成19年

１月25日制定）及び関西大学第７種（優秀社会人大学院生）

給付奨学金規程施行細則（平成23年７月７日制定）は、廃

止する。ただし、平成27年度以前入学生は、なお従前の例

による。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

 この規程（改正）は、2022年４月１日から施行する。 

 

関西大学大学院特別給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第５号の関西大学大学院特

別給付奨学金に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、博士課程前期課程・修士

課程及び博士課程後期課程大学院学生のうち、大学院入学

試験の成績が特に優秀な者とする。ただし、関西大学特別

研究生規程（就）に定める特別研究生を除く。 

 （給付金額） 

第３条 本奨学金の給付金額は、別表に定める。 

 （給付人数） 

第４条 本奨学金の給付人数は、予算の範囲内で別に定める。 

 （給付期間） 

第５条 本奨学金の給付期間は、標準修業年限とする。 

 （候補者の選考及び推薦） 

第６条 関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金

委員会（以下「委員会」という。）は、研究科委員会の議

を経て候補者を選考し、学長に推薦する。 

 （採用者の決定及び通知） 

第７条 学長は、委員会の推薦に基づいて採用者を決定し、

本人に通知する。 

 （採用の取消し） 

第８条 採用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

委員会の議を経て奨学金の採用を取り消すことができる。 

(１) 所定の期日までに正当な理由がなく、関西大学大学

院（以下「本大学院」という。）の入学手続を完了し

ないとき。 

(２) 本大学院の入学資格を失ったとき。 

(３) 奨学金を辞退する届出をしたとき。 

(４) 委員会が採用者として不適当と認めたとき。 

 （給付手続） 

第９条 給付対象となった者（以下「奨学生」という。）は、

指定の期日までに所定の書類を学長に提出しなければなら

ない。 

 （奨学金の給付） 

第10条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、春学期入学生は５月及び10月に、秋学期入学生は10月

及び５月に分割して給付する。ただし、新規採用者につい

ては、春学期入学生は７月及び10月に、秋学期入学生は12

月及び５月に分割して給付する。 

 （報 告） 

第11条 奨学生は、所定の修学状況報告書を毎学年度の終わ

りに、指導教員を経て学長に提出しなければならない。 

 （給付期間の短縮） 

第12条 奨学生が受給資格を欠くと認められる場合は、委員

会の議を経て給付期間を短縮する。 

 （給付の休止） 

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委

員会の議を経て給付を休止する。 

(１) 休学するとき。 

(２) 認定留学するとき。 

 （給付の復活） 

第14条 前条の規定により奨学金を休止された奨学生が給付

の復活を希望するときは、所定の願書を指導教員を経て学

長に提出し、委員会の審査を受けなければならない。 

２ 給付の復活を認められた奨学生に対する奨学金の給付期

間は、第５条に規定する給付期間から、既に給付を受けた

期間を控除した期間とする。 

 （給付の停止） 

第15条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委

員会の議を経て奨学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 退学するとき。 

(４) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第４号までのいずれかに該当する場合に

おいて、奨学金を既に給付しているときは、当該学期分の

奨学金の返還を求める。 

 （給付期間の短縮等の決定及び通知） 

第16条 第12条から前条までに規定する給付期間の短縮、給

付の休止、給付の復活及び給付の停止については、委員会

の議を経て学長が決定し、本人に通知する。 

 （併給の禁止） 

第17条 本奨学金と関西大学給付奨学金規程第３条第６号か

ら第８号までに掲げる奨学金との併給は、認めない。 

２ 本奨学金と国際交流助成基金による助成規程に定める奨

学金との併給は、認めない。ただし、同規程第３条第1項第

１号に定める交換派遣留学奨学金及び複数学位取得プログ

ラム奨学金並びに同項第４号に定める短期派遣奨学金につ

いては、この限りでない。 

 （補 則） 
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第18条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第19条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度入

学生から適用する。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年４月１日から施行し、2020年

度入学生から適用する。 

    附 則 

 この規程（改正）は、2019年10月１日から施行する。 
 

別表（第３条関係） 

【前期課程・修士課程】 

研究科 給付金額 

法学研究科 500,000円 

文学研究科 500,000円 

経済学研究科 500,000円 

商学研究科 500,000円 

社会学研究科 500,000円 

総合情報学研究科 600,000円 

理工学研究科 750,000円 

外国語教育学研究科 550,000円 

心理学研究科心理学専攻 500,000円 

心理臨床学専攻 650,000円 

社会安全研究科 600,000円 

東アジア文化研究科 500,000円 

ガバナンス研究科 500,000円 

人間健康研究科 500,000円 

【前期課程・修士課程】（１年コース） 

研究科 給付金額 

文学研究科 700,000円 

外国語教育学研究科 770,000円 

ガバナンス研究科 700,000円 

 

【前期課程・修士課程】（３年コース） 

研究科 給付金額 

法学研究科 333,000円 

文学研究科 333,000円 

総合情報学研究科 400,000円 

外国語教育学研究科 366,000円 

心理学研究科心理学専攻 333,000円 

東アジア文化研究科 333,000円 

ガバナンス研究科 333,000円 

人間健康研究科 333,000円 

備考 ３年コースから２年コースへ在学期間を途中で変

更した場合は、２年次に、３年次に給付する奨学金を

合わせて給付する。 

 

【後期課程】 

研究科 給付金額 

全研究科 500,000円 

 
 
 
 
 
 

 

関西大学大学院給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第６号の関西大学大学院給

付奨学金に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、博士課程前期課程・修士

課程及び博士課程後期課程大学院学生のうち、経済的理由

により修学が困難で、かつ、学業成績が特に優秀な者とす

る。ただし、関西大学特別研究生規程（就）に定める特別

研究生を除く。 

 （給付金額） 

第３条 本奨学金の給付金額は、別表に定める。 

 （給付人数） 

第４条 本奨学金の給付人数は、予算の範囲内で別に定める。 

 （給付期間） 

第５条 本奨学金の給付期間は、１年間とする。 

 （募集及び出願） 

第６条 奨学生の募集は、春学期入学生は４月、秋学期入学

生は９月とする。 

２ 奨学生を希望する者は、指定の期日までに、所定の願書

を学長に提出しなければならない。 

 （候補者の選考及び推薦） 

第７条 関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金

委員会（以下「委員会」という。）は、研究科委員会の議

を経て候補者を選考し、学長に推薦する。 

 （奨学生の決定及び通知） 

第８条 学長は、委員会の推薦に基づいて奨学生を決定し、

本人に通知する。 

 （奨学金の給付） 

第９条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、春学期入学生は７月及び12月に、秋学期入学生は12月

及び７月に分割して給付する。 

 （併給の禁止） 

第10条 本奨学金と関西大学給付奨学金規程第３条第５号、

第７号及び第８号に掲げる奨学金との併給は、認めない。 

２ 本奨学金と国際交流助成基金による助成規程に定める奨

学金との併給は、認めない。ただし、同規程第３条第１項

第１号に定める交換派遣留学奨学金及び複数学位所得プロ

グラム奨学金並びに同項第４号に定める短期派遣奨学金に

ついては、この限りでない。 

 （給付の停止） 

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委

員会の議を経て奨学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 
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(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 休学又は退学するとき。 

(４) 認定留学するとき。 

(５) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第５号までのいずれかに該当する場合に

おいて、奨学金を既に給付しているときは、当該学期分の

奨学金の返還を求める。 

 （補 則） 

第12条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第13条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度入

学生から適用する。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年４月１日から施行し、2020年

度入学生から適用する。 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年３月５日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

【前期課程・修士課程】 

研究科 給付金額 

法学研究科 250,000円 

文学研究科 250,000円 

経済学研究科 250,000円 

商学研究科 250,000円 

社会学研究科 250,000円 

総合情報学研究科 300,000円 

理工学研究科 375,000円 

外国語教育学研究科 275,000円 

心理学研究科心理学専攻 250,000円 

心理臨床学専攻 325,000円 

社会安全研究科 300,000円 

東アジア文化研究科 250,000円 

ガバナンス研究科 250,000円 

人間健康研究科 250,000円 

 

【前期課程・修士課程】（１年コース） 

研究科 給付金額 

文学研究科 350,000円 

外国語教育学研究科 385,000円 

ガバナンス研究科 350,000円 

 

【前期課程・修士課程】（３年コース） 

研究科 給付金額 

法学研究科 166,500円 

文学研究科 166,500円 

総合情報学研究科 200,000円 

外国語教育学研究科 183,000円 

心理学研究科心理学専攻 166,500円 

東アジア文化研究科 166,500円 

ガバナンス研究科 166,500円 

人間健康研究科 166,500円 

備考 ３年コースから２年コースへ在学期間を途中で変

更した学生が採用された場合は、２年次に、３年次に

給付する奨学金を合わせて給付する。 

 

【後期課程】 

研究科 給付金額 

全研究科 250,000円 

関西大学大学院 
入学前予約採用型給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第７号の関西大学大学院入

学前予約採用型給付奨学金に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、関西大学（以下「本学」

という。）大学院博士課程前期課程・修士課程への進学を

強く希望し学内進学試験により入学した者で、経済的理由

により修学が困難なものとする。ただし、関西大学特別研

究生規程（就）に定める特別研究生を除く。 

 （募集及び出願） 

第３条 奨学生の募集は、採用前年度に本学学部４年次生に

在学する者を対象とし、同年の４月に募集する。 

２ 奨学生を希望する者は、指定の期日までに、所定の願書

を学長に提出しなければならない。 

 （給付金額） 

第４条 本奨学金の給付金額は、別表に定める。 

 （給付人数） 

第５条 本奨学金の給付人数は、予算の範囲内で別に定める。 

 （給付期間） 

第６条 本奨学金の給付期間は、標準修業年限とする。 

 （採用内定者の選考及び推薦） 

第７条 関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金

委員会（以下「委員会」という。）は、研究科委員会の議

を経て採用内定者を選考し、学長に推薦する。 

 （採用内定者の決定及び通知） 

第８条 学長は、委員会の推薦に基づいて採用内定者を決定

し、本人に通知する。 

 （採用内定の取消し） 

第９条 採用内定者が、次の各号のいずれかに該当する場合

は、委員会の議を経て奨学金の採用内定を取り消すことが

できる。 

(１) 所定の期日までに正当な理由なく、本学の入学手続

を完了しないとき。 

(２) 本学の入学資格を失ったとき。 
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(３) 奨学金を辞退するとき。 

(４) 願書及び提出書類に虚偽の記載を行ったとき。 

(５) 委員会が採用内定者として不適当と認めたとき。 

 （採用者の決定） 

第10条 採用内定者のうち、次の各号のいずれにも該当する

者を、本奨学金の採用者とする。 

(１) 当該年度の本学大学院の学内進学試験により合格

し、入学した者 

(２) 入学後の所定期間内に、本奨学金の給付申請手続を

行った者 

 （奨学金の給付） 

第11条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、５月及び10月に分割して給付する。ただし、新規採用

者については、７月及び10月に分割して給付する。 

 （報 告） 

第12条 奨学生は、所定の修学状況報告書を毎学年度の終わ

りに、学長に提出しなければならない。 

 （給付期間の短縮） 

第13条 奨学生が受給資格を欠くと認められる場合は、委員

会の議を経て給付期間を短縮する。 

 （給付の休止） 

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委

員会の議を経て給付を休止する。 

(１) 休学するとき。 

(２) 認定留学するとき。 

 （給付の復活） 

第15条 前条の規定により奨学金を休止された奨学生が給付

の復活を希望するときは、所定の願書を学長に提出し、委

員会の審査を受けなければならない。 

２ 給付の復活を認められた奨学生に対する奨学金の給付期

間は、第６条に規定する給付期間から既に給付を受けた期

間を控除した期間とする。 

 （給付の停止） 

第16条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委

員会の議を経て奨学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 退学するとき。 

(４) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第４号までのいずれかに該当する場合に

おいて、奨学金を既に給付しているときは、当該学期分の

奨学金の返還を求める。 

 （給付期間の短縮等の決定及び通知） 

第17条 第13条から前条までに規定する給付期間の短縮、給

付の休止、給付の復活及び給付の停止については、委員会

の議を経て学長が決定し、本人に通知する。 

 （併給の禁止） 

第18条 本奨学金と関西大学給付奨学金規程第３条第５号、

第６号及び第８号に掲げる奨学金との併給は、認めない。 

２ 本奨学金と国際交流助成基金による助成規程に定める奨

学金との併給は、認めない。ただし、同規程第３条第１項

第１号に定める交換派遣留学奨学金及び複数学位所得プロ

グラム奨学金並びに同項第４号に定める短期派遣奨学金に

ついては、この限りでない。 

 （補 則） 

第19条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第20条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度入

学生から適用する。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

  この規程（改正）は、2020年４月１日から施行し、2020年

度入学生から施行する。 

    附 則 

  この規程（改正）は、2019年10月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

【前期課程・修士課程】 

研究科 給付金額 

法学研究科 250,000円 

文学研究科 250,000円 

経済学研究科 250,000円 

商学研究科 250,000円 

社会学研究科 250,000円 

総合情報学研究科 300,000円 

理工学研究科 375,000円 

外国語教育学研究科 275,000円 

心理学研究科心理学専攻 250,000円 

心理臨床学専攻 325,000円 

社会安全研究科 300,000円 

東アジア文化研究科 250,000円 

ガバナンス研究科 250,000円 

人間健康研究科 250,000円 

 

【前期課程・修士課程】（１年コース） 

研究科 給付金額 

文学研究科 350,000円 

外国語教育学研究科 385,000円 

ガバナンス研究科 350,000円 

 

【前期課程・修士課程】（３年コース） 

研究科 給付金額 

法学研究科 166,500円 

文学研究科 166,500円 

総合情報学研究科 200,000円 

外国語教育学研究科 183,000円 

心理学研究科心理学専攻 166,500円 

東アジア文化研究科 166,500円 

ガバナンス研究科 166,500円 

人間健康研究科 166,500円 

備考 ３年コースから２年コースへ在学期間を途中で変

更した場合は、２年次に、３年次に給付する奨学金を

合わせて給付する。 
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関西大学社会人大学院 
学生給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第８号の関西大学社会人大

学院学生給付奨学金に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、博士課程前期課程・修士

課程及び博士課程後期課程大学院学生のうち、優秀な社会

人大学院学生とする。ただし、関西大学特別研究生規程（就）

に定める特別研究生を除く。 

 （給付金額） 

第３条 本奨学金の給付金額は、別表に定める。 

 （給付人数） 

第４条 本奨学金の給付人数は、予算の範囲内で別に定める。 

 （給付期間） 

第５条 本奨学金の給付期間は、１年間とする。 

 （募集及び出願） 

第６条 奨学生の募集は、春学期入学生は４月、秋学期入学

生は９月とする。 

２ 奨学生を希望する者は、指定の期日までに、所定の願書

を学長に提出しなければならない。 

 （候補者の選考及び推薦） 

第７条 関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金

委員会（以下「委員会」という。）は、研究科委員会の議

を経て候補者を選考し、学長に推薦する。 

 （奨学生の決定及び通知） 

第８条 学長は、委員会の推薦に基づいて奨学生を決定し、

本人に通知する。 

 （奨学金の給付） 

第９条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、春学期入学生は７月及び12月に、秋学期入学生は12月

及び７月に分割して給付する。 

 （併給の禁止） 

第10条 本奨学金と関西大学給付奨学金規程第３条第５号か

ら第７号までに掲げる奨学金との併給は、認めない。 

２ 本奨学金と国際交流助成基金による助成規程に定める奨

学金との併給は、認めない。ただし、同規程第３条第１項

第１号に定める交換派遣留学奨学金及び複数学位所得プロ

グラム奨学金並びに同項第４号に定める短期派遣奨学金に

ついては、この限りでない。 

 （給付の停止） 

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

委員会の議を経て奨学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 休学又は退学するとき。 

(４) 認定留学するとき。 

(５) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第５号までのいずれかに該当する場合に

おいて、奨学金を既に給付しているときは、当該学期分の

奨学金の返還を求める。 

 （補 則） 

第12条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第13条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度入

学生から適用する。 

    ＜省略＞ 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年４月１日から施行し、2020年

度入学生から適用する。 

    附 則 

 この規程（改正）は、2020年３月５日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

【前期課程・修士課程】 

研究科 給付金額 

法学研究科 250,000円 

文学研究科 250,000円 

経済学研究科 250,000円 

商学研究科 250,000円 

社会学研究科 250,000円 

総合情報学研究科 300,000円 

理工学研究科 375,000円 

外国語教育学研究科 275,000円 

心理学研究科心理学専攻 250,000円 

心理臨床学専攻 325,000円 

社会安全研究科 300,000円 

東アジア文化研究科 250,000円 

ガバナンス研究科 250,000円 

人間健康研究科 250,000円 

 

【前期課程・修士課程】（１年コース） 

研究科 給付金額 

文学研究科 350,000円 

外国語教育学研究科 385,000円 

ガバナンス研究科 350,000円 

 

【前期課程・修士課程】（３年コース） 

研究科 給付金額 

法学研究科 166,500円 

文学研究科 166,500円 

総合情報学研究科 200,000円 

外国語教育学研究科 183,000円 

心理学研究科心理学専攻 166,500円 

東アジア文化研究科 166,500円 

ガバナンス研究科 166,500円 

人間健康研究科 166,500円 

－354－



 

備考 ３年コースから２年コースへ在学期間を途中で変

更した学生が採用された場合は、２年次に、３年次に

給付する奨学金を合わせて給付する。 

 

【後期課程】 

研究科 給付金額 

全研究科 250,000円 

 

関西大学災害時支援給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第９号の関西大学災害時支

援給付奨学金に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、次の各号のいずれかに該

当する本学学生とする。 

(１) 災害救助法（昭和22年法律第118号）又は天災によ

る被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定

措置法（昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」と

いう。）の適用された地域に居住する学部学生若しく

は大学院学生（以下「在学生」という。）又は学費支

弁者が、災害により家屋の損壊、滅失又は流失し、家

計が急変した場合 

(２) 災害救助法又は天災融資法の適用された地域に居

住する在学生の学費支弁者が、災害により死亡又は症

候の程度が障害認定等級２級以上の長期療養者となり、

家計が急変した場合 

２ 前項にかかわらず、関西大学奨学金委員会規程に定める

関西大学奨学金委員会(以下「委員会」という。) が、次の

各号のいずれかに該当すると認める在学生には、前項を準

用する。 

(１) 災害救助法又は天災融資法が適用される地域外で

あっても、当該災害により前項各号と同程度以上の被

害を受けた場合 

(２) 国外における災害が、災害救助法又は天災融資法が

適用される国内の災害と同程度以上で、かつ、当該災

害により前項各号と同程度以上の被害を受けた場合 

 （給付金額） 

第３条 本奨学金の給付金額は、次のとおりとする。 

(１) 前条第１項第１号の場合において被災程度が、家屋

の全壊、滅失又は流失の場合は、授業料、教育充実費

及び実験実習料の合計額（以下「学費」という。）の

２分の１相当額を上限とする。 

(２) 前条第１項第１号の場合において被災程度が、家屋

の半壊又は半焼失の場合は、学費の４分の１相当額を

上限とする。 

(３) 前条第１項第２号の場合において学費支弁者の死

亡又は症候の程度が障害認定等級２級以上の長期療養

者の場合は、学費の２分の１相当額を上限とする。 

２ 本奨学金の年額は、学費相当額を上限とする。 

３ 給付金額は、予算の範囲内で決定する。 

 （募集及び出願） 

第４条 奨学生の募集は、第２条に規定する要件のいずれか

に該当し、かつ、予算の範囲内において随時行う。 

２ 同一災害における募集は、１回限りとする。 

３ 本奨学金の出願は、給付事由が発生した日から１年を超

えない期間内に行わなければならない。 

４ 奨学生を希望する者は、次の書類を学長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 所定の奨学生願書 

(２) 家計が急変した事由を証明する関係官庁の証明書

又はそれに準ずる証明書。ただし、出願時点で証明書

の入手が困難である場合は、出願者本人から事情書を

徴して、後日、証明書を提出させることとする。 

 （候補者の選考及び推薦） 

第５条 委員会は、候補者を選考し、学長に推薦する。 

 （奨学生の決定及び通知） 

第６条 学長は、委員会の推薦に基づいて奨学生及び給付金

額を決定し、本人に通知する。 

 （給付期間） 

第７条 本奨学金の給付期間は、１年間とする。 

 （奨学金の給付） 

第８条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、採用決定後、遅滞なく給付する。 

 （給付の停止） 

第９条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨

学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 認定留学するとき。 

(４) 休学又は退学するとき。 

(５) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第５号までのいずれかに該当する場合は、

奨学金の返還を求めることがある。 

 （補 則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第11条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度在

学生から適用する。 

    ＜省略＞ 
    附 則 
 この規程（改正）は、2020年４月１日から施行する。 
    附 則 
 この規程（改正）は、2020年３月５日から施行し、施行日

以降に災害救助法又は天災融資法が適用された災害から適用

する。 
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関西大学家計急変者給付奨学金規程 

制定 平成27年３月26日 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学給付奨学金規程第４条第２項

の規定に基づき、同規程第３条第10号の家計急変者給付奨

学金に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （給付対象者） 

第２条 本奨学金の給付対象者は、主たる家計支持者が次の

各号のいずれかに該当し、家計が急変したことにより修学

が困難となった関西大学（以下「本学」という。）学生と

する。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 症候の程度が障害認定等級２級以上の長期療養者

となったとき。 

(３) 勤務先の倒産により失業したとき、又は自営業であ

って廃業したとき。 

 （給付金額） 

第３条 本奨学金の給付金額は、年額24万円とする。 

 （給付人数） 

第４条 本奨学金の給付人数は、予算の範囲内で別に定める。 

 （募集及び出願） 

第５条 奨学生の募集は、予算の範囲内において随時行う。 

２ 第２条に規定する給付事由は、本学在学中に生じたもの

に限る。 

３ 本奨学金への出願は、給付事由が発生した日から１年を

超えない期間内に行わなければならない。ただし、認定留

学期間及び外国語学部においてスタディ・アブロードを履

修する期間は、当該出願期間に含まない。 

４ 本奨学金の採用は、事由のいかんにかかわらず、在学中

１度限りとする。 

５ 奨学生を希望する者は、次の書類を学長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 所定の奨学生願書 

(２) 家計が急変した事由を証明する関係官庁の証明書

又はそれに準ずる証明書 

 （候補者の選考及び推薦） 

第６条 関西大学奨学金委員会規程に定める関西大学奨学金

委員会（以下「委員会」という。）は、候補者を選考し、

学長に推薦する。 

 （奨学生の決定及び通知） 

第７条 学長は、委員会の推薦に基づいて奨学生を決定し、

本人に通知する。 

 （給付期間） 

第８条 本奨学金の給付期間は、１年間とする。 

 （奨学金の給付） 

第９条 本奨学金は、本人名義の銀行口座に振り込むものと

し、採用決定後、遅滞なく給付する。 

 （給付の停止） 

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨

学金の給付を停止する。 

(１) 奨学金を辞退したとき。 

(２) 学費未納により除籍となったとき。 

(３) 認定留学するとき。 

(４) 休学又は退学するとき。 

(５) 委員会が奨学生として不適当と認めたとき。 

２ 前項第２号から第５号までのいずれかに該当する場合は、

奨学金の返還を求めることがある。 

 （補 則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、この奨学金の取扱い

に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。 

 （規程の改廃） 

第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行し、平成28年度在

学生から適用する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2023年４月１日から施行する。 

 

 

 

遺失・拾得物等に関する取扱要領 

制定 昭和48年４月１日 

昭和48年度通達（学生第560号） 

１ 適用範囲 

関西大学（以下「本学」という。）構内において発生

した遺失物及び拾得物については、この要領による。 

２ 遺失物の届出 

遺失物については、本人から所定の届を千里山キャン

パスは学生生活支援グループ、高槻キャンパスは高槻キャ

ンパス事務グループ、高槻ミューズキャンパスは高槻ミュ

ーズキャンパス事務グループ、堺キャンパスは堺キャンパ

ス事務室、南千里国際プラザは国際プラザグループ（以下

「所管窓口」という。）に提出しなければならない。なお、

この届の有効期間は、届出日から３カ月間とする。 

３ 拾得物の届出 

(１) 本学構内で拾得した物品、金銭などについては最寄

りの事務室（教務センター、図書館、学生センター、

正門インフォメーション、キャリアセンター及び南千

里国際プラザ）に本人が拾得物届（用紙は、各事務室

に備付け）を添えて拾得後24時間以内に届け出なけれ

ばならない。ただし、拾得者が24時間経過後届け出た

場合は、報労金等拾得物に関する権利を失う。 

(２) 各事務室に届け出られた拾得物については、事務室
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において確認ののち拾得届出者に拾得物預り証を交付

する。 

(３) 各事務室において受理した拾得物は、受理日の翌日

午前中に拾得物届を添付の上、所管窓口に回付する。

ただし、記名等によって渡し先の明らかなものは、受

理した事務室で処理するものとする。 

４ 拾得物の公示 

所管窓口に回付された拾得物は、千里山キャンパスに

おいては凜風館掲示板、高槻キャンパス及び堺キャンパス

においては学部掲示板、高槻ミューズキャンパスにおいて

はミューズオフィス掲示板、南千里国際プラザにおいては

国際プラザ事務室内に公示する。なお、公示期間は、回付

された翌日から３日間とする。 

５ 遺失物の引渡し 

遺失者に遺失物を引き渡すときは、その特徴、内容そ

の他参考となるべき事項を指摘させ正当な権利者である

ことを確認した後、本人に引き渡すものとする。この場合、

遺失者は、遺失物台帳に必要事項を記入するものとする。

なお、遺失者は拾得者に対して遺失物法（平成18年法律第

73号）により物件価格の５／100～20／100の範囲で報労金

を渡さなければならない。 

６ 法定の届出 

公示期間が過ぎても遺失者が判明しない物件について

は、遺失物法に基づき大学から所轄警察署長に届け出るも

のとする。 

７ 遺失物の処分 

(１) 上記６により所轄警察署に届け出た物件は、公告期

間14日間終了後３カ月を過ぎると拾得者がその所有権

を取得することになるので、拾得物預り証を所轄警察

署に提出し、拾得物を受領するものとする。 

(２) 遺失物法によって取り扱われない物件については、

公示の日から起算して３カ月間本学に保管し、その後

本学において処分するものとする。 

附 則 

この要領は、昭和48年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この要領（改正）は、2019年10月１日から施行する。 

 

 

関西大学交通規制に関する規程 

制定 昭和43年11月１日 

   第１章 総則 

 （目 的） 

第１条 この規程は、関西大学千里山キャンパス、高槻キャ

ンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパス、梅田キ

ャンパス及び北陽キャンパス（以下「各キャンパス」とい

う。）とその周辺において自動車及び原動機付自転車（以

下「自動車」という。）による混雑を緩和し、学内の通行

を円滑にするため、自動車の運行を規制し、大学関係者全

員が相協力して各キャンパスとその周辺の環境保持及び交

通事故の防止に努めることを目的とする。 

 （規制の原則） 

第２条 各キャンパスにおける交通規制は、自動車による通

学及び通勤を禁止し、外来者及び出入業者等の自動車の乗

入れを大幅に制限することを原則とする。 

 （通 路） 

第３条 千里山キャンパスへの進入及び退出は、大学正門前

から西に通じる道路（通称：大学前通り）を避けるものと

する。 

２ 千里山キャンパスの大学構内への進入及び退出は、原則

として名神高速道路上から３号門を経て進入し、用務終了

後は進入した順路を通り３号門を経て名神高速道路上から

退出するものとする。 

３ 高槻キャンパスへの進入及び退出は、東門を使用し、北

門は避けるものとする。 

４ 高槻ミューズキャンパスへの進入及び退出は、北門を使

用する。 

５ 堺キャンパスへの進入及び退出は、西門を使用する。 

６ 梅田キャンパスへの進入及び退出は、東側出入口を使用

する。 

７ 北陽キャンパスへの進入及び退出は、正門を使用する。 

   第２章 特別に入構を認める自動車 

 （入構許可自動車） 

第４条 次に定めるものは、許可を得て、入構することがで

きる。 

(１) 法人所有の自動車 

(２) 病気又は身体障害によって必要と認められた自動

車 

(３) 関西大学生活協同組合（以下「生協」という。）及

び業務委託業者等所有の業務用自動車 

(４) 救急車、消防車その他の緊急自動車 

(５) 物品運搬のために必要と認められた自動車 

(６) 教職員及び学生が機材等の搬出入のために必要と

認められた自動車 

(７) 緊急を要する用務、疾病者の護送その他の法人、大

学、高等学校、中学校、小学校又は幼稚園等（以下「大

学等」という。）が特に必要と認めた自動車 

 （入構許可の種別） 

第５条 入構の許可は、通常入構許可と臨時入構許可の２種

とする。 

(１) 通常入構許可は、前条第１号から第３号までに規定

する自動車とし、許可期限つき自動車等入構許可証（以

下「入構許可証」という。）を発行する。 

(２) 臨時入構許可は、前条第４号から第７号までに規定

する自動車とし、原則として臨時自動車等入構許可証

（以下「臨時入構許可証」という。）をその都度発行

する。 

 （通常入構許可） 

第６条 通常入構を必要とする第４条第２号に規定する者は、

所定の手続を経て、許可を受けるものとする。 
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 （臨時入構許可） 

第７条 臨時入構を必要とする者は、所定の手続を経て、許

可を受けるものとする。 

２ 第５条第２号に規定する臨時入構の許可は、高等学校、

中学校、小学校及び幼稚園においては、校長又は園長が行

うものとする。 

３ 臨時入構を許可された自動車は、退出の際には必ず臨時

入構許可証を返さなければならない。 

 （入構車の駐車） 

第８条 入構を許可された自動車は、各キャンパス所定の駐

車場に駐車するものとする。 

 （入構者心得） 

第９条 入構を許可された者は、次の事項を守らなければな

らない。 

(１) 入構車は、警備詰所で一旦停車し、係員に入構許可

証を提示する。 

(２) 自動車の前面ガラスその他の車外から許可内容を

容易に認め得る箇所に入構許可証を掲げる。 

(３) 運行速度は、時速10キロメートル以内とする。 

(４) 歩行者の障害にならないよう注意する。 

(５) 騒音防止に留意する。 

(６) その他係員の指示に従う。 

２ 高等学校、中学校、小学校及び幼稚園への入構者につい

ては、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、校長又

は園長の指示に従うものとする。 

 （駐車料金） 

第10条 千里山キャンパスへの自動車入構に伴う駐車料金に

ついては、別に定める。 

２ 前条の駐車料金を支払い、入構する自動車については、

第５条から第７条まで並びに前条第１号及び第２号に規定

する手続を省略できるものとする。 

 （臨時入構特別規制） 

第11条 大学等において特に必要ある場合は、臨時に別の交

通規制を行う。 

附 則 

 この規程は、昭和43年12月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2021年4月１日から施行する。 

 

 

関西大学学生懲戒処分規程 

制定 平成19年５月10日 

   第１章 総則 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学学則第40条、関西大学大学院

学則第85条、関西大学大学院法務研究科（法科大学院）学

則第51条、関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学

則第51条及び関西大学留学生別科規程第26条に規定する学

生の懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定 義） 

第２条 この規程において「学生」とは、関西大学（以下「本

学」という。）に在籍する学部学生、大学院学生、留学生

別科の学生及び科目等履修生等をいう。 

２ この規程において「学部等」とは、学部及び研究科をい

う。 

３ この規程において「学部長等」とは、学部長及び研究科

長をいう。 

４ この規程において「教授会等」とは、学部、法務研究科

及び会計研究科の教授会並びに研究科委員会をいう。 

５ 前３項の規定にかかわらず、関西大学留学生別科規程第

26条に規定する学生の懲戒処分の場合は、「学部等」を「留

学生別科」と、「学部長等」を「国際教育センター長」と、

「教授会等」を「国際教育センター委員会」と読み替える。 

 

 

   第２章 懲戒事由及び懲戒処分の種類 

 （懲戒事由） 

第３条 懲戒処分は、次の各号のいずれかに該当する学生の

本分に反する行為をなした者（以下「処分対象者」という。）

について行うことができる。 

(１) 犯罪行為 

(２) 著しく人権を侵害する行為 

(３) 本学の規程に反する行為 

(４) その他著しく社会的に非難されるべき行為 

 （懲戒処分の種類） 

第４条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。 

(１) 譴責 大学の教育的意思表示として書面により戒

めるもの 

(２) 停学 登校を停止し、自宅での謹慎を命じるもの 

(３) 退学 本学学生としての身分を剥奪するもの 

 （譴 責） 

第５条 譴責は、学部長等が行う。 

 （停 学） 

第６条 停学は、無期停学又は６カ月未満の有期停学とする。 

２ 停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含めないもの

とする。ただし、停学期間が２カ月未満の短期の場合は、

この間の教育指導に基づき修業年限に算入することができ

る。 

３ 停学期間の開始日は、教授会等が決定した日とする。 

４ 停学期間中は、授業等への出席を停止するほか、課外活

動等への参加、大学施設の使用を禁止する。ただし、学部

長等が教育指導上必要と認めたときは、この限りでない。 

５ 学部長等は、無期停学処分を受けた学生について、その

反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、その処分を

解除することが適当であると認めるときは、学長と協議の

上、教授会等の議を経て、処分を解除できる。 

６ 無期停学の解除は、処分の開始日から６カ月以上経過し

なければ行うことができない。 

 （退 学） 

第７条 退学は、関西大学学則第41条、関西大学大学院学則

第85条第３項、関西大学大学院法務研究科（法科大学院）

学則第51条第３項、関西大学大学院会計研究科（専門職大

－358－



 

学院）学則第51条第３項及び関西大学留学生別科規程第27

条に掲げる者について行う。 

２ 学部長等は、処分対象者から、懲戒処分の決定前に自主

退学の申出があった場合、懲戒処分が決定するまでこの申

出を受理してはならない。 

３ 懲戒処分の決定後に自主退学の申出があった場合でも、

懲戒処分の内容が退学であったときは、関西大学学則第40

条、関西大学大学院学則第85条第２項、関西大学法務研究

科（法科大学院）学則第51条第２項、関西大学大学院会計

研究科（専門職大学院）学則第51条第２項及び関西大学留

学生別科規程第26条の規定による退学とし、本学の全ての

学部等への再入学を認めないものとする。 

 （謹慎の措置） 

第８条 学部長等は、学生の行為が明らかに懲戒処分に該当

すると判断した場合は、懲戒処分決定前に、２カ月を超え

ない範囲で、当該学生に対し、謹慎を命ずることができる。 

２ 前項の謹慎期間中は、第６条第４項の規定を準用する。 

３ 謹慎期間は、停学期間に算入することができるものとす

る。 

 

   第３章 懲戒処分手続 

 （懲戒処分手続） 

第９条 学部長等は、懲戒事由に当たる行為があったことを

知り得たときは、遅滞なく事実確認及び当該学生に対する

事情聴取を行い、懲戒処分が相当と判断した場合は、学長

と協議の上、次項に従って、懲戒処分手続を選択する。 

２ 懲戒処分手続は、単独の学部等の学生が関与する懲戒処

分対象行為については、当該学生の所属学部等の教授会等

が事案を調査の上、審議、決定し、複数の学部等の学生が

関与している事案については、第11条の懲戒調査委員会が

事案を調査し、処分に理由及び必要性があると判断した場

合には、処分内容を提案し、その後、関係学部等の教授会

等において処分を審議、決定する。 

３ 学部等における事実確認、事情聴取に基づく懲戒対象行

為の認定手続は、当該学部等で定める手続に従い、学部長

等の責任において適正に行う。 

４ 学部等が懲戒対象行為に関する事実認定及び事情聴取を

行うに当たっては、事前に当該学生に被疑事実の要旨を告

知し、口頭による弁明の機会を与えなければならない。た

だし、当該学生が心身の故障、身柄の拘束、長期の旅行そ

の他の事由により口頭による弁明ができないときは、文書

をもって代えることができる。 

５ 調査に際し、学生に事情聴取を行う場合は、学生の要請が

あれば、学生を補佐する教員等を同席させることができる。 

６ 第３条に定める懲戒事由のうちハラスメントに該当する

懲戒処分手続に係る事実関係の調査等は、関西大学ハラス

メント防止に関する規程に定める手続によるものとする。 

 （逮捕・勾留された場合等の処分手続） 

第10条 学部長等は、次の各号のいずれかに当たり、迅速な

処分が必要と判断される場合には、事情聴取の手続を経ず

に、懲戒処分手続を進めることができる。 

(１) 学生が逮捕・勾留され、学生の身柄拘束が長期に及

び接見不可能な場合 

(２) 学生が逃走中又は所在不明の場合 

(３) 被疑事実が重大かつ明白であり、当該学生が罪状を

認めている場合 

 

   第４章 複数の学部等に係る処分手続 

 （懲戒調査委員会の設置） 

第11条 複数の学部等の学生が関与している懲戒対象行為に

ついては、当該学部長等からの要請により、学長は、速や

かに懲戒調査委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

２ 委員会は、次の者をもって構成する。 

(１) 副学長のうち１名 

(２) 学生センター所長 

(３) 学長が指名する教育職員５名（両性で構成する。） 

３ 委員会に委員長を置き、前項第１号に規定する者をもっ

て充てる。 

４ 委員に欠員が生じたときは、学長は、速やかに後任の委

員を補充しなければならない。 

５ 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

６ 委員会は、全委員の出席をもって成立し、議事は５名以

上の委員の賛同をもって決する。 

７ 委員長は、必要がある場合には、委員会の承認を得た上

で、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

８ 委員会は、懲戒事由に該当する行為の内容、結果、影響

等を総合的に検討し、１カ月以内に調査を完了し、その調

査内容を処分の提案を添えて学長に文書で報告しなければ

ならない。ただし、特段の事由が生じた場合は、更に１カ

月延長することができる。 

９ その他懲戒処分手続については、第９条第４項及び第５

項の規定を準用する。この場合において、「学部等」は「委

員会」に読み替える。 

 （懲戒処分の決定） 

第12条 学長は、委員会から調査結果の報告を受けたときは、

直ちに当該学部長等に、報告書を添付の上、文書で伝達す

るものとする。 

２ 学長からの伝達を受けた学部長等は、委員会から必要な

資料を引き継いだ上、教授会等における審議に付し、教授

会等は、報告書に基づき、懲戒処分を決定する。この場合

において、学部等の教授会等における審議の際には、第９

条第４項及び第５項の手続を省略することができる。 

 

   第５章 不服申立手続 

 （不服申立手続） 

第13条 懲戒処分を受けた学生は、処分の通知を受けた日か

ら30日以内にその処分に対する不服申立てをすることがで

きる。 

２ 不服申立書には、不服理由を記載して、処分をした教授

会等に提出する。 

３ 教授会等は、処分の理由を示す資料、教授会議事録とと

もに、不服申立書を不服審査委員会に送付する。 

４ 不服審査委員会は、次の者をもって構成する。 

(１) 副学長（第11条第２項第１号に規定する副学長を除

く。） 

(２) 学長が指名する弁護士１名 

(３) 学長が指名する教育職員で、懲戒処分を受けた学生

－359－



 

の所属する学部等に属しない者２名（両性で構成す

る。） 

５ 不服審査委員会は副学長が委員長を務め、議事は多数決

で決する。 

６ 不服審査委員会は、教授会等から提出された資料のほか、

必要に応じ事実を調査することができる。 

７ 不服申立てをした学生は、自ら意見を述べ、又は資料を

提出することができる。ただし、本人が出席できないなど

特別の事情がある場合は、代理人をたてることができる。 

８ 不服審査委員会は、処分を相当とする場合は、不服申立

てを却下し、処分が相当でないとする場合は処分を取り消

し、又は変更する。この場合において、不服審査委員会は、

懲戒処分を重く変更することができない。 

９ 前項の決定は、不服申立人に通知したときに効力を生じ

る。 

 

   第６章 処分の通知及び告示 

 （懲戒処分の通知及び告示） 

第14条 学部長等は、懲戒処分を決定したときは、原則とし

て、懲戒の原因たる事実、決定された処分の内容及びその

理由を記載した文書を作成し、被処分者に通知し、これを

告示する。 

２ 成績証明書その他の学生の修学状況に関する文書には、

原則として懲戒処分を受けた旨の記載は行わないものとす

る。 

   第７章 守秘義務 

 （守秘義務） 

第15条 懲戒処分手続に関与した者は、任期中及び退任後、

学生の名誉とプライバシーを侵害することのないよう、慎

重に行動するとともに、任務において知り得た事項を、正

当な理由なく他に漏らしたり、私事に利用してはならない。 

 

   第８章 雑則 

 （事 務） 

第16条 この規程に関する事務は、学部等に関しては学部・

大学院事務グループ、高槻キャンパス事務グループ、高槻ミ

ューズキャンパス事務グループ、堺キャンパス事務室及び国

際プラザグループが、委員会及び不服審査委員会に関しては

学長課が行う。 

 （補 則） 

第17条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分の実施に必

要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成19年５月10日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

 この規程（改正）は、2022年４月１日から施行する。 
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千里山キャンパス Senriyama Campus

※2024年3月現在のものを掲載しています。
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高槻キャンパス Takatsuki Campus

※2024年3月現在のものを掲載しています。
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高槻ミューズキャンパス Takatsuki Muse Campus

※2024年3月現在のものを掲載しています。
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〔　高 槻 ミューズキャンパス　〕

学舎略図
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堺キャンパス Sakai Campus

※2024年3月現在のものを掲載しています。
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※2024年3月現在のものを掲載しています。

吹田みらいキャンパス Suita Mirai Campus
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梅田キャンパス Umeda Campus

※2024年3月現在のものを掲載しています。
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学舎略図

〔　梅 田 キャンパス　〕
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